
    

リ-258 

 

防
災
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉜-1ＭＯＸ燃料加工施設と

共用する再処理施設の各建物周辺における

航空機衝突による航空機燃料火災，化学火

災に使用する放水設備の大型移送ポンプ車

は，再処理施設の各建物周辺における航空

機衝突による航空機燃料火災，化学火災に

対応するために放水設備の可搬型放水砲で

放水するための水を供給する。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉝-1 放水設備の可搬型放水

砲で放水する 大の流量が約 900m3/h に対

して放水設備の大型移送ポンプ車は，約

1,800m3/h の送水流量を有する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉜-1ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る再処理施設の各建物周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災，化学火災に使用する放水設

備の大型移送ポンプ車は，再処理施設の各建物周

辺における航空機衝突による航空機燃料火災，化

学火災に対応するために放水設備の可搬型放水砲

で放水するための水及び泡消火薬剤を供給する設

計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉝-1 放水設備の可搬型放水砲で放

水する 大の流量が約 900m3/h に対して放水設備

の大型移送ポンプ車は，必要な容量を有する設計

とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉝-1【その他再処理施設の附属施

設】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉜-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉜-1 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉝-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉝-1 と同義

であり整合している。 
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防
災
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉞-1 再処理施設の各建物周

辺における航空機衝突による航空機燃料火

災，化学火災に使用する放水設備の大型移

送ポンプ車の必要数は２台であり，大気中

への放射性物質の放出を抑制するために使

用する放水設備の大型移送ポンプ車を兼用

する。  

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉟-1ＭＯＸ燃料加工施設と

共用する大気中への放射性物質の放出を抑

制するために使用する放水設備の可搬型放

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉞-1 再処理施設の各建物周辺にお

ける航空機衝突による航空機燃料火災，化学火災

に使用する放水設備の大型移送ポンプ車の必要数

は２台であり，大気中への放射性物質の放出を抑

制するために使用する放水設備の大型移送ポンプ

車を使用する設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉟-1ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る大気中への放射性物質の放出を抑制するために

使用する放水設備の可搬型放水砲は，使用済燃料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉞-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉞-1 と同義

であり整合している。 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉟-1 は，事業変更許

6666
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防
災
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

水砲は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃

液ガラス固化建屋の 高点である屋上全般

にわたって放水するために必要な容量を有

する設計とするとともに，保有数は，必要

数として７台，予備として故障時バックア

ップを７台の合計 14 台以上を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊱-1ＭＯＸ燃料加工施設と

共用する再処理施設の各建物周辺における

航空機衝突による航空機燃料火災，化学火

災に使用する放水設備の可搬型放水砲は，

再処理施設の各建物周辺における航空機衝

突による航空機燃料火災，化学火災に対応

するために必要な容量を有する設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高

レベル廃液ガラス固化建屋の 高点である屋上全

般にわたって放水するために必要な容量を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数及び予備

として故障時のバックアップを含め十分な台数を

確保する設計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉟-1【その他再処理施設の附属施

設】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊱-1ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る再処理施設の各建物周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災，化学火災に使用する放水設

備の可搬型放水砲は，再処理施設の各建物周辺に

おける航空機衝突による航空機燃料火災，化学火

災に対応するために必要な容量を有する設計とす

る。 

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉟-1 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊱-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊱-1 と同義

であり整合している。 
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防
災
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

る。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊲-1 再処理施設の各建物周

辺における航空機衝突による航空機燃料火

災，化学火災に使用する放水設備の可搬型

放水砲の必要数は１台であり，大気中への

放射性物質の放出を抑制するために使用す

る放水設備の可搬型放水砲を兼用する。  

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊳-1ＭＯＸ燃料加工施設と

共用する放水設備の可搬型建屋外ホース

は，重大事故等への対処に必要となる流路

を確保するための必要数を確保することに

加えて，予備として故障時バックアップを

確保する。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊴-1 放水設備の大型移送ポ

ンプ車及び可搬型放水砲は，汽水の影響に

対して耐腐食性材料を使用する設計とす

る。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊵-1 屋外に保管する放水設

備の大型移送ポンプ車及び可搬型放水砲

は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台

風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該

設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保

管する設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊶-1 屋外に保管する放水設

備の可搬型建屋外ホースは，風（台風）及

び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻によ

る風荷重を考慮し，収納するコンテナ等に

対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保

管する設計とする。  

 

 

リ(ロ)(ⅷ))-㊷-1 地震を要因として発生

した場合に対処に用いる放水設備の大型移

送ポンプ車は，「ロ．(7)(ⅱ)(b)(ﾎ) 地震

を要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることでその機

能を損なわない設計とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊲-1 再処理施設の各建物周辺にお

ける航空機衝突による航空機燃料火災，化学火災

に使用する放水設備の可搬型放水砲の必要数は１

台であり，大気中への放射性物質の放出を抑制す

るために使用する放水設備の可搬型放水砲を使用

する設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊳-1ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る放水設備の可搬型建屋外ホースは，重大事故等

への対処に必要となる流路を確保するため，保有

数は，必要数及び予備として故障時のバックアッ

プを含め十分な数量を確保する設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊴-1 放水設備の大型移送ポンプ車

及び可搬型放水砲は，汽水の影響に対して耐腐食

性材料を使用する設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊵-1 屋外に保管する放水設備の大

型移送ポンプ車及び可搬型放水砲は，風（台風）

及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風

荷重を考慮し，当該設備の転倒防止，固縛等の措

置を講じて保管する設計とする。 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊶-1 屋外に保管する放水設備の可

搬型建屋外ホースは，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，

収納するコンテナ等に対して転倒防止，固縛等の

措置を講じて保管する設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊷-1 地震を要因とする重大事故等

が発生した場合に対処に用いる放水設備の大型移

送ポンプ車は，第１章 共通項目の「9.2 重大事故

等対処設備」の「9.2.7 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす

ることで，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊲-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊲-1 と同義

であり整合している。 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊳-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊳-1 と同義

であり整合している。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊴-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊴-1 と同義

であり整合している。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊵-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のロ

リ(ロ)(ⅷ)-㊵-1 と同

義であり整合してい

る。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊶-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊶-1 と同義

であり整合している。 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊷-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊷-1 と同義

であり整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊸-1 放水設備の大型移送ポ

ンプ車，可搬型放水砲及び可搬型建屋外ホ

ースは，内部発生飛散物の影響を考慮し，

外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。   

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊹-1 放水設備の大型移送ポ

ンプ車及び可搬型放水砲は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作に

支障がないように線量率の高くなるおそれ

の少ない屋外で操作可能な設計とする。  

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊺-1 放水設備の大型移送ポ

ンプ車，可搬型放水砲及び可搬型建屋外ホ

ースは，簡便なコネクタ接続に統一するこ

とにより，現場での接続が可能な設計とす

る。  

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊻-1 放水設備の大型移送ポ

ンプ車は，再処理施設の運転中又は停止中

に外観点検，員数確認，性能確認，分解点

検等が可能な設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊼-1 放水設備の大型移送ポ

ンプ車は，車両として運転状態の確認が可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊽-1 放水設備の可搬型放水

砲は，再処理施設の運転中又は停止中に外

観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊸-1 放水設備の大型移送ポンプ

車，可搬型放水砲及び可搬型建屋外ホースは，内

部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エリアの

内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管する

ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊹-1 放水設備の大型移送ポンプ車

及び可搬型放水砲は，想定される重大事故等が発

生した場合においても操作に支障がないように線

量率の高くなるおそれの少ない屋外で操作可能な

設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊺-1 放水設備の大型移送ポンプ

車，可搬型放水砲及び可搬型建屋外ホースは，簡

便なコネクタ接続に統一することにより，速やか

に，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計と

する。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊻-1 放水設備の大型移送ポンプ車

は，通常時において，重大事故等への対処に必要

な機能を確認するため，外観点検，員数確認，性

能確認，分解点検等が可能な設計とする。また，

当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な

設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊼-1 放水設備の大型移送ポンプ車

は，車両として運転状態の確認が可能な設計とす

る。また，当該機能を健全に維持するため，保修

等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊽-1 放水設備の可搬型放水砲は，

通常時において，重大事故等への対処に必要な機

能を確認するため，外観の確認が可能な設計とす

る。また，当該機能を健全に維持するため，取替

え等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊸-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊸-1 と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ))-

㊹-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のロ

リ(ロ)(ⅷ)-㊹-1 と同

義であり整合してい

る。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊺-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊺-1 と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊻-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊻-1 と同義

であり整合している。 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊼-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊼-1 と同義

であり整合している。 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊽-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊽-1 と同義

であり整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

(ｲ) 主要な設備 

リ(ロ)(ⅷ)-㊾-1［可搬型重大事故等対

処設備］ 

大型移送ポンプ車 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 17 台 

（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを９台） 

            容量 約 1,800m3/h/台 

可搬型放水砲 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 14 台 

（予備として故障時のバックアップを７

台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊾-1【その他再処理施設の附属施

設】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊾-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊾-1 と同義

であり整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊿-1 ホイールローダ 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） ７台 

（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを４台） 

     可搬型建屋外ホース 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊿-1ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る放水設備のホイールローダの保有数は，必要数

として３台並びに予備として故障時のバックアッ

プ及び点検保守による待機除外時のバックアップ

を４台の合計７台を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊿-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊿-1 と同義

であり整合している。 
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防
災
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

(b) 注水設備 

リ(ロ)(ⅷ)-①-2 再処理施設のうち使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋において重大事故

等が発生し，工場等外への放射線の放出に

至るおそれがある場合，燃料貯蔵プール等

へ注水し，放射線の放出を抑制するために

必要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-②-2 注水設備は，大型移送

ポンプ車，可搬型建屋外ホース及び可搬型

建屋内ホースで構成する。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-③-2 大型移送ポンプ車及び

可搬範型建屋外ホースは，放水設備と兼用

し，可搬型建屋内ホースはスプレイ設備と

兼用する。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-④-2 放射線の放出を抑制す

るための対処では，リ(ロ)(ⅷ)-⑤-2 放水

設備の一部である大型移送ポンプ車及び可

搬型建屋外ホース，リ(ロ)(ⅷ)-⑥-2 水供

給設備の一部である第１貯水槽，リ

(ロ)(ⅷ)-⑦-2 スプレイ設備の一部である

可搬型建屋内ホース，リ(ロ)(ⅷ)-⑧-2 代

替安全冷却水系の一部であるホース展張車

及び運搬車，リ(ロ)(ⅷ)-⑨-2 補機駆動用

燃料補給設備の軽油貯槽及び軽油用タンク

ローリ並びにリ(ロ)(ⅷ)-⑩-2 計装設備の

一部を使用する。  

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑪-2 水供給設備の一部であ

る第１貯水槽，リ(ロ)(ⅷ)-⑫-2 補機駆動

用燃料補給設備の一部である軽油貯槽及び

リ(ロ)(ⅷ)-⑬-2 計装設備の一部を常設重

大事故等対処設備として設置する。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑭-2 放水設備の一部である

大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホー

ス，リ(ロ)(ⅷ)-⑮-2 スプレイ設備の一部

である可搬型建屋内ホース，リ(ロ)(ⅷ)-

⑯-2 代替安全冷却水系の一部であるホース

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.7.2 注水設備 

リ(ロ)(ⅷ)-①-2 再処理施設のうち使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋において重大事故等が発生し，

工場等外への放射線の放出に至るおそれがある場

合，燃料貯蔵プール等へ注水し，放射線の放出を

抑制するために必要な重大事故等対処設備とし

て，注水設備を設ける設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-②-2 注水設備は，大型移送ポンプ

車，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース

で構成する。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-③-2 大型移送ポンプ車及び可搬型

建屋外ホースは，放水設備と兼用し，可搬型建屋

内ホースは使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施

設のスプレイ設備と兼用する設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-④-2 放射線の放出を抑制するため

の対処では，リ(ロ)(ⅷ)-⑤-2 放水設備の一部で

ある大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホース，

リ(ロ)(ⅷ)-⑥-2 水供給設備の一部である第１貯

水槽，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係

るリ(ロ)(ⅷ)-⑦-2 スプレイ設備の一部である可

搬型建屋内ホース，リ(ロ)(ⅷ)-⑧-2 代替安全冷

却水系の一部であるホース展張車及び運搬車を使

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設のリ

(ロ)(ⅷ)-⑮-2 スプレイ設備の一部である可搬型

建屋内ホース，リ(ロ)(ⅷ)-⑯-2 代替安全冷却水

系の一部であるホース展張車及び運搬車を可搬型

重大事故等対処設備として配備する。 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

①-2 は，事業変更許

可申請書（本文）の

(7)(ⅱ)-①-2 と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

②-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-②-2 と同義

であり整合している。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

③-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-③-2 と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

④,⑤,⑥,⑦,⑧-2

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-④,⑤,⑥,

⑦,⑧-2 と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

⑮,⑯-2 は，事業変更

許可申請書（本文）の

リ(ロ)(ⅷ)-⑮,⑯-2

と同義であり整合して

いる。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

展張車及び運搬車，リ(ロ)(ⅷ)-⑰-2 補機

駆動用燃料補給設備の一部である軽油用タ

ンクローリ並びにリ(ロ)(ⅷ)-⑱-2 計装設

備の一部を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑲-2 放水設備については，

「リ．(4)(ⅷ)(a) 放水設備」に，リ(ロ)

(ⅷ)-⑳-2 水供給設備については「リ．(2)

(ⅰ)(b)(ﾛ)1) 水供給設備」に，リ(ロ)

(ⅷ)-㉑-2 スプレイ設備については「ハ．

(2)(ⅱ)(b) スプレイ設備」に，リ(ロ)

(ⅷ)-㉒-2 代替安全冷却水系については

「リ．(2)(ⅰ)(b)(ﾛ)2) 代替安全冷却水

系」に，リ(ロ)(ⅷ)-㉓-2 補機駆動用燃料

補給設備については「リ．(4)(ⅶ) 補機駆

動用燃料補給設備」に，リ(ロ)(ⅷ)-㉔-2

計装設備については「ヘ．(3)(ⅱ)(a) 計装

設備」に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉕-2 注水設備は，再処理施

設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にお

いて重大事故等が発生し，工場等外への放

射線の放出に至るおそれがある場合，大型

移送ポンプ車から供給する水を可搬型建屋

外ホース及び可搬型建屋内ホースを介し，

燃料貯蔵プール等へ水を注水できる設計と

する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉕-2燃料貯蔵プール等からの大量

の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール

等の水位が異常に低下し，工場等外への放射線の

放出に至るおそれがある場合，工場等外への放射

線の放出を抑制するために，大型移送ポンプ車か

ら供給する水を，可搬型建屋外ホース及び可搬型

建屋内ホースを介して燃料貯蔵プール等へ注水で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-①-2 工場等外への放射線の放出に

至るおそれがある場合の重大事故等対処設備とし

て，注水設備の他，リ(ロ)(ⅷ)-⑪,⑲-2 放水設備

の大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホース，リ

(ロ)(ⅷ)-⑳-2 水供給設備の第 1貯水槽，リ

(ロ)(ⅷ)-㉑-2 スプレイ設備の可搬型建屋内ホー

ス，リ(ロ)(ⅷ)-㉒-2 代替安全冷却水系のホース

展張車及び運搬車，リ(ロ)(ⅷ)-⑫,㉓-2 補機駆動

用燃料補給設備の第 1軽油貯槽及び第 2軽油貯

槽，軽油タンクローリ及び燃料補給用可搬型ホー

ス，リ(ロ)(ⅷ)-⑬,㉔-2 計測制御設備の可搬型放

水砲圧力計等を使用する設計とする。なお，リ

(ロ)(ⅷ)-⑲-2 放水設備については第 2章 個別

項目の「7.3 その他の主要な事項」の「7.3.1 

放水設備」に，リ(ロ)(ⅷ)-⑳-2 水供給設備につ

いては第 2章 個別項目の「7.3 その他の主要な

事項」の「7.3.8 水供給設備」に，使用済燃料の

受入れ及び貯蔵に係る施設のリ(ロ)(ⅷ)-㉑-2 ス

プレイ設備については第 1章 個別項目の「1.2 

使用済燃料の貯蔵施設」の「1.2.1.7 スプレイ設

備」に，リ(ロ)(ⅷ)-㉒-2 代替安全冷却水系につ

いては第 2章 個別項目の「7.2 給水施設及び蒸

気供給設備」の「7.2.2.3 代替安全冷却水系」

に，リ(ロ)(ⅷ)-㉓-2 補機駆動用燃料補給設備に

ついては第 2章 個別項目の「7.1.1 電気設備」

の「7.1.1.11 補機駆動用燃料補給設備」に，リ

(ロ)(ⅷ)-㉔-2 計測制御設備については第 2章 

個別項目の「4.1 計測制御設備」に示す。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉕-2 注水設備は，燃料貯蔵プール

等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃

料貯蔵プール等の水位が異常に低下し，工場等外

への放射線の放出に至るおそれがある場合，工場

等外への放射線の放出を抑制するために，大型移

送ポンプ車から供給する水を，可搬型建屋外ホー

ス及び可搬型建屋内ホースを介して燃料貯蔵プー

ル等へ注水できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

①,⑪,⑫,⑬,⑲,⑳,

㉑,㉒,㉓,㉔,-2 は，

事業変更許可申請書

（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-①,⑪,⑫,

⑬,⑲,⑳,㉑,㉒,㉓,

㉔,-2 と同義であり整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉕-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉕-2 と同義

であり整合している。 
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リ(ロ)(ⅷ)-㉖-2 注水設備の大型移送ポ

ンプ車は，補給水設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，電動駆動ポンプにより構成される補

給水設備とは異なる駆動方式である水冷式

のディーゼルエンジンにより駆動し，必要

な燃料は，補機駆動用燃料補給設備からの

補給が可能な設計とすることで補給水設備

に対して，多様性を有する設計とする。  

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉗-2 注水設備の大型移送ポ

ンプ車，可搬型建屋外ホース及び可搬型建

屋内ホースは，補給水設備と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれが

ないように，故障時バックアップを含めて

必要な数量を補給水設備が設置される建屋

から 100m 以上の離隔距離を確保した複数の

外部保管エリアに分散して保管することで

位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉘-2 屋外に保管する注水設

備の大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホー

ス及び可搬型建屋内ホースは，竜巻により

飛来物とならないよう必要に応じて固縛等

の措置をとることで他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉜-2注水設備の大型移送ポンプ車

は，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉖-2 注水設備の大型移送ポンプ車

は，共通要因によって補給水設備と同時にその機

能が損なわれるおそれがないように，電動駆動ポ

ンプにより構成される補給水設備とは異なる駆動

方式である水冷式のディーゼルエンジンにより駆

動し，必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備か

らの補給が可能な設計とすることで，補給水設備

に対して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉗-2 注水設備の大型移送ポンプ

車，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース

は，共通要因によって補給水設備と同時にその機

能が損なわれるおそれがないように，故障時のバ

ックアップを含めて必要な数量を補給水設備が設

置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保し

た複数の外部保管エリアに分散して保管すること

で位置的分散を図る設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉜-2 注水設備の大型移送ポンプ車

は，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉘-2 屋外に保管する注水設備の大

型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホース及び可搬型

建屋内ホースは，竜巻により飛来物とならないよ

う必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉖-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉖-2 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉗-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉗-2 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉜-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉜-2 と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉘-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉘-2 と同義

であり整合している。 
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リ(ロ)(ⅷ)-㉙-2 注水設備の大型移送ポ

ンプ車は，燃料貯蔵プール等へ大容量の注

水を行うための流量として約 1,800m3/h の

送水流量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉙-2 注水設備の大型移送ポンプ車

は，燃料貯蔵プール等へ大容量の注水を行うため

の必要な容量を有する設計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉙-2【その他再処理施設の附属施

設】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉙-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉙-2 と同義

であり整合している。 
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リ(ロ)(ⅷ)-㉚-2 注水設備の大型移送ポ

ンプ車の必要数は２台であり，「リ．

(4)(ⅷ)(a) 放水設備」の大型移送ポンプ車

を兼用する。 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉛-2 燃料貯蔵プール等への

水のスプレイで使用する大型移送ポンプ車

は，燃料貯蔵プール等へ水をスプレイする

ために必要な約 1800m3/h/台の送水流量を

有する設計とするとともに，保有数は，必

要数として２台であり，「リ．(4)(ⅷ)(a) 

放水設備」の大型移送ポンプ車を兼用す

る。  

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉝-2 注水設備の可搬型建屋

外ホースは，重大事故等への対処に必要と

なる流路を確保するための必要数を確保す

ることに加えて，予備として故障時バック

アップを確保する。  

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉞-2 注水設備の可搬型建屋

外ホースは，「リ．(4)(ⅷ)(a) 放水設備」

の可搬型建屋外ホースと兼用する。  

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉟-2 注水設備の可搬型建屋

内ホースは，重大事故等への対処に必要と

なる流路を確保するための必要数を確保す

ることに加えて，予備として故障時バック

アップを確保する。  

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊱-2 注水設備の可搬型建屋

内ホースは，「ハ．(2)(ⅱ)(b) スプレイ設

備」の可搬型建屋内ホースと兼用する。  

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊲-2 注水設備の大型移送ポ

ンプ車は，汽水の影響に対して耐腐食性材

料を使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉚-2 注水設備の大型移送ポンプ車

の必要数は２台であり，「7.13.1 放水設備」の

大型移送ポンプ車を兼用する設計とする。 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉛-2 燃料貯蔵プール等への水のス

プレイで使用する大型移送ポンプ車は，燃料貯蔵

プール等へ水をスプレイするために必要な容量を

有する設計とするとともに，保有数は，必要数と

して２台であり，「7.13.1 放水設備」の大型移

送ポンプ車を兼用する設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉝-2 注水設備の可搬型建屋外ホー

スは，重大事故等への対処に必要となる流路を確

保するため，保有数は，必要数及び予備として故

障時のバックアップを含め十分な数量を確保する

設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉞-2 注水設備の可搬型建屋外ホー

スは，「7.13.1 放水設備」の可搬型建屋外ホー

スと兼用する設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉟-2 注水設備の可搬型建屋内ホー

スは，重大事故等への対処に必要となる流路を確

保するため，保有数は，必要数及び予備として故

障時のバックアップを含め十分な数量を確保する

設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊱-2 注水設備の可搬型建屋内ホー

スは，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設の

「1.2.2 スプレイ設備」の可搬型建屋内ホースと

兼用する設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊲-2 注水設備の大型移送ポンプ車

は，汽水の影響に対して耐腐食性材料を使用する

設計とする。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)- 

㉚-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉚-2 と同義

であり整合している。 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉛-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉛-2 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉞-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉞-2 と同義

であり整合している。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉟-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉟-2 と同義

であり整合している。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊱-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊱-2 と同義

であり整合している。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊲-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊳-2 屋外に保管する注水設

備の大型移送ポンプ車は，風（台風）及び

竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による

風荷重を考慮し，当該設備の転倒防止，固

縛等の措置を講じて保管する設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊴-2 屋外に保管する注水設

備の可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内

ホースは，風（台風）及び竜巻に対して，

風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，収納するコンテナ等に対して転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計と

する。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊵-2 地震を要因として発生

した場合に対処に用いる注水設備の大型移

送ポンプ車は，「ロ．(7)(ⅱ)(b)(ﾎ) 地震

を要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることでその機

能を損なわない設計とする。  

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊶-2 注水設備の大型移送ポ

ンプ車，可搬型建屋外ホース及び可搬型建

屋内ホースは，内部発生飛散物の影響を考

慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物の

影響を受けない場所に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。  

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊷-2 注水設備の大型移送ポ

ンプ車は，想定される重大事故等が発生し

た場合においても操作に支障がないように

線量率の高くなるおそれの少ない屋外で操

作可能な設計とする。  

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊸-2 注水設備の大型移送ポ

ンプ車，可搬型建屋外ホース及び可搬型建

屋内ホースは，コネクタ接続に統一するこ

とにより，現場での接続が可能な設計とす

る。  

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊹-2 注水設備の大型移送ポ

ンプ車は，再処理施設の運転中又は停止中

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊳-2 屋外に保管する注水設備の大

型移送ポンプ車は，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，

当該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管

する設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊴-2 屋外に保管する注水設備の可

搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースは，風

（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重を考慮し，収納するコンテナ等に対

して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設

計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊵-2 地震を要因とする重大事故等

が発生した場合に対処に用いる注水設備の大型移

送ポンプ車は，「9.2.7 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす

ることで，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊶-2 注水設備の大型移送ポンプ

車，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エ

リアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊷-2 注水設備の大型移送ポンプ車

は，想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように線量率の高くなるお

それの少ない屋外で操作可能な設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊸-2 注水設備の大型移送ポンプ

車，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース

は，簡便なコネクタ接続に統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な

設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊹-2 注水設備の大型移送ポンプ車

は，通常時において，重大事故等への対処に必要

(ロ)(ⅷ)-㊲-2 と同義

であり整合している。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊳-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊳-2 と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊴-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊴-2 と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊵-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊵-2 と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊶-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊶-2 と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊷-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊷-2 と同義

であり整合している。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊸-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊸-2 と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊹-2 は，事業変更許
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に独立して外観点検，員数確認，性能確

認，分解点検等が可能な設計とする。  

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊺-2 注水設備の大型移送ポ

ンプ車は，車両として運転状態の確認が可

能な設計とする。 

 

(ｲ) 主要な設備 

リ(ロ)(ⅷ)-㊻-2［可搬型重大事故等対

処設備］ 

大型移送ポンプ車（リ．(4)(ⅷ)(a) 放水

設備と兼用）          ２台 

            容量 約 1,800m3/h/台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な機能を確認するため，外観点検，員数確認，性

能確認，分解点検等が可能な設計とする。また，

当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な

設計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊺-2 注水設備の大型移送ポンプ車

は，車両として運転状態の確認が可能な設計とす

る。また，当該機能を健全に維持するため，保修

等が可能な設計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊻-2【その他再処理施設の附属施

設】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊹-2 と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㊺-2 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㊺-2 と同義

であり整合している。 
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リ(ロ)(ⅷ)-㊼-2 可搬型建屋外ホース

（リ．(4)(ⅷ)(a) 放水設備と兼用）    

１式  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㊼-2【その他再処理施設の附属施

設】（仕様表） 
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リ(ロ)(ⅷ)-㊽-2 可搬型建屋内ホース

（ハ．(2)(ⅱ)(b) スプレイ設備と兼用）  

１式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更許可申請書（本

文）「ハ．

(２)(ⅱ)(ｂ) スプレ

イ設備」に示す。 
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(c) 抑制設備 

リ(ロ)(ⅷ)-①-3 再処理施設のうち使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋において重大事故等が発生し，再処理

施設の敷地に隣接する尾駮沼及び海洋へ放

射性物質が流出するおそれがある場合，放

射性物質の流出を抑制するために必要な重

大事故等対処設備を設置及び保管する。  

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-②-3 放射性物質の流出を抑

制するための対処では，抑制設備の可搬型

汚濁水拡散防止フェンス，放射性物質吸着

材，小型船舶及び運搬車，リ(ロ)(ⅷ)-③-

3 水供給設備の一部であるホース展張車，

リ(ロ)(ⅷ))-④-3 代替安全冷却水系の一部

である可搬型中型移送ポンプ運搬車，並び

にリ(ロ)(ⅷ)-⑤-3 補機駆動用燃料補給設

備の一部である軽油貯槽を使用する。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑥-3 抑制設備は，可搬型汚

濁水拡散防止フェンス，放射性物質吸着材

小型船舶及び運搬車で構成する。  

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑦-3 補機駆動用燃料補給設

備の一部である軽油貯槽を常設重大事故等

対処設備として設置する。  

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑧-3 水供給設備の一部であ

るホース展張車及びリ(ロ)(ⅷ)-⑨-3 代替

安全冷却水系の一部である可搬型中型移送

ポンプ運搬車を可搬型重大事故等対処設備

として配備する。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑩-3 補機駆動用燃料補給設

備については「リ．(4)(ⅶ) 補機駆動用燃

料補給設備」に，リ(ロ)(ⅷ)-⑪-3 水供給

設備については「リ．(2)(ⅰ)(b)(ﾛ)1) 水

供給設備」に，リ(ロ)(ⅷ)-⑫-3 代替安全

冷却水系については「リ．(2)(ⅰ)(b)(ﾛ)2)

 代替安全冷却水系」に示す。  

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-①-3大気中へ放出した放射性物質

が建物への放水によって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.7.3 抑制設備 

リ(ロ)(ⅷ)-①-3 再処理施設のうち使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高

レベル廃液ガラス固化建屋において重大事故等が

発生し，大気中へ放出した放射性物質が建物への

放水によって再処理施設の敷地に隣接する尾駮沼

及び海洋へ流出するおそれがある場合，放射性物

質の流出を抑制するために必要な重大事故等対処

設備として,抑制設備を設ける設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-②-3放射性物質の流出を抑制する

ための対処では，リ(ロ)(ⅷ)-③-3水供給設備の

一部であるホース展張車，リ(ロ)(ⅷ)-④-3代替

安全冷却水系の一部である可搬型中型移送ポンプ

運搬車を使用する。 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑥-3抑制設備は，可搬型汚濁水拡

散防止フェンス，放射性物質吸着材，小型船舶及

び運搬車で構成する。 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑧-3水供給設備の一部であるホー

ス展張車及びリ(ロ)(ⅷ)-⑨-3代替安全冷却水系

の一部である可搬型中型移送ポンプ運搬車を可搬

型重大事故等対処設備として配備する。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-①-3 大気中へ放出した放射性物質

が建物への放水によって再処理施設の敷地に隣接

する尾駮沼及び海洋へ放射性物質が流出するおそ

れがある場合の重大事故等対処設備として，抑制

設備の他，リ(ロ)(ⅷ)-⑤,⑦-3 補機駆動用燃料補

給設備の第 1軽油貯槽，第 2軽油貯槽及び燃料補

給用可搬型ホース，リ(ロ)(ⅷ)-⑧-3 水供給設備

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

①-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-①-3 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

②,③,④-3 は，事業

変更許可申請書（本

文）のリ(ロ)(ⅷ)-②,

③,④-3 と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

⑥-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-⑥-3 と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

⑧,⑨-3 は，事業変更

許可申請書（本文）の

リ(ロ)(ⅷ)-⑧,⑨-3

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

①,⑤,⑦,⑧,⑨,⑩,

⑪,⑫-3 は，事業変更

許可申請書（本文）の

リ(ロ)(ⅷ)-①⑤,⑦,

⑧,⑨,⑩,⑪,⑫-3 と

同義であり整合してい
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リ(ロ)(ⅷ)-⑬-3 抑制設備は，再処理施

設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃

液ガラス固化建屋において重大事故等が発

生し，再処理施設の敷地に隣接する尾駮沼

及び海洋へ放射性物質が流出するおそれが

ある場合，再処理施設の敷地を通る排水路

に可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射

性物質吸着材を設置して，放射性物質の流

出を抑制できる設計とする。  

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑭-3 抑制設備は，海洋への

放射性物質の流出を抑制するために，可搬

型汚濁水拡散防止フェンスを尾駮沼へ設置

して，放射性物質の流出を抑制できる設計

とする。  

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑮-3 抑制設備の放射性物質

吸着材及び小型船舶は，運搬車により運搬

できる設計とする。  

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑯-3 排水路に設置する抑制

設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，

運搬車により運搬できる設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑰-3 尾駮沼に設置する抑制

設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，

ホース展張車及び可搬型中型移送ポンプ運

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のホース展張車，リ(ロ)(ⅷ)-⑨-3 代替安全冷却

水系のホース展張車及び運搬車を使用する設計と

する。なお，リ(ロ)(ⅷ)-⑩-3 補機駆動用燃料補

給設備については第 2章 個別項目の「7.1.1 電

気設備」の「7.1.1.11 補機駆動用燃料補給設

備」に，リ(ロ)(ⅷ)-⑪-3 水供給設備については

第 2章 個別項目の「7.3 その他の主要な事項」

の「7.3.8 水供給設備」に，リ(ロ)(ⅷ)-⑫-3 代

替安全冷却水系については第 2章 個別項目の

「7.2 給水施設及び蒸気供給設備」の「7.2.2.3 

代替安全冷却水系」に示す。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑬-3 抑制設備は，再処理施設のう

ち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋において

重大事故等が発生し，再処理施設の敷地に隣接す

る尾駮沼及び海洋へ放射性物質が流出するおそれ

がある場合，再処理施設の敷地を通る排水路に可

搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着

材を設置して，放射性物質の流出を抑制できる設

計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑭-3 抑制設備は，海洋への放射性

物質の流出を抑制するために，可搬型汚濁水拡散

防止フェンスを尾駮沼へ設置して，放射性物質の

流出を抑制できる設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑮-3 抑制設備の放射性物質吸着材

及び小型船舶は，運搬車により運搬できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑯-3 排水路に設置する抑制設備の

可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，運搬車により

運搬できる設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑰-3 尾駮沼に設置する抑制設備の

可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，ホース展張車

及び可搬型中型移送ポンプ運搬車で運搬できる設

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

⑬-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-⑬-3 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

⑭-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-⑭-3 と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

⑮-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-⑮-3 と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

⑯-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-⑯-3 と同義

であり整合している。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

⑰-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ
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搬車で運搬できる設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑱-3 抑制設備は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。  

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑲-3 抑制設備は，再処理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事

故等対処で同様の対処を実施することで，

共用によって重大事故等時の対処に影響を

及ぼさない設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑳-3 抑制設備の可搬型汚濁

水拡散防止フェンス，放射性物質吸着材及

び小型船舶は，故障時バックアップを含め

て必要な数量を複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図る。  

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉑-3 屋外に保管する抑制設

備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放

射性物質吸着材は，竜巻により飛来物とな

らないよう必要に応じて固縛等の措置をと

ることで他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉒-3ＭＯＸ燃料加工施設と

共用する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止

フェンスは，海洋，河川，湖沼等への放射

性物質の流出を抑制するため，設置場所に

応じた高さ及び幅を有する設計とするとと

もに，必要数を確保することに加えて，予

備として故障時バックアップを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑱-3 抑制設備は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する。 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑲-3ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る抑制設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設における重大事故等対処で同様の対処を実施す

ることで，共用によって重大事故等時の対処に影

響を及ぼさない設計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑳-3 抑制設備の可搬型汚濁水拡散

防止フェンス，放射性物質吸着材及び小型船舶

は，共通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，故障時のバックアップを

含めて必要な数量を複数の外部保管エリアに分散

して保管することで位置的分散を図る設計とす

る。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉑-3 屋外に保管する抑制設備の可

搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着

材は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応

じて固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉒-3ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，

海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制

するため，設置場所に応じた高さ及び幅を有する

設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設備の可搬

型汚濁水拡散防止フェンスの保有数は，必要数及

び予備として排水路５箇所の設置場所に計 10 本

（高さ約 0.50m，幅約 11.0m（４本），高さ約

0.50m，幅約 5.3m（２本），高さ約 0.73m，幅約

4.2m（２本），高さ約 0.63m，幅約 8.4m（２

本））及び尾駮沼２箇所の設置場所に計 110 本

（高さ約 4.0m，幅約 20.0m）の合計 120 本並びに

予備として故障時のバックアップ及び点検保守に

よる待機除外時のバックアップを 120 本の合計

240 本を確保する設計とする。 

 

 

(ロ)(ⅷ)-⑰-3 と同義

であり整合している。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

⑱-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-⑱-3 と同義

であり整合している。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

⑲-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-⑲-3 と同義

であり整合している。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

⑳-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-⑳-3 と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉑-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉑-3 と同義

であり整合している。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉒-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉒-3 と同義

であり整合している。 
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リ(ロ)(ⅷ)-㉓-3ＭＯＸ燃料加工施設と

共用する抑制設備の放射性物質吸着材は，

再処理施設の敷地を通る排水路を考慮し

て，排水路に設置する必要数を確保するこ

とに加えて，予備として故障時バックアッ

プを確保する。 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉔-3ＭＯＸ燃料加工施設と

共用する抑制設備の小型船舶は，尾駮沼に

可搬型汚濁水拡散防止フェンスを設置する

ために必要な能力を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数として１艇，予備

として故障時及び保守点検による待機除外

時のバックアップを２艇の合計３艇以上を

確保する。  

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉕-3 抑制設備の可搬型汚濁

水拡散防止フェンス及び小型船舶は，汽水

の影響に対して耐腐食性材料を使用する設

計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉖-3 屋外に保管する抑制設

備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放

射性物質吸着材は，風（台風）及び竜巻に

対して，風（台風）及び竜巻による風荷重

を考慮し，収納するコンテナ等に対して転

倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設

計とする。  

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉗-3 抑制設備の小型船舶

は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所に保管し，風（台風）等により機能を

損なわない設計とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉓-3ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る抑制設備の放射性物質吸着材は，再処理施設の

敷地を通る排水路を考慮して，排水路に設置する

設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設備の放射

性物質吸着材の，保有数は，必要数及び予備とし

て敷地を通る各排水路の雨水集水桝（５箇所）に

応じた量の約 5,430 ㎏並びに予備として故障時の

バックアップ及び点検保守による待機除外時のバ

ックアップを約 5,430 ㎏の合計約 10,860 ㎏を確保

する設計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉔-3ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る抑制設備の小型船舶は，尾駮沼に可搬型汚濁水

拡散防止フェンスを設置するために必要な能力を

有する設計とするとともに，保有数は，必要数と

して１艇，予備として故障時のバックアップ及び

点検保守による待機除外時のバックアップを２艇

の合計３艇を確保する設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉕-3 抑制設備の可搬型汚濁水拡散

防止フェンス及び小型船舶は，汽水の影響に対し

て耐腐食性材料を使用する設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉖-3 屋外に保管する抑制設備の可

搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着

材は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）

及び竜巻による風荷重を考慮し，収納するコンテ

ナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保

管する設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉗-3 抑制設備の小型船舶は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台

風）等により，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉓-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉓-3 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉔-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉔-3 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉕-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉕-3 と同義

であり整合している。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉖-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉖-3 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉗-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉗-3 と同義

であり整合している。 
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A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉘-3 地震を要因として発生

した場合に対処に用いる抑制設備の小型船

舶は，「ロ．(7)(ⅱ)(b)(ﾎ) 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。  

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉙-3 抑制設備の可搬型汚濁

水拡散防止フェンス，放射性物質吸着材及

び小型船舶は，内部発生飛散物の影響を考

慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物の

影響を受けない場所に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。  

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉚-3 抑制設備の小型船舶

は，想定される重大事故等が発生した場合

においても操作に支障がないように線量率

の高くなるおそれの少ない屋外で操作可能

な設計とする。  

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉛-3 抑制設備の可搬型汚濁

水拡散防止フェンスは，簡便な接続方式と

することで，現場での接続が可能な設計と

する。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉜-3 抑制設備の可搬型汚濁

水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材

は，再処理施設の運転中又は停止中に外観

の確認が可能な設計とする。  

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉝-3 抑制設備の小型船舶は

再処理施設の運転中又は停止中に外観点

検，員数確認，性能確認が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉘-3 地震を要因とする重大事故等

が発生した場合に対処に用いる抑制設備の小型船

舶は，「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計」に基づく設計とすること

で，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉙-3 抑制設備の可搬型汚濁水拡散

防止フェンス，放射性物質吸着材及び小型船舶

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エ

リアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉚-3 抑制設備の小型船舶は，想定

される重大事故等が発生した場合においても操作

に支障がないように線量率の高くなるおそれの少

ない屋外で操作可能な設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉛-3 抑制設備の可搬型汚濁水拡散

防止フェンスは，簡便な接続方式に統一すること

により，速やかに，容易かつ確実に現場での接続

が可能な設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉜-3 抑制設備の可搬型汚濁水拡散

防止フェンス及び放射性物質吸着材は，通常時に

おいて，重大事故等への対処に必要な機能を確認

するため，外観の確認が可能な設計とする。ま

た，当該機能を健全に維持するため，取替え等が

可能な設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉝-3 抑制設備の小型船舶は，通常

時において，重大事故等への対処に必要な機能を

確認するため，外観点検，員数確認及び性能確認

が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維

持するため，保修等が可能な設計とする。 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉘-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉘-3 と同義

であり整合している。 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉙-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉙-3 と同義

であり整合している。 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉚-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉚-3 と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉛-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉛-3 と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉜-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉜-3 と同義

であり整合している。 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉝-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉝-3 と同義

であり整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

(ｲ) 主要な設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

リ(ロ)(ⅷ)-㉒-3 可搬型汚濁水拡散防止

フェンス 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉓-3 放射性物質吸着材 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉔-3 小型船舶 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） ３艇 

（予備として故障時及び待機除外時バッ

クアップを２艇） 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉞-3 運搬車 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） ２台 

（予備として故障時のバックアップを１

台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉒-3ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，

海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制

するため，設置場所に応じた高さ及び幅を有する

設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設備の可搬

型汚濁水拡散防止フェンスの保有数は，必要数及

び予備として排水路５箇所の設置場所に計 10 本

（高さ約 0.50m，幅約 11.0m（４本），高さ約

0.50m，幅約 5.3m（２本），高さ約 0.73m，幅約

4.2m（２本），高さ約 0.63m，幅約 8.4m（２

本））及び尾駮沼２箇所の設置場所に計 110 本

（高さ約 4.0m，幅約 20.0m）の合計 120 本並びに

予備として故障時のバックアップ及び点検保守に

よる待機除外時のバックアップを 120 本の合計

240 本を確保する設計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉓-3ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る抑制設備の放射性物質吸着材は，再処理施設の

敷地を通る排水路を考慮して，排水路に設置する

設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設備の放射

性物質吸着材の，保有数は，必要数及び予備とし

て敷地を通る各排水路の雨水集水桝（５箇所）に

応じた量の約 5,430 ㎏並びに予備として故障時の

バックアップ及び点検保守による待機除外時のバ

ックアップを約 5,430 ㎏の合計約 10,860 ㎏を確保

する設計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉔-3ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る抑制設備の小型船舶は，尾駮沼に可搬型汚濁水

拡散防止フェンスを設置するために必要な能力を

有する設計とするとともに，保有数は，必要数と

して１艇，予備として故障時のバックアップ及び

点検保守による待機除外時のバックアップを２艇

の合計３艇を確保する設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉞-3ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る抑制設備の運搬車は，可搬型汚濁水拡散防止フ

ェンス，放射性物質吸着材及び小型船舶を運搬す

るために，保有数は，必要数として１台及び予備

として故障時のバックアップを１台の合計２台を

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉒-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉒-3 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉓-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉓-3 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉔-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉔-3 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉞-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉞-3 と同義

であり整合している。 
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リ(ロ)(ⅷ)-㉟-3（待機除外時バックア

ップを代替安全冷却水系の運搬車の待機

除外時バックアップと兼用） 

 

 

 

 

確保する設計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉟-3 点検保守による待機除外時の

バックアップについては，同型設備である

「7.4.2.1 代替安全冷却水系」の運搬車の点検保

守による待機除外時のバックアップと兼用する設

計とする。 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉟-3 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉟-3 と同義

であり整合している。 
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リ. その他再処理施設の附属施設の構造及び設備 

(4) その他の主要な事項 

 

 

 

 

 

(ⅸ) 緊急時対策所 

再処理施設には，設計基準事故が発生した

場合に，適切な措置をとるため，緊急時対策

所を制御室以外の場所に設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-1緊急時対策所は，対策本部

室，待機室及び全社対策室から構成され，緊

急時対策建屋に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16 緊急時対策所 

9.16.1 設計基準対象の施設 

9.16.1.1 概要 

設計基準事故が発生した場合に，再処理施設

内の情報の把握等，適切な措置をとるため，制

御室以外の場所に緊急時対策所を設ける。 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成 

緊急時対策所は，必要な指揮を行う対策本部

室及び全社対策組織の要員の活動場所とする全

社対策室並びに待機室を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他の主要な事項 

7.3.9 緊急時対策所 

 

＜中略＞ 

 

再処理施設には，設計基準事故が発生し

た場合に，再処理施設内の情報の把握等，

適切な措置をとるため，緊急時対策所を制

御室以外の場所に設置する設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

 

緊急時対策所は，必要な指示を行う対策

本部室及び全社対策組織の要員の活動場所

とする全社対策室並びに待機室を有する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-1

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-1 を具体的に

記載しており整合して

いる。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

リ(4)(ⅸ)-2緊急時対策建屋の主要構造

は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コン

クリート造）で，地上１階（一部地上２階建

て），地下１階，建築面積約4,900ｍ２の建

物である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋機器配置概要図を第184図

及び第185図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の主要構造は，地上 1階

(一部地上 2階建て)，地下 1階の建物であ

る。 

 

リ(4)(ⅸ)-2【その他再処理施設の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-2

は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-2と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋機器配

置概要図については，

添付書類「Ⅵ-1-5-1-2

緊急時対策所の機能に

関する説明書」に記載

している。  
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-3緊急時対策所は，所内データ

伝送設備が伝送する事故状態等の把握に必要

なデータ並びに環境モニタリング設備のモニ

タリングポスト及びダストモニタのデータを

把握できる設計とする。 

所内データ伝送設備は，「リ.（４）(ⅹ) 

通信連絡設備」に，モニタリングポスト及び

ダストモニタは，「チ．放射線管理施設の設

備」に記載する。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影響に

より，設計基準事故及び重大事故等の対処に

必要な指示を行う要員の対処能力が著しく低

下し，安全機能を有する施設の安全機能が損

なわれることがない設計とする。 

 

そのために，事業指定基準規則第九条及び

第十二条に係る設計方針を踏まえて，有毒ガ

ス防護に係る影響評価を実施する。 

 

 

 

 

有毒ガス防護に係る影響評価に当たって

は，有毒ガスが作業環境中に多量に放出さ

れ，人体へ悪影響を及ぼすおそれがあるかの

観点から，化学物質の性状，保有量及び保有

方法を踏まえ，有毒ガス防護に係る影響評価

の対象とする固定源及び可動源を特定する。 

 

また，固定源及び可動源の有毒ガス防護に

係る影響評価に用いる保有量等の評価条件

を，現場の状況を踏まえ設定する。 

 

 

 

敷地内外の固定源に対しては，当該要員の

吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス防護のた

めの判断基準値を下回ることを評価により確

認した。 

 

9.16.1.4 主要設備 

 (４) 緊急時対策建屋情報把握設備 

データ収集装置及びデータ表示装置を設置

し，制御室内の運転員を介さずに，異常状態等

を正確，かつ，速やかに把握するために必要な

放射線環境の情報及び再処理施設の情報が収集

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.1.4 主要設備 

(１) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影響によ

り，設計基準事故及び重大事故等の対処に必要

な指示を行う要員の対処能力が著しく低下し，

安全機能を有する施設の安全機能が損なわれる

ことがない設計とする。 

 

そのために，事業指定基準規則第九条及び第

十二条に係る設計方針を踏まえて，敷地内外の

固定源及び可動源それぞれに対して，有毒ガス

防護に係る影響評価を実施する。 

 

＜中略＞ 

 

有毒ガス防護に係る影響評価では，有毒ガス

が作業環境中に多量に放出され，人体へ悪影響

を及ぼすおそれがあるかの観点から，化学物質

の性状，保有量及び保有方法を踏まえ，有毒ガ

ス防護に係る影響評価の対象とする固定源及び

可動源を特定する。 

 

また，固定源及び可動源の有毒ガス防護に係

る影響評価にいる保有量等の評価条件を，現場

の状況を踏まえ設定する。 

 

＜中略＞ 

 

敷地内外の固定源に対しては，当該要員の吸

気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス防護のための

判断基準値を下回ることを評価により確認し

た。 

 7.3.9.4 緊急時対策建屋情報把握設備 

 

リ(4)(ⅸ)-3 緊急時対策建屋情報把握設

備のデータ収集装置及びデータ表示装置

は，制御室内の運転員を介さずに，第２章 

個別項目の「7.3.10 通信連絡設備」の所

内データ伝送設備が伝送する事故発生から

設計基準事故時の情報を正確，かつ，速や

かに把握するために必要なデータ並びに第

２章 個別項目の「6. 放射線管理施設」

の環境モニタリング設備のモニタリングポ

スト及びダストモニタのデータを把握でき

る設計とする。 

 

 

 

7.3.9 緊急時対策所 

緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影響

により，設計基準事故及び重大事故等の対

処に必要な指示を行う要員の対処能力が著

しく低下し，安全機能を有する施設の安全

機能が損なわれることがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

 

敷地内外の固定源に対しては，当該要員

の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス防護

のための判断基準値を下回ることを評価に

より確認した。 

設工認のリ(4)(ⅸ)-3

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-3 を具体的に

記載しており整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価に係る条件である

ことから，添付書類

「Ⅵ-1-5-2-2 緊急時

対策所の居住性に関す

る説明書」に記載して

いる。 

 

評価に係る条件である

ことから，添付書類

「Ⅵ-1-5-2-2 緊急時

対策所の居住性に関す

る説明書」に記載して

いる。 
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なお，万一に備え，敷地内外の可動源に対

する対策と同様の対策をとる。 

 

敷地内外の可動源に対しては，リ

(4)(ⅸ)-4「ロ．(７) (ⅰ)（ｄ） 化学薬品

の漏えいによる損傷の防止」に示した化学薬

品の安全管理に係る手順に基づき，漏えい又

は異臭等の異常を確認した者（立会人，公的

機関から情報を入手した者等）から連絡を受

け有毒ガスの発生を認知した中央制御室の運

転員（統括当直長）が，緊急時対策所の設計

基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示

を行う要員（非常時対策組織本部の本部長）

に連絡することで，緊急時対策所の設計基準

事故及び重大事故等の対処に必要な指示を行

う要員が有毒ガスの発生を認知できるよう，

通信連絡設備を設ける設計とする。 

 

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用等の

対策により，有毒ガスから緊急時対策所の設

計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指

示を行う要員を防護できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，万一に備え，敷地内外の可動源に対す

る対策と同様の対策をとる。 

 

敷地内外の可動源に対しては，「1.7.16.2 再

処理施設における化学薬品取扱いの基本方針」

に示した化学薬品の安全管理に係る手順に基づ

き，漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立

会人，公的機関から情報を入手した者等）から

連絡を受け有毒ガスの発生を認知した中央制御

室の運転員（統括当直長）が，緊急時対策所の

設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指

示を行う要員（非常時対策組織本部の本部長）

に連絡することで，緊急時対策所の設計基準事

故及び重大事故等の対処に必要な指示を行う要

員が有毒ガスの発生を認知できるよう，通信連

絡設備を設ける設計とする。 

 

 

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用等の対

策により，有毒ガスから緊急時対策所の設計基

準事故及び重大事故等の対処に必要な指示を行

う要員を防護できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したがって，有毒ガスの発生を検出するた

めの装置や自動的に警報するための装置を設

置する必要はない。 

 

 

 

 

敷地内外の可動源に対しては，リ

(4)(ⅸ)-4 第 1章 共通項目の「７.化学薬

品の漏えいによる損傷の防止」に示した化

学薬品の安全管理に係る手順に基づき，漏

えい又は異臭等の異常を確認した者（立会

人，公的機関から情報を入手した者等）か

ら連絡を受け有毒ガスの発生を認知した中

央制御室の運転員（統括当直長）が，緊急

時対策所の設計基準事故及び重大事故等の

対処に必要な指示を行う要員（非常時対策

組織本部の本部長）に連絡することで，緊

急時対策所の設計基準事故及び重大事故等

の対処に必要な指示を行う要員が有毒ガス

の発生を認知できるよう，通信連絡設備を

設置する設計とする。 

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用等

の対策により，有毒ガスから緊急時対策所

の設計基準事故及び重大事故等の対処に必

要な指示を行う要員を防護できる設計とす

る。 

 

緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガスが

及ぼす影響により，必要な指示を行う要員

の対処能力が著しく低下しないよう，緊急

時対策建屋送風機，主配管（緊対所換気

系）及び監視制御盤を設置する設計とす

る。 

 

緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガスの

発生時において，当該要員の対処能力が損

なわれるおそれがある場合には，再循環モ

ードとして，緊急時対策建屋換気設備の給

気側及び排気側のダンパを閉止し，外気の

取入れを遮断し，緊急時対策建屋の空気を

再循環できる設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-4

は，設工認申請書にお

いて他条文にて記載し

ている基本設計方針の

記載箇所を明確化して

おり，整合している。 
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緊急時対策所は，重大事故等が発生した場

合（有毒ガスが発生した場合を含む。）にお

いても，当該重大事故等に対処するために必

要な指示を行う要員がとどまることができる

よう，居住性を確保するための設備として適

切な遮蔽設備及び換気設備を設ける等の措置

を講じた設計とするとともに，重大事故等に

対処するために必要な情報を把握できる設備

及び再処理施設の内外の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡を行うために必要な設

備を設置又は配備する。 

 

 

また，重大事故等に対処するために必要な

数の非常時対策組織の要員を収容できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2 重大事故等対処設備 

9.16.2.1 概要 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合

（有毒ガスが発生した場合を含む。）において

も，当該重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができるよう，居

住性を確保するための設備として適切な遮蔽設

備及び，換気設備を設ける等の措置を講じた設

計とするとともに，重大事故等に対処するため

に必要な情報を把握できる設備及び再処理施設

の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信   

連絡を行うために必要な設備を設置又は配備す

る。 

 

 

また，重大事故等に対処するために必要な数

の非常時対策組織の要員を収容できる設計とす

る。 

 

緊急時対策所は，異常等に対処するため

に必要な指示を行う要員を収容でき，必要

な期間にわたり安全にとどまることができ

ることを確認するため，可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒

素酸化物濃度計を設ける設計とする。 

 

緊急時対策所は，制御室の運転員を介さ

ず設計基準事故に対処するために必要な再

処理施設の情報を収集する設備として，デ

ータ収集装置及びデータ表示装置を設置す

る設計とする。 

 

緊急時対策所は，再処理施設の内外の必

要な場所との通信連絡を行うため，統合原

子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子

力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原

子力防災ネットワークＴＶ会議システム，

データ伝送設備，一般加入電話，一般携帯

電話，衛星携帯電話，ファクシミリ，ペー

ジング装置及び専用回線電話を設置又は設

ける設計とする。 

 

緊急時対策所は，MOX 燃料加工施設と共

用し，共用によって再処理施設の安全性が

損なわれないよう，十分な収容人数等を確

保した設計とする。 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した

場合（有毒ガスが発生した場合を含む。）

においても，当該重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員がとどまること

ができるよう，居住性を確保するための設

備として適切な遮蔽設備及び換気設備を設

置する等の措置を講じた設計とするととも

に，重大事故等に対処するために必要な情

報を把握できる設備及び再処理施設の内外

の通信連絡をする必要のある場所と通信連

絡を行うために必要な設備を設ける設計と

する。 

 

また，重大事故等に対処するために必要

な数の原子力防災組織又は非常時対策組織

（以下「非常時対策組織」という。）の要

員を収容できる設計とする。 
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緊急時対策所は，基準地震動による地震力

に対し，耐震構造とする緊急時対策建屋内に

設けることにより，その機能を喪失しない設

計とする。 

 

 

 

また，緊急時対策建屋は，大きな影響を及

ぼすおそれがある津波に対して必要な機能が

損なわれることがないよう，標高約55ｍ及び

海岸からの距離約５ｋｍの地点に設置する設

計とする。 

 

 

 

 

緊急時対策所は，独立性を有するリ

(4)(ⅸ)-5ことにより，共通要因によって制

御室と同時に機能喪失しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合

においても，当該重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員がとどまることができる

よう，基準地震動による地震力に対し耐震構造

とする緊急時対策建屋内に設けることにより，

その機能を喪失しない設計とする。 

 

また，緊急時対策建屋は，大きな影響を及ぼ

すおそれがある津波に対して必要な機能が損な

われることがないよう，標高約 55ｍ及び海岸か

らの距離約５ｋｍの地点に設置する設計とす

る。 

 

＜中略＞ 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成 

緊急時対策所の機能に係る設備は，共通要因

により制御室と同時にその機能を喪失しないよ

う，制御室に対して独立性を有する設計とする

とともに，制御室からの離隔距離を確保した場

所に設置又は配備する。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所の居住性を確保するため，

緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建

屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設

備，緊急時対策建屋放射線計測設備を設置

又は設ける設計とする。 

 

重大事故等に対処するために必要な情報

を把握することができるよう，緊急時対策

建屋情報把握設備を設置する。 

 

＜中略＞ 

 

外部電源が喪失した場合に，重大事故等

に対処するために必要な電源を確保するた

め，緊急時対策建屋電源設備を設置する設

計とする。 

＜中略＞ 

      

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した

場合においても，当該重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員がとどまる

ことができるよう，基準地震動による地震

力に対し，耐震構造とする緊急時対策建屋

内に設けることにより，その機能を喪失し

ない設計とする。 

また，緊急時対策建屋は，大きな影響を

及ぼすおそれがある津波に対して必要な機

能が損なわれることがないよう，標高約

55m及び海岸からの距離約 5kmの地点に設

置する設計とする。 

 

 

 

 

緊急時対策所は，共通要因により制御室

と同時にその機能を喪失しないリ(4)(ⅸ)-

5 よう，制御室に対して独立性を有する設

計とするとともに，制御室からの離隔距離

を確保した場所に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-5

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-5 を具体的に

記載しており整合して

いる。 
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緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物

質により汚染したような状況下において，現

場作業に従事した要員による緊急時対策所へ

の汚染の持ち込みを防止するため，作業服の

着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができるリ(4)(ⅸ)-6 区画

を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，リ(4)(ⅸ)-7想定される

重大事故等に対して十分な保守性を見込み，

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分

解により発生する水素による爆発の同時発生

において，多段の重大事故等の拡大防止対策

が機能しないことを仮定した場合において，

かつ，マスクの着用，交代要員体制等による

被ばく線量の低減措置を考慮しない場合にお

いても，緊急時対策建屋の遮蔽設備リ

(4)(ⅸ)-8及び緊急時対策建屋換気設備の機

能があいまって，緊急時対策所にとどまる非

常時対策組織の要員の実効線量が，７日間で

100ｍＳｖを超えない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(１)系統構成 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物質

により汚染したような状況下において，現場作

業に従事した要員による緊急時対策所への汚染

の持ち込みを防止するため，出入管理区画を設

ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

 

緊急時対策所の居住性に係る設計において

は，有効性評価を実施している重大事故等のう

ち，臨界事故，外的事象の地震を要因として発

生が想定される，冷却機能の喪失による蒸発乾

固及び放射線分解により発生する水素による爆

発の同時発生を仮定する。 

また，その想定における放射性物質の放出量

は，多段の重大事故等の拡大防止対策が機能し

ないことを仮定することで，重大事故等の有効

性評価に対して十分な保守性を見込んで設定す

る。 

具体的には，臨界事故の発生時の大気中への

放射性物質の放出量は，可溶性中性子吸収材の

効果を見込まず，全核分裂数が１×1020 に達し

たと仮定するとともに，臨界の核分裂により生

成する放射性物質の貯留設備への貯留対策の効

果を見込まず，放射性物質が時間減衰しないこ

とを想定し設定する。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生時の大

気中への放射性物質の放出量は，機器注水又は

冷却コイル若しくは冷却ジャケット（以下「冷

却コイル等」という。）通水の効果を見込ま

ず，気体状の放射性物質が発生することを想定

するとともに，気相部へ移行した放射性物質の

セルへの導出及び高性能粒子フィルタ等による

放射性物質の除去の効果を見込まず設定する。 

放射線分解により発生する水素による爆発の

発生時の大気中への放射性物質の放出量は，放

射線分解により発生する水素による爆発の拡大

防止対策が機能しないことにより，２回までの

 

 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性

物質により汚染したような状況下におい

て，現場作業に従事した要員による緊急時

対策所への汚染の持ち込みを防止するた

め，作業服の着替え，防護具の着装及び脱

装，身体汚染検査並びに除染作業ができる

リ(4)(ⅸ)-6 出入管理区画を設置する設計

とする。 

 

また，建屋出入口に設ける 2つの扉は，

汚染の持ち込みを防止するため，同時に開

放できない設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

緊急時対策所は，リ(4)(ⅸ)-7 冷却機能

の喪失による蒸発乾固及び放射線分解によ

り発生する水素による爆発の同時発生にお

いて，多段の重大事故等の拡大防止対策が

機能しないことを条件とし，かつ，マスク

の着用，交代要員体制及び安定ヨウ素剤の

服用による被ばく線量の低減措置を考慮し

ない場合においても，緊急時対策建屋の遮

蔽設備，リ(4)(ⅸ)-8 緊急時対策建屋換気

設備の緊急時対策建屋フィルタユニット，

緊急時対策建屋送風機及び緊急時対策建屋

の気密性の機能とあいまって，緊急時対策

所にとどまる非常時対策組織の要員の実効

線量が，7日間で 100mSvを超えない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-6

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-6 を具体的に

記載しており整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-7

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-7 を具体的に

記載しており整合して

いる。 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-8

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-8 を具体的に

記載しており整合して

いる。 
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緊急時対策所は，重大事故等への対処が開

始されている状態で，漏えい又は異臭等の異

常を確認した者（立会人，公的機関から情報

を入手した者等）から連絡を受け有毒ガスの

発生を認知した中央制御室の実施組織要員

（実施責任者）が，緊急時対策所の重大事故

等に対処するために必要な指示を行う要員

（非常時対策組織本部の本部長）に連絡する

ことで，緊急時対策所の重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員が有毒ガスの

発生を認知できるよう，通信連絡設備及び代

替通信連絡設備を設ける設計とする。 

 

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用等の

対策により，有毒ガスから緊急時対策所の重

大事故等に対処するために必要な指示を行う

要員を防護できる設計とする。 

 

これらの対策により，有毒ガスによる影響

を考慮した場合でも，緊急時対策所に重大事

故等に対処するために必要な指示を行う要員

がとどまることができる設計とする。 

 

 

 

放射線分解により発生する水素による爆発を仮

定するとともに，気相部へ移行した放射性物質

のセルへの導出及び高性能粒子フィルタ等によ

る放射性物質の除去の効果を見込まず設定す

る。 

また，重大事故等時の緊急時対策所の居住性

については，マスクの着用及び交代要員体制等

の被ばくの低減措置を考慮せず，７日間同じ要

員が緊急時対策所にとどまることを想定する。 

以上の条件においても，緊急時対策所の居住

性を確保するための設備は，重大事故等時にお

いて緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の

要員の実効線量が，７日間で 100ｍＳｖを超え

ない設計とする。 

緊急時対策所における居住性に係る被ばく評

価結果は，最大で，外的事象の地震を要因とし

て発生が想定される冷却機能の喪失による蒸発

乾固及び放射線分解により発生する水素による

爆発の同時発生における約４ｍＳｖであり，７

日間で 100ｍＳｖを超えない。 

 

緊急時対策所は，重大事故等への対処が開始

されている状態で，漏えい又は異臭等の異常を

確認した者（立会人，公的機関から情報を入手

した者等）から連絡を受け有毒ガスの発生を認

知した中央制御室の実施組織要員（実施責任

者）が，緊急時対策所の重大事故等に対処する

ために必要な指示を行う要員（非常時対策組織

本部の本部長）に連絡することで，緊急時対策

所の重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員が有毒ガスの発生を認知できるよう，

通信連絡設備及び代替通信連絡設備を設ける設

計とする。 

 

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用等の対

策により，有毒ガスから緊急時対策所の重大事

故等に対処するために必要な指示を行う要員を

防護できる設計とする。 

 

これらの対策により，有毒ガスによる影響を

考慮した場合でも，緊急時対策所に重大事故等

に対処するために必要な指示を行う要員がとど

まることができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等への対処が

開始されている状態で，漏えい又は異臭等

の異常を確認した者（立会人，公的機関か

ら情報を入手した者等）から連絡を受け有

毒ガスの発生を認知した中央制御室の実施

組織要員（実施責任者）が，緊急時対策所

の重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員（非常時対策組織本部の本部

長）に連絡することで，緊急時対策所の重

大事故等に対処するために必要な指示を行

う要員が有毒ガスの発生を認知できるよ

う，通信連絡設備及び代替通信連絡設備を

設置する設計とする。 

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用等

の対策により，有毒ガスから緊急時対策所

の重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員を防護できる設計とする。 

 

これらの対策により，有毒ガスによる影

響を考慮した場合でも，緊急時対策所に重

大事故等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまることができる設計とす

る。 
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緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用し，共用によって重大事故等時の対処に影

響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

緊急時対策所は，想定される重大事故等時

において，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員に加え，重大事故等による

工場等外への放射性物質及び放射線の放出を

抑制するために必要な非常時対策組織の要員

並びにＭＯＸ燃料加工施設において事故が同

時に発生した場合に対処する要員として，最

大360人を収容できる設計とする。 

 

 

また，気体状の放射性物質が大気中へ大規

模に放出することにより居住性が確保できな

くなるおそれがある場合は，重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員など，約

50人の要員がとどまることができる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

(a) 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

重大事故等が発生した場合において，当

該重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員がとどまることができるよう，

緊急時対策建屋の遮蔽設備を常設重大事故

等対処設備として設置する。 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，制御室と

共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，離隔距離を確保す

ることで，制御室に対して独立性を有する

設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設との共

用を考慮した設計とする。 

 

 

9.16.2.1 概要 

(３) 個数及び容量 

ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策所は，想定される重大事故等時に

おいて，重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員に加え，重大事故等による工場等

外への放射性物質及び放射線の放出を抑制する

ために必要な非常時対策組織の要員並びにＭＯ

Ｘ燃料加工施設において事故が同時に発生した

場合に対処する要員として，最大 360 人を収容

できる設計とする。 

 

 

また，気体状の放射性物質が大気中へ大規模

に放出するおそれがある場合は，重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員等，約 50

人の要員がとどまることができる設計とする。 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備 

ａ．緊急時対策建屋の遮蔽設備 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合

においても，当該重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員がとどまることができる

よう，緊急時対策建屋の遮蔽設備を常設重大事

故等対処設備として設置する設計とする。 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋

換気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び緊

急時対策建屋電源設備は，制御室と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，離隔距離を確保することで，制御室に

対して独立性を有する設計とする。 

＜中略＞ 

 

緊急時対策所は，MOX 燃料加工施設と共

用し，共用によって重大事故等時の対処に

影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

緊急時対策所は，想定される重大事故等

時において，重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員に加え，重大事故等

による工場等外への放射性物質及び放射線

の放出を抑制するために必要な非常時対策

組織の要員並びに MOX燃料加工施設におい

て事故が同時に発生した場合に対処する要

員として，最大 360人を収容できる設計と

する。 

 

また，気体状の放射性物質が大気中へ大

規模に放出することにより居住性が確保で

きなくなるおそれがある場合は，重大事故

等に対処するために必要な指示を行う要員

など，約 50人の要員がとどまることができ

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，重大事故

等が発生した場合においても，当該重大事

故等に対処するために必要な指示を行う要

員がとどまることができるよう，居住性を

確保するための常設重大事故等対処設備と

して設置する設計とする。  

 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，共通要因

によって制御室と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，離隔距離を確保す

ることで，制御室に対して独立性を有する

設計とする。 
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緊急時対策建屋の遮蔽設備は，制御室と

共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，緊急時対策建屋に

設置することにより，制御室と位置的分散

を図る設計とする。 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時対

策建屋と一体のコンクリート構造物とし，

倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時対

策建屋と一体設置した屋外設備であり，重

大事故等時の環境条件を考慮した設計とす

る。 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，リ

(4)(ⅸ)-9再処理施設の運転中又は停止中

に外観点検が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋

換気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び緊

急時対策建屋電源設備は，制御室と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，緊急時対策建屋に設置することによ

り，制御室と位置的分散を図る設計とする。 

 

(２) 悪影響防止 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時対策建

屋と一体のコンクリート構造物とし，倒壊等に

より他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 環境条件等 

ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時対策建

屋と一体設置した屋外設備であり，重大事故等

時の環境条件を考慮した設計とする。 

 

9.16.2.5 試験・検査 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，共通要因

によって制御室と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，緊急時対策建屋に

設置することにより，制御室と位置的分散

を図る設計とする。 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時対

策建屋と一体のコンクリート構造物とし，

倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，MOX燃料

加工施設と共用する。 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策

建屋の遮蔽設備は，再処理施設及び MOX燃

料加工施設における重大事故等対処に同時

に対処することを考慮し，十分な遮蔽機能

を確保することで，共用によって重大事故

等時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時対

策建屋と一体設置した屋外設備であり，重

大事故等時の環境条件を考慮した設計とす

る。 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，リ

(4)(ⅸ)-9 通常時において，重大事故等へ

の対処に必要な機能を確認するため，外観

点検が可能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，

保修等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-9

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-9 と同義であ

り整合している。 
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a) 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

リ(4)(ⅸ)-10緊急時対策建屋の遮蔽設備

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

厚さ 約1.0ｍ以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-10【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

設工認のリ(4)(ⅸ)-10は，事業変更許可

申請書（本文）のリ(4)(ⅸ)-10を具体的

に記載しており整合している。 
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 (b) 緊急時対策建屋換気設備 

重大事故等が発生した場合において，当

該重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員がとどまることができるよう，

リ(4)(ⅸ)-11緊急時対策建屋換気設備を常

設重大事故等対処設備として設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等

の発生に伴い放射性物質の放出を確認した

場合には，外気の取り入れを遮断し，緊急

時対策建屋内の空気を再循環できる設計と

する。 

 

 

 

 

また，気体状の放射性物質が大気中へ大

規模に放出するおそれがある場合は，緊急

時対策建屋加圧ユニットリ(4)(ⅸ)-12 

により待機室内を加圧し，放射性物質の

流入を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備 

ｂ．緊急時対策建屋換気設備  

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等に対

処するために必要な非常時対策組織の要員がと

どまることができるよう，緊急時対策建屋送風

機，緊急時対策建屋排風機，緊急時対策建屋フ

ィルタユニット，緊急時対策建屋換気設備ダク

ト・ダンパ，緊急時対策建屋加圧ユニット，緊

急時対策建屋加圧ユニット配管・弁，対策本部

室差圧計，待機室差圧計及び監視制御盤を常設

重大事故等対処設備として設置する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等の発

生に伴い放射性物質の放出を確認した場合に

は，再循環モードとして，緊急時対策建屋換気

設備の給気側及び排気側のダンパを閉止し，外

気の取り入れを遮断し，緊急時対策建屋フィル

タユニットを通して緊急時対策建屋の空気を再

循環できる設計とする。 

 

 

また，気体状の放射性物質が大気中へ大規模

に放出するおそれがある場合には，緊急時対策

建屋加圧ユニットから空気を供給することで待

機室内を加圧し，放射性物質の流入を防止でき

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.9.1 緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等

が発生した場合（有毒ガスが発生した場合

を含む。）においても，当該重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，居住性を確保す

るため，リ(4)(ⅸ)-11 緊急時対策建屋送風

機，緊急時対策建屋排風機，緊急時対策建

屋フィルタユニット，主配管（緊対所換気

系），緊急時対策建屋加圧ユニット，主配

管（待機室加圧系），対策本部室差圧計，

待機室差圧計及び監視制御盤を常設重大事

故等対処設備として設置する設計とする。 

 

緊急時対策建屋換気設備は，居住性を確

保するため，外気取入加圧モードとして，

放射性物質の取り込みを低減できるよう緊

急時対策建屋フィルタユニットを経て外気

を取り入れるとともに，緊急時対策所を加

圧し，放射性物質の流入を低減できる設計

とする。 

 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等

の発生に伴い放射性物質の放出を確認した

場合には，再循環モードとして，緊急時対

策建屋換気設備の給気側及び排気側のダン

パを閉止し，外気の取り入れを遮断し，緊

急時対策建屋フィルタユニットを通して緊

急時対策建屋内の空気を再循環できる設計

とする。 

 

また，気体状の放射性物質が大気中へ大

規模に放出するおそれがある場合は，緊急

時対策建屋加圧ユニットリ(4)(ⅸ)-12 から

空気を供給することで待機室内を加圧し，

放射性物質の流入を防止できる設計とす

る。 

 

緊急時対策建屋換気設備のうち，緊急時

対策建屋加圧ユニットは，軽作業による二

酸化炭素発生量及び「労働安全衛生規則」

で定める二酸化炭素の許容濃度を考慮して

算出した必要換気量を踏まえ，必要な非常

時対策組織の要員が一定期間とどまるため

に必要となる容量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-11

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-11 を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-12

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-12 を具体的

に記載しており整合し

ている。 
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緊急時対策建屋換気設備は，制御室と共

通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，離隔距離を確保する

ことで，制御室に対して独立性を有する設

計とする。 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，制御室と共

通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，緊急時対策建屋に設

置することにより，制御室と位置的分散を

図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なことにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋

換気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び緊

急時対策建屋電源設備は，制御室と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，離隔距離を確保することで，制御室に

対して独立性を有する設計とする。 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋

換気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び緊

急時対策建屋電源設備は，制御室と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，緊急時対策建屋に設置することによ

り，制御室と位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 悪影響防止 

緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環

境測定設備，緊急時対策建屋放射線計測設備，

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置及

び情報表示装置及び緊急時対策建屋電源設備

は，他の設備から独立して単独で使用可能なこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備のうち，対策本

部室差圧計及び待機室差圧計は，緊急時対

策所の各部屋が正圧を維持した状態である

ことを監視できる設計とする。 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，共通要因に

よって制御室と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，離隔距離を確保する

ことで，制御室に対して独立性を有する設

計とする。 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，共通要因に

よって制御室と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，緊急時対策建屋に設

置することにより，制御室と位置的分散を

図る設計とする。 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建

屋送風機は，緊急時対策建屋内を換気する

ために必要な換気容量を有するものを設置

することで多重性を有する設計とする。  

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建

屋排風機は，2台で緊急時対策建屋内を換

気するために必要な換気容量を有するもの

を合計 4台設置することで多重性を有する

設計とする。 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なことにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建

屋送風機及び緊急時対策建屋排風機は，回

転体が飛散することを防ぐことで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備は，MOX燃料加

工施設と共用する。 
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ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機リ

(4)(ⅸ)-13及び緊急時対策建屋排風機は，

緊急時対策所内の居住性を確保するために

リ(4)(ⅸ)-14必要な２台を有する設計とす

るとともに，動的機器の単一故障を考慮し

た予備を含めたリ(4)(ⅸ)-15４台以上を有

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，緊急時対策建屋フィルタユニット

は，緊急時対策所内の居住性を確保するた

めに必要なリ(4)(ⅸ)-16５基を有する設計

とするとともに，故障時バックアップを含

めたリ(4)(ⅸ)-17６基以上を有する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 個数及び容量 

ａ．常設重大事故等対処設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建

屋換気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急時

対策建屋排風機は，緊急時対策所内の居住性を

確保するために必要な２台を有する設計とする

とともに，動的機器の単一故障を考慮した予備

を含めた４台以上を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，緊急時対策建屋フィルタユニットは，

緊急時対策所内の居住性を確保するために必要

な５基を有する設計とするとともに，故障時バ

ックアップを含めた６基以上を有する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策

建屋換気設備は，再処理施設及び MOX燃料

加工施設における重大事故等対処に同時に

対処することを考慮し，十分な数量及び容

量を確保することで，共用によって重大事

故等時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策

建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機リ

(4)(ⅸ)-13 は，緊急時対策所内の居住性を

確保するために必要なリ(4)(ⅸ)-14 台数及

び動的機器の単一故障を考慮した予備を含

めたリ(4)(ⅸ)-15 台数を有する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，緊急時対策建屋フィルタユニット

は，緊急時対策所内の居住性を確保するた

めに必要なリ(4)(ⅸ)-16 基数及び故障時の

バックアップを含めたリ(4)(ⅸ)-17 基数を

有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策

建屋換気設備の緊急時対策建屋排風機は，

緊急時対策所内の居住性を確保するために

必要な 2台を有する設計とするとともに，

動的機器の単一故障を考慮した予備を含め

た 4台を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-13

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-13 と同義で

あり整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-14

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-14 と同義で

あり整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-15

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-15 と同義で

あり整合している。 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-16

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-16 と同義で

あり整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-17

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-17 と同義で

あり整合している。 
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ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋換気設備の緊急時対策建屋加圧ユニ

ットは，気体状の放射性物質が大気中へ大

規模に放出するおそれがある場合におい

て，待機室の居住性を確保するため，待機

室を正圧化し，待機室内へ気体状の放射性

物質の侵入を防止するとともに，酸素濃度

及び二酸化炭素濃度を活動に支障がない範

囲に維持するために必要となるリ(4)(ⅸ)-

184,900ｍ３以上を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる緊急時対策建

屋に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，溢水量を考

慮し，影響を受けない高さへの設置及び被

水防護する設計とする。 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建

屋送風機及び緊急時対策建屋排風機は，リ

(4)(ⅸ)-19再処理施設の運転中又は停止中

に独立して動作確認及び分解点検が可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建

屋換気設備の緊急時対策建屋加圧ユニットは，

気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出す

るおそれがある場合において，待機室の居住性

を確保するため，待機室を正圧化し，待機室内

へ気体状の放射性物質の侵入を防止するととも

に，酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支障

がない範囲に維持するために必要となる 4,900

ｍ３以上を有する設計とする。 

 

 

 

 

(４) 環境条件等 

ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋情

報把握設備及び緊急時対策建屋電源設備は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる緊急時対

策建屋に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋情

報把握設備及び緊急時対策建屋電源設備は，溢

水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置及

び被水防護する設計とする。 

 

 

9.16.2.5 試験・検査 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送

風機及び緊急時対策建屋排風機は，再処理施設

の運転中又は停止中に独立して動作確認及び分

解点検が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策

建屋換気設備の緊急時対策建屋加圧ユニッ

トは，気体状の放射性物質が大気中へ大規

模に放出するおそれがある場合において，

待機室の居住性を確保するため，待機室を

正圧化し，待機室内へ気体状の放射性物質

の侵入を防止するとともに，酸素濃度及び

二酸化炭素濃度を活動に支障がない範囲に

維持するために必要となるリ(4)(ⅸ)-18 容

量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる緊急時対策建

屋に設置し，風(台風)等により重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，溢水量を考

慮し，影響を受けない高さへの設置及び被

水防護を行うことにより，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建

屋送風機及び緊急時対策建屋排風機は，リ

(4)(ⅸ)-19 通常時において，重大事故等へ

の対処に必要な機能を確認するため，独立

して動作確認及び分解点検が可能な設計と

する。 

また，当該機能を健全に維持するため，

保修等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-18

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-18 と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-19

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-19 と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6705



  

リ-299 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建

屋フィルタユニットは，リ(4)(ⅸ)-20再処

理施設の運転中又は停止中に外観点検及び

リ(4)(ⅸ)-21パラメータ確認が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建

屋加圧ユニットは，リ(4)(ⅸ)-22再処理施

設の運転中又は停止中に外観点検及び漏え

い確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の対策本部室差

圧計及び待機室差圧計は，リ(4)(ⅸ)-23再

処理施設の運転中又は停止中に校正，動作

確認及び外観点検が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋フ

ィルタユニットは，再処理施設の運転中又は停

止中に外観点検及びパラメータ確認が可能な設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋加

圧ユニットは，再処理施設の運転中又は停止中

に外観点検及び漏えい確認が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の対策本部室差圧計

及び待機室差圧計は，再処理施設の運転中又は

停止中に校正，動作確認及び外観点検が可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建

屋フィルタユニットは，リ(4)(ⅸ)-20 通常

時において，重大事故等への対処に必要な

機能を確認するため，外観点検及びリ

(4)(ⅸ)-21 フィルタ差圧の確認が可能な設

計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，

保修等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建

屋加圧ユニットは，リ(4)(ⅸ)-22 通常時に

おいて，重大事故等への対処に必要な機能

を確認するため，外観点検及び漏えい確認

が可能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，

保修等が可能な設計とする。 

 

緊急時対策建屋換気設備の対策本部室差

圧計及び待機室差圧計は，リ(4)(ⅸ)-23 通

常時において，重大事故等への対処に必要

な機能を確認するため，校正，動作確認及

び外観点検が可能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，

保修等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-20

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-20 と同義で

あり整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-21

は，事業変更許可申請

書（本文）の点検内容

について，リ(4)(ⅸ)-

21 を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-22

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-22 と同義で

あり整合している。 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-23

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-23 と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6706



  

リ-300 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

a) 緊急時対策建屋換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

緊急時対策建屋送風機（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）リ(4)(ⅸ)-24（設計基準対象

の施設と兼用）４ 台（予備として故障時の

バックアップを２台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-24【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-24

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-24 と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6707



  

リ-301 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-25緊急時対策建屋排風機（Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用）４ 台（予備とし

て故障時のバックアップを２台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-24【その他再処理設備の附属施設】（主

要設備リスト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたリ(4)(ⅸ)-25

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6708



  

リ-302 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

リ(4)(ⅸ)-26緊急時対策建屋フィルタユ

ニット（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）６ 基

（予備として故障時のバックアップを１

基） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-26【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-26

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-26 と同義で

あり整合している。 
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リ-303 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

リ(4)(ⅸ)-27緊急時対策建屋換気設備ダ

クト・ダンパ（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）（設計基準対象の施設と兼用）１ 式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-27【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

設工認のリ(4)(ⅸ)-27 は，事業変更許可

申請書（本文）のリ(4)(ⅸ)-27 と同義で

あり整合している。 

 

整合性 

設工認のリ(4)(ⅸ)-27 は，事業変更許可

申請書（本文）のリ(4)(ⅸ)-27 と同義で

あり整合している。 

 

6710



  

リ-304 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

設工認のリ(4)(ⅸ)-27 は，事業変更許可

申請書（本文）のリ(4)(ⅸ)-27 と同義で

あり整合している。 

 

整合性 

設工認のリ(4)(ⅸ)-27 は，事業変更許可

申請書（本文）のリ(4)(ⅸ)-27 と同義で

あり整合している。 

 

6711



  

リ-305 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-27【その他再処理設備の附属施設】（主

要設備リスト） 
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リ-306 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

リ(4)(ⅸ)-28緊急時対策建屋加圧ユニッ

ト（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）4,900 ｍ
３以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-28【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-28

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-28 と同義で

あり整合している。 
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リ-307 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

リ(4)(ⅸ)-29緊急時対策建屋加圧ユニッ

ト配管・リ(4)(ⅸ)-30弁（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）１ 式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-29【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

設工認のリ(4)(ⅸ)-29 は，事業変更許可

申請書（本文）のリ(4)(ⅸ)-29 と同義で

あり整合している。 

 

6714



  

リ-308 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-30【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-30

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-30 と同義で

あり整合している。 
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リ-309 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

リ(4)(ⅸ)-31対策本部室差圧計（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用）１ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-32待機室差圧計（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用）１ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-31【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-32【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-31

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-31 と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-32

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-32 と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6716



  

リ-310 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

リ(4)(ⅸ)-33監視制御盤（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用））（設計基準対象の施設と

兼用）１ 面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c) 緊急時対策建屋環境測定設備 

重大事故等が発生した場合において，当

該重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員がとどまることができるよう，

緊急時対策建屋環境測定設備を可搬型重大

事故等対処設備として配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，制御室

と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，離隔距離を確保

することで，制御室に対して独立性を有す

る設計とする。 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，制御室

と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バック

アップを含めて必要な数量を制御室が設置

される制御建屋から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した外部保管エリアに保管するとと

もに，緊急時対策建屋にも保管することで

位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備 

ｃ．緊急時対策建屋環境測定設備 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事故等

に対処するために必要な指示を行う要員が，緊

急時対策所にとどまることができることを確認

するため，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭

素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型

重大事故等対処設備として配備する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策

建屋放射線計測設備は，制御室と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，離隔距離を確保することで，制御室に対

して独立性を有する設計とする。 

 

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策

建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング

設備は，制御室と共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないように，故障時

バックアップを含めて必要な数量を制御室が設

置される制御建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管するとともに，

緊急時対策建屋にも保管することで位置的分散

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.9.2 緊急時対策建屋環境測定設備 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事

故等が発生した場合において，当該重大事

故等に対処するために必要な指示を行う要

員が，緊急時対策所にとどまることができ

るよう，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化

炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を

可搬型重大事故等対処設備として設ける設

計とする。 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事

故等が発生した場合においても緊急時対策

所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素

酸化物濃度が活動に支障がない範囲にある

ことを把握できる設計とする。 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，共通要

因によって制御室と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，離隔距離を確保

することで，制御室に対して独立性を有す

る設計とする。 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，共通要

因によって制御室と同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時のバッ

クアップを含めて必要な数量を制御室を設

置する制御建屋から 100m以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管するととも

に，緊急時対策建屋にも保管することで位

置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたリ(4)(ⅸ)-33

は，本設工認では仕様

表対象外である。 
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緊急時対策建屋環境測定設備は，他の設

備から独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋環境測定設備は，緊急時対策所の酸

素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃

度が活動に支障がない範囲内であることの

測定をするために必要な１台を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数として

１台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを２台の合計

３台以上を確保する。 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる緊急時対

策建屋及び第１保管庫・貯水所に保管し，

風（台風）等により機能を損なわない設計

とする。 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，溢水量

を考慮し，影響を受けない高さへの保管及

び被水防護リ(4)(ⅸ)-34する設計とす

る。 

 

 

 

 

(２) 悪影響防止 

緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環

境測定設備，緊急時対策建屋放射線計測設備，

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置及

び情報表示装置及び緊急時対策建屋電源設備

は，他の設備から独立して単独で使用可能なこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 (３) 個数及び容量 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建

屋環境測定設備は，緊急時対策所の酸素濃度，

二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支

障がない範囲内であることの測定をするために

必要な１台を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として１台，予備として故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップを

２台の合計３台以上を確保する。 

 

 

(４) 環境条件等 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策建

屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設備

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる緊急

時対策建屋及び第１保管庫・貯水所に保管し，風

（台風）等により機能を損なわない設計とする。 

 

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策建

屋放射線計測設備は，溢水量を考慮し，影響を受

けない高さへの保管及び被水防護する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，他の設

備から独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，MOX燃

料加工施設と共用する。 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策

建屋環境測定設備は，再処理施設及び MOX

燃料加工施設における重大事故等対処に同

時に対処することを考慮し，十分な台数を

確保することで，共用によって重大事故等

時の対処に影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策

建屋環境測定設備は，緊急時対策所の酸素

濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

が活動に支障がない範囲内であることの測

定をするために必要な 1台を有する設計と

するとともに，保有数は，必要数として 1

台，予備として故障時及び点検保守による

待機除外時のバックアップを 2台の合計 3

台を確保する設計とする。 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる緊急時対

策建屋及び第 1保管庫・貯水所に保管し，

風(台風)等により重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，溢水量

を考慮し，影響を受けない高さへの保管及

び被水防護リ(4)(ⅸ)-34 を行うことによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-

34は，事業変更許可

申請書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-34を具体的

に記載しており整合

している。 
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緊急時対策建屋環境測定設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，緊急時対策建屋

の内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，リ

(4)(ⅸ)-35再処理施設の運転中又は停止

中に校正，動作確認及び外観点検が可能な

設計とする。 

 

 

 

a) 緊急時対策建屋環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

リ(4)(ⅸ)-36可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用）（設計基準対象の施

設と兼用）３ 台（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを２台） 

 

 

リ(4)(ⅸ)-37可搬型二酸化炭素濃度計

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）（設計基準

対象の施設と兼用）３ 台（予備として故障

時及び待機除外時のバックアップを２台） 

 

 

リ(4)(ⅸ)-38可搬型窒素酸化物濃度計

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）（設計基準

対象の施設と兼用）３ 台（予備として故障

時及び待機除外時のバックアップを２台） 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策建

屋放射線計測設備は，内部発生飛散物の影響を考

慮し，緊急時対策建屋の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.5 試験・検査 

緊急時対策建屋環境測定設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に校正，動作確認及び外観点検

が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，緊急時対策建屋

の内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合においても

操作に支障がないように，当該設備の設置

場所で操作可能な設計とする。 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，リ

(4)(ⅸ)-35 通常時において，重大事故等へ

の対処に必要な機能を確認するため，校

正，動作確認及び外観点検が可能な設計と

する。 

また，当該機能を健全に維持するため，

保修等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-35

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-35 と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたリ(4)(ⅸ)-36

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたリ(4)(ⅸ)-37

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたリ(4)(ⅸ)-38

は，本設工認では仕様

表対象外である。 
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 (d) 緊急時対策建屋放射線計測設備 

 

重大事故等が発生した場合において，当

該重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員がとどまることができるよう，

緊急時対策建屋放射線計測設備として可搬

型屋内モニタリング設備及び可搬型環境モ

ニタリング設備を可搬型重大事故等対処設

備として配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.9.3 緊急時対策建屋放射線計測設備 

 

重大事故等が発生した場合において，当

該重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員がとどまることができるよう，

緊急時対策建屋放射線計測設備として可搬

型屋内モニタリング設備及び可搬型環境モ

ニタリング設備を可搬型重大事故等対処設

備として設ける設計とする。 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

屋内モニタリング設備は，可搬型エリアモ

ニタ，可搬型ダストサンプラ及びアルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータで構成す

る。 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

屋内モニタリング設備は，重大事故等が発

生した場合においても緊急時対策所内の線

量率及び放射性物質濃度を把握できる設計

とする。 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

環境モニタリング設備は，可搬型線量率

計，可搬型ダストモニタ，可搬型データ伝

送装置及び可搬型発電機で構成する。 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

環境モニタリング設備は，重大事故等が発

生した場合において，換気モードの切替判

断を行うために，線量率及び放射性物質濃

度を把握できる設計とする。 

 

また，指示値を可搬型データ伝送装置に

より緊急時対策建屋情報把握設備に伝送で

きる設計とする。 

 

可搬型線量率計，可搬型ダストモニタ及

び可搬型データ伝送装置は，可搬型発電機

から受電できる設計とする。 
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リ(4)(ⅸ)-39「チ．(２)（ⅱ） 放射線

監視設備」の監視測定用運搬車を可搬型重

大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，制御

室と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，離隔距離を確

保することで，制御室に対して独立性を有

する設計とする。 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

環境モニタリング設備は，制御室と共通要

因によって同時にその機能が損なわれるお

それがないように，故障時バックアップを

含めて必要な数量を制御室が設置される制

御建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保し

た複数の外部保管エリアに分散して保管す

ることで位置的分散を図る。 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

屋内モニタリング設備は，制御室と共通要

因によって同時にその機能が損なわれるお

それがないように，故障時バックアップを

含めて必要な数量を制御室が設置される制

御建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保し

た外部保管エリアに保管するとともに，緊

急時対策建屋にも保管することで位置的分

散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策

建屋放射線計測設備は，制御室と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，離隔距離を確保することで，制御室に対

して独立性を有する設計とする。 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境

モニタリング設備は，制御室と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時バックアップを含めて必要な数量

を制御室が設置される制御建屋から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに

分散して保管することで位置的分散を図る。 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策

建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング

設備は，制御室と共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないように，故障時

バックアップを含めて必要な数量を制御室が設

置される制御建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管するとともに，

緊急時対策建屋にも保管することで位置的分散

を図る。 

＜中略＞ 

 

リ(4)(ⅸ)-39 可搬型環境モニタリング設

備を運搬する可搬型重大事故等対処設備と

して，代替排気モニタリング設備の監視測

定用運搬車を使用する設計とする。 

なお，監視測定用運搬車については，第

２章 個別項目の「6.2 代替モニタリング

設備」の「6.2.1 代替排気モニタリング設

備」に示す。 

 

可搬型環境モニタリング設備の可搬型発

電機への燃料を補給するための設備とし

て，補機駆動用燃料補給設備の軽油用タン

クローリを使用する設計とする。 

なお，補機駆動用燃料補給設備について

は，第２章 個別項目の「7.1.1 電気設

備」の「7.1.1.11 補機駆動用燃料補給設

備」に示す。 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，共通

要因によって制御室と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，離隔距離を確

保することで，制御室に対して独立性を有

する設計とする。 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

環境モニタリング設備は，共通要因によっ

て制御室と同時にその機能が損なわれるお

それがないように，故障時のバックアップ

を含めて必要な数量を制御室を設置する制

御建屋から 100m 以上の離隔距離を確保した

複数の外部保管エリアに分散して保管する

ことで位置的分散を図る設計とする。 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

屋内モニタリング設備は，共通要因によっ

て制御室と同時にその機能が損なわれるお

それがないように，故障時のバックアップ

を含めて必要な数量を制御室を設置する制

御建屋から 100m 以上の離隔距離を確保した

外部保管エリアに保管するとともに，緊急

時対策建屋にも保管することで位置的分散

を図る設計とする。 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-39

は，設工認申請書にお

いて他条文にて記載し

ている基本設計方針の

記載箇所を明確化して

おり，整合している。 
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緊急時対策建屋放射線計測設備は，他の

設備から独立して単独で使用可能なことに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタ

リング設備並びに可搬型環境モニタリング

設備の可搬型線量率計，可搬型ダストモニ

タ及び可搬型データ伝送装置は，重大事故

等に対処するために必要な指示を行う要員

がとどまることができることを確認するた

めに必要なリ(4)(ⅸ)-40１台を有する設

計とするとともに，保有数は，必要数とし

てリ(4)(ⅸ)-41１台，予備として故障時

のバックアップをリ(4)(ⅸ)-42を確保す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 悪影響防止 

緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環

境測定設備，緊急時対策建屋放射線計測設備，

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置及

び情報表示装置及び緊急時対策建屋電源設備

は，他の設備から独立して単独で使用可能なこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 個数及び容量 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建

屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設

備並びに可搬型環境モニタリング設備の可搬型

線量率計，可搬型ダストモニタ及び可搬型デー

タ伝送装置は，重大事故等に対処するために必

要な指示を行う要員がとどまることができるこ

とを確認するために必要な１台を有する設計と

するとともに，保有数は，必要数として１台，

予備として故障時のバックアップを１台の合計

２台以上を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，他の

設備から独立して単独で使用可能なことに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，MOX

燃料加工施設と共用する。 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策

建屋放射線計測設備は，再処理施設及び

MOX燃料加工施設における重大事故等対処

に同時に対処することを考慮し，十分な台

数を確保することで，共用によって重大事

故等時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策

建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリ

ング設備の可搬型エリアモニタ及びアルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ並びに可搬

型環境モニタリング設備の可搬型線量率計

及び可搬型ダストモニタは，重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができることを確認するために

必要なリ(4)(ⅸ)-40 台数を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数リ(4)(ⅸ)-

41 及び予備として故障時のバックアップを

リ(4)(ⅸ)-42 含め十分な台数を確保する設

計とする。 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策

建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリ

ング設備の可搬型ダストサンプラ及び可搬

型環境モニタリング設備の可搬型データ伝

送装置は，重大事故等に対処するために必

要な指示を行う要員がとどまることができ

ることを確認するために必要な 1台を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要数

として 1台，予備として故障時のバックア

ップを 1台の合計 2台を確保する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-40

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-40 と同義で

あり整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-41

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-41 と同義で

あり整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-42

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-42 と同義で

あり整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタ

リング設備の可搬型発電機は，可搬型線量

率計リ(4)(ⅸ)-43等に給電できる容量を

有する設計とするとともに，保有数は，必

要数としてリ(4)(ⅸ)-44１台，予備とし

て故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップをリ(4)(ⅸ)-45２台の合計

３台以上を確保する。 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

屋内モニタリング設備は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる緊急時対策建屋及

び第１保管庫・貯水所に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とす

る。 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

環境モニタリング設備は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる第１保管庫・貯水

所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風

（台風）等により機能を損なわない設計と

する。 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，溢水

量を考慮し，影響を受けない高さへの保管

及び被水防護する設計とする。 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，緊急時対策建

屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所

に保管することにより，機能を損なわない

設計とする。 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，想定

される重大事故等が発生した場合において

も操作に支障がないように，当該設備の設

置場所で操作可能な設計とする。 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建

屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設

備の可搬型発電機は，可搬型線量率計等に給電

できる容量を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として１台，予備として故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップを

２台の合計３台以上を確保する。 

 

 

 

 

(４) 環境条件等 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策

建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング

設備は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る緊急時対策建屋及び第１保管庫・貯水所に保

管し，風（台風）等により機能を損なわない設

計とする。 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境

モニタリング設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる第１保管庫・貯水所及び第２保

管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策

建屋放射線計測設備は，溢水量を考慮し，影響

を受けない高さへの保管及び被水防護する設計

とする。 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策

建屋放射線計測設備は，内部発生飛散物の影響

を考慮し，緊急時対策建屋の内部発生飛散物の

影響を受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。 

 

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策

建屋放射線計測設備は，想定される重大事故等

が発生した場合においても操作に支障がないよ

うに，当該設備の設置場所で操作可能な設計と

する。 

 

 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策

建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリ

ング設備の可搬型発電機は，可搬型線量率

計リ(4)(ⅸ)-43，可搬型ダストモニタ及び

可搬型データ伝送装置に給電できる容量を

有するとともに，保有数は，必要数リ

(4)(ⅸ)-44 並びに予備として故障時及び点

検保守による待機除外時のバックアップを

リ(4)(ⅸ)-45 含め十分な台数を確保する設

計とする。 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

屋内モニタリング設備は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる緊急時対策建屋及

び第 1保管庫・貯水所に保管し，風(台風)

等により重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

環境モニタリング設備は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる第 1保管庫・貯水

所及び第 2保管庫・貯水所に保管し，風(台

風)等により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，溢水

量を考慮し，影響を受けない高さへの保管

及び被水防護を行うことにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，緊急時対策建

屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所

に保管することにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，想定

される重大事故等が発生した場合において

も操作に支障がないように，当該設備の設

置場所で操作可能な設計とする。 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-43

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-43 と同義で

あり整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-44

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-44 と同義で

あり整合している。 
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緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

屋内モニタリング設備並びに可搬型環境モ

ニタリング設備の可搬型線量率計及び可搬

型ダストモニタは，リ(4)(ⅸ)-46再処理

施設の運転中又は停止中に校正，動作確認

及び外観点検が可能な設計とする。 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

環境モニタリング設備の可搬型データ伝送

装置及び可搬型発電機は，リ(4)(ⅸ)-47

再処理施設の運転中又は停止中に動作確認

及び外観点検が可能な設計とする。 

 

 

 

 

a) 可搬型屋内モニタリング設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

リ(4)(ⅸ)-48可搬型エリアモニタ（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用）２ 台（予備として

故障時のバックアップを１台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.5 試験・検査 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内

モニタリング設備並びに可搬型環境モニタリン

グ設備の可搬型線量率計及び可搬型ダストモニ

タは，再処理施設の運転中又は停止中に校正，

動作確認及び外観点検が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境

モニタリング設備の可搬型データ伝送装置及び

可搬型発電機は，再処理施設の運転中又は停止

中に動作確認及び外観点検が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

屋内モニタリング設備並びに可搬型環境モ

ニタリング設備の可搬型線量率計及び可搬

型ダストモニタは，リ(4)(ⅸ)-46 通常時に

おいて，重大事故等への対処に必要な機能

を確認するため，校正，動作確認及び外観

点検が可能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，

保修等が可能な設計とする。 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

環境モニタリング設備の可搬型データ伝送

装置及び可搬型発電機は，リ(4)(ⅸ)-47 通

常時において，重大事故等への対処に必要

な機能を確認するため，動作確認及び外観

点検が可能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，

保修等が可能な設計とする。 

 

リ(4)(ⅸ)-48【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-46

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-46 と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-47

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-47 と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

設工認のリ(4)(ⅸ)-48 は，事業変更許可

申請書（本文）のリ(4)(ⅸ)-48 と同義で

あり整合している。 

 

6724



  

リ-318 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

リ(4)(ⅸ)-49可搬型ダストサンプラ（Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用）２ 台（予備とし

て故障時のバックアップを１台） 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-50アルファ・ベータ線用サー

ベイメータ（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）

２ 台（予備として故障時のバックアップを

１台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 可搬型環境モニタリング設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

リ(4)(ⅸ)-51可搬型線量率計（ＭＯＸ燃

料加工施設と共用）２ 台（予備として故障

時のバックアップを１台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-50【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-51【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたリ(4)(ⅸ)-49

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

設工認のリ(4)(ⅸ)-50 は，事業変更許可

申請書（本文）のリ(4)(ⅸ)-50 と同義で

あり整合している。 

 

整合性 

設工認のリ(4)(ⅸ)-51 は，事業変更許可

申請書（本文）のリ(4)(ⅸ)-51 と同義で

あり整合している。 
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リ(4)(ⅸ)-52可搬型ダストモニタ（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用）２台（予備として

故障時のバックアップを１台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-53可搬型データ伝送装置（Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用）２ 台（予備とし

て故障時のバックアップを１台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-52【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたリ(4)(ⅸ)-53

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

設工認のリ(4)(ⅸ)-52 は，事業変更許可

申請書（本文）のリ(4)(ⅸ)-52 と同義で

あり整合している。 
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リ(4)(ⅸ)-54可搬型発電機（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用）３台（予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを２台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-54【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-54

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-54 と同義で

あり整合している。 
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 (e) 緊急時対策建屋情報把握設備 

重大事故等に対処するために必要な指示

ができるよう，重大事故等に対処するため

に必要な情報を把握できる緊急時対策建屋

情報把握設備の情報収集装置及び情報表示

装置を常設重大事故等対処設備として設置

する。 

 

また，データ収集装置及びデータ表示装

置を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備 

ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備 

緊急時対策建屋情報把握設備は，重大事故等

に対処するために必要な情報を把握できるよ

う，情報収集装置及び情報表示装置を常設重大

事故等対処設備として設置する設計とする。 

 

 

 

また，データ収集装置及びデータ表示装置を

常設重大事故等対処設備として位置付ける設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.9.4 緊急時対策建屋情報把握設備  

緊急時対策建屋情報把握設備は, 設計基

準事故及び重大事故等に対処するために必

要な情報を把握することができるよう，緊

急時対策建屋に設置する設計とする。 

 

 

 

＜中略＞ 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，重大事

故等に対処するために必要な指示ができる

よう，重大事故等に対処するために必要な

情報を把握できる情報収集装置及び情報表

示装置を常設重大事故等対処設備として設

置する設計とする。 

 

また，データ収集装置及びデータ表示装

置を常設重大事故等対処設備として位置付

け，重大事故等に対処するために必要な情

報を把握する設計とする。 

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集

装置及び情報表示装置は，代替計測制御設

備で計測した重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータ並びに監視測定設備の

代替モニタリング設備の可搬型排気モニタ

リング設備の可搬型ガスモニタ，可搬型環

境モニタリング設備，代替気象観測設備の

可搬型気象観測設備及び緊急時対策建屋放

射線計測設備の可搬型重大事故等対処設備

の可搬型環境モニタリング設備の測定デー

タを収集し，緊急時対策所に表示する設計

とする。 

 

また，データ収集装置は，中央制御室か

ら「臨界事故の拡大防止」，「冷却機能の

喪失による蒸発乾固の対処」，「放射線分

解により発生する水素による爆発の対

処」，「有機溶媒等による火災又は爆発の

対処」，「使用済燃料貯蔵槽の冷却等」，

「工場等外への放射性物質等の放出の抑

制」，「重大事故等への対処に必要となる

水の供給」及び「監視測定設備」の「排気

口における放射性物質の濃度」，「周辺監
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緊急時対策建屋情報把握設備は，制御室

と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，離隔距離を確保

することで，制御室に対して独立性を有す

る設計とする。 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，制御室

と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，緊急時対策建屋

に設置することにより，制御室と位置的分

散を図る設計とする。 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収

集装置及びデータ表示装置は，地震等によ

り機能が損なわれる場合，代替設備により

機能を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

＜中略＞ 

ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋

換気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び緊

急時対策建屋電源設備は，制御室と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，離隔距離を確保することで，制御室に

対して独立性を有する設計とする。 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋

換気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び緊

急時対策建屋電源設備は，制御室と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，緊急時対策建屋に設置することによ

り，制御室と位置的分散を図る設計とする。 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装

置及びデータ表示装置は，地震等により機能が

損なわれる場合，代替設備により機能を維持す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視区域における放射性物質の濃度及び線

量」，「敷地内における気象観測項目」の

確認に必要な重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータを収集し，データ表示

装置にて表示する設計とする。 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，共通要

因によって制御室と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，離隔距離を確保

することで，制御室に対して独立性を有す

る設計とする。 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，共通要

因によって制御室と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，緊急時対策建屋

に設置することにより，制御室と位置的分

散を図る設計とする。 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収

集装置及びデータ表示装置は，地震等によ

り機能が損なわれる場合，代替設備により

重大事故等への対処に必要な機能を維持す

る設計とする。 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収

集装置及びデータ表示装置は，それぞれ必

要数として 1台ずつで計測設備及び監視測

定設備にて計測したパラメータを収集及び

監視できるものを 2台設置することで，多

重性を有する設計とする。 

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集

装置及び情報表示装置は，それぞれ必要数

として 1台ずつで可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器並びに監視測定設備にて計

測したパラメータを収集及び監視できるも

のを 2台設置することで，多重性を有する

設計とする。 
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緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集

装置及び情報表示装置は，他の設備から独

立して単独で使用可能なことにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収

集装置及びデータ表示装置は，安全機能を

有する施設として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備として使用する

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収

集装置及びデータ表示装置は，想定される

重大事故等時において，必要な情報を収集

及び表示するため，それぞれリ(4)(ⅸ)-

55１台を有する設計とするとともに，動

的機器の単一故障を考慮した予備を含めた

それぞれ２台以上を有する設計とする。 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋情報把握設備の情報収集装置及び情

報表示装置は，想定される重大事故等時に

おいて，必要な情報を収集及び表示するた

め，それぞれリ(4)(ⅸ)-56１台を有する

設計とするとともに，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めたそれぞれリ

(4)(ⅸ)-57合計２台以上設置すること

(２) 悪影響防止 

＜中略＞ 

緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環

境測定設備，緊急時対策建屋放射線計測設備，

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置及

び情報表示装置及び緊急時対策建屋電源設備

は，他の設備から独立して単独で使用可能なこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装

置及びデータ表示装置は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用することにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 個数及び容量 

ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装

置及びデータ表示装置は，想定される重大事故

等時において，必要な情報を収集及び表示する

ため，それぞれ１台を有する設計とするととも

に，動的機器の単一故障を考慮した予備を含め

たそれぞれ２台以上を有する設計とする。 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建

屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表示装

置は，想定される重大事故等時において，必要

な情報を収集及び表示するため，それぞれ１台

を有する設計とするとともに，動的機器の単一

故障を考慮した予備を含めたそれぞれ２台以上

を有する設計とする。 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集

装置及び情報表示装置は，他の設備から独

立して単独で使用可能なことにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収

集装置及びデータ表示装置は，安全機能を

有する施設として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備として使用する

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集

装置及び情報表示装置は，MOX燃料加工施

設と共用する。 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策

建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報

表示装置は，再処理施設及び MOX燃料加工

施設における重大事故等対処に同時に対処

することを考慮し，十分な台数を確保する

ことで，共用によって重大事故等時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収

集装置及びデータ表示装置は，想定される

重大事故等時において，必要な情報を収集

及び表示するため，それぞれリ(4)(ⅸ)-55

必要数として 1台ずつを有するとともに，

動的機器の単一故障を考慮した予備を含め

たそれぞれ 2台を有する設計とする。 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策

建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報

表示装置は，想定される重大事故等時にお

いて，必要な情報を収集及び表示するた

め，それぞれリ(4)(ⅸ)-56 必要数として 1

台ずつを有するとともに，動的機器の単一

故障を考慮した予備を含めたそれぞれリ

(4)(ⅸ)-572台を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-55

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-55 と同義で

あり整合している。 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-56

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-56 と同義で

あり整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-57

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-57 と同義で

あり整合している。 
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で，多重性を有する設計とする。 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる緊急時対

策建屋に設置し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収

集装置及びデータ表示装置は，自然現象，

人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及

び内部発生飛散物に対して，代替設備によ

る機能の確保により機能を維持する設計と

する。 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，溢水量

を考慮し，影響を受けない高さへの設置及

び被水防護する設計とする。 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，リ

(4)(ⅸ)-58再処理施設の運転中又は停止

中に独立して動作確認及び外観点検が可能

な設計とする。 

 

 

a) 緊急時対策建屋情報把握設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

リ(4)(ⅸ)-59情報収集装置（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用）２ 台（予備として故障時

のバックアップを１台） 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-60情報表示装置（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用）２ 台（予備として故障時

のバックアップを１台） 

 

 

 

 

 

(４) 環境条件等 

ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋情

報把握設備及び緊急時対策建屋電源設備は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる緊急時対

策建屋に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋情

報把握設備及び緊急時対策建屋電源設備は，溢

水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置及

び被水防護する設計とする。 

 

 

9.16.2.5 試験・検査 

緊急時対策建屋情報把握設備は，再処理施設

の運転中又は停止中に独立して動作確認及び外

観点検が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる緊急時対

策建屋に設置し，風(台風)等により重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

 

内的事象を要因とする重大事故等が発生

した場合に対処に用いる緊急時対策建屋情

報把握設備のデータ収集装置及びデータ表

示装置は，自然現象，人為事象，溢水，化

学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に

対して，代替設備による機能の確保により

重大事故等への対処に必要な機能を維持す

る設計とする。 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，溢水量

を考慮し，影響を受けない高さへの設置及

び被水防護を行うことにより，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，リ

(4)(ⅸ)-58 通常時において，重大事故等へ

の対処に必要な機能を確認するため，動作

確認及び外観点検が可能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，

保修等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-58

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-58 と同義で

あり整合している。 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたリ(4)(ⅸ)-59

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたリ(4)(ⅸ)-60

は，本設工認では仕様

表対象外である。 
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リ(4)(ⅸ)-61データ収集装置（設計基準

対象の施設と兼用）２ 台（予備として故障

時のバックアップを１台） 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-62データ表示装置（設計基準

対象の施設と兼用）２ 台（予備として故障

時のバックアップを１台） 

 

 

 

 

 

 

(f) 通信連絡設備 

再処理施設の内外の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡を行うため，通信連

絡設備をリ(4)(ⅸ)-63重大事故等対処設

備として設置又は配備する。 

 

 

通信連絡設備リ(4)(ⅸ)-64は，「四、

Ａ．リ.（４）(ⅹ) 通信連絡設備」に記載

する。 

 

 

 

 

(g) 緊急時対策建屋電源設備 

緊急時対策所の機能を維持するために必

要な設備に電源を給電するため，緊急時対

策建屋電源設備として，電源設備及び燃料

補給設備を常設重大事故等対処設備として

設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2 重大事故等対処設備 

9.16.2.1 概要 

＜中略＞ 

また，重大事故等が発生した場合においても

再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うための設備として通信連

絡設備を設置又は配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.9 緊急時対策所 

＜中略＞ 

また，重大事故等が発生した場合におい

ても再処理施設の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うためのリ

(4)(ⅸ)-63 設備として通信連絡設備を設置

又は設ける設計とする。 

 

通信連絡設備リ(4)(ⅸ)-64 については，

「Ⅰ Ⅰ-1 第２章 7.3.10 通信連絡設

備」に基づくものとする。 

 

 

 

 

7.3.9.5 緊急時対策建屋電源設備 

緊急時対策所の機能を維持するために必

要な設備に給電するため，緊急時対策建屋

電源設備として，多重性を有する電源設備

及び燃料補給設備を常設重大事故等対処設

備として設置する設計とする。 

 

緊急時対策建屋電源設備の電源設備は，

外部電源が喪失し，重大事故等が発生した

場合に，当該重大事故等に対処するために

必要な電力を確保するため，緊急時対策建

屋用発電機，発電機室送風機，主配管（緊

対所発電機室系），緊急時対策建屋高圧系

統 6.9kV 緊急時対策建屋用母線，緊急時対

策建屋低圧系統 460V 緊急時対策建屋用母線

及び燃料油移送ポンプを常設重大事故等対

処設備として設置する設計とする。 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたリ(4)(ⅸ)-61

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたリ(4)(ⅸ)-62

は，本設工認では仕様

表対象外である。 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-63

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-63 と同義で

あり整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-64

は，設工認申請書にお

いて他条文にて記載し

ている基本設計方針の

記載箇所を明確化して

おり，整合している。 
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緊急時対策建屋電源設備は，制御室と共

通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，離隔距離を確保する

ことで，制御室に対して独立性を有する設

計とする。 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，制御室と共

通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，緊急時対策建屋に設

置することにより，制御室と位置的分散を

図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋

換気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び緊

急時対策建屋電源設備は，制御室と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，離隔距離を確保することで，制御室に

対して独立性を有する設計とする。 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋

換気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び緊

急時対策建屋電源設備は，制御室と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，緊急時対策建屋に設置することによ

り，制御室と位置的分散を図る設計とする。 

 

＜中略＞ 

緊急時対策建屋電源設備の電源設備は，

緊急時対策建屋用発電機から緊急時対策建

屋高圧系統 6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線

及び緊急時対策建屋低圧系統 460Ｖ緊急時

対策建屋用母線を介して，緊急時対策建屋

換気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及

び通信連絡設備に給電できる設計とする。 

 

また，緊急時対策建屋用発電機は，運転

中においても燃料油移送ポンプにより燃料

の補給が可能な設計とする。 

 

 

燃料補給の流路として，主配管（緊対所

燃料補給設備系）を常設重大事故等対処設

備として設置する設計とする。 

 

緊急時対策建屋電源設備の燃料補給設備

は，重大事故等への対処に必要となる燃料

を供給できるようにするため，重油貯槽を

常設重大事故等対処設備として設置する設

計とする。 

 

緊急時対策建屋は，重大事故等が発生し

た場合においても，当該重大事故等に対処

するために代替電源である緊急時対策建屋

電源設備から給電できる設計とする。 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，共通要因に

よって制御室と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，離隔距離を確保する

ことで，制御室に対して独立性を有する設

計とする。 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，共通要因に

よって制御室と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，緊急時対策建屋に設

置することにより，制御室と位置的分散を

図る設計とする。 
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緊急時対策建屋電源設備は，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なことにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機

は，緊急時対策建屋に給電するために必要

なリ(4)(ⅸ)-65１台を有する設計とする

とともに，動的機器の単一故障を考慮した

予備を含めたリ(4)(ⅸ)-66２台以上設置

し多重性をリ(4)(ⅸ)-67有するととも

に，独立した系統構成を有する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 個数及び容量 

ａ．常設重大事故等対処設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建

屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機は，緊急

時対策建屋に給電するために必要な１台を有す

る設計とするとともに，動的機器の単一故障を

考慮した予備を含めた２台以上を有し，多重性

を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建

屋用発電機は，多重性を有する設計とする

とともに，それぞれが独立した系統構成を

有する設計とする。 

 

緊急時対策建屋電源設備の燃料油移送ポ

ンプは，多重性を有する設計とする。 

 

緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽は，

多重性を有する設計とする。 

 

緊急時対策建屋電源設備は，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なことにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建

屋用発電機及び燃料油移送ポンプは，回転

体が飛散することを防ぐことで他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

緊急時対策建屋電源設備は，MOX燃料加

工施設と共用する。 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策

建屋電源設備は，再処理施設及び MOX燃料

加工施設における重大事故等対処に同時に

対処することを考慮し，十分な数量及び容

量を確保することで，共用によって重大事

故等時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策

建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機

は，緊急時対策建屋に給電するために必要

なリ(4)(ⅸ)-65 台数及び動的機器の単一故

障を考慮した予備を含めたリ(4)(ⅸ)-6 台

数を有し，多重性をリ(4)(ⅸ)-67 考慮した

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-65 

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-65 と同義で

あり整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-66 

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-66 と同義で

あり整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-67 

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-67 と同義で

あり整合している。 
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ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋電源設備の燃料油移送ポンプは，

リ(4)(ⅸ)-68１台で緊急時対策建屋用発

電機の連続運転に必要な燃料を供給できる

ポンプ容量を有するものをリ(4)(ⅸ)-69

各系統に２台，動的機器の単一故障を考慮

した予備を含めたリ(4)(ⅸ)-70合計４台

以上設置することで，多重性を有する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋電源設備の重油貯槽は，外部からの

支援がなくとも，緊急時対策建屋用発電機

の７日間以上の連続運転に必要なリ

(4)(ⅸ)-71１基を有する設計とするとと

もに，予備を含めた２基以上を有する設計

とする。 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる緊急時対策建

屋に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，溢水量を考

慮し，影響を受けない高さへの設置及び被

水防護する設計とする。 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建

屋用発電機及び燃料油移送ポンプは，リ

(4)(ⅸ)-43再処理施設の運転中又は停止

中に独立して外観点検，起動試験及び分解

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建

屋電源設備の燃料油移送ポンプは，１台で緊急

時対策建屋用発電機の連続運転に必要な燃料を

供給できるポンプ容量を有するものを各系統に

２台，動的機器の単一故障を考慮した予備を含

めた合計４台以上設置することで，多重性を有

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建

屋電源設備の重油貯槽は，外部からの支援がな

くとも，緊急時対策建屋用発電機の７日間以上

の連続運転に必要な１基を有する設計とすると

ともに，予備を含めた２基以上を有する設計と

する。 

 

 

(４) 環境条件等 

ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋情

報把握設備及び緊急時対策建屋電源設備は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる緊急時対

策建屋に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。 

 

 

緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋情

報把握設備及び緊急時対策建屋電源設備は，溢

水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置及

び被水防護する設計とする。 

 

9.16.2.5 試験・検査 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用

発電機及び燃料油移送ポンプは，再処理施設の

運転中又は停止中に独立して外観点検，起動試

験及び分解点検が可能な設計とする。 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策

建屋電源設備の燃料油移送ポンプは，リ

(4)(ⅸ)-68 緊急時対策建屋用発電機の連続

運転に必要な燃料を供給できるポンプ容量

リ(4)(ⅸ)-69 を有する設計とする。 

また，燃料油の移送に必要な台数及び動

的機器の単一故障を考慮した予備を含めた

リ(4)(ⅸ)-70 台数を設置することで，多重

性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策

建屋電源設備の重油貯槽は，外部からの支

援がなくとも，緊急時対策建屋用発電機の

7日間以上の連続運転に必要なリ(4)(ⅸ)-

71 容量を有する設計とする。 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる緊急時対策建

屋に設置し，風(台風)等により重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，溢水量を考

慮し，影響を受けない高さへの設置及び被

水防護を行うことにより，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建

屋用発電機及び燃料油移送ポンプは，リ

(4)(ⅸ)-43 通常時において，重大事故等へ

の対処に必要な機能を確認するため，独立

して外観点検，起動試験及び分解点検が可

設工認のリ(4)(ⅸ)-68 

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-68 と同義で

あり整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-69 

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-69 と同義で

あり整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-70 

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-70 と同義で

あり整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-71 

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-71 と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6735



  

リ-329 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

点検が可能な設計とする。 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽は，

リ(4)(ⅸ)-72再処理施設の運転中又は停

止中に独立してパラメータ確認及び漏えい

確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽は，再処

理施設の運転中又は停止中に独立してパラメー

タ確認及び漏えい確認が可能な設計とする。 

能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，

保修等が可能な設計とする。 

 

緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽は，

リ(4)(ⅸ)-72 通常時において，重大事故等

への対処に必要な機能を確認するため，独

立してパラメータ確認及び漏えい確認が可

能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，

保修等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-72

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-72 と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6736



  

リ-330 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

a) 電源設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

リ(4)(ⅸ)-73緊急時対策建屋用発電機

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）２台（予備

として故障時のバックアップを１台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-73【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-73

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-73 と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6737



  

リ-331 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

リ(4)(ⅸ)-74緊急時対策建屋高圧系統

6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用）２ 系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-74【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-74

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-74 と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6738



  

リ-332 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

リ(4)(ⅸ)-75緊急時対策建屋低圧系統

460Ｖ緊急時対策建屋用母線（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用）４ 系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-75【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-75

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-75 と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6739



  

リ-333 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6740



  

リ-334 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6741



  

リ-335 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6742



  

リ-336 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6743



  

リ-337 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6744



  

リ-338 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6745



  

リ-339 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6746



  

リ-340 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6747



  

リ-341 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

リ(4)(ⅸ)-76燃料油移送ポンプ（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用）４ 台（予備として故

障時のバックアップを３台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-76【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-76

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-76 と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6748



  

リ-342 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

リ(4)(ⅸ)-77燃料油配管・弁（ＭＯＸ燃

料加工施設と共用）１ 式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-77【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

設工認のリ(4)(ⅸ)-77 は，事業変更許可

申請書（本文）のリ(4)(ⅸ)-77 と同義で

あり整合している。 

 

整合性 

設工認のリ(4)(ⅸ)-77 は，事業変更許可

申請書（本文）のリ(4)(ⅸ)-77 と同義で

あり整合している。 

 

6749



  

リ-343 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

設工認のリ(4)(ⅸ)-77 は，事業変更許可

申請書（本文）のリ(4)(ⅸ)-77 と同義で

あり整合している。 

 

整合性 

設工認のリ(4)(ⅸ)-77 は，事業変更許可

申請書（本文）のリ(4)(ⅸ)-77 と同義で

あり整合している。 

 

6750



  

リ-344 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

b) 燃料補給設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

リ(4)(ⅸ)-78重油貯槽（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）２ 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅸ)-78【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅸ)-78

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅸ)-78 と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6751



  

リ-345 

防
災
 Ａ

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

リ(4)(ⅸ)-79【その他再処理設備の附属施設】（仕

様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6752



    

リ-346 

 

計
装

A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(ⅹ) 通信連絡設備 

通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡

設備，所内データ伝送設備，所外通信連絡設

備及び所外データ伝送設備から構成する。  

 

 

 

 

再処理事業所には，設計基準事故が発生し

た場合において，制御室等から再処理事業所

内の各所の者への必要な操作，作業又は退避

の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うこ

とができる装置及び音声等により行うことが

できる所内通信連絡設備として，ページング

装置（警報装置を含む。），所内携帯電話，

専用回線電話，一般加入電話及びファクシミ

リをリ．(4)(x)-①設ける設計とする。所内

通信連絡設備は，有線回線又は無線回線によ

る通信方式の多様性を確保した設計とする。

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必

要なデータを伝送できる所内データ伝送設備

として，プロセスデータ伝送サーバ，放射線

管理用計算機，環境中継サーバ及び総合防災

盤をリ．(4)(x)-②設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

警報装置，所内通信連絡設備及び所内デー

タ伝送設備については，非常用所内電源系

統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵する

ことにより，外部電源が期待できない場合で

も動作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

所内通信連絡設備は，化学物質の漏えい又

は異臭等の異常を確認した者（立会人，公的

機関から情報を入手した者等）が中央制御室

の運転員（統括当直長）に有毒ガスの発生を

連絡する場合，中央制御室の運転員（統括当

直長）から中央制御室，屋外及び屋内の運転

員に有毒ガスの発生を連絡する場合，中央制

 

 

 

 

 

 

9.17.1.4 主要設備 

(１) 警報装置及び所内通信連絡設備 

設計基準事故が発生した場合において，再処

理事業所内の各所の者への必要な操作，作業又

は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行

うことができる装置及び音声等により行うこと

ができる設備として，ページング装置，所内携

帯電話，専用回線電話，一般加入電話及びファ

クシミリを設置する。 

所内通信連絡設備は，有線回線又は無線回線

による通信方式の多様性を確保した構成の回線

に接続する設計とする。  

(２) 所内データ伝送設備 

緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデ

ータを伝送できる所内データ伝送設備として，

プロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算

機，環境中継サーバ及び総合防災盤を設置す

る。 

 

 

 

 

 

(１) 警報装置及び所内通信連絡設備 

警報装置及び所内通信連絡設備は，非常用所

内電源系統，無停電交流電源に接続又は蓄電池

を内蔵し，外部電源が期待できない場合でも動

作可能な設計とする。 

(２) 所内データ伝送設備 

また，所内データ伝送設備は，無停電交流電

源に接続し，外部電源が期待できない場合でも

動作可能な設計とする。 

 

(１) 警報装置及び所内通信連絡設備 

所内通信連絡設備は，化学物質の漏えい又は

異臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関

から情報を入手した者等）が中央制御室の運転

員（統括当直長）に有毒ガスの発生を連絡する

場合，中央制御室の運転員（統括当直長）から

中央制御室，屋外及び屋内の運転員に有毒ガス

の発生を連絡する場合，中央制御室の運転員

7.3.10.1 通信連絡設備 

通信連絡設備は，警報装置，所内通信連

絡設備，所内データ伝送設備，所外通信連

絡設備及び所外データ伝送設備で構成す

る。 

 

 

7.3.10.1.1 通信連絡設備（事業所内） 

再処理事業所には，設計基準事故が発生

した場合において，中央制御室等から再処

理事業所内の各所の者への必要な操作，作

業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等

により行うことができる装置及び音声等に

より行うことができる設備として，警報装

置及び有線回線又は無線回線による通信方

式の多様性を確保したリ．(4)(x)-①所内

通信連絡設備を設置する設計とする。 

警報装置としてページング装置を，多様

性を確保した所内通信連絡設備としてペー

ジング装置，所内携帯電話，専用回線電

話，一般加入電話及びファクシミリを設置

する設計とする。 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握

に必要なデータを伝送できる所内データ伝

送設備として，プロセスデータ伝送サー

バ，放射線管理用計算機，環境中継サーバ

及び総合防災盤をリ．(4)(x)-②設置する

設計とする。 

 

 

警報装置，所内通信連絡設備及び所内デ

ータ伝送設備については，非常用所内電源

系統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵

することにより，外部電源が期待できない

場合でも動作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

所内通信連絡設備は，化学物質の漏えい

又は異臭等の異常を確認した者（立会人，

公的機関から情報を入手した者等）が中央

制御室の運転員（統括当直長）に有毒ガス

の発生を連絡する場合，中央制御室の運転

員（統括当直長）から中央制御室，屋外及

び屋内の運転員に有毒ガスの発生を連絡す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

①は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-①と同義であ

り整合している 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

②は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-②と同義であ

り整合している。 
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御室の運転員（統括当直長）から使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転員

に有毒ガスの発生を連絡する場合及び中央制

御室の運転員（統括当直長）から緊急時対策

所の設計基準事故並びに重大事故等の対処に

必要な指示を行う要員（非常時対策組織本部

の本部長）に有毒ガスの発生を連絡する場合

においても使用する。 

 

 

 

再処理事業所には，設計基準事故が発生し

た場合において，国，地方公共団体，その他

関係機関等の必要箇所へ事故に係る通信連絡

を音声等により行うことができる所外通信連

絡設備として，統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ

－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ

会議システム，一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話及びファクシミリを設ける

設計とする。また，再処理事業所内から事業

所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）

へ必要なデータを伝送できる所外データ伝送

設備として，データ伝送設備をリ．(4)(x)-

③設ける設計とする。  

 

 

 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備

については，有線回線，無線回線又は衛星回

線による通信方式の多様性を確保した構成の

専用通信回線に接続し，輻輳等による制限を

受けることなく常時使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

  

 

 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備

については，リ．(4)(x)-④非常用所内電源

系統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵す

ることにより，外部電源が期待できない場合

でも動作可能な設計とする。 

（統括当直長）から使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の運転員に有毒ガスの発生

を連絡する場合及び中央制御室の運転員（統括

当直長）から緊急時対策所の設計基準事故並び

に重大事故等の対処に必要な指示を行う要員

（非常時対策組織本部の本部長）に有毒ガスの

発生を連絡する場合においても使用する 

 

 

 

(３) 所外通信連絡設備 

設計基準事故が発生した場合において，再処

理事業所外の国，地方公共団体，その他関係機

関等の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音

声等により行うことができる設備として，統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力

防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防

災ネットワークＴＶ会議システム，一般加入電

話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシ

ミリを設置する。 

(４) 所外データ伝送設備 

再処理事業所内から再処理事業所外の緊急時

対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータ

を伝送できる所外データ伝送設備として，デー

タ伝送設備を設置する。 

 

 

(３) 所外通信連絡設備 

所外通信連絡設備は，有線回線，無線回線又

は衛星回線による通信方式の多様性を確保した

専用通信回線に接続し，輻輳等による制限を受

けることなく常時使用できる設計とする。 

(４) 所外データ伝送設備 

所外データ伝送設備は，有線回線又は衛星回

線による通信方式の多様性を確保した専用通信

回線に接続し，輻輳等による制限を受けること

なく常時使用できる設計とする。 

 

 

 

(３) 所外通信連絡設備 

また，所外通信連絡設備は，無停電交流電源

に接続し，外部電源が期待できない場合でも動

作可能な設計とする。 

(４) 所外データ伝送設備 

また，所外データ伝送設備は，無停電交流電

源に接続し，外部電源が期待できない場合でも

る場合，中央制御室の運転員（統括当直

長）から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の運転員に有毒ガスの発生を

連絡する場合及び中央制御室の運転員（統

括当直長）から緊急時対策所の設計基準事

故並びに重大事故等の対処に必要な指示を

行う要員（非常時対策組織本部の本部長）

に有毒ガスの発生を連絡する場合において

も使用する。 

 

7.3.10.1.2 通信連絡設備（事業所外） 

再処理事業所には，設計基準事故が発生

した場合において，国，地方公共団体，そ

の他関係機関等の必要箇所へ事故に係る通

信連絡を音声等により行うことができる所

外通信連絡設備として，統合原子力防災ネ

ットワーク IP電話，統合原子力防災ネット

ワーク IP-FAX，統合原子力防災ネットワー

ク TV会議システム，一般加入電話，一般携

帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリを

リ．(4)(x)-③設置する設計とする。 

また，再処理事業所内から事業所外の緊

急時対策支援システム（ERSS）へ必要なデ

ータを伝送できる所外データ伝送設備とし

て，データ伝送設備をリ．(4)(x)-③設置

する設計とする。 

 

 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設

備については，有線回線，無線回線又は衛

星回線による通信方式の多様性を確保した

構成の通信回線に接続する。統合原子力防

災ネットワーク IP電話，統合原子力防災ネ

ットワーク IP-FAX，統合原子力防災ネット

ワーク TV会議システム及びデータ伝送設備

は，専用通信回線に接続し，輻輳等による

制限を受けることなく常時使用可能な設計

とする。また，これらの専用通信回線の容

量は通話及びデータ伝送に必要な容量に対

し十分な余裕を確保した設計とする。 

 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設

備については，リ．(4)(x)-④無停電電源

に接続することにより，外部電源が期待で

きない場合でも動作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

③は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-③と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

④は，事業変更許可申

請書（本文）のリ．

(4)(x)-④を具体的に

記載しており整合して

いる。 
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所外通信連絡設備は，化学物質の漏えい又

は異臭等の異常を確認した者（立会人，公的

機関から情報を入手した者等）が中央制御室

の運転員（統括当直長）に有毒ガスの発生を

連絡する場合においても使用する。 

 

 

 

所内通信連絡設備のページング装置及び所

内携帯電話は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。 

 

 

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネット

ワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携

帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。  

 

共用する所内通信連絡設備及び所外通信連

絡設備は，共用によって再処理施設の安全性

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御室等は，「ヘ．(4)(ⅰ) 制御室等」

に，電気設備は，「リ．(1)(ⅰ) 電気設備」

に，緊急時対策所は，「リ．(4)(ⅸ)(f) 通

信連絡設備」に記載する。  

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，再処

理事業所の内外の通信連絡をする必要のある

動作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.47 通信連絡を行うために必要な設備 

（通信連絡を行うために必要な設備） 

適合のための設計方針 

再処理事業所には，重大事故等が発生した

場合において再処理事業所の内外の通信連絡

 

 

所外通信連絡設備は，化学物質の漏えい

又は異臭等の異常を確認した者（立会人，

公的機関から情報を入手した者等）が中央

制御室の運転員（統括当直長）に有毒ガス

の発生を連絡する場合においても使用す

る。 

 

7.3.10.1.1 通信連絡設備（事業所内） 

所内通信連絡設備のページング装置及び

所内携帯電話は，廃棄物管理施設及び MOX

燃料加工施設と共用する。 

 

7.3.10.1.2 通信連絡設備（事業所外） 

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネッ

トワーク IP電話，統合原子力防災ネットワ

ーク IP-FAX，統合原子力防災ネットワーク

TV会議システム，一般加入電話，一般携帯

電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，

MOX燃料加工施設と共用する。 

 

7.3.10.1.1 通信連絡設備（事業所内） 

共用する所内通信連絡設備及び所内デー

タ伝送設備は，同一の端末を使用する設計

又は十分な容量を確保する設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性を損

なわない設計とする。 

7.3.10.1.2 通信連絡設備（事業所外） 

共用する所外通信連絡設備は，同一の端

末を使用する設計とすることで，共用によ

って再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.10.2 代替通信連絡設備 

再処理事業所には，重大事故等が発生し

た場合において再処理事業所の内外の通信

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）「ヘ．

(4)(ⅰ) 制御室等」，

「リ．(1)(ⅰ) 電気設

備」及び「リ．

(4)(ⅸ)(f) 通信連絡

設備」に示す。 
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場所と通信連絡を行うために，通信連絡設備

及び代替通信連絡設備を設ける設計とする。 

 

  

 

代替通信連絡設備は，代替電源設備（電池

等の予備電源設備を含む。）からの給電を可

能とした設計とする。  

 

 

 

通信連絡設備は，所内通信連絡設備，所内

データ伝送設備，所外通信連絡設備及び所外

データ伝送設備で構成する。 

  

重大事故等が発生した場合において，再処

理事業所内の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行うため，及び計測等を行った

パラメータを再処理事業所内の必要な場所で

共有するために，リ．(4)(x)-⑤所内通信連

絡設備，所内データ伝送設備及び代替通信連

絡設備を設ける設計とする。 

重大事故等が発生した場合において，再処

理事業所内の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行うための代替通信連絡設備と

して，代替通話系統を設置する。 

 

緊急時対策所へ重大事故等に対処するため

に必要なデータを伝送するための設備とし

て，「ヘ．(4)(ⅰ)(a) 計測制御装置」の

リ．(4)(x)-⑥情報把握計装設備の一部であ

る情報把握計装設備用屋内伝送系統等を設置

する。 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，再処

理事業所内の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行うための代替通信連絡設備と

して，可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋

内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可

搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシ

ーバ（屋外用）をリ．(4)(x)-⑦配備する。  

 

 

をする必要のある場所と通信連絡を行うため

に必要な設備として，通信連絡設備及び代替

通信連絡設備を設ける設計とする。 

 

 

代替通信連絡設備は，代替電源設備（電池

等の予備電源設備を含む。）からの給電を可

能とした設計とする。 

 

9.17.2 重大事故等対処設備 

9.17.2.1 概  要 

通信連絡設備は，所内通信連絡設備，所

内データ伝送設備，所外通信連絡設備及び

所外データ伝送設備で構成する。 

 

重大事故等が発生した場合において，再

処理事業所内外の通信連絡をする必要のあ

る場所と通信連絡を行うため，及び計測等

を行ったパラメータを再処理事業所内外の

必要な場所で共有するために，所内通信連

絡設備，所内データ伝送設備，所外通信連

絡設備，所外データ伝送設備及び代替通信

連絡設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備として，代替通話系

統，可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋

内用），可搬型トランシーバ（屋内用），

可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラ

ンシーバ（屋外用），統合原子力防災ネッ

トワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネッ

トワークＴＶ会議システム及びデータ伝送

設備を設ける設計とする。 

 

連絡をする必要のある場所と通信連絡を行

うために必要な設備として，通信連絡設備

及び代替通信連絡設備を設ける設計とす

る。 

 

代替通信連絡設備は，代替電源設備（電

池等の予備電源設備を含む。）からの給電

を可能とした設計とする 

 

 

 

通信連絡設備は，所内通信連絡設備，所

内データ伝送設備，所外通信連絡設備及び

所外データ伝送設備で構成する。 

 

重大事故等が発生した場合において，再

処理事業所内の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うため，及び計測等を

行ったパラメータを再処理事業所内の必要

な場所で共有するための代替通信連絡設備

として，代替通話系統，リ．(4)(x)-⑤可

搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内

用），可搬型トランシーバ（屋内用），可

搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラン

シーバ（屋外用）を設ける設計とする。 

 

 

緊急時対策所へ重大事故等に対処するた

めに必要なデータを伝送するための設備と

して，リ．(4)(x)-⑥情報把握計装設備の

情報把握計装設備用屋内伝送系統等を使用

する設計とする。 

情報把握計装設備については第 2章 個

別項目の「4.3 制御室」の「4.3.1 計測

制御装置」に示す。 

 

 

重大事故等が発生した場合において，再

処理事業所内の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うため，及び計測等を

行ったパラメータを再処理事業所内の必要

な場所で共有するための代替通信連絡設備

として，代替通話系統，可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラン

シーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外

用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

⑤は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-⑤を具体的に

記載しており整合して

いる。 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）「ヘ．

(4)(ⅰ)(a) 計測制御

装置」に示す。 

設工認のリ．(4)(x)-

⑥は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-⑥と同義であ

り整合している 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

⑦は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-⑦と同義であ

り整合している 
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緊急時対策所へ重大事故等に対処するため

に必要なデータを伝送するための設備とし

て，リ．(4)(x)-⑧「ヘ．(4)(ⅰ)(a) 計測

制御装置」の情報把握計装設備の一部である

前処理建屋可搬型情報収集装置等，「チ．

(2)(ⅱ) 放射線監視設備」の一部及び「チ．

(2)(ⅲ) 環境管理設備」の一部を配備する。  

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，代替

通信連絡設備へ給電するための設備として，

「リ．(4)(ⅸ)(g) 緊急時対策建屋電源設

備」の緊急時対策建屋用発電機を常設重大事

故等対処設備として設置し，「リ．(1)(ⅰ)

(b)(ﾛ)1) 代替電源設備」の制御建屋可搬型

発電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機を可搬型重大事故等対処

設備として配備する。 

  

重大事故等が発生した場合において，通信

連絡設備へ給電するための設備として，

「リ．(1)(ⅰ) 電気設備」の一部である受電

開閉設備等を常設重大事故等対処設備として

位置付ける。  

 

設計基準対象の施設と兼用する所内通信連

絡設備のページング装置（制御装置含む），

所内携帯電話（交換機含む），専用回線電

話，一般加入電話及びファクシミリを常設重

大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する所内

データ伝送設備のプロセスデータ伝送サー

バ，放射線管理用計算機，環境中継サーバ及

び総合防災盤を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．(4)(x)-⑦設ける設計とする。 

 

 

緊急時対策所へ重大事故等に対処するた

めに必要なデータを伝送するための設備と

して，リ．(4)(x)-⑧代替モニタリング設

備の可搬型排気モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型環境モニタリング用データ

伝送装置並びに代替気象観測設備の可搬型

気象観測用データ伝送装置を使用する設計

とする 

代替モニタリング設備については第 2章 

個別項目の「6.2 代替モニタリング設備」

に，代替気象観測設備については第 2章 

個別項目の「6.7 代替気象観測設備」に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準対象の施設と兼用する所内通信

連絡設備のページング装置，所内携帯電

話，専用回線電話，一般加入電話及びファ

クシミリを常設重大事故等対処設備として

位置付け，重大事故等が発生した場合にお

いて，再処理事業所内の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行う設計とす

る。 

 

設計基準対象の施設と兼用する所内デー

タ伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，

放射線管理用計算機，環境中継サーバ及び

総合防災盤を常設重大事故等対処設備とし

て位置付け，重大事故等が発生した場合に

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

⑧は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-⑧を具体的に

記載しており整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）「リ．

(4)(ⅸ)(g) 緊急時対

策建屋電源設備」およ

び「リ．

(1)(ⅰ)(b)(ﾛ)1) 代替

電源設備」に示す。 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）「リ．

(1)(ⅰ) 電気設備」に

示す。 
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代替通話系統は，前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置

し，可搬型通話装置を接続して使用可能な設

計とする。  

 

可搬型通話装置は，制御建屋及び外部保管

エリアに保管する設計とする。 

 

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラン

シーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外

用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊

急時対策建屋及び外部保管エリアに保管する

設計とする。 

 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トラ

ンシーバ（屋内用）は，ハンドセットを中央

制御室，緊急時対策所並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室に配備し，屋

外に配備したアンテナと接続することによ

り，屋内で使用できる設計とする。 

 

 

可搬型通話装置は，乾電池で動作可能な設

計とする。  

 

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラン

シーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外

用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，

充電池で動作可能な設計とする。さらに，可

搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシ

ーバ（屋内用）は，リ．(4)(x)-⑨「リ．

(1)(ⅰ)(b)(ﾛ)1) 代替電源設備」の制御建屋

可搬型発電機等又は「リ．(4)(ⅸ)(g) 緊急

時対策建屋電源設備」の緊急時対策建屋用発

電機から受電し，動作可能な設計とする。 

 

 

乾電池を用いるものについては７日間以上

継続して通話ができる設計とする。また，充

電池を用いるものについては，リ．(4)(x)-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいて，計測等を行ったパラメータを再処

理事業所内の必要な場所で共有する設計と

する。 

 

代替通話系統は，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

に設置し，可搬型通話装置を接続して使用

可能な設計とする。 

 

可搬型通話装置は，制御建屋及び外部保

管エリアに保管する設計とする。 

 

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋

外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）

は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建

屋，緊急時対策建屋及び外部保管エリアに

保管する設計とする。 

 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型ト

ランシーバ（屋内用）は，ハンドセットを

中央制御室，緊急時対策所並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に配

備し，屋外に配備したアンテナと接続する

ことにより，屋内で使用できる設計とす

る。 

 

可搬型通話装置は，乾電池で動作可能な

設計とする。 

 

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋

外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）

は，充電池で動作可能な設計とする。さら

に，可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型

トランシーバ（屋内用）は，リ．(4)(x)-

⑨代替電源設備の制御建屋可搬型発電機，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機又は緊急時対策建屋電源設備であ

る緊急時対策建屋用発電機から受電し，動

作可能な設計とする。 

 

乾電池を用いるものについては 7日間以

上継続して通話ができる設計とする。ま

た，充電池を用いるものについては，リ．

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

⑨は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-⑨を具体的に

記載しており整合して

いる。 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

⑩は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-⑩を具体的に
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⑩「リ．(1)(ⅰ)(b)(ﾛ)1) 代替電源設備」

の制御建屋可搬型発電機等又は「リ．(4)

(ⅸ)(g) 緊急時対策建屋電源設備」の緊急時

対策建屋用発電機にて充電又は受電すること

で７日間以上継続して通話ができる設計とす

る。 

 

所内通信連絡設備及び代替通信連絡設備

は，重大事故等への対処が開始されている状

態で,化学物質の漏えい又は異臭等の異常を

確認した者（立会人，公的機関から情報を入

手した者等）が中央制御室の実施組織要員

（実施責任者）に有毒ガスの発生を連絡する

場合，中央制御室の実施組織要員（実施責任

者）から中央制御室，屋外及び屋内の実施組

織要員に有毒ガスの発生を連絡する場合，中

央制御室の実施組織要員（実施責任者）から

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の実施組織要員に有毒ガスの発生を連絡す

る場合及び中央制御室の実施組織要員（実施

責任者）から緊急時対策所の重大事故等の対

処に必要な指示を行う要員（非常時対策組織

本部の本部長）に有毒ガスの発生を連絡する

場合においても使用する。 

 

 

重大事故等が発生した場合において，再処

理事業所外の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行うため，及び計測等を行った

パラメータを再処理事業所外の必要な場所で

共有するために，リ．(4)(x)-⑪所外通信連

絡設備，所外データ伝送設備及び代替通信連

絡設備を設ける設計とする。  

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，再処

理事業所外の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行うための代替通信連絡設備と

して，統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステム及びデータ伝送設備リ．(4)(x)-⑫を

設置する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)(x)-⑩代替電源設備の制御建屋可搬型

発電機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機又は緊急時対策建屋電源

設備の緊急時対策建屋用発電機にて充電又

は受電することで 7日間以上継続して通話

ができる設計とする。 

 

所内通信連絡設備及び代替通信連絡設備

は，重大事故等への対処が開始されている

状態で,化学物質の漏えい又は異臭等の異常

を確認した者（立会人，公的機関から情報

を入手した者等）が中央制御室の実施組織

要員（実施責任者）に有毒ガスの発生を連

絡する場合，中央制御室の実施組織要員

（実施責任者）から中央制御室，屋外及び

屋内の実施組織要員に有毒ガスの発生を連

絡する場合，中央制御室の実施組織要員

（実施責任者）から使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織要員に

有毒ガスの発生を連絡する場合及び中央制

御室の実施組織要員（実施責任者）から緊

急時対策所の重大事故等の対処に必要な指

示を行う要員（非常時対策組織本部の本部

長）に有毒ガスの発生を連絡する場合にお

いても使用する。 

 

重大事故等が発生した場合において，再

処理事業所外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うため，及び計測等を

行ったパラメータを再処理事業所外の必要

な場所で共有するためのリ．(4)(x)-⑪代

替通信連絡設備として，統合原子力防災ネ

ットワーク IP電話，統合原子力防災ネット

ワーク IP-FAX，統合原子力防災ネットワー

ク TV会議システム，データ伝送設備，可搬

型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話

（屋外用）を設ける設計とする。 

 

重大事故等が発生した場合において，再

処理事業所外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うため，及び計測等を

行ったパラメータを再処理事業所外の必要

な場所で共有するための代替通信連絡設備

として，統合原子力防災ネットワーク IP電

話，統合原子力防災ネットワーク IP-FAX，

統合原子力防災ネットワーク TV会議システ

ム，データ伝送設備，可搬型衛星電話（屋

記載しており整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

⑪は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-⑪を具体的に

記載しており整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

⑫は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-⑫は同義であ

り整合している 
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重大事故等が発生した場合において，再処

理事業所外の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行うための代替通信連絡設備と

して，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型衛

星電話（屋外用）をリ．(4)(x)-⑬配備す

る。 

 

 

 

 

 

 

設計基準対象の施設と兼用する所外通信連

絡設備の統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星

携帯電話及びファクシミリを常設重大事故等

対処設備として位置付ける。  

 

 

 

 

設計基準対象の施設と兼用する所外データ

伝送設備のデータ伝送設備を常設重大事故等

対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

データ伝送設備は，緊急時対策建屋に設け

る設計とする。 

 

 

 

 

可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急時対策

建屋及び外部保管エリアに保管する設計とす

る。 

 

可搬型衛星電話（屋外用）は，制御建屋及

び外部保管エリアに保管する設計とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）リ．

(4)(x)-⑫を設ける設計とする。 

 

重大事故等が発生した場合において，再

処理事業所外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うため，及び計測等を

行ったパラメータを再処理事業所外の必要

な場所で共有するための代替通信連絡設備

として，統合原子力防災ネットワーク IP電

話，統合原子力防災ネットワーク IP-FAX，

統合原子力防災ネットワーク TV会議システ

ム，データ伝送設備，可搬型衛星電話（屋

内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）を

リ．(4)(x)-⑬設ける設計とする。 

 

設計基準対象の施設と兼用する所外通信

連絡設備の統合原子力防災ネットワーク IP

電話，統合原子力防災ネットワーク IP-

FAX，統合原子力防災ネットワーク TV会議

システム，一般加入電話，一般携帯電話，

衛星携帯電話及びファクシミリを常設重大

事故等対処設備として位置付け，重大事故

等が発生した場合において，再処理事業所

外の通信連絡をする必要のある場所と通信

連絡を行う設計とする。 

 

設計基準対象の施設と兼用する所外デー

タ伝送設備のデータ伝送設備を常設重大事

故等対処設備として位置付け，重大事故等

が発生した場合において，計測等を行った

パラメータを再処理事業所外の必要な場所

で共有する設計とする。 

 

統合原子力防災ネットワーク IP電話，統

合原子力防災ネットワーク IP-FAX，合原子

力防災ネットワーク TV会議システム及びデ

ータ伝送設備は，緊急時対策建屋に設置す

る設計とする。 

 

可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急時対

策建屋及び外部保管エリアに保管する設計

とする。 

 

可搬型衛星電話（屋外用）は，制御建屋

及び外部保管エリアに保管する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

⑬は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-⑬は同義であ

り整合している 
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可搬型衛星電話（屋内用）は，ハンドセッ

トを緊急時対策所に配備し，屋外に配備した

アンテナと接続することにより，屋内で使用

できる設計とする。 

 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統

合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム

は，緊急時対策建屋に設ける設計とする。 

 

 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統

合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム

及びデータ伝送設備は，リ．(4)(x)-⑭

「リ．(4)(ⅸ)(g) 緊急時対策建屋電源設

備」の緊急時対策建屋用発電機から受電し，

動作可能な設計とする。  

 

可搬型衛星電話（屋内用）は，リ．(4)

(x)-⑮「リ．(4)(ⅸ)(g) 緊急時対策建屋電

源設備」の緊急時対策建屋用発電機から受電

し，動作可能な設計とする。  

 

 

可搬型衛星電話（屋外用）は，代替電源と

して充電池で動作可能な設計とする。  

 

代替通信連絡設備のうち統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネット

ワークＴＶ会議システム，可搬型衛星電話

（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）

は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。  

 

共用する代替通信連絡設備は，再処理施設

及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等

リ．(4)(x)-㉔対処に同時に対処することを

考慮し，同一の端末を使用すること及び十分

な数量を確保することで，共用によって重大

事故時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

所外通信連絡設備及び代替通信連絡設備

は，重大事故等への対処が開始されている状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型衛星電話（屋内用）は，ハンドセ

ットを緊急時対策建屋に配備し，屋外に配

備したアンテナと接続することにより，屋

内で使用できる設計とする。 

 

統合原子力防災ネットワーク IP電話，統

合原子力防災ネットワーク IP-FAX，合原子

力防災ネットワーク TV会議システム及びデ

ータ伝送設備は，緊急時対策建屋に設置す

る設計とする。 

 

統合原子力防災ネットワーク IP電話，統

合原子力防災ネットワーク IP-FAX，統合原

子力防災ネットワーク TV会議システム及び

データ伝送設備は，リ．(4)(x)-⑭緊急時

対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電

機から受電し，動作可能な設計とする。 

 

 

可搬型衛星電話（屋内用）は，リ．

(4)(x)-⑮緊急時対策建屋電源設備の緊急

時対策建屋用発電機から受電し，動作可能

な設計とする。 

 

 

可搬型衛星電話（屋外用）は，代替電源

として充電池で動作可能な設計とする。 

 

代替通信連絡設備のうち統合原子力防災

ネットワーク IP電話，統合原子力防災ネッ

トワーク IP-FAX，統合原子力防災ネットワ

ーク TV会議システム，可搬型衛星電話（屋

内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，

MOX燃料加工施設と共用する。 

 

共用する代替通信連絡設備は，再処理施

設及び MOX燃料加工施設における重大事故

等リ．(4)(x)-㉔に同時に対処することを

考慮し，同一の端末を使用すること及び十

分な数量を確保することで，共用によって

重大事故等への対処に影響を及ぼさない設

計とする。 

 

所外通信連絡設備及び代替通信連絡設備

は，重大事故等への対処が開始されている

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

⑭は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-⑭は同義であ

り整合している 

 

設工認のリ．(4)(x)-

⑮は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-⑮は同義であ

り整合している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

㉔は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-㉔と同義であ

り整合している 
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態で,化学物質の漏えい又は異臭等の異常を

確認した者（立会人，公的機関から情報を入

手した者等）が中央制御室の実施組織要員

（実施責任者）に有毒ガスの発生を連絡する

場合においても使用する。 

 

 

 

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネット

ワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム及びデータ伝送設備は，

所外通信連絡設備の一般加入電話，一般携帯

電話，衛星携帯電話及びファクシミリと共通

要因によって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，リ．(4)(x)-㉕「リ．

(4)(ⅸ)(g) 緊急時対策建屋電源設備」の緊

急時対策所の一部である緊急時対策建屋用発

電機からの給電により使用することで，電気

設備に対して多様性を有する設計とする。ま

た，有線回線又は衛星回線による通信方式の

多様性を確保した構成の通信回線に接続する

ことで，所外通信連絡設備の一般加入電話，

一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミ

リに対して通信方式の多様性を有する設計と

する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の代替通話系統は，所内

通信連絡設備のページング装置及び所内携帯

電話と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，所内通信連絡設

備のページング装置及び所内携帯電話と異な

る系統構成で使用することで，所内通信連絡

設備のページング装置及び所内携帯電話に対

して，独立性を有する設計とする。  

 

 

リ．(4)(x)-㉖内的事象を要因として発生

した場合に対処に用いる所内通信連絡設備の

ページング装置，所内携帯電話，専用回線電

 

 

 

 

 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多様

性，位置的分散」に示す。 

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ

会議システム及びデータ伝送設備は，所外通信

連絡設備の一般加入電話，一般携帯電話，衛星

携帯電話及びファクシミリと共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，「9.16.2.3 主要設備の仕様」の緊急時対

策所の一部である緊急時対策建屋用発電機から

の給電により使用することで，電気設備に対し

て多様性を有する設計とする。また，有線回線

又は衛星回線による通信方式の多様性を確保し

た構成の通信回線に接続することで，所外通信

連絡設備の一般加入電話，一般携帯電話，衛星

携帯電話及びファクシミリに対して通信方式の

多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の代替通話系統は，所内通

信連絡設備のページング装置及び所内携帯電話

と共通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，所内通信連絡設備のペー

ジング装置及び所内携帯電話と異なる系統構成

で使用することで，所内通信連絡設備のページ

ング装置及び所内携帯電話に対して，独立性を

有する設計とする。 

 

 

内的事象を要因として発生した場合に対処に

用いる所内通信連絡設備のページング装置，所

内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話，フ

状態で,化学物質の漏えい又は異臭等の異常

を確認した者（立会人，公的機関から情報

を入手した者等）が中央制御室の実施組織

要員（実施責任者）に有毒ガスの発生を連

絡する場合においても使用する。 

 

 

 

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネッ

トワーク IP電話，統合原子力防災ネットワ

ーク IP-FAX，統合原子力防災ネットワーク

TV会議システム及びデータ伝送設備は，共

通要因によって所外通信連絡設備の一般加

入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及び

ファクシミリと同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，リ．(4)(x)-㉕緊急

時対策所の一部である緊急時対策建屋用発

電機からの給電により使用することで，電

気設備に対して多様性を有する設計とす

る。 

また，代替通信連絡設備の統合原子力防

災ネットワーク IP電話，統合原子力防災ネ

ットワーク IP-FAX，統合原子力防災ネット

ワーク TV会議システム及びデータ伝送設備

は，共通要因によって所外通信連絡設備の

一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電

話及びファクシミリと同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，有線回線又は

衛星回線による通信方式の多様性を確保し

た構成の通信回線に接続することで，所外

通信連絡設備の一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話及びファクシミリに対し

て通信方式の多様性を有する設計とする。 

 

代替通信連絡設備の代替通話系統は，共

通要因によって所内通信連絡設備のページ

ング装置及び所内携帯電話と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，所内通

信連絡設備のページング装置及び所内携帯

電話と異なる系統構成で使用することで，

所内通信連絡設備のページング装置及び所

内携帯電話に対して，独立性を有する設計

とする。 

 

リ．(4)(x)-㉖所内通信連絡設備のペー

ジング装置，所内携帯電話，専用回線電

話，一般加入電話，ファクシミリ，所内デ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

㉕は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-㉕を具体的に

記載しており整合して

いる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

㉖は，事業変更許可申
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話，一般加入電話，ファクシミリ，所内デー

タ伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，放

射線管理用計算機，環境中継サーバ，総合防

災盤，所外通信連絡設備の一般加入電話，一

般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ及

び所外データ伝送設備のデータ伝送設備は，

自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え

い，火災及び内部発生飛散物に対して代替設

備による機能の確保により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬

型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ

（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び

可搬型トランシーバ（屋外用）は，所内通信

連絡設備のページング装置，所内携帯電話，

専用回線電話，一般加入電話，ファクシミ

リ，所内データ伝送設備のプロセスデータ伝

送サーバ，放射線管理用計算機，環境中継サ

ーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備の一般

加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，フ

ァクシミリ及び所外データ伝送設備のデータ

伝送設備と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，リ．(4)

(x)-⑯「リ．(1)(ⅰ)(b)(ﾛ)1) 代替電源設

備」の電気設備の一部である制御建屋可搬型

発電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機，リ．(4)(x)-⑰「リ．

(4)(ⅸ)(g) 緊急時対策建屋電源設備」の緊

急時対策所の一部である緊急時対策建屋用発

電機，充電池又は乾電池からの給電により使

用することで，電気設備に対して多様性を有

する設計とする。また，有線回線，無線回線

又は衛星回線による通信方式の多様性を確保

した構成の通信回線に接続することで，所内

通信連絡設備のページング装置，所内携帯電

話，専用回線電話，一般加入電話及びファク

シミリ及び所内データ伝送設備のデータ伝送

ァクシミリ，所内データ伝送設備のプロセスデ

ータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境中

継サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備の一

般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，フ

ァクシミリ及び所外データ伝送設備のデータ伝

送設備は，地震等により機能が損なわれる場

合，代替設備による機能の確保により機能を維

持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型

衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型

トランシーバ（屋外用）は，所内通信連絡設備

のページング装置，所内携帯電話，専用回線電

話，一般加入電話，ファクシミリ，所内データ

伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線

管理用計算機，環境中継サーバ，総合防災盤，

所外通信連絡設備の一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話，ファクシミリ及び所外デー

タ伝送設備のデータ伝送設備と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，「9.2.2.3主要設備の仕様」の電気設備の一

部である制御建屋可搬型発電機並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，

「9.16.2.3 主要設備の仕様」の緊急時対策所

の一部である緊急時対策建屋用発電機，充電池

又は乾電池からの給電により使用することで，

電気設備に対して多様性を有する設計とする。 

また，有線回線，無線回線又は衛星回線によ

る通信方式の多様性を確保した構成の通信回線

に接続することで，所内通信連絡設備のページ

ング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般

加入電話及びファクシミリ及び所内データ伝送

設備のデータ伝送設備に対して通信方式の多様

性を有する設計とする。 

 

 

ータ伝送設備のプロセスデータ伝送サー

バ，放射線管理用計算機，環境中継サー

バ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統合

原子力防災ネットワーク IP電話，統合原子

力防災ネットワーク IP-FAX，統合原子力防

災ネットワーク TV会議システム，一般加入

電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファ

クシミリ及び所外データ伝送設備のデータ

伝送設備は，自然現象，人為事象，溢水，

化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物

に対して代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間で修理の

対応を行うことにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。

代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応を

行うことについては，保安規定に定めて，

管理する。 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可

搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外

用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）

は，共通要因によって所内通信連絡設備の

ページング装置，所内携帯電話，専用回線

電話，一般加入電話，ファクシミリ，所内

データ伝送設備のプロセスデータ伝送サー

バ，放射線管理用計算機，環境中継サー

バ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統合

原子力防災ネットワーク IP電話，統合原子

力防災ネットワーク IP-FAX，統合原子力防

災ネットワーク TV会議システム，一般加入

電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファ

クシミリ及び所外データ伝送設備のデータ

伝送設備と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，リ．(4)(x)-⑯電気設備

の制御建屋可搬型発電機並びに使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，

リ．(4)(x)-⑰緊急時対策所の緊急時対策

建屋用発電機，充電池又は乾電池からの給

電により使用することで，電気設備に対し

て多様性を有する設計とする。 

また，代替通信連絡設備の可搬型通話装

置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型ト

ランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外

用）は，共通要因によって所内通信連絡設

請書(本文)のリ．

(4)(x)-㉖と同義であ

り整合している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

⑯は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-⑯は同義であ

り整合している 

設工認のリ．(4)(x)-

⑰は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．
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設備に対して通信方式の多様性を有する設計

とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬

型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ

（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び

可搬型トランシーバ（屋外用）は，所内通信

連絡設備のページング装置，所内携帯電話，

専用回線電話，一般加入電話，ファクシミ

リ，所内データ伝送設備のプロセスデータ伝

送サーバ，放射線管理用計算機，環境中継サ

ーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子

力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子

力防災ネットワークＴＶ会議システム，一般

加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，フ

ァクシミリ及び所外データ伝送設備のデータ

伝送設備と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないように，所内通信

連絡設備のページング装置，所内携帯電話，

専用回線電話，一般加入電話，ファクシミ

リ，所内データ伝送設備のプロセスデータ伝

送サーバ，放射線管理用計算機，環境中継サ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型

衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型

トランシーバ（屋外用）は，所内通信連絡設備

のページング装置，所内携帯電話，専用回線電

話，一般加入電話，ファクシミリ，所内データ

伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線

管理用計算機，環境中継サーバ，総合防災盤，

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワー

クＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ

－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛

星携帯電話，ファクシミリ及び所外データ伝送

設備のデータ伝送設備と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないように，

所内通信連絡設備のページング装置，所内携帯

電話，専用回線電話，一般加入電話，ファクシ

ミリ，所内データ伝送設備のプロセスデータ伝

送サーバ，放射線管理用計算機，環境中継サー

バ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統合原子

備のページング装置，所内携帯電話，専用

回線電話，一般加入電話，ファクシミリ，

所内データ伝送設備のプロセスデータ伝送

サーバ，放射線管理用計算機，環境中継サ

ーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統

合原子力防災ネットワーク IP電話，統合原

子力防災ネットワーク IP-FAX，統合原子力

防災ネットワーク TV会議システム，一般加

入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，フ

ァクシミリ及び所外データ伝送設備のデー

タ伝送設備と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，有線回線，無線回線又

は衛星回線による通信方式の多様性を確保

した構成の通信回線に接続することで，所

内通信連絡設備のページング装置，所内携

帯電話，専用回線電話，一般加入電話，フ

ァクシミリ，所内データ伝送設備のプロセ

スデータ伝送サーバ，放射線管理用計算

機，環境中継サーバ，総合防災盤，所外通

信連絡設備の統合原子力防災ネットワーク

IP電話，統合原子力防災ネットワーク IP-

FAX，統合原子力防災ネットワーク TV会議

システム，一般加入電話，一般携帯電話，

衛星携帯電話，ファクシミリ及び所外デー

タ伝送設備のデータ伝送設備に対して通信

方式の多様性を有する設計とする。 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可

搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外

用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）

は，共通要因によって所内通信連絡設備の

ページング装置，所内携帯電話，専用回線

電話，一般加入電話，ファクシミリ，所内

データ伝送設備のプロセスデータ伝送サー

バ，放射線管理用計算機，環境中継サー

バ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統合

原子力防災ネットワーク IP電話，統合原子

力防災ネットワーク IP-FAX，統合原子力防

災ネットワーク TV会議システム，一般加入

電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファ

クシミリ及び所外データ伝送設備のデータ

伝送設備と同時にその機能が損なわれるお

それがないように，所内通信連絡設備のペ

ージング装置，所内携帯電話，専用回線電

話，一般加入電話，ファクシミリ，所内デ

ータ伝送設備のプロセスデータ伝送サー

(4)(x)-⑰は同義であ

り整合している 
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ーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子

力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子

力防災ネットワークＴＶ会議システム，一般

加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，フ

ァクシミリ及び所外データ伝送設備のデータ

伝送設備が設置される建屋から 100m 以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに保管す

るとともに，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高

レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋，制御建屋及び緊急時対策建屋

にも保管することで位置的分散を図る。前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス

固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制

御建屋及び緊急時対策建屋内に保管する場合

は所内通信連絡設備のページング装置，所内

携帯電話等が設置される場所と異なる場所に

保管することで位置的分散を図る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の代替通話系統は，重大

事故等発生前（通常時）の分離された状態か

ら可搬型通話装置の接続により重大事故等対

処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネット

ワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム及びデータ伝送設備は，

力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災

ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネ

ットワークＴＶ会議システム，一般加入電話，

一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ及

び所外データ伝送設備のデータ伝送設備が設置

される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した

外部保管エリアに保管するとともに，前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋及

び緊急時対策建屋にも保管することで位置的分

散を図る前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃

液ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋，制御建屋及び緊急時対策建屋内に保管する

場合は所内通信連絡設備のページング装置，所

内携帯電話等が設置される場所と異なる場所に

保管することで位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ． 悪

影響防止」に示す。 ◇1 

代替通信連絡設備の代替通話系統は，重大事

故等発生前（通常時）の分離された状態から可

搬型通話装置の接続により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ

会議システム及びデータ伝送設備は，安全機能

バ，放射線管理用計算機，環境中継サー

バ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統合

原子力防災ネットワーク IP電話，統合原子

力防災ネットワーク IP-FAX，統合原子力防

災ネットワーク TV会議システム，一般加入

電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファ

クシミリ及び所外データ伝送設備のデータ

伝送設備が設置される建屋から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した外部保管エリアに保

管するとともに，前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋及び緊

急時対策建屋にも保管することで位置的分

散を図る設計とする。 

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル

廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋，制御建屋及び緊急時対策建屋内

に保管する場合は所内通信連絡設備のペー

ジング装置，所内携帯電話，専用回線電

話，一般加入電話，ファクシミリ，所内デ

ータ伝送設備のプロセスデータ伝送サー

バ，放射線管理用計算機，環境中継サー

バ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統合

原子力防災ネットワーク IP電話，統合原子

力防災ネットワーク IP-FAX，統合原子力防

災ネットワーク TV会議システム，一般加入

電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファ

クシミリ及び所外データ伝送設備のデータ

伝送設備が設置される場所と異なる場所に

保管することで位置的分散を図る。 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の代替通話系統は，重

大事故等発生前（通常時）の分離された状

態から可搬型通話装置の接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすること

により，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネッ

トワーク IP電話，統合原子力防災ネットワ

ーク IP-FAX，統合原子力防災ネットワーク

TV会議システム及びデータ伝送設備は，安
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安全機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備として使

用することにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の代替通話系統は，再処

理事業所内の通信連絡をする必要のある箇所

と通信連絡を行うために必要な系統として２

系統を有する設計とする。  

 

 

所内通信連絡設備のページング装置，所内

携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及び

ファクシミリは，再処理事業所内の通信連絡

をする必要のある箇所と通信連絡を行うため

に必要な回線を所内通信連絡設備として２回

線以上有する設計とする。  

 

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネット

ワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携

帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，

再処理事業所外の通信連絡をする必要のある

箇所と通信連絡を行うために必要な回線を所

外通信連絡設備として２回線以上有する設計

とする。  

 

所内データ伝送設備のプロセスデータ伝送

サーバ，放射線管理用計算機，環境中継サー

バ，総合防災盤，所外データ伝送設備のデー

タ伝送設備及び代替通信連絡設備のデータ伝

送設備は，計測等を行ったパラメータを再処

理事業所内外の必要な場所に必要なデータ量

を伝送できる設計とするとともに，必要な個

数としてそれぞれ１台を有する設計とする。 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する代替通信連

絡設備の統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ及び統合原子力防災ネットワークＴＶ会議

システムは，同一の端末を使用する設計とす

るため，再処理事業所外等の通信連絡をする

を有する施設として使用する場合と同じ系統構

成で重大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

(３) 個数・容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数及

び容量」に示す。 

代替通信連絡設備の代替通話系統は，再処理

事業所内の通信連絡をする必要のある箇所と通

信連絡を行うために必要な系統として２系統を

有する設計とする。 

 

 

所内通信連絡設備のページング装置，所内携

帯電話，専用回線電話，一般加入電話及びファ

クシミリは，再処理事業所内の通信連絡をする

必要のある箇所と通信連絡を行うために必要な

回線を所内通信連絡設備として２回線以上有す

る設計とする。 

 

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ

会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，

衛星携帯電話及びファクシミリは，再処理事業

所外の通信連絡をする必要のある箇所と通信連

絡を行うために必要な回線を所外通信連絡設備

として２回線以上有する設計とする。 

 

 

所内データ伝送設備のプロセスデータ伝送サ

ーバ，放射線管理用計算機，環境中継サーバ，

総合防災盤，所外データ伝送設備のデータ伝送

設備及び代替通信連絡設備のデータ伝送設備

は，計測等を行ったパラメータを再処理事業所

内外の必要な場所に必要なデータ量を伝送でき

る設計とするとともに，必要な個数としてそれ

ぞれ１台を有する設計とする。 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する代替通信連絡

設備の統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ及び

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム

は，同一の端末を使用する設計とするため，再

処理事業所外等の通信連絡をする必要のある箇

全機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備として

使用することにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の代替通話系統は，再

処理事業所内の通信連絡をする必要のある

箇所と通信連絡を行うために必要な系統と

して 5つの建屋に 2系統ずつを有する設計

とする。 

 

所内通信連絡設備のページング装置，所

内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話

及びファクシミリは，再処理事業所内の通

信連絡をする必要のある箇所と通信連絡を

行うために必要な回線を所内通信連絡設備

として 2回線以上有する設計とする。 

 

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネッ

トワーク IP電話，統合原子力防災ネットワ

ーク IP-FAX，統合原子力防災ネットワーク

TV会議システム，一般加入電話，一般携帯

電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，

再処理事業所外の通信連絡をする必要のあ

る箇所と通信連絡を行うために必要な回線

を所外通信連絡設備として 2回線以上有す

る設計とする。 

 

所内データ伝送設備のプロセスデータ伝

送サーバ，放射線管理用計算機，環境中継

サーバ，総合防災盤，所外データ伝送設備

のデータ伝送設備及び代替通信連絡設備の

データ伝送設備は，計測等を行ったパラメ

ータを再処理事業所内外の必要な場所に必

要なデータ量を伝送できる設計とするとと

もに，必要な個数としてそれぞれ 1台を有

する設計とする。 

 

MOX燃料加工施設と共用する代替通信連

絡設備の統合原子力防災ネットワーク IP電

話，統合原子力防災ネットワーク IP-FAX及

び統合原子力防災ネットワーク TV会議シス

テムは，同一の端末を使用する設計とする

ため，再処理事業所外等の通信連絡をする
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必要のある箇所と通信連絡をするために必要

な回線として１回線以上を有する設計とす

る。 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通

信連絡設備の可搬型通話装置の保有数は，必

要数として 120 台，予備として故障時のバ

ックアップを 120 台の合計 240 台以上を確

保する。  

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通

信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内用）の保

有数は，リ．(4)(x)-⑱必要数として 13 

台，予備として故障時のバックアップを 13 

台の合計 26 台以上を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通

信連絡設備の可搬型トランシーバ（屋内用）

の保有数は，必要数として８台，予備として

故障時のバックアップを８台の合計 16 台以

上を確保する。  

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通

信連絡設備の可搬型衛星電話（屋外用）の保

有数は，リ．(4)(x)-⑲必要数として 29 

台，予備として故障時のバックアップを 29 

台の合計 58 台以上を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通

信連絡設備の可搬型トランシーバ（屋外用）

の保有数は，必要数として 39 台，予備とし

て故障時のバックアップを 39 台の合計 78 

台以上を確保する。  

 

所と通信連絡をするために必要な回線として１

回線以上を有する設計とする。 

 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信

連絡設備の可搬型通話装置の保有数は，必要数

として120台，予備として故障時のバックアップ

を120台の合計240台以上を確保する。 

 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信

連絡設備の可搬型衛星電話（屋内用）の保有数

は，必要数として13台，予備として故障時のバ

ックアップを13台の合計26台以上を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信

連絡設備の可搬型トランシーバ（屋内用）の保

有数は，必要数として８台，予備として故障時

のバックアップを８台の合計16台以上を確保す

る。 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信

連絡設備の可搬型衛星電話（屋外用）の保有数

は，必要数として29台，予備として故障時のバ

ックアップを29台の合計58台以上を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信

連絡設備の可搬型トランシーバ（屋外用）の保

有数は，必要数として39台，予備として故障時

のバックアップを39台の合計78台以上を確保す

る。 

 

必要のある箇所と通信連絡をするために必

要な回線として 1回線以上を有する設計と

する。 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代替

通信連絡設備の可搬型通話装置の保有数

は，必要数として 120台，予備として故障

時のバックアップを 120台の合計 240台以

上を確保する設計とする。 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代替

通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内用）

の保有数は，リ．(4)(x)-⑱必要数として 7

台，予備として故障時のバックアップを 7

台の合計 14台以上を確保する設計とする。 

MOX燃料加工施設と共用する再処理事業

所内の通信連絡に用いる代替通信連絡設備

の可搬型衛星電話（屋内用）の保有数は，

必要数として 6台，予備として故障時のバ

ックアップを 6台の合計 12台以上を確保す

る設計とする。 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代替

通信連絡設備の可搬型トランシーバ（屋内

用）の保有数は，必要数として 8台，予備

として故障時のバックアップを 8台の合計

16台以上を確保する設計とする。 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代替

通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋外用）

の保有数は，リ．(4)(x)-⑲必要数として

11台，予備として故障時のバックアップを

11台の合計 22台以上を確保する設計とす

る。 

MOX燃料加工施設と共用する再処理事業

所内の通信連絡に用いる代替通信連絡設備

の可搬型衛星電話（屋外用）の保有数は，

必要数として 18台，予備として故障時のバ

ックアップを 18台の合計 36台以上を確保

する設計とする。 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代替

通信連絡設備の可搬型トランシーバ（屋外

用）の保有数は，必要数として 39台，予備

として故障時のバックアップを 39台の合計

78台以上を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

⑱は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-⑱を具体的に

記載しており整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

⑲は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-⑲を具体的に

記載しており整合して

いる。 
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ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理事業

所外への通信連絡に用いる代替通信連絡設備

の可搬型衛星電話（屋内用）の保有数は，必

要数として３台，予備として故障時のバック

アップを３台の合計６台以上を確保する。 

  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理事業

所外への通信連絡に用いる代替通信連絡設備

の可搬型衛星電話（屋外用）の保有数は，必

要数として１台，予備として故障時のバック

アップを１台の合計２台以上を確保する。 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内

用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大

事故等対処の際，同一の端末を使用する設計

とする。  

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用

いる代替通信連絡設備の代替通話系統，統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子

力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子

力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデ

ータ伝送設備は，リ．(4)(x)-⑳「ロ．(7)

(ⅱ)(b)(ﾎ) 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計とする

ことでリ．(4)(x)-㉑その機能を損なわない

設計とする。  

 

 

所内通信連絡設備の専用回線電話，一般加

入電話，ファクシミリ，所内データ伝送設備

のプロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用

計算機，環境中継サーバ，総合防災盤，代替

通信連絡設備の代替通話系統，統合原子力防

災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネ

ットワークＴＶ会議システム及びデータ伝送

設備は，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃

液ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理事業所

外への通信連絡に用いる代替通信連絡設備の可

搬型衛星電話（屋内用）の保有数は，必要数と

して３台，予備として故障時のバックアップを

３台の合計６台以上を確保する。 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理事業所

外への通信連絡に用いる代替通信連絡設備の可

搬型衛星電話（屋外用）の保有数は，必要数と

して１台，予備として故障時のバックアップを

１台の合計２台以上を確保する。 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内

用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，再処理

施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故

等対処の際，同一の端末を使用する設計とす

る。 

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３)ａ． 環

境条件」に示す。 

地震を要因として発生した場合に対処に用い

る代替通信連絡設備の代替通話系統，統合原子

力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災

ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネ

ットワークＴＶ会議システム及びデータ伝送設

備は，「1.7.18(５) 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することでその機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

所内通信連絡設備の専用回線電話，一般加入

電話，ファクシミリ，所内データ伝送設備のプ

ロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算

機，環境中継サーバ，総合防災盤，代替通信連

絡設備の代替通話系統，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム及びデータ伝送設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋及び緊急

MOX燃料加工施設と共用する再処理事業

所外への通信連絡に用いる代替通信連絡設

備の可搬型衛星電話（屋内用）の保有数

は，必要数として 3台，予備として故障時

のバックアップを 3台の合計 6台以上を確

保する設計とする 

 

MOX燃料加工施設と共用する再処理事業

所外への通信連絡に用いる代替通信連絡設

備の可搬型衛星電話（屋外用）の保有数

は，必要数として 1台，予備として故障時

のバックアップを 1台の合計 2台以上を確

保する設計とする。 

 

代替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋

内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，

再処理施設及び MOX燃料加工施設における

重大事故等への対処の際，同一の端末を使

用する設計とする。 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の代替通話系統，統合

原子力防災ネットワーク IP電話，統合原子

力防災ネットワーク IP-FAX，統合原子力防

災ネットワーク TV会議システム及びデータ

伝送設備は，リ．(4)(x)-⑳「9.2 重大事

故等対処設備」の「9.2.7 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでリ．(4)(x)-㉑重

大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

所内通信連絡設備の専用回線電話，一般

加入電話，ファクシミリ，所内データ伝送

設備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線

管理用計算機，環境中継サーバ，総合防災

盤，所外通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワーク IP電話，統合原子力防災ネット

ワーク IP-FAX，統合原子力防災ネットワー

ク TV会議システム，一般加入電話，一般携

帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ，所

外データ伝送設備のデータ伝送設備，代替

通信連絡設備の代替通話系統，統合原子力

防災ネットワーク IP電話，統合原子力防災

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

⑳は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-⑳は同義であ

り整合している 

設工認のリ．(4)(x)-

㉑は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-㉑を具体的に

記載しており整合して

いる。 
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建屋，制御建屋及び緊急時対策建屋に設置

し，風（台風）等により機能を損なわない設

計とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネット

ワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム及びデータ伝送設備は，

溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設

置及び被水防護する設計とする。  

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬

型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ

（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び

可搬型トランシーバ（屋外用）は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建

屋，緊急時対策建屋，第１保管庫・貯水所及

び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。  

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬

型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ

（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び

可搬型トランシーバ（屋外用）は，リ．

(4)(x)-㉒「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでリ．(4)(x)-

㉓その機能を損なわない設計とする。 

  

 

 

 

 

時対策建屋に設置し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ

会議システム及びデータ伝送設備は，溢水量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置及び被水

防護する設計とする。 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型

衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型

トランシーバ（屋外用）は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊急時対策建

屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水

所に保管し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用い

る代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型

衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型

トランシーバ（屋外用）は，「1.7.18(５) 地

震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることでその機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

ネットワーク IP-FAX，統合原子力防災ネッ

トワーク TV会議システム及びデータ伝送設

備は，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋，制御建屋及び緊急時対策建

屋に設置し，風（台風）等により重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

 

代替通信連絡設備の代替通話系統，統合

原子力防災ネットワーク IP電話，統合原子

力防災ネットワーク IP-FAX，統合原子力防

災ネットワーク TV会議システム及びデータ

伝送設備は，溢水量を考慮し，影響を受け

ない高さへの設置，被水防護する設計とす

る。 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可

搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外

用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）

は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル

廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋，制御建屋，緊急時対策建屋，第

1保管庫・貯水所及び第 2保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可

搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外

用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）

は，リ．(4)(x)-㉒「9.2 重大事故等対処

設備」の「9.2.7 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでリ．(4)(x)-㉓重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(4)(x)-

㉒は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-㉒は同義であ

り整合している 

設工認のリ．(4)(x)-

㉓は，事業変更許可申

請書(本文)のリ．

(4)(x)-㉓を具体的に

記載しており整合して

いる。 
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代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬

型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ

（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び

可搬型トランシーバ（屋外用）は，溢水量及

び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受け

ない高さへの保管，被水防護及び被液防護す

る設計とする。  

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬

型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ

（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び

可搬型トランシーバ（屋外用）は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊急時

対策建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けな

い場所に保管することにより，機能を損なわ

ない設計とする。  

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置は，想

定される重大事故等が発生した場合において

も設置及び常設設備との接続に支障がないよ

うに，線量率の高くなるおそれの少ない場所

を選定することで，当該設備の設置及び常設

設備との接続が可能な設計とする。  

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置と代替

通話系統との接続は，コネクタ接続に統一す

ることにより，速やかに，容易，かつ，確実

に現場での接続が可能な設計とする。 

 

代替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内

用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）にお

ける機器同士の接続は，コネクタ接続に統一

することにより，速やかに，容易，かつ，確

実に現場での接続が可能な設計とする。 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型

衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型

トランシーバ（屋外用）は，溢水量及び化学薬

品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへ

の保管，被水防護及び被液防護する設計とす

る。 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型

衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型

トランシーバ（屋外用）は，内部発生飛散物の

影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋，制御建屋，緊急時対策建屋，第１保

管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発

生飛散物の影響を受けない場所に保管すること

により，機能を損なわない設計する。 

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置は，想定

される重大事故等が発生した場合においても設

置及び常設設備との接続に支障がないように，

線量率の高くなるおそれの少ない場所を選定す

ることで，当該設備の設置及び常設設備との接

続が可能な設計とする。 

 

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ． 操

作性の確保」に示す。 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置と代替通

話系統との接続は，コネクタ接続に統一するこ

とにより，速やかに，容易，かつ，確実に現場

での接続が可能な設計とする。 

 

代替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内

用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）におけ

る機器同士の接続は，コネクタ接続に統一する

ことにより，速やかに，容易，かつ，確実に現

場での接続が可能な設計とする。 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可

搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外

用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防

護，被液防護する設計とする。 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可

搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外

用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋，制御建屋，緊急時対策建屋，第 1保管

庫・貯水所及び第 2保管庫・貯水所の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管す

ることにより，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置は，

想定される重大事故等が発生した場合にお

いても設置及び常設設備との接続に支障が

ないように，線量率の高くなるおそれの少

ない場所を選定することで，当該設備の設

置及び常設設備との接続が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置と代

替通話系統との接続は，コネクタ接続に統

一することにより，速やかに，容易かつ確

実に現場での接続が可能な設計とする。 

 

代替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋

内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）

における機器同士の接続は，コネクタ接続

に統一することにより，速やかに，容易か

つ確実に現場での接続が可能な設計とす

る。 
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通信連絡設備及び代替通信連絡設備の一覧

を以下に示す。 

 

(a) 所内通信連絡設備 

ページング装置（警報装置を含む。）  

（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設と共用）          １式 

所内携帯電話  

（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設と共用）          １式 

専用回線電話         １式 

一般加入電話         １式 

ファクシミリ         １式 

 

(b) 所内データ伝送設備 

プロセスデータ伝送サーバ   １式 

放射線管理用計算機      １式 

環境中継サーバ        １式 

総合防災盤          １式 

 

(c) 所外通信連絡設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

      統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステム 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）  １式 

一般加入電話（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）              １式 

一般携帯電話（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）              １式 

衛星携帯電話（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）              １式 

ファクシミリ（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）              １式 

 

(d) 所外データ伝送設備 

データ伝送設備        １式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた「(a) 所

内通信連絡設備」

は，本設工認では仕

様表対象外である。 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた「(b) 所

内データ伝送設備」

は，本設工認では仕

様表対象外である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた「(c) 所

外通信連絡設備」

は，本設工認では仕

様表対象外である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた「(d) 所

外データ伝送設備」

は，本設工認では仕

様表対象外である 
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(e) 代替通信連絡設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

代替通話系統              １式  

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

（設計基準対象の施設と兼用） 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）  １式  

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ 

（設計基準対象の施設と兼用） 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式  

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステム 

（設計基準対象の施設と兼用） 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）  １式 

データ伝送設備（設計基準対象の施設と

兼用）             １式 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型通話装置        １式 

可搬型衛星電話（屋内用）  

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

可搬型トランシーバ（屋内用） １式 

可搬型衛星電話（屋外用） 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

可搬型トランシーバ（屋外用） １式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた「(e) 代

替通信連絡設備」

は，本設工認では仕

様表対象外である 
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（１）－２ 

 再処理施設の事業変更許可申請

書「本文（九号）」との整合性

6773



1 

「（１）－２ 再処理施設の事業変更許可申請書「本文（九号）」との整合性」は，令和４

年 12 月 21 日付け原規規発第 2212213 号にて認可を受けた設工認申請書の「（１）－２ 再

処理施設の事業変更許可申請書「本文（九号）」との整合性」に同じである。 
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1. 概要 

本資料は，設計及び工事の計画(以下「設工認」という。)の「設計及び工事に係る品質

マネジメントシステム」(以下「設工認品質管理計画」という。)に基づき，設計に係る品

質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画，並びに，工事及

び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画を記載する。 

 

2. 基本方針 

本資料では，設工認における，「設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又

は行おうとしている管理の計画」及び「工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等につ

いての具体的な計画」を，以下のとおり説明する。 

 

(1) 設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計

画 

「設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の

計画」として，以下に示す２つの段階を経て実施した設計の管理の方法を「3. 設計及

び工事の計画における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載する。 

具体的には，組織について「3.1  設計，工事及び検査並びに調達に係る組織(組織

内外の相互関係及び情報伝達含む。)」に，実施する各段階について「3.2  設工認に

おける設計，工事及び検査の各段階とその審査」に，品質管理の方法について「3.3設

計に係る品質管理の方法」に，調達管理の方法について「3.6  設工認における調達管

理の方法」に，文書管理，識別管理，トレーサビリティについて「3.7  記録，識別管

理，トレーサビリティ」に，不適合管理の方法について「3.8  不適合管理」に記載す

る。 

また，これらの方法により行った管理の具体的な実績を，様式－１「本設工認に係る

設計の実績，工事及び検査の計画(例)」(以下「様式－１」という。)に取りまとめる。 

 

a. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「再処理規則」という。)第二条第一

項第三号に区分される施設のうち，設工認対象設備に対する再処理施設の技術基準

に関する規則(以下「技術基準規則」という。)の条文ごとの基本設計方針の作成 

b. 前項aで作成した条文ごとの基本設計方針を基に，技術基準規則等への適合に必要

な設備の設計(作成した条文ごとの基本設計方針に対し，工事を継続又は完了してい

る設備の設計実績等を用いた技術基準規則等への適合に必要な設備の設計を含む。)
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これらの設計に係る記載事項には，設計の要求事項として明確にしている事項及

びその審査に関する事項，設計の体制として組織内外の相互関係，設計開発の各段階

における審査等に関する事項並びに組織の外部の者との情報伝達に関する事項等を

含めて記載する。 

 

(2) 工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画 

「工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画」として，設

工認申請(届出)時点で設置されている設備，工事を継続又は完了している設備を含め

た設工認対象設備の工事及び検査に係る品質管理の方法を「3. 設計及び工事の計画

における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載する。 

具体的には，組織について「3.1  設計，工事及び検査並びに調達に係る組織(組織

内外の相互関係及び情報伝達含む。)」に，実施する各段階について「3.2  設工認に

おける設計，工事及び検査の各段階とその審査」に，品質管理の方法について「3.4  工

事に係る品質管理の方法」及び「3.5 使用前事業者検査の方法」に，調達管理の方法に

ついて「3.6  設工認における調達管理の方法」に，文書管理，識別管理，トレーサビ

リティについて「3.7  記録，識別管理，トレーサビリティ」に，不適合管理の方法に

ついて「3.8  不適合管理」に記載する。 

また，これらの工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画

を，様式－１に取りまとめる。 

工事及び検査に係る記載事項には，工事及び検査に係る要求事項として明確にする

事項及びその審査に関する事項，工事及び検査の体制として組織内外の相互関係(使用

前事業者検査の独立性，資源管理及び物品の状態保持に関する事項を含む。)，工事及

び検査に必要なプロセスを踏まえた全体の工程及び各段階における監視測定，妥当性

確認及び検査等に関する事項(記録，識別管理，トレーサビリティ等に関する事項を含

む。)並びに組織の外部の者との情報伝達に関する事項等を含めて記載する。 

 

(3) 設工認対象設備の施設管理 

適合性確認対象設備は，必要な機能・性能を発揮できる状態に維持されていることが

不可欠であり，その維持の管理の方法について「4. 適合性確認対象設備の施設管理」

で記載する。 

 

(4) 設工認で記載する設計，工事及び検査以外の品質マネジメントシステムに係る活動 

設工認に必要な設計，工事及び検査は，設工認品質管理計画に基づく品質マネジメン

トシステム体制の下で実施するため，上記以外の責任と権限，原子力安全の重視，必要

な要員の力量管理を含む資源の管理及び不適合管理を含む評価及び改善については，

「再処理事業所再処理施設保安規定」(以下「保安規定」という。)の品質マネジメント
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システム計画(以下「保安規定品質マネジメントシステム計画」という。)に従った管理

を実施する。 

また，当社の品質マネジメントシステムに係る活動は，健全な安全文化を育成し維持

するための活動と一体となっている。 

 

3. 設計及び工事の計画における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等 

設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理は，設工認品質管理計画及び保安規

定品質マネジメントシステム計画に基づき実施する。 

以下に，設計，工事及び検査，調達管理等のプロセスを示す。 

 

3.1 設計，工事及び検査並びに調達に係る組織(組織内外の相互関係及び情報伝達含む。) 

設工認に基づく設計，工事及び検査並びに調達は，第3.1-1図に示す組織体制で実施

する。 

また，設計(「3.3  設計に係る品質管理の方法」)，工事(「3.4  工事に係る品質

管理の方法」)，検査(「3.5  使用前事業者検査の方法」)並びに調達(「3.6  設工認

における調達管理の方法」)の各プロセスを主管する箇所を第3.1-1表に示す。 

第3.1-1表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，担当する設備に関する設計，工

事及び検査並びに調達について，責任と権限を持つ。 

核燃料取扱主任者は，その職務に応じた監督を行う。 

品質管理に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，第3.1-1図に示す組織

体制が機能していることの確認及び本資料の取りまとめを行う。 

設計から工事及び検査への設計結果の伝達，当社から供給者への情報伝達など，組織

内外や組織間の情報伝達については，設工認に従い確実に実施する。 

 

3.1.1 設計に係る組織 

設工認に基づく設計は，第3.1-1表に示す主管箇所のうち，「3.3  設計に係る

品質管理の方法」に係る箇所が設計を主管する組織として実施する。 

なお，設工認に係る設計の対象は広範囲に及ぶため，再処理事業部長の責任の下

に，設計に必要な資料(以下「設計資料」という。)の作成を行うため，第3.1-1図

に示す全体事務局の体制を定めて設計に係る活動を実施する。 

再処理副事業部長は，設工認に係る設計の技術総括及び全体調整の指揮を行う。

また，当社と原子力規制委員会間の情報伝達について，責任と権限を持つ。 

再処理事業部 部長は事務局長として，全体事務局を指揮し，事務局の運営，設

計を主管する組織に対する作業指示及び組織内外や組織間の情報伝達及び設工認

に係る作業進捗を管理する。 

設計の方針のインプットを主管する箇所の長は，設計を主管する組織に対する
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「再処理事業所再処理事業変更許可申請書」(以下「事業変更許可申請書」という。)

に基づく設計の方針のインプット及び横断調整を行う。 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設工認申請方針の取りまとめ及

び設計を主管する組織に対する設工認記載事項に係る横断調整を行う。 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示す

設計の段階ごとに様式－１に取りまとめる。 

 

3.1.2 工事及び検査に係る組織 

設工認に基づく工事は，第3.1-1表に示す主管箇所のうち，「3.4  工事に係る

品質管理の方法」に係る箇所が工事を主管する組織として実施する。 

なお，この主管箇所には「3.4.2(1) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の

検証を完了している適合性確認対象設備」に示す既存の再処理施設に対する健全

性の評価を行う保修を担当する箇所を含む。 

設工認に基づく検査は，第3.1-1表に示す主管箇所のうち，「3.5  使用前事業

者検査の方法」に係る箇所が検査を担当する組織として実施する。 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示す

工事及び検査の段階ごとに様式－１に取りまとめる。 

 

3.1.3 調達に係る組織 

設工認に基づく調達は，第3.1-1表に示す組織の調達を主管する箇所で実施する。 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示す

設計，工事及び検査の段階ごとに様式－１に取りまとめる。 
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第3.1-1表（１／２）  設計及び工事の実施の体制 

プロセス 主管箇所 

3.3 設計に係る品質管理の方法 

再処理事業部 

 放射線管理部 放射線施設課 

 核物質管理部 核物質防護課 

 核物質管理部 警備課 

 防災管理部 防災施設課 

 新基準設計部 

再処理事業部 再処理工場 

 土木建築保全部 建築保全課 

 土木建築保全部 土木保全課 

 計装保全部 計装技術課 

 計装保全部 計装設計課 

 計装保全部 計装第一課 

 計装保全部 計装第二課 

 電気保全部 電気技術課 

 電気保全部 電気保全課 

 電気保全部 火災防護課 

 機械保全部 機械技術課 

 機械保全部 前処理機械課 

 機械保全部 共用機械課 

 機械保全部 化学処理機械課 

 機械保全部 分析化学機械課 

 機械保全部 ガラス固化機械課 

 共用施設部 廃棄物管理課 

 共用施設部 ユーティリティ施設課 

 共用施設部 安全ユーティリティ課 

 前処理施設部 前処理課 

 前処理施設部 燃料管理課 

 化学処理施設部 分離課 

 化学処理施設部 精製課 

 化学処理施設部 脱硝課 

 ガラス固化施設部 ガラス固化課 

 分析部 分析管理課 

 分析部 分析課 

 技術部 技術課 

 技術部 許認可業務課 

技術本部 

 土木建築部 土木建築技術課 

 土木建築部 耐震技術課 

技術本部 エンジニアリングセンター 

 設計部 

 プロジェクト部 
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第3.1-1表（２／２）  設計及び工事の実施の体制 

プロセス 主管箇所 

3.4 

3.5 

工事に係る品質管理の方法 

使用前事業者検査の方法 

再処理事業部 

 各部及び各課 

再処理事業部 再処理工場 

 各部及び各課 

技術本部 

 各部及び各課 

技術本部 エンジニアリングセンター 

 各部 

3.6 設工認における調達管理の方法 

再処理事業部 

 各部及び各課 

再処理事業部 再処理工場 

 各部及び各課 

技術本部 

 各部及び各課 

技術本部 エンジニアリングセンター 

 各部 

調達室 

 資材部 

安全・品質本部 

 品質保証部 

 

3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階とその審査 

 

3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用 

設工認における設計は，設工認申請(届出)時点で設置されている設備を含めた

設工認対象設備に対し，第3.2-1表に示す「設工認における設計，工事及び検査の

各段階」に従って技術基準規則等の要求事項への適合性を確保するために実施す

る工事の設計である。 

この設計は，設工認品質管理計画「3.2.1  設計及び工事のグレード分けの適

用」(添付－１「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」参照)に示すグレ

ードに従い管理を実施する。 

 

3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査 

設工認における設計，工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシス

テム計画との関係を第3.2-1表に示す。 

また，適合性確認に必要な作業と検査の繋がりを第3.2-1図に示す。 

なお，再処理規則第二条第一項第三号に区分される施設のうち，設工認申請(届

出)が不要な工事を行う場合は，設工認品質管理計画のうち，必要な事項を適用し
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て設計，工事及び検査を実施し，認可された設工認に記載された仕様及びプロセス

のとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認する。 

設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，第3.2-1表に

示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウトプットに

対する審査(以下「レビュー」という。)を実施するとともに，記録を管理する。 

なお，設計の各段階におけるレビューについては，第3.1-1表に示す設計及び工

事を主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 

設工認のうち，容器等の主要な溶接部に対する必要な検査は，「3.3  設計に係

る品質管理の方法」，「3.4  工事に係る品質管理の方法」，「3.5  使用前事業

者検査の方法」及び「3.6  設工認における調達管理の方法」に示す管理(第3.2-

1表における「3.3.3(1) 基本設計方針の作成(設計１)」～「3.6  設工認における

調達管理の方法」)のうち，必要な事項を適用して設計，工事及び検査を実施し，

認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準

規則に適合していることを確認する。 
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第 3.2-1図  適合性確認に必要な作業と検査の繋がり 

 

各条文への適合性を確保するための設計 

要求事項 

設工認 

設計結果に対する適合性確認 

再処理規則 

再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 技術基準規則 

再処理事業所再処理事業変更許可申請書 

本文 

仕様表 基本設計方針 工事の方法 品質管理計画 

添付書類 

設計及び工事に係る品質マ
ネジメントシステムに関す
る説明書 

各条文への対応に必要な 
適合性確認対象設備の選定 

基本設計方針の作成 

適合性確認対象設備の 
各条文への適合性を確保するための設計 1) 

(設計段階の適合性を確保

するための手段) 

既設工認 

設計図書 

設
計
の
妥
当
性
を
示
す
記
録 

適合性を確認するために実施する検査方法の決定 1) 

使用前事業者検査 
 

（適合性確認対象設備が認可された設工認に記載された仕
様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適
合していることを確認するため，「使用前事業者検査の
計画」で決定した結果に基づき実施する検査） 

(工事段階の適合性を保証

するための記録の収集) 

検査・試験記録 
（定期試験， 

    自主検査等） 

設計図書 

工
事
段
階
の
適
合
性
確
認
に
用
い
る
記
録
と
そ
の
品
質 

（
過
去
に
作
成
さ
れ
た
記
録
の
品
質
を
含
む
） 

注記 1):基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表 

設備別記載事項の設定根拠
に関する説明書 

耐震性に関する説明書 

・
・
・ 

安全機能を有する施設及び
重大事故等対処設備が使用
される条件の下における健
全性に関する説明書 

・
・
・ 

・
・
・ 

・
・
・ 
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第 3.2-1表 設工認における設計，工事及び検査の各段階 

各段階 
保安規定品質マネジ
メントシステム計画
の対応項目 

概 要 

設
計 

3.3 
設計に係る品質管理
の方法 

7.3.1設計開発計画 
適合性を確保するために必要な設計
を実施するための計画 

3.3.1 
適合性確認対象設備
に対する要求事項の
明確化 7.3.2 設計開発に用い

る情報 

設計に必要な技術基準規則等の要求
事項の明確化 

3.3.2 
各条文の対応に必要
な適合性確認対象設
備の選定 

技術基準規則等に対応するための設
備・運用の抽出 

3.3.3 
(1)1) 

基本設計方針の作成
(設計１) 

7.3.3 設計開発の結果
に係る情報 

要求事項を満足する基本設計方針の
作成 

3.3.3 
(2)1) 

適合性確認対象設備
の各条文への適合性
を確保するための設
計(設計２) 

7.3.3 設計開発の結果
に係る情報 

適合性確認対象設備に必要な設計の
実施 

3.3.3 
(3) 

設計のアウトプット
に対する検証 

7.3.5設計開発の検証 
基準適合性を確保するための設計の
妥当性のチェック 

3.3.4 1) 設計における変更 
7.3.7 設計開発の変更
の管理 

設計対象の追加や変更時の対応 

工
事
及
び
検
査 

3.4.1 1) 
設工認に基づく具体
的な設備の設計の実
施(設計３) 

7.3.3 設計開発の結果
に係る情報 
7.3.5設計開発の検証 

設工認を実現するための具体的な設
計 

3.4.2 
具体的な設備の設計
に基づく工事の実施 

― 適合性確認対象設備の工事の実施 

3.5.1 
使用前事業者検査で
の確認事項 

― 

適合性確認対象設備が，認可された
設工認に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること，技術基準規
則に適合していること 

3.5.2 
使用前事業者検査の
計画 

― 

適合性確認対象設備が，認可された
設工認に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること，技術基準規
則に適合していることを確認する計
画と方法の決定 

3.5.3 検査計画の管理 ― 
使用前事業者検査を実施する際の工
程管理 

3.5.4 
容器等の主要な溶接
部に係る使用前事業
者検査の管理 

― 
容器等の主要な溶接部に係る使用前
事業者検査を実施する際のプロセス
の管理 

3.5.5 
使用前事業者検査の
実施 

7.3.6 設計開発の妥当
性確認 
8.2.4機器等の検査等 

適合性確認対象設備が，認可された
設工認に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること，技術基準規
則に適合していることを確認 

調
達 

3.6 
設工認における調達
管理の方法 

7.4調達 
8.2.4機器等の検査等 

適合性確認に必要な，設計，工事及び
検査に係る調達管理 

注記 1):「3.2.2  設計，工事及び検査の各段階とその審査」で述べている「設計の各段階に

おけるレビュー」の各段階を示す。 

 

6788



 

11 

3.3 設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則等への適合性を確保する

ための設計として，「要求事項の明確化」，「適合性確認対象設備の選定」，「基本設

計方針の作成」及び「適合性を確保するための設計」，「設計のアウトプットに対する

検証」の各段階を実施する。 

なお，設工認の本文及び添付書類の作成に当たって，本項の各段階の実施とともに以

下の(1)～(3)を行い，各段階の品質を管理する。 

(1) 基本設計方針における記載事項の整理に当たっては，技術基準規則の各条文への展

開を示す設計資料を作成する。 

(2) 分割して申請を行う場合，各申請において基本設計方針の全ての項目が対象となら

ないことから，基本設計方針の項目ごとの記載事項とそれが関係する施設，設備及び設

工認添付書類との関係を設計資料にて明確にする。 

(3) 適合性確認対象設備は，技術基準規則の各条文への展開として作成する設計資料に

おいて基本設計方針の記載内容ごとに要求種別と対応する設備を抽出し，「設工認申請

対象機器の技術基準への適合性に係る整理」を作成する。 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，以上の(1)～(3)に関して各々の設計

を主管する箇所が作成する設計資料について必要な確認を，組織の要員に実施させる。 

以下に各段階の活動内容を示す。 

 

3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

設計を主管する箇所の長は，以下の事項により，設工認に必要な要求事項を明確

にする。 

・「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規

制委員会規則第二十七号)」(以下「事業指定基準規則」という。)に適合してい

るとして許可された「事業変更許可申請書」 

・技術基準規則 

  また，必要に応じて以下を参照する。 

・許可された事業変更許可申請書の添付書類 

・事業指定基準規則の解釈 

・技術基準規則の解釈 

 

3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備に対する技術基準規則への適

合性を確保するため，事業変更許可申請書に記載されている設備及び技術基準規

則への対応に必要な設備(運用を含む。)を，実際に使用する際の系統又は構成で必

要となる設備を含めた適合性確認対象設備として以下に従って抽出する。 
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適合性確認対象設備を明確にするため，設工認の対象となる設備・運用を，要求

事項への適合性を確保するために実際に使用する際の系統・構成で必要となる設

備・運用を考慮しつつ第3.3-1図に示すフローに基づき抽出する。 

抽出した結果を様式－２「設備リスト(例)」(以下「様式－２」という。)の該当

する条文の設備等欄に整理するとともに，設備／運用，仕様表作成対象設備に該当

の有無，既設工認での認可の有無，再処理規則及び事業変更許可申請書に関連する

施設区分／設備区分並びに既設工認での仕様情報記載の有無を明確にする。 
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第3.3-1図  適合性確認対象設備の抽出について 

要求事項を満足するため
に必要な機能等か 

再処理施設 

「再処理施設の位置，構造及び設備の基

準に関する規則」への適合要求 
「再処理施設の技術基準に関する規則」

への適合要求 

適合性確認対象設備 

(設工認の対象となる設備) 
自主設置設備等 

(施設管理等により自主的に管理する設備) 

はい 

いいえ 
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3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性

を確保するための設計を以下のとおり実施する。 

・「設計１」として，技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を基

に，必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。 

・「設計２」として，「設計１」の結果を用いて適合性確認対象設備に必要な詳細

設計を実施する。 

・「設計１」及び「設計２」の結果を用いて，設工認に必要な書類等を作成する。 

・「設計のアウトプットに対する検証」として，「設計１」及び「設計２」の結果

について，検証を実施する。 

これらの具体的な活動を以下のとおり実施する。 

 

(1) 基本設計方針の作成(設計１) 

設計を主管する箇所の長は，様式－２で整理した適合性確認対象設備に対する

詳細設計を「設計２」で実施するに先立ち，技術基準規則等の適合性確認対象設備

に必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために，以下により適合性確

認対象設備ごとに適用される技術基準規則の条項号を明確にするとともに，技術

基準規則の条文ごとに各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確にした

基本設計方針を作成する。 

 

a. 適合性確認対象設備と適用条文の整理 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則への適合に

必要な設計を確実に実施するため，以下により，適合性確認対象設備ごとに適用

される技術基準規則の条文を明確にする。 

(a) 技術基準規則の条文ごとに各施設との関係を明確にし，明確にした結果と

その理由を，様式－３「技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考

え方(例)」(以下「様式－３」という。)の「適用要否判断」欄及び「理由」欄

に取りまとめる。 

(b) 様式－３に取りまとめた結果を，様式－４「施設と条文の対比一覧表(例)」

以下「様式－４」という。)の該当箇所の星取りにて取りまとめることにより，

施設ごとに適用される技術基準規則の条文を明確にする。 

(c) 様式－２で明確にした適合性確認対象設備を施設区分，設備区分ごとに，様

式－５「設工認添付書類星取表(例)」(以下「様式－５」という。)で機器とし

て整理する。
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また，様式－４で取りまとめた結果を用いて，設備ごとに適用される技術基

準規則の条番号を明確にし，技術基準規則の各条番号と設工認との関連性を

含めて，様式－５で整理する。 

 

b. 技術基準規則条文ごとの基本設計方針の作成 

設計を主管する箇所の長は，以下により，技術基準規則等の適合性確認対象設

備に必要な要求事項を具体化し，漏れなく適用していくための基本設計方針を

技術基準規則の条文ごとに作成する。 

なお，基本設計方針の作成に当たっての統一的な考え方を添付－２「技術基準

規則ごとの基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方」に示す。 

 

(a) 様式－７「要求事項との対比表(例)」(以下「様式－７」という。)に，基本

設計方針の作成に必要な情報として，技術基準規則の各条文及びその解釈，並

びに関係する事業変更許可申請書本文及びその添付書類に記載されている内

容を原文のまま引用し，その内容を見ながら，設計すべき項目を基本設計方針

として漏れなく作成する。 

(b) 基本設計方針の作成に併せて，基本設計方針として記載する事項及びそれ

らの設工認申請書の添付書類作成の考え方(理由)，基本設計方針として記載

しない場合の考え方，並びに詳細な検討が必要な事項として含めるべき設工

認申請書の添付書類との関係を明確にし，それらを様式－６「各条文の設計の

考え方(例)」(以下「様式－６」という。)に取りまとめる。 

(c) (a)及び(b)で作成した条文ごとの基本設計方針を整理した様式－７及び基

本設計方針作成時の考え方を整理した様式－６，並びに各施設に適用される

技術基準規則の条文を明確にした様式－４を用いて，施設ごとの基本設計方

針を作成する。 

(d) 作成した基本設計方針を基に，抽出した適合性確認対象設備に対する安全

重要度分類，耐震重要度分類，機種，兼用する際の登録の考え方及び当該適合

性確認対象設備に必要な設工認申請書の添付書類との関連性等を様式－５で

明確にする。 

 

(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計(設計２) 

設計を主管する箇所の長は，様式－２で整理した適合性確認対象設備に対し，変

更があった要求事項への適合性を確保するための詳細設計を，「設計１」の結果を

用いて実施する。 

a. 基本設計方針の整理 

設計を主管する箇所の長は，基本設計方針(「3.3.3(1) 基本設計方針の作成
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(設計１)」参照)に基づく設計の実施に先立ち，基本設計方針に従った設計を漏

れなく実施するため，基本設計方針の内容を以下の流れで分類し，技術基準規則

への適合性の確保が必要な要求事項を整理する。 

(a) 条文ごとに作成した基本設計方針を設計項目となるまとまりごとに整理す

る。 

(b) 整理した設計方針を分類するためのキーワードを抽出する。 

(c) 抽出したキーワードを基に要求事項を第3.3-1表に示す要求種別に分類す

る。 

(d) 分類した結果を，設計項目となるまとまりごとに，様式－８「基準適合性を

確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表(例)」(以下「様式－８」と

いう。)の「基本設計方針」欄に整理する。 

(e) 設工認の設計に不要な以下の基本設計方針を，様式－８の該当する基本設

計方針に網掛けすることにより区別し，設計が必要な要求事項に変更があっ

た条文に対応した基本設計方針を明確にする。 

・定義(基本設計方針で使用されている用語の説明) 

・冒頭宣言(設計項目となるまとまりごとの概要を示し，冒頭宣言以降の基本

設計方針で具体的な設計項目が示されているもの) 

・規制要求に変更のない既設設備に適用される基本設計方針(既設設備のうち，

過去に当該要求事項に対応するための設計が行われており，様式－４及び

様式－５で従来の技術基準規則から変更がないとした条文に対応した基本

設計方針) 

・適合性確認対象設備に適用されない基本設計方針(当該適合性確認対象設備

に適用されず，設計が不要となる基本設計方針) 

b. 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計(対象設備の

仕様を含む。) 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備を技術基準規則に適合した

ものとするために，以下により，必要な詳細設計を実施する。 

また，具体的な設計の流れを第3.3-2図に示す。 

(a) 第3.3-1表に示す「要求種別」ごとの「主な設計事項」に示す内容について，

「3.7.1  文書及び記録の管理」で管理されている設計図書等の記録をインプ

ットとして，基本設計方針に対し，適合性確認対象設備が技術基準規則等への

必要な設計要求事項の適合性を確保するために必要な詳細設計の方針(要求機

能，性能目標，防護方針等を含む。)を定めるための設計を実施する。 

(b) 様式－６で明確にした詳細な検討を必要とした事項を含めて詳細設計を実

施するとともに，以下に該当する場合は，その内容に従った詳細設計を実施す

る。 
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ア. 評価を行う場合 

詳細設計として評価(解析を含む。)を実施する場合は，基本設計方針を基

に詳細な評価方針及び評価方法を定めた上で，評価を実施する。 

また，評価の実施において，解析を行う場合は，「3.3.3(2)c.詳細設計の

品質を確保する上で重要な活動の管理」に基づく管理により品質を確保す

る。 

イ. 複数の機能を兼用する設備の設計を行う場合 

複数の機能(施設間を含む。)を兼用する設備の設計を行う場合は，兼用す

るすべての機能を踏まえた設計を確実に実施するため，組織間の情報伝達

を確実に実施し，兼用する機能ごとの系統構成を把握し，兼用する機能を集

約した上で，兼用するすべての機能を満たすよう設計を実施する。 

ウ. 設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合 

設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合は，設計が行われるこ

とを確実にするために，組織間の情報伝達を確実に実施し，設計をまとめて

実施する側で複数の対象を考慮した設計を実施したのち，設計を委ねた側

においても，その設計結果を確認する。 

エ. 他施設と共用する設備の設計を行う場合 

他施設と共用する設備の設計を行う場合は，設計が確実に行われること

を確実にするため，組織間の情報伝達を確実に実施し，施設ごとの設計範囲

を明確にし，必要な設計が確実に行われるよう管理する。 

 

上記ア～エの場合において，設計の妥当性を検証し，詳細設計方針を満た

すことを確認するために検査を実施しなければならない場合は，条件及び

方法を定めた上で実施する。 

また，これらの設計として実施したプロセスを様式－１に取りまとめる

とともに，設計結果を，様式－８の「設工認設計結果(設計方針)」欄に整理

する。 

 

(c) 第3.3-1表に示す要求種別のうち「運用要求」に分類された基本設計方針に

ついては，基本設計方針を作成した箇所の長にて，保安規定に必要な対応を取

りまとめる。 
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第3.3-1表 要求種別ごとの適合性の確保に必要となる主な設計事項とその妥当性を 

示すための記録との関係 

要求種別 主な設計事項 
設計方針の妥当性を 

示す記録 

設
備 

設
計
要
求 

設
置
要
求 

目的とする機能・性能

を有する設備の選定 

目的とする機能・性能を有

する設備の選定 

配置設計 

・設計資料 

・設計図書(図面，設備仕

様書等) 

等 

機
能
要
求
① 

目的とする機能・性能

を実際に発揮させる

ために必要な具体的

な系統構成・設備構成 

事業変更許可申請書の記

載を基にした，実際に使用

する系統構成・設備構成の

決定 

・設計資料 

・設計図書(図面，設備仕

様書等) 

等 

機
能
要
求
② 

目的とする機能・性能

を実際に発揮させる

ために必要な設備の

具体的な仕様 

仕様設計 

構造設計 

強度設計(クラスに応じ

て) 

・設計資料 

・設計図書(図面，設備仕

様書，カタログ等) 

・算出根拠(計算式等) 

等 

評
価
要
求 

対象設備が目的とす

る機能・性能を持つこ

とを示すための方法

とそれに基づく評価 

仕様決定のための解析 

条件設定のための解析 

実証試験 

技術基準規則に適合して

いることの確認のための

解析 

(耐震評価，耐環境評価) 

・設計資料 

・有効性評価結果(事業変

更許可申請書での安全

解析の結果を含む。) 

・解析計画(解析方針) 

・設計図書(解析結果) 

・手計算結果 

等 

運
用 

運
用
要
求 

保安規定で定める必

要がある運用方法と

それに基づく計画 

維持又は運用のための計

画の作成 
－ 
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 インプット(機器ごとに設計するために必要な資料) 当社 供給者 アウトプット(機器ごとに設工認に必要な資料) 

機
能
単
位
の
系
統
の
明
確
化 

    

兼
用
す
る
機
能
の
確
認 

    

機
能
を
兼
用
す
る
機
器
を
含
む 

設
備
に
係
る
設
計 

    

主
要
な
設
備
に
係
る
設
計 

    

 

 

第 3.3-2図  主要な設備の設計

様式－２ 

事業指定（変更許可）申請書 

基本設計方針 

(条文ごとの必要な機能と対象機器) 

(機能ごとの主な系統構成と対象機器) 

(機能ごとの主な系統構成と対象機器) 

機器ごとの系統構成を明確化 

機能単位の系統図 
〇〇建屋 △△建屋 

・・・ 機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

様式－５ 

様式－２ 

様式－５ 

(兼用する施設・設備区分) 

(条文ごとに必要な機能と対象機器) 

(機能ごとの関連する条番号) 

①機器が兼用する施設・設備区分を把握 

②機器が施設・設備区分ごとに 
兼用する機能を確認 

設定根拠（概要） 

機能単位の系統図 
〇〇建屋 △△建屋 

・・・ 機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

機能単位の 
系統図 

設定根拠（概要） 

設計図書等 

①兼用する機器ごとに系統構成を系統図で明確に 
したうえで，機器の仕様に関する設計を実施 

③兼用するそれぞれの機能を満たす仕様を機器が有することを確認 

②兼用する機能及び仕様を使用条件ごとに整理 

仕様書の作成 

設計図書の確認 
(供給者が設計する場合のみ) 

設計図書の作成 

設定根拠（仕様） 

設計図書 ※ 

基本設計方針 

既設工認 

事業指定（変更許可）申請書 

(認可済み又は届出済みの設工認を用いる場合のみ) 

設計図書等 

(許可済みの事業変更許可申請書を用いる場合のみ) 

機器の設計 

設計図書の確認 

(供給者が設計する場合のみ) 

仕様書の作成 機器の設計 

設計図書の作成 設計図書 ※ 

設備仕様 

構造図 

設定根拠 

配置図 

(設備仕様に関する設計結果) 

(機器の構造に関する設計結果) 

(設定根拠の取りまとめ結果) 

(現場の配置に関する設計結果) 

設計資料 
※：供給者から提出された設計図書を設工認へのインプットとして使用する場合は，当社が承認した後に使用する。 
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c. 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理 

設計を主管する箇所の長は，詳細設計の品質を確保する上で重要な活動と

なる，「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について，以下の活

動を実施し，品質を確保する。 

 

(a) 調達による解析の管理 

基本設計方針に基づく詳細設計で解析を実施する場合は，解析結果の信頼

性を確保するため，設工認品質管理計画に基づく品質マネジメントシステム

に係る活動を行う上で，特に以下の点に配慮した活動を実施し，品質を確保す

る。 

 

ア. 調達による解析 

調達により解析を実施する場合は，解析の信頼性を確保するために，供給

者に対し，「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガ

イドライン(令和３年６月 一般社団法人原子力安全推進協会)」を反映した

以下に示す管理を確実にするための品質マネジメントシステム体制の構築

等に関する調達要求事項を仕様書により要求し，それに従った品質マネジ

メントシステム体制のもとで解析を実施させるよう「3.6  設工認におけ

る調達管理の方法」に従った調達管理を実施する。 

なお，解析の調達管理に関する具体的な流れを添付－３「設工認における

解析管理について」の「別図1」に示す。 

 

(ｱ) 解析業務を実施するに当たり，あらかじめ解析業務の計画を策定し，業

務計画書等により文書化する。 

なお，解析業務の計画には，以下に示す事項の計画を明確にする。 

・解析業務の作業手順(デザインレビュー，審査方法，時期等を含む。) 

・使用する計算機プログラムとその検証方法 

・解析業務の実施体制 

・解析結果の検証 

・業務報告書の確認 

・解析業務の変更管理 

・記録の保管管理 

(ｲ) 解析業務に係る必要な力量を定めるとともに，従事する要員(原解析

者・検証者)は必要な力量を有した者とする。 
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イ. 計算機プログラム(解析コード)の管理 

計算機プログラムは，評価目的に応じた解析結果を保証するための重要

な役割を持っていることから，使用実績や使用目的に応じ，計算機プログラ

ムが適正なものであることを以下のような方法により検証する。 

・簡易モデルによる検証 

・別の解析コードによる検証 

・別会社において同一の計算を実施 

・その他(加振試験，モックアップ，自部署以外の第三者のクロスチェック

等により検証されたことが明確な過去の類似した解析結果との比較等) 

ウ. 解析業務で用いる入力情報の伝達 

当社は供給者に対し調達管理に基づく品質マネジメントシステム上の要

求事項として，JEAC4111附属書「品質マネジメントシステムに関する標準品

質保証仕様書」の要求事項に従った文書及び記録の管理の実施を要求し，適

切な版を管理することを要求する。 

これにより，設工認に必要な解析業務のうち，設備又は土木建築構造物を

設置した供給者と同一の供給者が主体となって解析を実施する場合は，解

析を実施する供給者が所有する図面とそれを基に作成され納入されている

当社所有の設計図書で，同じ最新性を確保する。 

また，設備を設置した供給者以外の供給者にて解析を実施する場合は，当

社で管理している図面を供給者に提供することで，供給者に最新性が確保

された図面で解析を実施させる。 

エ. 入力根拠の明確化及び入力結果の確認 

供給者に，業務計画書等に基づき解析に用いた入力データが正しいこ

とを図面等の入力条件や計算機プログラムマニュアルを用いて確認させ，

また計算機プログラムへの入力間違いがないか確認させるとともに，そ

れらの結果を文書として作成させることで，入力根拠の妥当性及び入力

データが正しく入力されたことの品質を確保する。 

 

(b) 手計算による自社解析 

自社で実施する解析(手計算)は，評価を実施するために必要な計算方法及

び入力データを明確にした上で，当該業務の力量を持つ要員が実施する。 

また，実施した解析結果に間違いがないようにするために，入力根拠，入力 

結果及び解析結果について，解析を実施した者以外の者によるダブルチェッ

クを実施し，解析結果の信頼性を確保する。 
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(3) 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，「3.3.3  設工認における設計及び設計のアウトプ 

ットに対する検証」の「設計１」及び「設計２」で取りまとめた様式－８を設計の 

アウトプットとして，これが設計のインプット(「3.3.1  適合性確認対象設備に 

対する要求事項の明確化」及び「3.3.2  各条文の対応に必要な適合性確認対象設 

備の選定」参照)で与えられた要求事項に対する適合性を確認した上で，要求事項 

を満たしていることの検証を，組織の要員に指示する。 

なお，この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接関与していない上位職

位の者に実施させる。 

 

(4) 設工認申請(届出)書の作成 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設計を主管する箇所の長が設工

認の設計として実施した「3.3.3(1) 基本設計方針の作成(設計１)」及び「3.3.3(2) 

適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計(設計２)」からの

アウトプットを基に，設工認申請書を作成する。 

 

a. 仕様表の作成 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，「3.3.3(2) 適合性確認対象設 

備の各条文への適合性を確保するための設計(設計２)」の設計結果及び設計図

書等の設計資料を基に，必要な事項(種類，主要寸法，材料，個数等)をまとめた

表(仕様表)を設備ごとに作成する。 

b. 施設ごとの基本設計方針のまとめ 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，「3.3.3(1)b.技術基準規則条 

文ごとの基本設計方針の作成」で作成した施設ごとの基本設計方針を基にまと

め直すことにより，設工認として必要な基本設計方針を作成する。 

また，技術基準規則に規定される機能・性能を満足させるための基本的な規格 

及び基準を，「準拠規格及び基準」として作成する。 

c. 工事の方法の作成 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備等が，期待 

される機能を確実に発揮することを示すため，当該工事の手順並びに使用前事 

業者検査の項目及び方法を記載するとともに，工事中の従事者及び公衆に対す 

る放射線管理や他の設備に対する悪影響防止等の観点から特に留意すべき事項 

を「工事の方法」として作成する。 

d. 各添付書類の作成 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，「3.3.3(2) 適合性確認対象設

備の各条文への適合性を確保するための設計(設計２)」の設計結果及び図面等
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の設計資料等を基に，基本設計方針に対する詳細設計の結果，及び設計の妥当性

に関する説明が必要な事項を取りまとめた様式－６及び様式－７を用いて，設

工認に必要な添付書類を作成する。 

なお，設工認に必要な添付書類において，解析コードを使用している場合には， 

「計算機プログラム(解析コード)の概要」を作成する。 

e. 設工認申請書案のチェック 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，作成した設工認申請書案につ

いて，要員を指揮して，以下の要領でチェックする。 

(a) 設工認申請に係る総括を主管する箇所及び設計を主管する箇所でのチェッ

ク分担を明確にしてチェックする。 

(b) チェックの結果としてコメントが付されている場合は，その反映要否を検

討し，必要に応じ資料を修正した上で，再度チェックする。 

(c) 必要に応じこれらを繰り返し，設工認申請書案のチェックを完了する。 

  

(5) 設工認申請(届出)書の承認 

「3.3.3(3) 設計のアウトプットに対する検証」及び「3.3.3(4)e.設工認申請書

案のチェック」を実施した設工認申請書案について，設工認申請に係る総括を主管

する箇所の長は，再処理安全委員会へ付議し，審議を受けるとともに，核燃料取扱

主任者の確認を受ける。 

また，再処理事業部長は，再処理安全員会の審議等を受けた設工認申請書につ 

いて，原子力規制委員会への提出手続きを承認する。 

 

3.3.4 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計対象の追加又は変更が必要となった場合，

「3.3.1  適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」～「3.3.3  設工認に 

おける設計及び設計のアウトプットに対する検証」の各設計結果のうち，影響を受

けるものについて必要な設計を実施し，影響を受けた段階以降の設計結果を必要

に応じ修正する。 

 

3.4 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は，設工認に基づく具体的な設備の設計の実施及びその結

果を反映した設備を導入するために必要な工事を，「3.6  設工認における調達管理の

方法」の管理を適用して実施する。 
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3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施(設計３) 

工事を主管する箇所の長は，工事段階において，以下のいずれかの方法で，設工

認を実現するための具体的な設計(設計３)を実施し，決定した具体的な設備の設

計結果(既に工事を着手し設置を終えている設備について，既に実施された具体的

な設計の結果が設工認に適合していることを確認することを含む。)を様式－８の

「設備の具体的設計結果」欄に取りまとめる。 

 

(1) 自社で設計する場合 

工事を主管する箇所の長は，「設計３」を実施する。 

 

(2) 「設計３」を工事を主管する箇所の長が調達し，かつ，調達管理として「設計３」 

を管理する場合 

a. 単一の工事を主管する箇所の長が調達し，かつ，調達管理する場合 

工事を主管する箇所の長は，「3.6  設工認における調達管理の方法」に従っ

た調達により「設計３」を実施する。 

また，工事を主管する箇所の長は，その調達の中で供給者が実施する「設計３」

の管理を，調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うことにより管

理する。 

b. 単一の工事を主管する箇所の長が調達し複数の工事を主管する箇所の長が調

達管理する場合 

工事を主管する箇所の長のうち，調達を取りまとめる箇所の長は，「3.6  設 

工認における調達管理の方法」に従った調達により「設計３」を実施する。 

また，工事を主管する箇所の長は，その調達の中で供給者が実施する「設計３」

の管理を，それぞれ調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うこと

により管理する。 

 

3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

工事を主管する箇所の長は，設工認に基づく設備を設置するための工事を，「工

事の方法」に記載された工事の手順並びに「3.6  設工認における調達管理の方

法」に従い実施する。 

なお，この工事の中で使用前事業者検査を実施する場合は，「3.6  設工認にお

ける調達管理の方法」に従った調達製品の検証の中で使用前事業者検査を含めて

実施する。 

また，設工認に基づき設置する設備のうち，既に工事を着手し設置を終えている

設備については，以下のとおり取り扱う。 
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(1) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証を完了している適合性確認対象

設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し設置を完了して

調達製品の検証を完了している適合性確認対象設備については，「3.5  使用前事

業者検査の方法」の段階から実施する。 

なお，保修を担当する箇所の長は，設置から長期間経過している既存の再処理施 

設に対し，劣化事象を考慮した保全計画，保全実績及び不適合状態でないことを確 

認することによって当該再処理施設が健全に維持されていることを評価する。 

 

(2) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し設置を完了して

調達製品の検証段階の適合性確認対象設備については，「3.5  使用前事業者検査

の方法」の段階から実施する。 

 

(3) 既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し工事を継続して

いる適合性確認対象設備については，「3.6  設工認における調達管理の方法」に

従い，着手時点のグレードに応じた工事を継続して実施するとともに，「3.5  使

用前事業者検査の方法」の段階から実施する。 

なお，この工事の中で適合性確認を実施する場合は，「3.6  設工認における調 

達管理の方法」に従った調達製品の検証の中で実施する。 

 

3.5 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及 

びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，保 

安規定に基づく使用前事業者検査を計画し，「検査および試験管理要則」に従い，工事 

実施箇所からの独立性を確保した検査体制のもと，実施する。 

 

3.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕

様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認す

るために，以下の項目について検査を実施する。 

 

①実設備の仕様の適合性確認 

②実施した工事が，「3.4.1  設工認に基づく具体的な設備の設計の実施(設計

３)」及び「3.4.2  具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプロセ
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ス並びに「工事の方法」のとおり行われていること。 

これらの項目のうち，①を設工認品質管理計画の第 3.5-1表に示す検査として，

②を品質マネジメントシステムに係る検査(以下「QA 検査」という。)として実施

する。 

②については工事全般に対して実施するものであるが，工事実施箇所が「3.5.4

容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する場合は，工事実

施箇所が実施する溶接に関するプロセス管理が適切に行われていることの確認を

QA検査に追加する。 

また，QA 検査では上記②に加え，上記①のうち工事実施箇所が実施する検査の

記録(工事実施箇所が採取した記録・材料検査証明書(ミルシート)等)の信頼性確

認(記録確認検査や抜取検査の信頼性確保)を行い，設工認に基づく検査の信頼性

を確保する。 

 

3.5.2 使用前事業者検査の計画 

検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載さ

れた仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを

確認するため，技術基準規則に適合するよう実施した設計結果を取りまとめた様

式－８に示された「設工認設計結果(設計方針)」欄ごとに設計の妥当性確認を含む

使用前事業者検査を計画する。 

使用前事業者検査は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び

方法並びに第 3.3-1 表の要求種別ごとに第 3.5-1 表に示す確認項目，確認視点及

び主な検査項目を基に計画する。 

適合性確認対象設備のうち，技術基準規則上の措置(運用)に必要な設備につい

ても，使用前事業者検査を計画する。 

 

(1) 使用前事業者検査の方法の決定 

検査を担当する箇所の長は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項 

目及び方法並びに第 3.3-1表の要求種別ごとに定めた第 3.5-1表に示す確認項目，

確認視点，主な検査項目の考え方を使って，確認項目ごとに設計結果に関する具体

的な検査概要及び判定基準を以下の手順により使用前事業者検査の方法として明

確にする。第 3.5-1 表の検査項目ごとの概要及び判定基準の考え方を第 3.5-2 表

に示す。 

 

a. 様式－８の「設工認設計結果(設計方針)」及び「設備の具体的設計結果」欄に 

記載された内容と該当する要求種別を基に，検査項目を決定する。 

b. 決定された検査項目より，第3.5-2表に示す「検査項目，検査概要，判定基準
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の考え方について(代表例)」及び「工事の方法」を参照し適切な検査方法を決定

する。 

c. 決定した各設備に対する以下の内容を，様式－８の「確認方法」欄に取りまと 

める。 

なお，「確認方法」欄では，以下の内容を明確にする。 

 

(a) 検査項目 

(b) 検査方法 

 

第 3.5-1表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点 

要求種別 確認項目 確認視点 主な検査項目 

設
備 

設
計
要
求 

設
置
要
求 

名称，取付箇所，個数，

設置状態，保管状態 

設計要求どおりの名称，

取付箇所，個数で設置さ

れていることを確認す

る。 

外観検査 

据付・外観検査 

状態確認検査 

機
能
要
求
② 

材料，寸法，耐圧・漏え

い等の構造，強度に係

る仕様(仕様表) 

仕様表の記載どおりであ

ることを確認する。 

材料検査 

構造検査 

強度検査 

外観検査 

寸法検査 

耐圧・漏えい検査 

据付・外観検査 

機能・性能検査 

状態確認検査 

機
能
要
求
① 

系統構成，系統隔離，可

搬設備の接続性 

実際に使用できる系統構

成になっていることを確

認する。 

上記以外の所要の機能

要求事項 

目的とする機能・性能が

発揮できることを確認す

る。 

評
価
要
求 

解析書のインプット条

件等の要求事項 

評価条件を満足している

ことを確認する。 

内容に応じて，基盤検査，

設置要求の検査，機能要求

の検査を適用 

運
用 

運
用
要
求 

手順確認 

(保安規定) 

手順化されていることを

確認する。 

状態確認検査 
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第3.5-2表  検査項目，検査概要及び判定基準の考え方について(代表例) 

検査項目 検査概要 1) 判定基準の考え方 

共 

通 

材料検査 ・使用されている材料の化学成分，機械的強度等が設工認のとおりであることを確認する。 ・設工認のとおりであること。 

状態確認検査 

・設置要求における機器保管状態，設置状態，接近性，分散配置及び員数が設工認に記載のとおりであることを確認する。 ・設工認のとおりであること。 

・評価要求に対するインプット条件(耐震サポート等)との整合性を確認する。 ・設工認のとおりであること。 

・運用要求における手順が整備され，利用できることを確認する。 ・運用された手順が整備され，利用できること。 

建
物
・
構
築
物 

基盤検査 ・基盤の高さ，岩質，強度が設工認のとおりであることを確認する。 ・設工認のとおりであること。 

構造検査 ・主要寸法，据付状態等が設工認のとおりであることを確認する。 ・設工認のとおりであること。 

強度検査 ・コンクリートの強度が設工認のとおりであることを確認する。 ・設工認のとおりであること。 

外観検査 ・有害な欠陥がないことを確認する。 ・健全性に影響を及ぼす有害な欠陥がないこと。 

機 

器 

等 

寸法検査 

・主要寸法が設工認のとおりであることを確認する。 

・腐食減肉を想定している機器・配管の板厚については，現状の板厚の推定等により設工認のとおり（最小厚さ以上）であることを確認する。また，

初回の定期事業者検査までの期間以上板厚が確保できることを余寿命評価の結果により確認する。 

・設工認のとおりであること。 

耐圧・漏えい検査 ２) 

・技術基準規則の規定に基づく検査圧力で所定時間保持し，検査圧力に耐え，異常のないことを確認する。耐圧検査が構造上困難な部位については，

技術基準規則の規定に基づく非破壊検査等により確認する。 

・耐圧検査終了後，技術基準規則の規定に基づく検査圧力により漏えいの有無を確認する。漏えい検査が構造上困難な部位については，技術基準規則

の規定に基づく非破壊検査等により確認する。 

・維持段階の機器・配管については，技術基準の規定に基づく運転圧による漏えい確認等により異常のないことを確認する。 

・検査圧力に耐え，かつ，異常のないこと。 

・著しい漏えいのないこと。 

据付・外観検査 
・組立て状態並びに据付け位置及び状態が設工認のとおりであることを確認する。 

・有害な欠陥がないことを確認する。 

・設工認のとおりに組立て，据付けされていること。 

・健全性に影響を及ぼす有害な欠陥がないこと。 

機能・性能検査 

・系統構成確認検査 

可搬型設備の実際に使用する系統構成及び可搬型設備等の接続が可能であることを確認する。 

・実際に使用する系統構成になっていること。 

・可搬型設備等の接続が可能なこと。 

・運転性能検査，通水検査，系統運転検査，容量確認検査 

設計で要求される機能・性能について，実際に使用する系統状態又は模擬環境により試運転等を行い，機器単体又は系統の機能・性能を確認する。 

・実際に使用する系統構成になっていること。 

・目的とする機能・性能が発揮できること。 

・絶縁耐力検査 

電気設備と大地の間に，試験電圧を連続して規定時間加えたとき，絶縁性能を有することを確認する。 
・目的とする絶縁性能を有すること。 

・ロジック回路動作検査，警報検査，インターロック検査 

電気設備，計測制御設備等について，ロジック確認，インターロック確認及び警報確認等を行い，設備の機能・性能又は特性を確認する。 
・ロジック，インターロック及び警報が正常に動作すること。 

・計測範囲確認検査，設定値確認検査 

計測制御設備等の計測範囲又は設定値を確認する。 
・計測範囲又は設定値が許容範囲内であること。 

基本設計方針に係る検査 ３) ・機器等が設工認に記載された基本設計方針に従って据付けられ，機能・性能を有していることを確認する。 
・機器等が設工認に記載された基本設計方針に従って据付けられ，

機能・性能を有していること。 

QA検査 
・工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセスのとおり実施していることを確認する。この

確認には，検査における記録の信頼性確認として，もととなる記録採取の管理方法の確認やその管理方法の遵守状況の確認を含む。 

・設工認で示す「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」

及び「工事の方法」のとおりに工事管理が行われていること。 

 
注記 1):代替検査を実施する場合は，本来の検査目的に対する代替性を評価した上で検査要領書に定める。 

2):可搬型重大事故等対処設備の完成品は、本表によらず運転性能試験や目視等による有害な欠陥がないことの確認とすることもできる。 

3):基本設計方針のうち，各検査項目で確認できない事項を対象とする。 

6806



 

29 

3.5.3 検査計画の管理 

検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，使用前事業者検査を

適切な段階で実施するため，関係箇所と調整の上，再処理事業所全体の主要工程及

び調達先の工事工程を加味した適合性確認の検査計画を作成し，使用前事業者検

査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを管理する。 

 なお，検査計画は，進捗状況に合わせて関係箇所と適宜調整を実施する。 

 

3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理 

容器等の主要な溶接部に係る検査を担当する箇所の長は，溶接が特殊工程であ

ることを踏まえ，工程管理等の計画を策定し，溶接施工工場におけるプロセスの適

切性の確認及び監視を行う。 

また，溶接継手に対する要求事項は，溶接部詳細一覧表(溶接方法，溶接材料，

溶接施工法，熱処理条件，検査項目等)により管理し，これに係る関連図書を含め，

業務の実施に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出させ，それを審査，承認し，

必要な管理を実施する。 

 

3.5.5 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，「検査および試験管理要則」に基づき，検査要領書の作成，

検査体制を確立して実施する。 

 

(1) 使用前事業者検査の独立性確保 

検査を担当する箇所の長は，組織的独立した箇所に検査の実施を依頼する。 

 

(2) 使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は，第3.5-1図を参考に検査要領書で明確にする。 

なお，検査における役務は，以下のとおりとする。 

 

a. 統括責任者 

・再処理事業所における保安に関する活動を統括するとともに，その業務遂行に

係る品質マネジメントシステムに係る活動を統括する。 

b. 核燃料取扱主任者 

・検査内容，手法等に対して指導・助言を行うとともに，検査が適切に行われて

いることを確認する。 

・検査要領書制定時の確認並びに検査要領書に変更が生じた場合には，変更内容

を確認する。 

c. 品質保証責任者
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・品質マネジメントシステムの観点から，検査範囲，検査方法等の妥当性の確認

を実施するとともに，検査要領書の制定又は改訂が適切に行われていること

を確認する。 

 

d. 検査実施責任者 

・検査を担当する箇所の長からの依頼に基づき検査を実施する。 

・検査要領書を制定する。また，検査要領書に変更が生じた場合には，変更内容

を確認，承認し，関係者に周知する。 

・検査員から報告された検査結果(合否判定)が技術基準規則に適合しているこ

とを最終確認し，若しくは自らが合否判定を実施し，リリース許可する。 

e. 検査員 

・検査実施責任者からの指示に従い，検査を実施する。 

・検査要領書の判定基準に従い，立会い又は記録の確認により合否判定する｡ 

・検査記録及び検査成績書を作成し，検査実施責任者へ報告する。 

f. 検査助勢員 

・検査実施責任者又は検査員からの指示に従い，検査に係る作業を行う。 

・検査員の役務内容のうち，合否判定以外を行う。 

 

(3) 使用前事業者検査の検査要領書の作成 

検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が認可された設工認に記載さ

れた仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを

確認するため，「検査および試験管理要則」に基づき，「3.5.2(1) 使用前事業者

検査の方法の決定」で決定した様式－８「基準適合性を確保するための設計結果と

適合性確認状況一覧表」の「確認方法」欄で明確にした確認方法に従った使用前事

業者検査を実施するための検査要領書を作成する。 

また，検査を担当する箇所の長は，検査目的，検査場所，検査範囲，検査項目，

検査方法，判定基準，検査体制，不適合処置要領，検査手順，検査工程，検査用計

器，検査成績書の事項等を記載した検査要領書を作成し，核燃料取扱主任者及び品

質保証責任者の確認を経て検査実施責任者が制定する。 

なお，検査要領書の作成において検査を担当する箇所の長は，「3.4.2(1) 既に

工事を着手し設置を完了し調達製品の検証を完了している適合性確認対象設備」

による設置から長期間経過している既存の再処理施設に対する健全性評価の結果

等により当該再処理施設の状態を把握する。 

また，検査要領書には使用前事業者検査の確認対象範囲として含まれる技術基

準規則の条文を明確にする。 

各検査項目における代替検査を行う場合，「3.5.5(4) 代替検査の確認方法の決
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定」に従い，代替による使用前事業者検査の方法を決定する。 

 

(4) 代替検査の確認方法の決定 

a. 代替検査の条件 

代替検査を用いる場合は，通常の方法で検査ができない場合であり，例えば以

下の場合をいう。 

・構造上外観が確認できない場合 

・流体の実注入，移送ができない場合 

・電路に通電できない場合 

・当該検査対象の品質記録(要求事項を満足する記録)がない場合(プロセス評 

価を実施し検査の成立性を証明する必要がある場合)1) 

注記 1):「当該検査対象の品質記録(要求事項を満足する記録)がない場合(プ

ロセス評価を実施し検査の成立性を証明する必要がある場合)」とは，

以下の場合をいう。 

・材料検査で材料検査証明書(ミルシート)がない場合 

・寸法検査記録がなく，実測不可の場合  

 

b. 代替検査の評価 

検査を担当する箇所の長は，代替検査による確認方法を用いる場合，本来の検査

目的に対する代替性の評価を実施し，その結果を「3.5.5(3) 使用前事業者検査

の検査要領書の作成」で作成する検査要領書の一部として添付し，核燃料取扱主

任者による確認を経て適用する。 

なお，検査目的に対する代替性の評価においては，以下の内容を明確にする。 

・設備名称 

・検査項目 

・検査目的 

・通常の方法で検査ができない理由 

(例) 既存の再処理施設に悪影響を及ぼすための困難性 

現状の設備構成上の困難性 

作業環境における困難性 等 

・代替検査の手法 

・検査目的に対する代替性の評価 

 

(5) 使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，検査員等を指揮して，検査要領書に基づき，確立された検査

体制のもとで使用前事業者検査を実施し，その結果を検査を担当する箇所の長及
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び検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長に報告する。 

報告を受けた検査を担当する箇所の長は，検査プロセスが検査要領書に基づき

適正に実施されたこと及び検査結果が判定基準を満足していることを確認したの

ち，検査結果を受領する。 

また，検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，検査結果を品質

保証責任者，統括責任者及び核燃料取扱主任者に報告する。 
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第3.5-1図  検査実施体制(例) 

統括責任者 

（再処理事業部長） 

破線部は工事を主管する箇所から組織的独立し

ている箇所を示す。 

核燃料取扱主任者 品質保証責任者 

検査実施責任者 

検査員 

検査助勢員 
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3.6 設工認における調達管理の方法 

調達又は契約を主管する箇所の長は，設工認で行う調達管理を確実にするために，

｢調達管理要則｣に基づき，以下に示す管理を実施する。 

 

3.6.1 供給者の技術的評価 

契約を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給

する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を実施する。(添付－

４「当社再処理施設における設計管理・調達管理について」の「1. 供給者の技術

的評価」参照) 

 

3.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力安全に対す

る影響，供給者の実績等を考慮し，調達の内容に応じたグレード分けの区分(添付

－１「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」参照)を明確に

した上で，調達に必要な要求事項を明確にし，契約を主管する箇所の長へ供給者の

選定を依頼する。 

また，契約を主管する箇所の長は，「3.6.1  供給者の技術的評価」で，技術的

な能力があると判断した供給者を選定する。 

 

3.6.3 調達製品の調達管理 

業務の実施に際し，当社においては，原子力安全に及ぼす影響に応じて，設計管

理及び調達管理に係るグレード分けを適用している。 

設工認に適用した機器ごとの現行の各グレードに該当する実績を様式－９「適

合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績(設備関係)(例)」(以

下「様式－９」という。)に取りまとめる。 

設工認に係る品質管理として，仕様書作成のための設計から調達までのグレー

ドごとの流れ，各グレードで実施した各段階の管理及び組織内外の相互関係を添

付－１「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」の「別図1（１／２）～

（２／２）」に示す。 

調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質マネジメントシステムに係る活

動を行うに当たって，原子力安全に対する影響及び供給者の実績等を考慮し，グレ

ード分けの区分(添付－１「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」の「別

表3」参照)を明確にした上で，以下の調達管理に基づき業務を実施する。 

また，一般産業用工業品については，(1)の仕様書を作成するに当たり，あらか

じめ採用しようとする一般産業用工業品について，原子力施設の安全機能に係る

機器等として使用するための技術的な評価を行う。
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(1) 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，以下のa.～ｊを記載した仕様書 

を作成し，供給者の業務実施状況を適切に管理1)する。(「3.6.3(2) 調達製品の管

理」参照) 

注記 1):添付－１「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」の「別表

1（１／３）～（３／３）」に示す機器等のうち，設計開発を適用する場合

は，仕様書の作成に必要な設計として，添付－４「当社再処理施設におけ

る設計管理・調達管理について」の「2. 仕様書作成のための設計につい

て」の活動を実施する。 

 

a. 製品，手順，プロセス及び設備の承認に関する要求事項 

(a) 供給者が行うべき業務範囲に関する事項 

(b) 調達製品に係る適用法令，規格の名称，番号，版及び必要に応じ該当条項 

(c) 調達製品の員数 

(d) 調達製品の技術的事項 

(e) 提出文書・記録(調達要求事項への適合状況を記録した文書を含む。)に関す 

る事項 

(f) 設計に関する事項 

(g) 監査に関する事項 

(h) 供給者の調達管理に関する事項 

(i) 供給先で調達製品の検証を実施する場合に係る事項 

(j) 識別及びトレーサビリティに関する事項 

(k) 過去の不適合事例の再発防止対策に関する事項等 

b. 要員の力量に関する要求事項 

c. 品質マネジメントシステムに関する要求事項 

d. 不適合(偽造品，模造品等の報告を含む。)の報告及び処理に関する要求事項 

e. 健全な安全文化を育成し，維持するために必要な要求事項 

f. 一般産業用工業品を原子力施設に使用するに当たっての評価に関する要求事 

 項 

g. 調達製品の検証に係る検査及び試験又はその他の活動の要領，実施時期，実施

場所に関する要求事項 

h. 偽造品，模造品等の防止対策に関する要求事項 

i. 調達後における調達製品の維持又は運用に必要な情報提供に関する要求事項 

j. 工場検査等への原子力規制委員会職員の立入に関する要求事項 
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(2) 調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は，当社が仕様書で要求した製品が確実に納品される

よう調達製品が納入されるまでの間，｢調達管理要則｣に従い，業務の実施に当たっ

て必要な図書(添付－１「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」の「別

表3」に示すグレードⅠ及びグレードⅡ，業務計画書等)を供給者に提出させ，それ

を審査し確認する等の製品に応じた必要な管理を実施する。 

 

(3) 調達製品の検証 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，調達製品が調達要求

事項を満たしていることを確実にするために，グレード分けの区分，調達数量，調

達内容等を考慮した調達製品の検証を行う。 

なお，供給者先で検証を実施する場合，あらかじめ仕様書で検証の要領及び調達 

製品のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

また，調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，調達製品が調達 

要求事項を満たしていることを確認するために実施する検証を，以下のいずれか

１つ以上の方法により実施する。 

 

a. 検査・試験 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，「検査および試験管

理要則」に基づき供給者等の工場又は再処理事業所で検査・試験を実施する。 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，検査・試験のうち，

当社が立会又は記録確認を行う検査・試験に関して，以下の項目のうち必要な項

目を含む要領書を供給者に提出させ，それを事前に審査し，承認した上で，その

要領書に基づく検査・試験を実施する。 

・検査の時期 

・対象 

・項目 

・方法 

・合否判定基準 

・検査体制 

・記録方法 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，設工認に基づく使

用前事業者検査として必要な検査・試験を適合性確認対象設備ごとに実施又は

計画し，設備のグレード分けの区分に応じて管理の程度を決めたのち，「3.5.5  

使用前事業者検査の実施」に基づき実施する。 

なお，添付－１「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」の「2.(2) 
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設備に対して設計開発を適用しない場合」に該当する可搬型重大事故等対処設

備等については，当社にて機能・性能の確認をするための検査・試験を実施する。 

b. 受入検査の実施 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，製品の受入れに当

たり，受入検査を実施し，現品及び記録の確認を行う。 

c. 記録の確認 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，工事記録等調達し

た役務の実施状況を確認できる書類により検証を行う。 

d. 報告書の確認 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，調達した役務に関

する実施結果を取りまとめた報告書の内容を確認することにより検証を行う。 

e. 作業中のコミュニケーション等 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，調達した役務の実

施中に，適宜コミュニケーションを実施すること及び立会い等を実施すること

により検証を行う。 

f. 請負会社他品質監査(「3.6.4  請負会社他品質監査」参照) 

 

3.6.4 請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメントシステ

ムに係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で，かつ，確

実に行われていることを確認するために，請負会社他品質監査を実施する。 

(請負会社他品質監査を実施する場合の例) 

・添付－１「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」に示す

グレードⅠに該当する場合(原則として５年に１回の頻度で実施) 

・添付－１「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」に示す

グレードⅡに該当する調達対象物に重要な不適合が確認された場合 

 

3.6.5 設工認における調達管理の特例 

設工認の対象となる適合性確認対象設備は，「3.6  設工認における調達管理の

方法」を以下のとおり適用する。 

 

(1) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証を完了している適合性確認対象

設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し設置を完了して

調達製品の検証を完了している適合性確認対象設備については，設置当時に調達

を完了しているため，「3.6  設工認における調達管理の方法」に基づく管理は適
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用しない。 

 

(2) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検

証段階の適合性確認対象設備は，「3.6.1  供給者の技術的評価」から「3.6.3(2) 

調達製品の管理」まで，調達当時のグレード分けの考え方で管理を完了しているた

め，「3.6.3(3) 調達製品の検証」以降の管理を設工認に基づき管理する。 

 

(3) 既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，既に工事を着手し工事を継続している適合性

確認対象設備は，「3.6.1  供給者の技術的評価」から「3.6.3(1) 仕様書の作成」

まで，調達当時のグレード分けの考え方で管理を完了しているため，「3.6.3(2) 調

達製品の管理」以降の管理を設工認に基づき管理する。 

 

3.7 記録，識別管理，トレーサビリティ 

 

3.7.1 文書及び記録の管理 

(1) 適合性確認対象設備の設計，工事及び検査に係る文書及び記録 

「3.1  設計，工事及び検査並びに調達に係る組織(組織内外の相互関係及び情 

報伝達含む。)」の第3.1-1表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，設計，工事 

及び検査に係る文書及び記録を，保安規定品質マネジメントシステム計画に示す 

規定文書に基づき作成し，これらを「品質マネジメントシステムに係る文書および 

記録管理要則」に基づき管理する。 

設工認に係る主な記録の品質マネジメントシステム上の位置付けを第3.7-1表

に示すとともに，技術基準規則等ヘの適合性を確保するための活動に用いる文書

及び記録を第3.7-1図に示す。 

 

(2) 供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検査に用いる

場合の管理 

設工認において供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及

び検査に用いる場合，当社が供給者評価等により品質マネジメントシステム体制

を確認した供給者で，かつ，対象設備の設計を実施した供給者が所有する設計当時

から現在に至るまでの品質が確認された設計図書を，当該設備として識別が可能

な場合において，適用可能な設計図書として扱う。 

この供給者が所有する設計図書は，当社の文書管理下で第3.7-1表に示す記録と

して管理する。 
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当該設備に関する設計図書がない場合で，代替可能な設計図書が存在する場合，

供給者の品質マネジメントシステム体制を確認して当該設計図書の設計当時から

現在に至るまでの品質を確認し，設工認に対する適合性を保証するための設計図

書として用いる。 

 

(3) 使用前事業者検査に用いる文書及び記録 

検査を担当する箇所の長は，使用前事業者検査として，記録確認検査を実施する 

場合，第3.7-1表に示す記録を用いて実施する。 

なお，適合性確認対象設備のうち，既に工事を着手し設工認申請(届出)時点で工 

事を継続している設備，並びに添付－１「当社再処理施設におけるグレード分けの 

考え方」の「2.(2) 設備に対して設計開発を適用しない場合」に該当する可搬型重 

大事故等対処設備等に対して記録確認検査を実施する場合は，検査に用いる文書 

及び記録の内容が，使用前事業者検査時の適合性確認対象設備の状態を示すもの 

であること(型番の照合，確認できる記載内容の照合又は作成当時のプロセスが適 

切であること。)を確認することにより，使用前事業者検査に用いる記録として利 

用する。 
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第3.7-1表  記録の品質マネジメントシステム上の位置付け 

主な記録の種類 品質マネジメントシステム上の位置付け 

既設工認 

設置又は改造当時の設計及び工事の方法の認可を受けた図書で，当

該設工認に基づく使用前検査の合格を以って，その設備の状態を示

す図書 

社内管理図書 

品質マネジメントシステム体制下で作成され，設備の設置や改造等

に併せて適切な版を管理している図書(設備の設計や製作，工事に係

る図面等の設計図書や検査記録が該当する他，以下の(1)～(3)に示

す例がある。) 

(1) 業務報告書 

品質マネジメントシステム体制下の調達管理を通じて行われた，業

務の結果の記録(解析結果を含む。) 

(2) 供給者から入手した文書・記録 

供給者を通じて入手した，供給者所有の設計図書，製作図書，検査記

録，材料検査証明書（ミルシート）等 

(3) 製品仕様書又は仕様が確認できるカタログ等 

供給者が発行した製品仕様書又は仕様が確認できるカタログ等で，

設計に関する事項が確認できる図書 

設計プロセスの記録 
適合性確認対象設備の設計内容が確認できる記録(自社による技術

検討や解析の記録を含む。) 

現場確認結果 

(ウォークダウン) 

品質マネジメントシステム体制下で手順書を作成し，その手順書に

基づき現場の適合状態を確認した記録 
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プロセス 文書及び記録の体系 あらかじめ確立された文書 業務実施時期に作成される主な文書及び記録 

設計 

   

工事及び検査 

   

 

 

第3.7-1図  設計，工事及び検査に係る品質マネジメントシステムに関する文書体系 

文書 内部文書 社内標準 原子力安全に係る品質マネジメントシ
ステム規程 

再処理事業部 原子力安全に係る 
品質マネジメントシステム運用要則 

再処理事業部 設計管理要領 

調達管理要則 

業務実施文書 適合性確認に係る計画を定めた 

業務実施文書 

稟議書 

仕様書 

外部文書 設工認 

記録 第 3.7-1 表に挙げる記録 

文書 内部文書 社内標準 原子力安全に係る品質マネジメントシ
ステム規程 

再処理事業部 原子力安全に係る 
品質マネジメントシステム運用要則 

再処理事業部 設計管理要領 検査および試験管理要則 

業務実施文書 適合性確認に係る計画を定めた 
業務実施文書 

稟議書 

仕様書 

記録 

第 3.7-1 表に挙げる記録 

調達管理要則 

再処理事業部 施設管理要領 

適合性確認検査に関する記録 

適合性確認検査要領書 
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3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 計測器の管理 

a. 当社所有の計測器の管理 

 (a) 校正・検証 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，校正の周期を定

め管理するとともに，国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照

らして校正若しくは検証又はその両方を行う。 

なお，そのような標準が存在しない場合には，校正又は検証に用いた基準を

記録する。 

 

(b) 識別管理 

ア. 計測器台帳による識別 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，校正の状態を明

確にするため，計測器台帳に，校正日及び校正頻度を記載し，有効期限内で

あることを識別する。 

なお，計測器が故障(修理，校正を含む)した場合，測定器台帳に必要事項を

記入し計測器の故障履歴を明確にする。 

イ. 計測器検定・校正管理ラベルによる識別 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，計測器の校正

の状態を明確にするため，必要事項を記載した管理ラベルを計測器に貼り

付けて識別する。また，不良と判定された計測器は，不良であることを記載

した管理ラベルを計測器に貼り付けて識別する。 

 

b. 当社所有以外の計測器の管理 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，供給者所有の計測器

を使用する場合，計測器の管理が適正に行われていることを確認する。 

 

(2) 機器，弁及び配管等の管理 

工事を主管する箇所の長は，機器，弁，配管等を，刻印，タグ，銘板，台帳，塗装

表示等にて管理する。 

 

3.8 不適合管理 

設工認に基づく設計，工事及び試験・検査において発生した不適合については「CAP

システム要則」に基づき処置を行う。 
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4. 適合性確認対象設備の施設管理 

適合性確認対象設備の施設管理については，「再処理事業部 施設管理要領」に従って，

施設管理に係る業務プロセスに基づき業務を実施している。 

施設管理に係る業務のプロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連を第4-1

図に示す。 

 

4.1 使用開始前の適合性確認対象設備の保全 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備の保

全を，以下のとおり実施する。 

 

4.1.1 工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備 

工事を着手し，設置が完了している常設又は可搬の設備は，巡視点検又は日常の

点検(月次の外観点検，動作確認等)の計画を定め，設備の状態を点検し，異常のな

いことを確認する。 

 

4.1.2 設工認の認可後に工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備 

設工認の認可後に工事を着手し，設置が完了している常設又は可搬の設備は，巡

視点検又は日常の点検(月次の外観点検，動作確認等)の計画を定め，設備の状態を

点検し，異常のないことを確認する。 

 

4.2 使用開始後の適合性確認対象設備の保全 

工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備について，技術基準規則への適合性 

を使用前事業者検査を実施することにより確認し，適合性確認対象設備の使用開始後

においては，施設管理に係る業務プロセスに基づき保全重要度に応じた点検計画を策

定し保全を実施することにより，適合性を維持する。 
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第4-1図  施設管理に係る業務プロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連

・原子力安全に係る品質マネジメントシステム規程 

・再処理事業部 原子力安全に係る品質マネジメントシステム運用要則 

原子力安全に係る 

品質マネジメントシステム規程 

 

経営者の責任 再処理事業部 施設管理要領 

保全対象範囲 

の策定 

施設管理の実施 

 

 

 

 

施設管理の結果 

の確認・評価 
 

 
 

品質マネジメントシステムに係る

文書および記録管理要則 

品質マネジメントシステム 

再処理事業部 教育訓練要領 

資源の管理 

・再処理事業所 再処理施設保安

規定運用要領 

・再処理事業部 品質重要度分類

基準（要領） 

・再処理事業部 設計管理要領 

・調達管理要則 

個別業務に関する計画の策定 
及び個別業務の実施 

評価及び改善 

・検査および試験管理要則 
・CAPシステム要則 

文書及び記録 

の管理 

教育訓練 

保全活動管理 

指標の監視 

保全の 

有効性評価 

施設管理の 
有効性評価 

 
 

（施設管理に係る業務プロセス） 

（保全に係る業務プロセス） 

施設管理方針※ 

及び施設管理目標 

※：社長が「施設管理方針等策定規程」に従い策定 
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当
社

供
給

者

3
.
3
.
1

3
.
3
.
2

3
.
3
.
3

(
1
)

3
.
3
.
3

(
2
)

3
.
3
.
3

(
3
)

3
.
3
.
3

(
4
)

3
.
3
.
3

(
5
)

3
.
4
.
1

3
.
4
.
2

3
.
5
.
2

3
.
5
.
3

3
.
5
.
4

3
.
5
.
5

3
.
7
.
2

他
の

記
録

類
各

段
階

プ
ロ

セ
ス

(
設

計
対

象
)

実
績

：
3
.
3
.
1
～

3
.
3
.
3
(
5
)

計
画

：
3
.
4
.
1
～

3
.
7
.
2

組
織

内
外

の
相

互
関

係
◎

：
主

担
当

　
〇

：
関

連
イ

ン
プ

ッ
ト

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

適
合

性
確

認
対

象
設

備
の

各
条

文
へ

の
適

合
性

を
確

保
す

る
た

め
の

設
計

(
設

計
２

)
設 計

適
合

性
確

認
対

象
設

備
に

対
す

る
要

求
事

項
の

明
確

化

各
条

文
の

対
応

に
必

要
な

適
合

性
確

認
対

象
設

備
の

選
定

基
本

設
計

方
針

の
作

成
(
設

計
１

)

設
計

の
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
に

対
す

る
検

証

設
工

認
申

請
(
届

出
)
書

の
作

成

設
工

認
申

請
(
届

出
)
書

の
承

認

使
用

前
事

業
者

検
査

の
実

施

工 事 及 び 検 査

設
工

認
に

基
づ

く
具

体
的

な
設

備
の

設
計

の
実

施
(
設

計
３

)

具
体

的
な

設
備

の
設

計
に

基
づ

く
工

事
の

実
施

使
用

前
事

業
者

検
査

の
計

画

検
査

計
画

の
管

理

容
器

等
の

主
要

な
溶

接
部

に
係

る
使

用
前

事
業

者
検

査
の

管
理

識
別

管
理

及
び

ト
レ

ー
サ

ビ
リ

テ
ィ

本
設
工
認
に
係
る
設
計
の
実
績
，
工
事
及
び
検
査
の
計
画
(例

) 
様
式
－
１
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D
B
区

分
S
A
区

分

数
量

変
更

区
分

機
種

設
置

場
所

申
請

回

D
B
/
S
A
区

分

他
施

設
共

用
既

設
工

認
（

仕
様

表
）

記
載

有
無

（
○

，
－

）
備

考
設

備
／
運

用

既
設

工
認

で
認

可
済

の
設

備
か

（
○

，
－

）

仕
様

表
作

成
対

象
と

な
る

設
備

か
（

○
，

－
）

事
業

指
定

基
準

規
則

／
技

術
基

準
規

則
事

業
指

定
基

準
規

則
及

び
解

釈
技

術
基

準
規

則
及

び
解

釈
設

備
等

（
設

工
認

　
名

称
）

施
設

区
分

設
備

区
分

兼
用

設
備
リ
ス
ト
(例

) 

様
式
－
２
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様式－３ 

技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方(例) 

技術基準規則 

第〇〇条（〇〇〇〇〇） 

条文の分類 

 

再処理施設の技術基準に関する規則 再処理施設の技術基準に関する規則の解釈 

  

対象施設 適用要否判断 

（○△－） 

理由 備考 

項・号 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設    

再
処
理
設
備
本
体 

せん断処理施設    

溶解施設    

分離施設    

精製施設    

脱硝施設    

酸及び溶媒の回収施設    

製品貯蔵施設    

計測制御系統施設    

放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄施設    

液体廃棄物の廃棄施設    

固体廃棄物の廃棄施設    

放射線管理施設    

そ
の
他
再
処
理
設
備
の
附
属
施
設 

動力装置及び非常

用動力装置 

電気設備    

圧縮空気設備    

給水施設及び蒸気

供給施設 

給水処理設備    

冷却水設備    

蒸気供給設備    

そ
の
他
の
主
要
な
事
項 

分析設備    

化学薬品貯蔵供給設備    

火災防護設備    

竜巻防護対策設備    

溢水防護設備    

化学薬品防護設備    

放出抑制設備    

水供給設備    

緊急時対策所    

通信連絡設備    

施設共通（基本設計方針）    
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第
四

条
第

五
条

第
六

条
第

七
条

第
八

条
第

九
条

第
十

条
第

十
一

条
第

十
二

条
第

十
三

条
第

十
四

条
第

十
五

条
第

十
六

条
第

十
七

条
第

十
八

条
第

十
九

条
第

二
十

条
第

二
十

一
条

第
二

十
二

条
第

二
十

三
条

第
二

十
四

条
第

二
十

五
条

第
二

十
六

条
第

二
十

七
条

第
二

十
八

条
第

二
十

九
条

第
三

十
条

第
三

十
一

条
第

三
十

二
条

第
三

十
三

条
第

三
十

四
条

第
三

十
五

条
第

三
十

六
条

第
三

十
七

条
第

三
十

八
条

第
三

十
九

条
第

四
十

条
第

四
十

一
条

第
四

十
二

条
第

四
十

三
条

第
四

十
四

条
第

四
十

五
条

第
四

十
六

条
第

四
十

七
条

第
四

十
八

条
第

四
十

九
条

第
五

十
条

第
五

十
一

条
臨

界
防

止
地

盤
地

震
津

波
外

部
衝

撃
侵

入
防

止
閉

じ
込

め
火

災
防

止
溢

水
化

学
薬

品
避

難
通

路
等

安
重

安
全

機
能

材
料

構
造

搬
送

設
備

貯
蔵

施
設

等
計

測
制

御
放

管
施

設
保

護
回

路
制

御
室

等
廃

棄
施

設
保

管
廃

棄
汚

染
防

止
遮

蔽
換

気
保

安
電

源
緊

対
通

信
連

絡
地

盤
地

震
津

波
火

災
防

止
S
A
設

備
材

料
構

造
臨

界
防

止
蒸

発
乾

固
水

素
爆

発
溶

媒
火

災
S
F
冷

却
漏

え
い

放
出

抑
制

水
供

給
電

源
設

備
計

装
設

備
制

御
室

監
視

測
定

緊
対

通
信

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

共
通

／
個

別
個

別
共

通
共

通
個

別
個

別
個

別
個

別
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
／

個
別

共
通

／
個

別
共

通
／

個
別

共
通

／
個

別
個

別
共

通
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別

【
記

号
説

明
】

〇
：

条
文

要
求

に
追

加
・

変
更

が
あ

る
、

又
は

追
加

設
備

が
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△

：
条

文
要

求
に

追
加

・
変

更
が

な
く

、
追

加
設

備
も

な
い

。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―

：
条

文
要

求
を

受
け

る
設

備
が

な
い

。
（

様
式

-
３

の
該

当
無

し
）

施
設

共
通

（
基

本
設

計
方

針
）

再
処

理
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

第
三

章
　

重
大

事
故

等
対

処
施

設

せ
ん

断
処

理
施

設

溶
解

施
設

酸
及

び
溶

媒
の

回
収

施
設

分
離

施
設

精
製

施
設

脱
硝

施
設

施
　

設
　

／
　

設
　

備
　

区
　

分
第

二
章

　
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設

再 処 理 設 備 本 体

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設

気
体

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

液
体

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

固
体

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

緊
急

時
対

策
所

通
信

連
絡

設
備

溢
水

防
護

設
備

化
学

薬
品

防
護

設
備

放
出

抑
制

設
備

水
供

給
設

備

そ の 他 再 処 理 設 備 の 附 属 施 設

製
品

貯
蔵

施
設

計
測

制
御

系
統

施
設

放
射

線
管

理
施

設

給
水

施
設

及
び

蒸
気

供
給

施
設

動
力

装
置

及
び

非
常

用
動

力
装

置

そ の 他 の 主 要 な 事 項

電
気

設
備

圧
縮

空
気

設
備

給
水

処
理

設
備

冷
却

水
設

備

蒸
気

供
給

設
備

分
析

設
備

化
学

薬
品

貯
蔵

供
給

設
備

火
災

防
護

設
備

竜
巻

防
護

対
策

設
備

分
類

再
処

理
施
設

の
種

類

施
設
と
条
文
の
対
比
一
覧
表
(例

) 

 

様
式
－
４
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仕
様

表

設
備

等
（

設
工

認
　

名
称

）
機

種
機

器
区

分
品

質
重

要
度

（
Ｄ

Ｂ
）

品
質

重
要

度
（

Ｓ
Ａ

）
数

量
変

更
区

分
Ｄ

Ｂ
区

分
Ｓ

Ａ
区

分
耐

震
設

計
兼

用
他

施
設

共
用

備
考

工
事

有
無

（
要

求
条

文
）

関
連

条
文

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

（
Ｄ

Ｂ
）

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（

Ｓ
Ａ

）

設
工

認
　

添
付

書
類

【
記

号
の

定
義

】
○

：
有

　
△

：
既

設
工

認
読

込
●

o
r
▲

：
主

登
録

側
で

整
理

さ
れ

る
も

の
－

：
無

【
工

事
有

無
】

「
◎

」
：

設
工

認
本

文
の

変
更

を
伴

う
工

事
あ

り

「
○

」
：

設
工

認
本

文
の

変
更

を
伴

わ
な

い
工

事
あ

り

「
×

」
：

工
事

な
し

「
―

」
：

施
設

共
通

　
基

本
設

計
方

針

【
関

連
条

文
】

左
記

の
設

備
等

（
設

工
認

　
名

称
）

を
記

載
し

て
い

る
様

式
－

2
の

技
術

基
準

規
則

条
文

番
号

申
請

区
分

「
◎

」
：

申
請

対
象

（
新

規
）

「
○

」
：

申
請

対
象

（
既

設
工

認
仕

様
表

追
加

／
変

更
）

「
△

」
：

記
載

の
適

正
化

「
×

」
：

無

【
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
（

Ｄ
Ｂ

）
】

Ｄ
－

１
：

Ｄ
Ｂ

新
設

（
既

設
の

新
規

登
録

含
む

）
Ｄ

－
２

：
基

本
設

計
方

針
Ｄ

－
３

：
耐

震
基

準
変

更
・

追
加

　
Ｄ

－
３

（
Ｓ

)
：

基
準

地
震

動
の

変
更

（
耐

震
Ｓ

ク
ラ

ス
）

　
Ｄ

－
３

（
u
p
）

：
Ｂ

,
Ｃ

ク
ラ

ス
設

備
の

Ｓ
ク

ラ
ス

へ
の

嵩
上

げ
　

Ｄ
－

３
（

d
o
w
n
）

：
Ｓ

ク
ラ

ス
か

ら
Ｂ

（
Ｓ

ｓ
）

,
Ｂ

,
Ｃ

（
Ｓ

ｓ
）

,
Ｃ

ク
ラ

ス
へ

の
格

下
げ

Ｄ
－

４
：

構
造

・
強

度
に

係
る

設
計

条
件

変
更

・
追

加
（

耐
震

以
外

）
※ 　

Ｄ
－

４
（

竜
巻

）
：

外
部

か
ら

の
衝

撃
に

よ
る

損
傷

の
防

止
（

竜
巻

）
　

Ｄ
－

４
（

火
山

）
：

外
部

か
ら

の
衝

撃
に

よ
る

損
傷

の
防

止
（

火
山

）
　

Ｄ
－

４
（

外
火

）
：

外
部

か
ら

の
衝

撃
に

よ
る

損
傷

の
防

止
（

外
部

火
災

）
　

Ｄ
－

４
（

火
災

）
：

火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
　

Ｄ
－

４
（

溢
水

）
：

溢
水

に
よ

る
損

傷
の

防
止

　
Ｄ

－
４

（
薬

品
）

：
化

学
薬

品
の

漏
え

い
に

よ
る

損
傷

の
防

止
　

Ｄ
－

４
（

材
構

）
：

材
料

及
び

構
造

（
耐

圧
強

度
）

　
Ｄ

－
４

（
他

）
：

そ
の

他
の

設
計

条
件

変
更

・
追

加
※

Ｄ
－

４
に

分
類

さ
れ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
具

体
的

な
設

計
又

は
評

価
の

内
容

を
簡

潔
に

記
載

す
る

Ｄ
－

５
：

設
備

の
追

加
・

変
更

に
伴

う
バ

ウ
ン

ダ
リ

（
安

重
範

囲
含

む
）

変
更

Ｄ
－

６
：

記
載

の
適

正
化

 
－

 
：

変
更

な
し

（
Ｓ

Ａ
専

用
の

場
合

は
斜

線
と

す
る

）

【
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
Ｓ

Ａ
）

】
Ｓ

－
１

：
Ｓ

Ａ
新

設
（

既
設

の
新

規
登
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）

Ｓ
－

２
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方
針

Ｓ
－

３
：

Ｄ
Ｂ
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Ｓ
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使

用
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条
件

変
更

な
し

）
Ｓ

－
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：
Ｓ
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Ｓ
－

５
：
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Ｄ
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処
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工
事
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画

と
の

関
連
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施
設

区
分

設
備

区
分

様
式
－
５
 

設
工
認
添
付
書
類
星
取
表
(例

) 
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様式－６ 

 

各条文の設計の考え方(例) 

第〇条（〇〇〇〇） 

１.技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

      

      

      

      

      

２.事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

    

    

    

    

    

３.事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

    

    

    

    

    

４.添付書類等 

№ 書類名 
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3
1
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８
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添付－１ 

 

当社再処理施設におけるグレード分けの考え方 

 

当社では，業務の実施に際し，原子力安全に及ぼす影響に応じて，グレード分けの考え方

を適用している。 

当社再処理施設に係る設計管理(保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3 設計開

発」)及び調達管理(保安規定品質マネジメントシステム計画「7.4 調達」)に係るグレード

分けについては，以下のとおりである。 

 

1. 当社再処理施設におけるグレード分けの考え方と適用 

設計・調達の管理に係るグレード分けの考え方とその適用については，以下のとおりで

ある。 

 

1.1 設備に係るグレード分けの考え方 

当社再処理施設における設備に係るグレード分けの考え方は，「再処理事業部 品質 

重要度分類基準(要領)」に規定しており，その内容を別表 1（１／３）～（３／３）に

示す。 

ただし，建物・構築物に係るグレードについては，「事業変更許可申請書」に記載の

間接支持構造物に対応する直接支持構造物の耐震重要度分類によるものとする。 

なお，設備に係るグレードである品質重要度は，調達の管理に係るグレード分けの基 

準の一つとなる。 

 

1.2 設計の管理に係るグレード分けの考え方 

当社再処理施設における設計の管理に係るグレード分けの考え方は，「再処理事業部 

設計管理要領」に規定しており，その内容を別表 2に示す。 

 

1.3 調達の管理に係るグレード分けの考え方 

当社再処理施設における調達の管理に係るグレード分けの考え方は，「再処理事業部 

調達管理要領」に規定しており，その内容を別表 3に示す。 

 

1.3.1 調達要求事項へのグレード分けの適用 

調達要求事項においては，別表 3 のグレードに応じた品質マネジメントシステ

ムに係る活動を適用しており，その内容を別表 4に示す。 

可搬型重大事故等対処設備等として一般産業用工業品を購入する場合は，原子

力特有の技術仕様を要求するものではないことから，調達要求事項は必要なもの
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に限定している。 

 なお，具体的な適用は個々の設備により異なることから，仕様書で明確にしてい

る。 

 

1.3.2 供給者及び調達製品に対する管理へのグレード分けの適用 

供給者及び調達製品に対する当社の管理においては，別表 4 のグレードに応じ

た品質マネジメントシステムに係る活動を適用しており，その内容を別表 5 に示

す。 

 

2. 設備の設計・調達の各段階における品質マネジメントシステムに係る活動 

「1. 当社再処理施設におけるグレード分けの考え方と適用」に示した設計・調達の管

理に係るグレードに基づき，再処理施設の設備の設計・調達の各段階において，品質マネ

ジメントシステムに係る活動を実施しており，その一連の概要を別表 6に示す。 

また，設備の設計・調達の業務の流れを，別表 6に基づき以下の２つに区分する。 

(1) 設備に対して設計開発を適用する場合 

設備に対して設計開発を適用する場合を対象とし，その業務の流れを別図 1（１／２）

に示す。 

 

(2) 設備に対して設計開発を適用しない場合 

設備に対して設計開発を適用しない可搬型重大事故等対処設備等の購入のみの場合

を対象とし，その業務の流れを別図 1（２／２）に示す。 
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別表 1（１／３） 再処理施設における設備に係るグレード分け(安全機能を有する施設の

うち機械設備) 

品質重要度 定 義 

クラス１ 

(1) 安全上重要な施設に属する再処理第１種機器 

(2) 安全上重要な施設に属する腐食環境の厳しい再処理第２種機器 

(3) 安全上重要な施設に属する耐震クラスＳの再処理第２種機器 

(4) 安全上重要な施設に属する耐震クラスＳの再処理第３種機器 

クラス２ 

クラス１以外の下記のいずれかに該当する機械設備 

(1) 安全上重要な施設に属する機械設備 

(2) 腐食環境の厳しい再処理第２種機器 

クラス３ 

クラス１，２以外の下記のいずれかに該当する機械設備 

(1) 再処理第２種機器 

(2) 耐震クラスＢの機械設備 

(3) セル，アクティブギャラリー，洞道内に設置され，運転開始後の保全が困

難な機械設備 

クラス４ 

クラス１～３以外の下記のいずれかに該当する機械設備 

(1) 放射性物質を内包する機械設備 

(2) 給水施設の純水装置 

(3) 非放射性の化学薬品系統 

(4) その機械設備の故障・損傷等により，運転上重要な設備が停止する，ある

いは火災又は他の化学安全上の影響が発生するおそれがある機械設備 

クラス５ クラス１～４以外の機械設備 
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別表 1（２／３） 再処理施設における設備に係るグレード分け(安全機能を有する施設の

うち電気計装設備) 

品質重要度 定 義 

クラスＸ 
(1) 安全上重要な施設に属する電気計装設備 

(2) 耐震クラスＳの電気計装設備 

クラスＹ 

クラスＸ以外の下記のいずれかに該当する電気計装設備 

(1) 機器の故障が施設全体の運転に著しい影響を与える電気計装設備(一般ユ

ーティリティ設備に含まれるものを除く) 

a. 施設制御，運転監視及び中央監視機能に該当する計装設備 

(2) 再処理施設の特徴的電気計装設備 

a. 高レベル放射性液体廃棄物を取り扱う設備と取り合う電気計装設備 

b. セル，アクティブギャラリー，洞道内に設置され，運転開始後の保全

が困難な電気計装設備 

(3) 設工認に記載され，使用前事業者検査対象となる電気計装設備 

(4) 耐震クラスＢの電気計装設備 

(5) 「再処理事業所 再処理施設保安規定」および「再処理事業所 再処理施設

保安規定運用要領」(保安規定に定める操作上の制限等に直接関連する計

測制御設備)に記載の計測制御設備 

クラスＺ クラスＸ，Ｙ以外の電気計装設備 

 

別表 1（３／３） 再処理施設における設備に係るグレード分け(重大事故等対処設備) 

品質重要度 定 義 

クラスⅠ 

基準地震動による地震力に対し，重大事故等に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがない，又は十分に耐えることができるように設計する常設重

大事故等対処設備 

クラスⅡ 
安全機能を有する施設の耐震重要度分類の耐震クラスＢに適用される地震力に

対し，十分に耐えることができるように設計する常設重大事故等対処設備 

クラスⅢ 
地震を要因として発生する重大事故等の対処に必要な動的機能維持要求がある

可搬型重大事故等対処設備 

クラスⅣ 

(1) 安全機能を有する施設の耐震重要度分類の耐震クラスＣに適用される地震

力に対し，十分に耐えることができるように設計する常設重大事故等対処

設備 

(2) クラスⅢ以外の可搬型重大事故等対処設備 
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別表 2 再処理施設における設計の管理に係るグレード分け 

設計開発の

適用 
対 象 

適用 新増設，改造及び施設管理の設計及び工事1) 

適用外 元の状態への復元等を目的とした点検，工事等 

注記 1):該当する場合は，設備の品質重要度等によらず設計開発を一律適用とするが，一般産

業用工業品の購入等に該当する場合は，調達の管理により設計の管理を代替すること

ができる。また，設計開発に係る安全機能の重要度により，設計開発のレビュー区分

をグレード分けする。 

 

別表 3 再処理施設における調達の管理に係るグレード分け 

グレード 対 象 

Ⅰ 

(1) 再処理施設の事業変更許可申請，設工認申請に係る設計（解析業務等を含

む） 

(2) 再処理施設の事業変更許可申請，設工認申請に係る新増設工事，改造工事 

(3) 品質重要度クラス１，２，Ⅹの設備に係る運転 

Ⅱ 

グレードⅠ以外の次のいずれかに該当する調達 

(1) 品質重要度クラス１～４，Ⅹ，Ｙ，Ⅰ～Ⅲの設備に係る保全(工事含む)，

運搬，放射線管理 

(2) 再処理施設の安全機能又は重大事故等対処施設に係る建物・構築物の保全

（工事含む），運搬，放射線管理 

(3) 品質重要度クラス３，４，Ｙの設備に係る運転 

Ⅲ 
(1) グレードⅠ，Ⅱ以外の保安活動に関係する業務 

(2) 据付を伴わない購買 

Ⅳ グレードⅠ～Ⅲ以外の保安活動に関係しない業務 
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別表 4 調達要求事項へのグレード分けの適用程度 

グレード 1) 

調達要求事項 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

製品，手順，プロセス及び設備の承認に関する要求事項 2) 〇 〇 － － 

要員の力量に関する要求事項 〇 〇 〇 － 

品質マネジメントシステムに関する要求事項 〇 〇 〇 － 

不適合(偽造品，模造品等の報告を含む。)の報告及び処理に関する

要求事項 
〇 〇 ○ － 

健全な安全文化を育成し，維持するために必要な要求事項 〇 〇 － － 

一般産業用工業品を原子力施設に使用するにあたっての評価に関

する要求事項 
〇 〇 － － 

調達製品の検証に係る検査及び試験，又はその他の活動の要領，実

施時期，実施場所に関する要求事項 
〇 〇 〇 － 

偽造品，模造品等の防止対策に関する要求事項 〇 〇 〇 － 

調達後における調達製品の維持又は運用に必要な情報提供に関す

る要求事項 
〇 〇 〇 － 

工場検査等への原子力規制委員会職員の立入に関する要求事項 〇 〇 － － 

○：適用  －：適用外，ただし，請求箇所の判断で適用することができる。 

注記 1):別表 3のグレードを示す。 

注記 2):製品，手順，プロセス及び設備の承認に関する要求事項(以下の該当する項目を選定) 

(1) 供給者が行うべき業務範囲に関する事項 

(2) 調達製品に係る適用法令，規格の名称，番号，版及び必要に応じ該当条項 

(3) 調達製品の員数 

(4) 調達製品の技術的事項 

(5) 提出文書・記録(調達要求事項への適合状況を記録した文書を含む。)に関する事

項 

(6) 設計に関する事項 

(7) 監査に関する事項 

(8) 供給者の調達管理に関する事項 

(9) 供給先で調達製品の検証を実施する場合に係る事項 

(10)識別及びトレーサビリティに関する事項 

(11)過去の不適合事例の再発防止対策に関する事項 等 
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別表 5 供給者及び調達製品に対する管理へのグレード分けの適用程度 

グレード 1) 

管理項目 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

供給者の評価及び再評価 〇 〇 － － 

定期監査の実施 2)(原則，許認可申請等に係る解析業務，運転業務) 〇 △ － － 

品質マネジメントシステムの計画の提出(承認) 〇 〇 － － 

調達製品のトレーサビリティの確保(確認) 〇 〇 － － 

供給者の調達先の管理状況の確認 〇 〇 － － 

不適合の報告(確認) 〇 〇 ○ － 

特別監査(重度の不適合発生時等) 〇 〇 〇 － 

試験・検査の実施 〇 〇 〇 － 

○：適用  △：調達対象物に重要な不適合が確認された場合  

－：適用外，ただし，請求箇所の判断で適用することができる。 

注記 1):別表 3のグレードを示す。 

2):ISO9000シリーズ認証を取得している場合は定期監査を省略可とする。 
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別表6 設備の設計・調達の管理に係る各段階とその実施内容 

管理の段階 実施内容 
グレード1) 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

Ⅰ 業務計画 

保安規定品質マネジメントシステム計画「7.1 

個別業務に必要なプロセスの計画」に基づ

き，設計の基本となる実施方針を作成する。 

〇 － － － 

Ⅱ 
調達要求事項作

成のための設計 

保安規定品質マネジメントシステム計画

「7.3.1 設計開発計画」～「7.3.5 設計開発

の検証」に基づき，仕様書作成のための設計

を実施する。 

〇 － － － 

Ⅲ 調達 

保安規定品質マネジメントシステム計画「7.4 

調達」に基づき，設計・工事及び検査のため

の仕様書を作成する(購入のみの調達を含

む。)。 

〇 〇 〇 － 

Ⅳ 設備の設計 

保安規定品質マネジメントシステム計画

「7.3.5 設計開発の検証」に基づき，詳細設

計の確認を実施する。 

〇 － － － 

Ⅴ 

工事及び検査 

工事は，保安規定品質マネジメントシステム

計画「7.1 個別業務に必要なプロセスの計

画」及び「7.5 個別業務の実施」に基づき管

理する。 

また，検査は，保安規定品質マネジメントシ

ステム計画「7.1 個別業務に必要なプロセス

の計画」，「7.3.6 設計開発の妥当性確認」，

「7.5.1 個別業務の管理」及び「8.2.4 機器

等の検査等」に基づき管理する。 

〇 〇 － － 

可搬型重大事故

等対処設備等と

して，一般産業

用工業品を購入

する場合の機

能・性能確認 

可搬型重大事故等対処設備等として，一般産

業用工業品を購入する場合においても，機

能・性能を確認するための検査・試験を実施

する。 

－ － 〇 － 

○：該当あり －：該当なし，ただし，主管箇所の判断で準拠することができる。 

 

注記 1):別表 3のグレードを示す。 
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管理の

段階 

設計，工事及び検査の業務フロー1) 

組織内外の 
相互関係 

◎：主管箇所 
〇：関連箇所 

実施内容 
添付本文 

(記載項目) 
証拠書類 

当社 供給者 当社 供給者 

Ⅰ 

業
務
計
画 

  
◎ － 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の実施内容，検討内容を明確にした「実施方針」を作成

する。 
－ ・実施方針 

Ⅱ 

調
達
要
求
事
項
作
成
の
た
め
の
設
計 

  

◎ － 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発プロセスの全体像，責任と権限及びインターフェイスを

含めた，「設計開発計画」を作成する。 

 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発に用いる情報として要求事項を明確にした「設計開発に

用いる情報に係る記録」を作成させ，その適切性をレビューし承認する。 

 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の結果に係る情報として設計開発に用いる情報と対比し

た検証ができるよう，「設計開発の結果に係る情報（自社詳細設計）に係る記録」を作成させ，設計開発

に用いる情報として与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために検証を実施する。2) 

 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の結果に係る情報として設計開発に用いる情報と対比し

た検証ができるよう，「設計開発の結果に係る情報（仕様書）に係る記録」を作成させ，設計開発に用い

る情報として与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために検証を実施する。 

 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の適切な段階において，設計開発レビューを実施する。 

3.6 設工認における

調達管理の方法 

・設計開発計画 

・設計開発に用いる

情報に係る記録 

・設計開発の結果に

係る情報に係る記

録 

・設計開発の検証の

記録 

・設計開発レビュー

の記録 

Ⅲ 
調
達 

  

◎ 〇 

設計又は工事を主管する箇所の長は，「仕様書」を添付とした「稟議書」を上申し，承認された「仕様

書」にて契約を主管する箇所の長に契約の手続きを依頼する。 

 

契約を主管する箇所の長は，登録された供給者(取引先)の中から，調達製品を供給する能力がある供給

者を選定する。 

3.6.1 供給者の技術

的評価 

3.6.2 供給者の選定 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・稟議書 

・仕様書 

Ⅳ 

設
備
の
設
計 

  

◎ 〇 

設計又は工事を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメントシステムを審査するために「品質マネ

ジメントシステムの計画」を徴収する。 

 

設計又は工事を主管する箇所の長は，供給者の詳細設計結果を「設計図書」として提出させ，該当する

「設計図書」について，設計開発に用いる情報として与えられている要求事項を満たしていることを確

実にするために検証を実施する。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・品質マネジメント

システムの計画 

・設計図書 

・設計開発の検証の

記録 

  

Ⅴ 

工
事
及
び
検
査 

  

◎ 〇 

工事を主管する箇所の長は，調達要求事項を満たしていることを確実にするために，供給者から必要な

「設計図書」を提出させ，審査・承認する。 

 

検査を担当する箇所の長は，「検査要領書」を作成させ，審査・承認し，それに基づき社内検査(供給者

の検査・試験の結果に対する立会い又は記録による確認を含む。)を実施し，「検査に関する記録」を作

成する。 

 

工事を主管する箇所の長は，工事及び検査の結果を「設計図書」として提出させる。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・設計図書 

・検査要領書 

・検査に関する記録 

  

  

 

注記 1):設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，設計開発の結果に係る情報に対して変更を実施する場合，当該変更に係る記録を作成する。また，設計開発の変更を行うに当たり，あらかじめ，レビュー，検証及び妥当性確認を行い，変更を承認する。 

2):詳細設計を自社で実施する場合の業務を示す。詳細設計を供給者に委託する場合は，当該業務を経由せず，次のステップに進む。 

3):設計開発レビューは，「設計開発計画」に従って，設計開発の適切な段階にて実施する。 

 

別図1（１／２） 業務フロー(設備に対して設計開発を適用する場合)

実施方針の作成 

設計開発計画 

設計開発に用いる情報 

レビュー 

 

設計開発の検証(自社詳細設計) 

詳細設計図書 

設計開発レビュー3) 

製作 

設計開発の検証 

設計開発の妥当性確認 

図書の審査 現地作業関連図書 

仕様書の作成 

現地据付工事 設計開発の妥当性確認 

設計開発の結果に係る情報(仕様書) 

設計開発の検証(仕様書) 

供給者の設計 

(供給者工場での検査・試験) 

(現地での検査・試験) 
竣工 

2)
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管理の

段階 

設計，工事及び検査の業務フロー 

組織内外の 
相互関係 

◎：主管箇所 
〇：関連箇所 

実施内容 
添付本文 

(記載項目) 
証拠書類 

当社 供給者 当社 供給者 

Ⅰ 

業
務
計
画 

  
◎ － 工事を主管する箇所の長は，調達の実施内容，検討内容を明確にした「稟議書」を作成する。 

3.6 設工認における

調達管理の方法 
・稟議書 

Ⅱ 

調
達
要
求
事
項
作
成
の
た
め
の
設
計 

  

－ － － － 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 
調
達 

  

◎ 〇 

工事を主管する箇所の長は，「仕様書」を添付とした「稟議書」を上申し，承認された「仕様書」にて契

約を主管する箇所の長に契約の手続きを依頼する。 

 

契約を主管する箇所の長は，登録された供給者(取引先)の中から，調達製品を供給する能力がある供給

者を選定する。 

3.6.1 供給者の技術

的評価 

3.6.2 供給者の選定 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・稟議書 

・仕様書 

Ⅳ 

設
備
の
設
計 

  

－ － － － － 

Ⅴ 

工
事
及
び
検
査 

  

◎ 〇 

工事を主管する箇所の長は，調達要求事項を満たしていることを確実にするために，供給者から必要な

「設計図書」を提出させて確認する。 

 

検査を担当する箇所の長は，「検査要領書」を作成させ，審査・承認し，それに基づき社内検査を実施

し，「検査に関する記録」を作成する。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・設計図書 

・検査要領書 

・検査に関する記録 

 

 

 

 

 

別図1（２／２） 業務フロー(設備に対して設計開発を適用しない場合) 

出荷 

仕様書の作成 

調達物品等の検証 
(社内検査) 

稟議書の作成 
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添付－２ 

 

技術基準規則ごとの基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方 

 

1. 事業変更許可申請書との整合性を確保する観点から，事業変更許可申請書本文に記載

している適合性確認対象設備に関する事業指定基準規則に適合させるための「設備の設

計方針」，及び設備と一体となって適合性を担保するための「運用」を基にした詳細設

計が必要な設計要求事項を記載する。 

 

2. 技術基準規則の本文及び解釈への適合性を確保する観点で，事業変更許可申請書本文

以外で詳細設計が必要な設計要求事項がある場合は，その理由を様式－６「各条文の設

計の考え方(例)」に明確にした上で記載する。 

 

3. 自主的に設置したものは，原則として記載しない。 

 

4. 基本設計方針は，必要に応じて並び替えることにより，技術基準規則の記載順となる

ように構成し，箇条書きにする等表現を工夫する。 

 

5. 基本設計方針の作成に当たっては，必要に応じ，以下に示す考え方で作成する。 

 

(1) 事業変更許可申請書本文の記載事項のうち，「性能」を記載している設計方針は，

技術基準規則への適合性を確保する上で，その「性能」を持たせるために特定できる

手段がわかるように記載する。 

また，技術基準規則への適合性を確保する観点で，事業変更許可申請書本文に対応

した事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。 

なお，手段となる「仕様」が仕様表で明確な場合は記載しない。 

 

(2) 事業変更許可申請書本文の記載事項のうち「運用」は，「基本設計方針」として，

運用の継続的改善を阻害しない範囲で必ず遵守しなければならない条件が分かる程度

の記載を行うとともに，運用を定める箇所(品質マネジメント文書で定める場合は

「保安規定」を記載する。)の呼込みを記載し，必要に応じ，当該施設に関連する添

付書類の中でその運用の詳細を記載する。 

また，技術基準規則の本文及び解釈への適合性を確保する観点で，事業変更許可申

請書本文に対応した事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。 

 

(3) 事業変更許可申請書本文で評価を伴う記載がある場合は，設工認申請書の添付書類
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として担保する条件を以下の方法を使い分けることにより記載する。 

 

a. 評価結果が示されている場合，その評価結果及び評価結果を受けて必要となった

措置を設工認申請の対象とする。 

b. 今後評価することが示されている場合，評価する段階(設計又は工事)を明確にし，

評価の方法及び条件，並びにその評価結果に応じて取る措置の両方を設計対象とす

る。 

 

(4) 各条文のうち，要求事項が該当しない条文については，該当しない旨の理由を記載

する。 

 

(5) 条項号のうち，適用する設備がない要求事項は，「適合するものであることを確認

する」という設工認申請の審査の観点を踏まえ，当該要求事項の対象となる設備を設

置しない旨を記載する。 

 

(6) 技術基準規則の解釈等に示された指針，原子力規制委員会文書，(旧)原子力安全・

保安院文書，他省令等の呼込みがある場合は，以下の要領で記載を行う。 

 

a. 設置時に適用される要求等，特定の版の使用が求められている場合は，引用する

文書名及び版を識別するための情報(施行日等)を記載する。 

 

b. 条文等で特定の版が示されているが，施設管理等の運用管理の中で評価する時点

でエンドースされた最新の版による評価を継続して行う必要がある場合は，保安規

定等の運用の担保先を示すとともに，当該文書名及び必要に応じそのコード番号を

記載する。 

 

c. 解釈等に示された条文番号は，当該文書改正時に変更される可能性があることを

考慮し，条文番号は記載せず，条文が特定できる表題で記載する。 

 

d. 条件付の民間規格又は事業変更許可申請書の評価結果等を引用する場合は，可能

な限りその条件等を文章として反映する。 

また，事業変更許可申請書の添付書類を呼び込む場合は，対応する本文のタイト

ルを呼び込む。 
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添付－３ 

 

設工認における解析管理について 

 

設工認に必要な解析のうち，調達(「3.6  設工認における調達管理の方法」参照)を通じ

て実施した解析は，「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドラ

イン(一般社団法人日本原子力技術協会，令和３年６月発行)」に示される要求事項を基に，

当社の要求事項を加えて策定した「再処理事業部 調達管理要領」のうち別添の仕様書によ

り，供給者への解析業務に係る要求事項を明確にしている。 

これに基づき，解析業務を主管する箇所の長は，調達要求事項に解析業務を含む場合，以

下のとおり特別な調達管理を実施する。 

なお，事業者と供給者の解析業務の流れを別図 1に示すとともに，設工認に係る解析業務

の調達の流れを別図 2に示す。 

 

1. 仕様書の作成 

解析業務を主管する箇所の長は，解析業務における必要な品質マネジメントシステム

に係る活動として，通常の調達要求事項に加え，解析業務に係る要求事項を「再処理事業

部 調達管理要領」のうち別添の仕様書で追加要求する。 

 

2. 解析業務の計画 

解析業務を主管する箇所の長は，供給者から解析業務を実施する前に下記事項の計画

(実施段階，目的，内容，実施体制等)を明確にした業務計画書等(品質マネジメントシス

テムの計画，業務要領書，手順書を含む。)を提出させ，仕様書の要求事項を満たしてい

ることを確実にするため検証する。 

・解析業務の作業手順(デザインレビュー，審査方法，時期等を含む。) 

・解析結果の検証 

・業務報告書の確認 

・解析業務の変更管理 

また，解析業務を主管する箇所の長は，供給者の解析業務に変更が生じた場合，及び契

約締結後に当社の特別の理由により契約内容等に変更の必要が生じた場合は，「3.6  設

工認における調達管理の方法」に基づき必要な手続きを実施する。 

 

3. 解析業務の実施 

解析業務を主管する箇所の長は，供給者から業務報告書が提出されるまでに解析業務

が確実に実施されていることを確認する。 

当社の供給者に対する解析業務の確認は，設計開発の検証として，確認者を指名し実施
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する。 

具体的な確認の視点を別表 1に示す。 

 

4. 業務報告書の確認 

解析業務を主管する箇所の長は，供給者から提出された業務報告書が要求事項に適合

していること，また供給者が実施した検証済みの解析結果が適切に反映されていること

を確認する。 
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 当社 

供給者(解析者) 
解析業務を主管する箇所の長 

監査を主管する

箇所の長 

解
析
業
務
の
調
達 

   

解
析
業
務
の
計
画 

   

解
析
業
務
の
実
施 

   

解
析
業
務
の
確
認 

   

監
査 

   

※：解析業務に変更が生じる場合は，各段階においてその変更を反映させる。 

 

別図 1 解析業務の流れ 

仕様書作成 

業務計画書等の審査 

解析業務発注 解析業務受注 

解析業務の計画 

解析の実施 

業務報告書の作成 

解析結果の検証 

（入力結果の確認含む） 

計算機プログラムの検証 

記録の保管管理 

設計開発の検証として，供給者に対する解

析業務の実施状況の確認を行う。 

 

(1)計算機プログラムの検証 

(2)解析結果の検証（入力結果の確認含む） 

(3)解析業務の変更管理 

業務報告書の受領 

解析業務における品質マネジメント 

システムに係る活動の実施 品質監査 

※ 

※ 

設計図書として提出 

承認 

※ 

※ 

業務報告書の確認 

業務報告書の提出 

※ 

※ 

※ 

確認 

提出 

業務報告書の承認 

許認可申請等 

業務報告書の承認日までに 

設計開発の検証を実施する。 
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管理の段階 
設計，工事及び検査の業務フロー 

組織内外の 
相互関係 

◎：主管箇所 
〇：関連箇所 

実施内容 
添付本文 

(記載項目) 
証拠書類 

当社 供給者 当社 供給者 

仕様書の 
作成 

  

◎ － 解析業務を主管する箇所の長は，「仕様書」を作成し，解析業務に係る要求事項を明確にする。 

3.6.1 供給者の技術

的評価 

3.6.2 供給者の選定 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・仕様書 

解析業務の
計画 

  

◎ 〇 

解析業務を主管する箇所の長は，供給者から提出された「業務計画書等」で，計画(解析業務の作

業手順／解析業務の実施体制／解析結果の検証／業務報告書の確認／解析業務の変更管理／記録の

保管管理)が明確にされていることを確認する。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・業務計画書等(品質

マネジメントシス

テムの計画，業務要

領書，手順書を含

む。)(供給者提出) 

解析業務の
実施 

  

◎ 〇 
解析業務を主管する箇所の長は，設計開発の検証として，解析の実施状況(計算機プログラムの検

証／解析結果の検証(入力結果の確認含む)／解析業務の変更管理)について確認する。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・設計開発の検証の

記録 

業務報告書 
の確認 

  

◎ 〇 
解析業務を主管する箇所の長は，供給者から提出された「業務報告書」で，供給者が解析業務の計

画に基づき適切に解析業務を実施したことを確認する。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・業務報告書(供給者

提出) 

 

 

 

 

別図2 設工認に係る解析業務の設計・調達の流れ(解析) 

解析業務の実施 

業務報告書の作成，確認 

解析業務の実施状況の確認 

業務報告書の承認 

仕様書の作成 

業務計画書等の作成，確認 業務計画書等の審査，承認 
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別表1 解析業務を実施する供給者に対する確認の視点 

No. 検証項目 当社の供給者に対する確認の視点 

1 計算機プログラムの検証 

・安全上重要な施設等(その他必要な波及的影響を含む)に関わる解析

について計算機プログラムを用いる場合は，簡易法等による検証が

行われていること。また，当該設計に直接関与しない部署による確認

が行われていること。 

2 
解析結果の検証 

(入力結果の確認含む) 

・解析に使用した計算式が妥当であること。 

・解析に使用した解析モデルが妥当であること。 

・解析に使用した入出力データが妥当であること(以下の項目について

確認)。 

(1)入力データに用いた構造図等の設計図書が最新である。 

(2)入力データが当該計算機プログラムのマニュアルと整合がとれ

ている。 

(3)「入力条件」と「入力データを含む出力データシート」による一

貫した確認を実施している。 

・新技術・新知見を採用し解析した場合において，代替計算，モックア

ップ等の実証試験の結果が，設計要求事項の内容から逸脱していな

いこと。 

・計算式，計算機プログラムにおいて式の転用，外挿を行った場合にお

いて，代替計算，モックアップ等の実証試験の結果が，設計要求事項

の内容から逸脱していないこと。 

・計算過程または計算結果において単位換算を実施している場合には，

SI単位への換算方法および換算結果が正しいこと。 

・他の関連解析と，計算式，計算機プログラム，解析モデル，入力条件

が共通している場合，それが妥当であること。 

・解析結果の傾向を分析し，解析結果が妥当である（再解析を実施する

必要がない）と判断できること。 

3 解析業務の変更管理 

・計算機プログラムを変更して使用する場合は，計算機プログラム及

びそのマニュアルの変更管理を行い，変更後の計算機プログラムの

検証を実施していること。 

・特定の機器の設計に使用される文献式を適用して作成された計算機

プログラムを変更する際には，文献における式の意味を確認の上，変

更を行っていること。 

・計算機プログラムを変更した場合は，変更内容を周知・教育している

こと。 
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添付－４ 

 

当社再処理施設における設計管理・調達管理について 

 

1. 供給者の技術的評価 

契約を主管する箇所の長は，供給者(以下「取引先」という。)が要求事項に従って調達

製品等を供給する能力を判断の根拠として，別表 1に示す A区分取引先については，取引

先の審査，登録及び登録更新を「取引先評価・選定要領」に基づき実施する。 

なお，設工認に係る調達については，全て A区分取引先であるため，取引先の審査を実

施し，取引先の調達製品を供給する能力に問題はないことを確認しており，必要に応じて

監査を実施している。 

 

1.1 取引先の審査 

契約を主管する箇所の長は，取引希望先に対して，契約前に経営状況，品質保証能力，

契約履行能力について評価し，登録の適否判定を行うものとする。 

なお，契約を主管する箇所の長が必要と判断した場合，関係箇所に技術審査を依頼し，

その審査結果を判定に用いることができる。 

 

1.2 取引先の登録 

契約を主管する箇所の長は，判定の結果，基準を満たす場合は，取引先として登録す

る。 

 

1.3 取引先の登録更新 

契約を主管する箇所の長は，登録取引先について，引き続き取引予定のある場合には，

経営状況，品質保証能力，契約履行能力について更新審査を行い，原則として登録の有

効期間内に登録更新を行う。登録の有効期間は，前回登録更新日が属する年度から３年

度後の年度末までとする。 

 

2. 仕様書作成のための設計について 

設計，工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，｢再処理事業部 設計

管理要領」に基づき，添付－１「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」の「別

表 2」に示す対象に対して，保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3 設計開発」を

適用する場合，設計・調達の管理の各段階(添付－１「当社再処理施設におけるグレード

分けの考え方」の「別表 6」に示す管理の段階Ⅱ，Ⅳ及びⅤ)において，必要な管理を実施

する。 

なお，仕様書作成のための設計の流れを別図 1に示すとともに，仕様書作成のための設
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計に関する活動内容を以下に示す。 

 

2.1 設計開発の管理 

2.1.1 設計開発計画 

(1) 設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発計画を策定するとともに，設計開 

発を管理する。 

 

(2) 設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発計画の策定において，次に掲げる 

事項を明確にする。 

a. 設計開発の性質，期間及び複雑さの程度 

b. 設計開発の各段階における適切なレビュー，検証及び妥当性確認の方法並び

に管理体制 

c. 設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限 

d. 設計開発に必要な組織の内部及び外部の資源 

 

(3) 設計又は工事を主管する箇所の長は，実効性のある情報の伝達並びに責任及び

権限の明確な割当てがなされるようにするために，設計開発に関与する各者間の

連絡を管理する。 

 

(4) 設計又は工事を主管する箇所の長は，(1)により策定した設計開発計画を，設計

開発の進行に応じて適切に変更する。 

 

2.1.2 設計開発に用いる情報 

(1) 設計又は工事を主管する箇所の長は，個別業務等要求事項として設計開発に用

いる情報であって次に掲げるものを明確に定めるとともに，当該情報に係る記録

を作成し，これを管理する。 

a. 機能及び性能に係る要求事項 

b. 従前の類似した設計開発から得られた情報であって，当該設計開発に用いる

情報として適用可能なもの 

c. 関係法令 

d. その他設計開発に必要な要求事項 

 

(2) 設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発に用いる情報について，その妥当      

性をレビューし，承認する。 

 

2.1.3 設計開発の結果に係る情報 
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(1) 設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の結果に係る情報を，設計開発に 

用いた情報と対比して検証することができる形式により管理する。 

 

(2) 設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の次の段階のプロセスに進むに

当たり，あらかじめ，当該設計開発の結果に係る情報を承認する。 

 

(3) 設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の結果に係る情報を，次に掲げる 

事項に適合するものとする。 

a. 設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。 

b. 調達，機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供するもので

あること。 

c. 合否判定基準を含むものであること。 

d. 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であ

ること。 

なお，設計開発の結果に係る情報の一つである仕様書は，調達管理に用いられる 

ことから，「調達管理要則」の要求事項も満たすように作成する。 

 

2.1.4 設計開発レビュー 

(1) 設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の適切な段階において，設計開発 

計画に従って，次に掲げる事項を目的とした設計開発レビューを実施する。 

a. 設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。 

b. 設計開発に問題がある場合においては，当該問題の内容を明確にし，必要な措 

置を提案すること。 

 

(2) 設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発レビューに，当該設計開発レビュ 

ーの対象となっている設計開発段階に関連する部門の代表者及び当該設計開発に

係る専門家を参加させる。 

 

(3) 設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発レビューの結果の記録及び当該 

設計開発レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し，これを管理す

る。 

 

2.1.5 設計開発の検証 

(1) 設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の結果が個別業務等要求事項に

適合している状態を確保するために，設計開発計画に従って検証を実施する。 
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(2) 設計又は工事を主管する箇所の長は，(1)の検証の結果の記録及び当該検証の結 

果に基づき講じた措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

 

(3) 設計又は工事を主管する箇所の長は，当該設計開発を行った要員に当該設計開

発の検証をさせない。 

 

2.1.6 設計開発の妥当性確認 

(1) 工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，設計開発の結果の個

別業務等要求事項への適合性を確認するために，設計開発計画に従って，当該設計

開発の妥当性確認を実施する。 

 

(2) 工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，機器等の使用または

個別業務の実施に当たり，あらかじめ，設計開発の妥当性確認を完了する。 

 

(3) 工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，設計開発の妥当性確

認の結果の記録及び当該の設計開発の妥当性確認の結果に基づき講じた措置に係

る記録を作成し，これを管理する。 

 

2.2 設計開発の変更の管理 

(1) 設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，設計開発の変更

を行った場合においては，当該変更の内容を識別することができるようにするととも

に，当該変更に係る記録を作成し，これを管理する。 

 

(2) 設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，設計開発の変更

を行うに当たり，あらかじめ，レビュー，検証及び妥当性確認を行い，変更を承認する。 

 

(3) 設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，(2)のレビューに

おいて，設計開発の変更が施設に及ぼす影響の評価を行う。 

 

(4) 設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，(2)のレビュー，

検証及び妥当性確認の結果の記録及びその結果に基づき講じた措置に係る記録を作成

し，これを管理する。 
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別表1 取引先の管理区分 

管理区分 対 象 

A区分取引先 グレード1)Ⅰ，Ⅱ，Ⅲに該当する調達物品等を供給する取引先 

B区分取引先 

グレード1)Ⅳに該当する調達物品等を含む，「取引先評価・選定要領」の適

用が除外される調達物品等を供給する供給者及びグレード1)Ⅰ～Ⅳの供給

者の代理店等 

注記 1):添付－１「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」の「別表 3」のグレード

を示す。 
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当社 供給者 

設
計
開
発
の
管
理 

  

設
計
開
発
の
変
更
管
理 

  

注記 1):設計開発レビューは，「設計開発計画」に従って，設計開発の適切な段階にて実施する。 

別図 1 設計開発の業務の流れ 

設計開発計画 

レビュー 

設計開発 
レビュー1) 

設計図書の審査 

設計開発の変更 

検査要領書の制定 
検査・試験の実施 

検査・試験の結果の確認 

検証(仕様書) 

詳細設計 

「設計開発に用いる情報」 

の作成 

「設計開発の結果に係る情報」 

(仕様書)の作成 

現地据付工事 

製作 
設計図書の審査 

設計開発の変更 

 「設計開発に用いる情報」 

の変更が必要か？ 

 

 「設計開発の結果に係る 

情報」(仕様書)の変更が  

必要か？ 

YES 

YES 

NO 

NO 

① 

② 
③ 

① 

② 

③ 

設計開発に 

用いる情報 

設計開発の結果に

係る情報 

設計開発の 

検証 

設計開発の 

妥当性確認 
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本設工認に係る設計の実績，工事及

び検査の計画
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1. 概要 

本資料は，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に基づく設計に係るプ

ロセスの実績，工事及び検査に係るプロセスの計画について説明するものである。 

 

2. 基本方針 

再処理事業所再処理施設における設計に係るプロセスとその実績について，「設計及

び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」に示した設計の段階ごとに，

組織内外の関係，進捗実績及び具体的な活動実績について説明する。 

工事及び検査に関する計画として，組織内外の関係，進捗実績及び具体的な活動計画

について説明する。 

適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレードと実績について説明する。 

 

3. 設計及び工事に係るプロセスとその実績又は計画 

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」に基づき実施した，

再処理事業所再処理施設における設計の実績，工事及び検査の計画について，「設計及

び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」の様式－1により示す。 

また，適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレードと実績について，「設計

及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」の様式－9により示す。 
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様式－1 

 

本設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画（1/3） 

 

当社 供給者

3.3.1 ◎ －
事業変更許可申請書，技術基準規則，技術基準規則の解釈，
事業指定基準規則，再処理施設安全審査指針

－
業務実施文書「再処理施設および廃棄物管理施設の適合性確
認について」

3.3.2 ◎ －
事業変更許可申請書，技術基準規則，技術基準規則の解釈，
事業指定基準規則，設計資料

様式－２ 設計のレビューの記録（設計段階）

技術基準規則，設計資料 様式－３，４ 設計のレビューの記録（設計段階）

様式－２，４，事業変更許可申請書，技術基準規則，設計資
料

様式－５ 設計のレビューの記録（設計段階）

事業変更許可申請書，技術基準規則，設計資料 様式－６，７ 設計のレビューの記録（設計段階）

◎ － 様式－５，様式－７（基本設計方針），設計資料 様式－８ 設計のレビューの記録（設計段階）

核燃料物質の臨界防止に関する設計 ◎ ○
事業変更許可申請書，設計図書，関係法令，準拠規格，設計
資料

設計資料（仕様表，核燃料物質の臨界防止に関する説明書，
構内配置図，平面図及び断面図，系統図，配置図，構造図）

設計のレビューの記録（設計段階）

放射線による被ばくの防止に関する設計 ◎ ○
事業変更許可申請書，設計図書，関係法令，準拠規格，設計
資料

設計資料（仕様表，放射線による被ばくの防止に関する説明
書，構内配置図，平面図及び断面図，配置図，構造図）

設計のレビューの記録（設計段階）

火災及び爆発の防止に関する設計 ◎ ○
事業変更許可申請書，設計図書，関係法令，準拠規格，設計
資料

設計資料（仕様表，火災及び爆発の防止に関する説明書，構
内配置図，平面図及び断面図，系統図，配置図，構造図）

設計のレビューの記録（設計段階）

耐震性に関する設計 ◎ ○
事業変更許可申請書，設計図書，既設工認，準拠規格，設計
資料

設計資料（仕様表，耐震性に関する説明書，構内配置図，平
面図及び断面図，系統図，配置図，構造図）

設計のレビューの記録（設計段階）

強度及び耐食性に関する設計 ◎ ○
事業変更許可申請書，設計図書，既設工認，準拠規格，設計
資料

設計資料（仕様表，強度及び耐食性に関する説明書，系統
図，構造図）

設計のレビューの記録（設計段階）

自然現象等による損傷の防止に関する設計 ◎ ○ 事業変更許可申請書，設計図書，準拠規格，設計資料
設計資料（仕様表，自然現象等による損傷の防止に関する説
明書，構内配置図，平面図及び断面図，系統図，配置図，構
造図）

設計のレビューの記録（設計段階）

閉じ込めの機能に関する設計 ◎ ○
事業変更許可申請書，設計図書，既設工認，準拠規格，設計
資料

設計資料（仕様表，閉じ込めの機能に関する説明書，構内配
置図，平面図及び断面図，系統図，配置図，構造図）

設計のレビューの記録（設計段階）

設備別記載事項の設定根拠に関する設計 ◎ ○ 事業変更許可申請書，設計図書，準拠規格，設計資料 設計資料（設備別記載事項の設定根拠に関する説明書） 設計のレビューの記録（設計段階）

安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使
用される条件の下における健全性に関する設計

◎ ○ 事業変更許可申請書，設計図書，準拠規格，設計資料

設計資料（仕様表，安全機能を有する施設及び重大事故等対
処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明
書，構内配置図，平面図及び断面図，系統図，配置図，構造
図）

設計のレビューの記録（設計段階）

再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する設
計

◎ － 事業変更許可申請書，設計図書，準拠規格，設計資料
設計資料（再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する
説明書）

設計のレビューの記録（設計段階）

添付書類Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書

添付書類Ⅳ　耐震性に関する説明書

添付書類Ⅵ　その他の説明書

添付書類Ⅵ-1　説明書

添付書類Ⅵ-1-1　各施設に共通の説明書

添付書類Ⅵ-1-1-1　自然現象等による損傷の防止に関する説明書

添付書類Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書

添付書類Ⅵ-1-1-5　再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書

添付書類Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書

添付書類Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書

各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定

他の記録類各段階

プロセス（設計対象）

実績：3.3.1～3.3.3(5)
計画：3.4.1～3.7.2

組織内外の相互関係
◎：主担当　〇：関連 インプット アウトプット

適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化

設
計

－

適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するため
の設計（設計２）

添付書類Ⅵ-1-1-2　閉じ込めの機能に関する説明書

添付書類Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書

◎

添付書類Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

3.3.3
(1)

基本設計方針の作成（設計１）

3.3.3
(2)
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様式－1 

本設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画（2/3） 

 

 

当社 供給者

再処理施設内における溢水による損傷の防止に関す
る設計

◎ ○ 事業変更許可申請書，設計図書，準拠規格，設計資料
設計資料（仕様表，再処理施設内における溢水による損傷の
防止に関する説明書，構内配置図，平面図及び断面図，系統
図，配置図，構造図）

設計のレビューの記録（設計段階）

再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷
の防止に関する設計

◎ ○ 事業変更許可申請書，設計図書，準拠規格，設計資料
設計資料（仕様表，再処理施設内における化学薬品の漏えい
による損傷の防止に関する説明書，構内配置図，平面図及び
断面図，系統図，配置図，構造図）

設計のレビューの記録（設計段階）

通信連絡設備に関する設計 ◎ ○ 事業変更許可申請書，設計図書，準拠規格，設計資料 設計資料（通信連絡設備に関する説明書） 設計のレビューの記録（設計段階）

安全避難通路等に関する設計 ◎ ○ 事業変更許可申請書，設計図書，準拠規格，設計資料
設計資料（安全避難通路等に関する説明書，平面図及び断面
図，系統図，配置図）

設計のレビューの記録（設計段階）

搬送設備に関する設計 ◎ ○
事業変更許可申請書，設計図書，既設工認，準拠規格，設計
資料

設計資料（仕様表，搬送設備に関する説明書，系統図，構造
図）

設計のレビューの記録（設計段階）

製品貯蔵施設施設に関する設計 ◎ ○ 事業変更許可申請書，設計図書，準拠規格，設計資料
設計資料（仕様表，製品貯蔵施設に関する説明書，系統図，
配置図，構造図）

設計のレビューの記録（設計段階）

計測制御系統施設に関する設計 ◎ ○ 事業変更許可申請書，設計図書，準拠規格，設計資料
設計資料（仕様表，計測制御系統施設に関する説明書，構内
配置図，系統図，配置図，構造図）

設計のレビューの記録（設計段階）

制御室及び緊急時対策所の機能に関する設計 ◎ ○ 事業変更許可申請書，設計図書，準拠規格，設計資料
設計資料（仕様表，制御室及び緊急時対策所の機能に関する
説明書，構内配置図，系統図，配置図，構造図）

設計のレビューの記録（設計段階）

放射性廃棄物の廃棄施設に関する設計 ◎ ○ 事業変更許可申請書，設計図書，準拠規格，設計資料
設計資料（仕様表，放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明
書，構内配置図，系統図，配置図，構造図）

設計のレビューの記録（設計段階）

放射線管理施設に関する設計 ◎ ○ 事業変更許可申請書，設計図書，準拠規格，設計資料
設計資料（仕様表，放射線管理施設に関する説明書，構内配
置図，系統図，配置図，構造図）

設計のレビューの記録（設計段階）

電気設備に関する設計 ◎ ○ 事業変更許可申請書，設計図書，準拠規格，設計資料
設計資料（仕様表，電気設備に関する説明書，構内配置図，
系統図，配置図，構造図）

設計のレビューの記録（設計段階）

工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための
設備に関する設計

◎ ○ 事業変更許可申請書，設計図書，準拠規格，設計資料
設計資料（仕様表，工場等外への放射性物質等の放出を抑制
するための設備に関する説明書，構内配置図，平面図及び断
面図，系統図，配置図，構造図）

設計のレビューの記録（設計段階）

重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関
する設計

◎ ○ 事業変更許可申請書，設計図書，準拠規格，設計資料
設計資料（仕様表，重大事故等への対処に必要となる水の供
給設備に関する説明書，構内配置図，平面図及び断面図，系
統図，配置図，構造図）

設計のレビューの記録（設計段階）

添付書類Ⅵ-1-1-8　通信連絡設備に関する説明書

添付書類Ⅵ-1-1-9　安全避難通路等に関する説明書

添付書類Ⅵ-1-5　制御室及び緊急時対策所の機能に関する説明書

添付書類Ⅵ-1-4　計測制御系統施設に関する説明書

添付書類Ⅵ-1-7　放射線管理施設に関する説明書

添付書類Ⅵ-1-8　その他再処理施設に関する説明書

添付書類Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書

添付書類Ⅵ-1-8-3　重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書

添付書類Ⅵ-1-6　放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書

添付書類Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書

添付書類Ⅵ-1-3　製品貯蔵施設に関する説明書

添付書類Ⅵ-1-1-7　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書

添付書類Ⅵ-1-8-2　工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備に関する説明書

他の記録類

設
計

3.3.3
(2)

各段階

プロセス（設計対象）

実績：3.3.1～3.3.3(5)
計画：3.4.1～3.7.2

組織内外の相互関係
◎：主担当　〇：関連 インプット アウトプット

添付書類Ⅵ-1-1-6　再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書
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様式－1 

本設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画（3/3） 

 

 

当社 供給者

3.3.3
(3)

◎ － 様式－２～８ 設計の検証の記録

3.3.3
(4)

◎ － 設計－１，２ 設工認申請書案 設工認図書原案チェックシート

3.3.3
(5)

◎ － 設工認申請書案 設工認申請書 再処理安全委員会議事録

3.4.1 ◎ 〇 設計資料 様式－８，仕様書 設計のレビューの記録（工事段階）

3.4.2 ◎ 〇 仕様書 工事記録

3.5.2 ◎ 〇 様式－８（「設備の具体的設計結果」欄）
様式－８（「確認方法」欄），使用前事業者検査工程表（計
画）

3.5.3 ◎ 〇 使用前事業者検査工程表（計画） 使用前事業者検査工程表（実績）

3.5.4 － － － －

様式－８ 検査要領書

検査要領書 検査記録

3.7.2 ◎ 〇 － 検査記録

設工認申請（届出）書の承認

◎ 〇

設計のアウトプットに対する検証

設工認申請（届出）書の作成

工
事
及
び
検
査

設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計３）

具体的な設備の設計に基づく工事の実施

使用前事業者検査の計画

検査計画の管理

容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理

3.5.5 使用前事業者検査の実施

識別管理及びトレーサビリティ

設
計

各段階

プロセス（設計対象）

実績：3.3.1～3.3.3(5)
計画：3.4.1～3.7.2

組織内外の相互関係
◎：主担当　〇：関連 インプット アウトプット 他の記録類
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（1/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施
設

使用済燃料の貯蔵
施設

使用済燃料貯蔵設
備

燃料送出し設備 ― ラック/ピット/棚 BWR燃料用バスケット ○ ○

使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施
設

使用済燃料の貯蔵
施設

使用済燃料貯蔵設
備

燃料送出し設備 ― ラック/ピット/棚 PWR燃料用バスケット ○ ○

使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施
設

使用済燃料の貯蔵
施設

使用済燃料貯蔵設
備

燃料送出し設備 ― 搬送設備 バスケット取扱装置 ○ ○

使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施
設

使用済燃料の貯蔵
施設

使用済燃料貯蔵設
備

燃料送出し設備 ― 搬送設備 バスケット搬送機 ○ ○

再処理設備本体 せん断処理施設 前処理建屋 ― ― 建物・構築物 前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等） ○
再処理設備本体 せん断処理施設 前処理建屋 ― ― 建物・構築物 前処理建屋 ○ ○

再処理設備本体 せん断処理施設

前処理建屋/分離建
屋/精製建屋/高レ
ベル廃液ガラス固
化建屋/ウラン・プ
ルトニウム混合脱
硝建屋/制御建屋/
非常用電源建屋/冷
却水設備の安全冷
却水系/主排気筒/
主排気筒管理建屋
間洞道

― ― 建物・構築物

前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス
固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/制御
建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主
排気筒/主排気筒管理建屋間洞道

○ ○

再処理設備本体 せん断処理施設 燃料供給設備 ― ― 搬送設備 燃料横転クレーン ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 可溶性中性子吸収材緊急供給槽 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 サンプリング配管セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿1 ○ ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿2 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿3 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿4 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿5 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 放射性配管分岐第3セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 超音波洗浄廃液受槽 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 洗浄廃液受槽 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 溶解槽 ○ ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 第1よう素追出し槽 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 第2よう素追出し槽 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 NOx吸収塔第2セル漏えい液受皿1 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 溶解槽セル漏えい液受皿1 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 溶解槽セル漏えい液受皿3 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 溶解槽セル漏えい液受皿5 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 NOx吸収塔第2セル漏えい液受皿2 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 中間ポット ○ ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 水バッファ槽 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 溶解槽堰付サイホン分離ポット ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 第1よう素追出し槽堰付サイホン分離ポット ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 第2よう素追出し槽堰付サイホン分離ポット ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 中間ポット堰付サイホン分離ポット ○ ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 中間ポットエアリフト分離ポット ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 エンドピース酸洗浄槽 ○ ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 ハル洗浄槽 ○ ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 容器 漏えい液希釈水供給槽 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 主要弁 主要弁 ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 主配管 主配管（溶液保持系） ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用,内部ルー
プ通水系,冷却コイル等通水系）

○ ○ ○

再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 主配管 主配管（水素掃気系） ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 主配管 主配管（可溶性中性子吸収材緊急供給系） ○

再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 主配管
主配管（溶液保持系,重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系：溶解施設用）

○ ○

再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 主配管 主配管（溶液保持系,廃ガス貯留系:臨界） ○ ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 主配管 主配管（水素掃気系,臨界事故時水素掃気系） ○ ○
再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 主配管 主配管（溶液保持系,貯槽等注水系） ○ ○

再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 主配管
主配管（溶液保持系,可溶性中性子吸収材緊急供給
系,代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

○ ○

再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 ― ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用,内部ルー
プ通水系）

○ ○ ○

再処理設備本体 溶解施設 溶解設備
代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系

― 容器 代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽 ○ ○

再処理設備本体 溶解施設 溶解設備
代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系

― 主要弁 主要弁 ○ ○

再処理設備本体 溶解施設 溶解設備
代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系

― 主配管 主配管（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系） ○ ○

再処理設備本体 溶解施設 溶解設備
代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系

― 主配管 主配管（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系） ○ ○

再処理設備本体 溶解施設 溶解設備
重大事故時可溶性
中性子吸収材供給
系

― 容器
重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（エンドピー
ス酸洗浄槽用）

○ ○

再処理設備本体 溶解施設 溶解設備
重大事故時可溶性
中性子吸収材供給
系

― 容器
重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（ハル洗浄槽
用）

○ ○

再処理設備本体 溶解施設 溶解設備
重大事故時可溶性
中性子吸収材供給
系

― 主要弁 主要弁 ○ ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

再処理設備本体 溶解施設 溶解設備
重大事故時可溶性
中性子吸収材供給
系

― 主要弁 主要弁 ○ ○

再処理設備本体 溶解施設 溶解設備
重大事故時可溶性
中性子吸収材供給
系

― 主配管
主配管（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系：溶
解施設用）

○ ○ ○

再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 容器 清澄機 ○ ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 容器 清澄機セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 容器 中継槽セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 容器 中継槽 ○ ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 容器 リサイクル槽 ○ ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 容器 不溶解残渣回収槽 ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 容器 中継槽ゲデオンプライミングポット ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 容器 中継槽ゲデオン ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 容器 放射性配管分岐第4セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 容器 計量・調整槽セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 容器 計量後中間貯槽セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 容器 計量前中間貯槽 ○ ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 容器 計量後中間貯槽 ○ ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 容器 計量・調整槽 ○ ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 容器 計量補助槽 ○ ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 容器 計量・調整槽サイホン分離ポット ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― ポンプ 計量前中間貯槽ポンプ ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― ポンプ 計量後中間貯槽ポンプ ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 主配管 主配管（溶液保持系） ○ ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 主配管 主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用） ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 主配管 主配管（水素掃気系） ○

再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用,内部ルー
プ通水系,冷却コイル等通水系）

○ ○ ○

再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 主配管 主配管（溶液保持系,貯槽等注水系） ○ ○
再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 主配管 主配管（水素掃気系,未然防止掃気系） ○ ○

再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 ― ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用,内部ルー
プ通水系）

○ ○ ○

再処理設備本体 分離施設 分離建屋 ― ― 建物・構築物 分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等） ○ ○
再処理設備本体 分離施設 分離建屋 ― ― 建物・構築物 分離建屋 ○ ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋／高レベ
ル廃液ガラス固化
建屋間洞道

― ― 建物・構築物
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道の遮蔽
設備（外壁、セル壁等）

○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋／高レベ
ル廃液ガラス固化
建屋間洞道

― ― 建物・構築物 分離建屋／高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道 ○ ○

再処理設備本体 分離施設

分離建屋/精製建屋
/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋/
低レベル廃液処理
建屋/低レベル廃棄
物処理建屋/分析建
屋間洞道

― ― 建物・構築物
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベ
ル廃棄物処理建屋/分析建屋間洞道

○ ○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器
ガンマモニタ第１エアリフトポンプ
分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器
ガンマモニタ第２エアリフトポンプ
分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器
ガンマモニタサイホン
分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 放射性配管分岐第２セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 放射性配管分岐第２セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿 ○ ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 溶解液中間貯槽 ○ ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 溶解液供給槽 ○ ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 溶解液供給槽セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 溶解液供給槽ゲデオン ○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器
溶解液供給槽ゲデオン
プライミングポット

○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 溶解液供給槽流量計測ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 補助抽出廃液受槽 ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 抽出廃液受槽セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 抽出廃液受槽 ○ ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 抽出廃液中間貯槽 ○ ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 抽出廃液供給槽 ○ ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 抽出塔 ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 抽出塔セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器
抽出塔流量計測ポット/抽出塔エアリフトポンプバッ
ファチューブ

○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 ＴＢＰ洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 抽出塔エアリフトポンプ分離ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 第１洗浄塔 ○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器
第１洗浄塔流量計測ポット/第１洗浄塔エアリフトポ
ンプバッファチューブ

○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 ＴＢＰ洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 第１洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 第１洗浄塔溶液採取ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 ＴＢＰ洗浄塔 ○
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（3/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器
ＴＢＰ洗浄塔エアリフトポンプ
バッファチューブ

○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 ＴＢＰ洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 ＴＢＰ洗浄塔流量計測ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 第２洗浄塔 ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 第１洗浄塔流量計測ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 補助抽出器エアリフトポンプ分離ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 第１一時貯留処理槽シール槽 ○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器
予備抽出塔エアリフトポンプ
分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器
補助抽出器予備エアリフトポンプ
分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器
溶解液供給槽予備ゲデオン
プライミングポット

○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 溶解液供給槽予備流量計測ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 溶解液供給槽予備ゲデオン ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 抽出廃液供給槽 ○ ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 ＴＢＰ洗浄塔流量計測ポット ○ ○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器
第２洗浄塔流量計測ポット/第２洗浄塔エアリフトポ
ンプバッファチューブ

○ ○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 第２洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 第２洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 抽出塔流量計測ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 抽出塔流量計測ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 抽出塔エアリフトポンプ分離ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 抽出塔エアリフトポンプ分離ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 抽出塔エアリフトポンプ分離ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 抽出塔エアリフトポンプ分離ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 第１洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 第１洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 ＴＢＰ洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 容器 ＴＢＰ洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット ○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― ポンプ
放射性配管分岐第２セル漏えい液受皿
スチームジェットポンプ

○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― ポンプ
溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿
スチームジェットポンプ

○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― ポンプ 溶解液中間貯槽ポンプ ○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― ポンプ
溶解液供給槽セル漏えい液受皿
スチームジェットポンプ

○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― ポンプ
抽出廃液受槽セル漏えい液受皿
スチームジェットポンプ

○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― ポンプ
抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿
スチームジェットポンプ

○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― ポンプ
抽出塔セル漏えい液受皿
スチームジェットポンプ

○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 主配管 主配管（溶液保持系） ○ ○ ○ ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系,貯槽等注水系） ○ ○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用,内部ルー
プ通水系,冷却コイル等通水系）

○ ○ ○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 主配管 主配管（溶液保持系,貯槽等注水系） ○ ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 主配管 主配管（水素掃気系） ○ ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 主配管 主配管（水素掃気系,未然防止掃気系） ○ ○ ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 主配管 主配管（溶液保持系,廃ガス処理系） ○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用,内部ルー
プ通水系）

○ ○ ○

再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○
再処理設備本体 分離施設 分離設備 ― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○
再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器 第２アルファモニタサイホン分離ポット ○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器
第２アルファモニタ第１エアリフトポンプ分離ポッ
ト

○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器
第２アルファモニタサイホン
プライミングポット

○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器 第２アルファモニタ流量計測ポット ○
再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器 プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器 プルトニウム分配塔 ○
再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器 分配塔セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器
ウラン洗浄塔エアリフトポンプ
分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器
ウラン洗浄塔エアリフトポンプ
分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器 ウラン洗浄塔 ○
再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器 ウラン洗浄塔流量計測ポット ○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器
ウラン洗浄塔エアリフトポンプ
分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器 プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿 ○
再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器 プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器 ○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器
プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器
サイホンポット

○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器 プルトニウム溶液受槽 ○ ○
再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器 プルトニウム溶液中間貯槽 ○ ○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器
プルトニウム溶液中間貯槽セル
漏えい液受皿

○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器
プルトニウム分配塔エアリフトポンプ
分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器
プルトニウム溶液中間貯槽ポンプ
ブレイクポット

○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器 プルトニウム洗浄器 ○
再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器 第８一時貯留処理槽ブレイクポット ○ 既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（4/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器 第８一時貯留処理槽シール槽 ○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器
プルトニウム溶液中間貯槽セル
漏えい液受皿

○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器
ウラン洗浄塔流量計測ポット/ウラン洗浄塔エアリフ
トポンプバッファチューブ

○ ○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器 プルトニウム分配塔流量計測ポット ○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 容器
プルトニウム分配塔エアリフトポンプ
分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― ポンプ
プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿
スチームジェットポンプ

○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― ポンプ プルトニウム溶液中間貯槽ポンプ ○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 主要弁
主要弁

○

再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 主要弁 主要弁 ○
再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 主要弁 主要弁 ○
再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 主配管 主配管（溶液保持系） ○ ○ ○ ○
再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 主配管 主配管（溶液保持系,廃ガス処理系） ○
再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○
再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○
再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○
再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 主配管 主配管（水素掃気系） ○ ○
再処理設備本体 分離施設 分配設備 ― ― 主配管 主配管（水素掃気系,未然防止掃気系） ○ ○ ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器
第１一時貯留処理槽
エアリフトポンプ分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器
第７一時貯留処理槽
エアリフトポンプ分離ポット

○ ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第１一時貯留処理槽 ○ ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第７一時貯留処理槽 ○ ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器
分離建屋一時貯留処理槽第3セル
漏えい液受皿

○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器
第２一時貯留処理槽
エアリフトポンプ分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器
第８一時貯留処理槽
エアリフトポンプ分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第８一時貯留処理槽 ○ ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器
分離建屋一時貯留処理槽第1セル
漏えい液受皿

○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第２一時貯留処理槽 ○ ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器
第３一時貯留処理槽第１
エアリフトポンプ分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器
第３一時貯留処理槽第２
エアリフトポンプ分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第３一時貯留処理槽流量計測ポット ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器
第４一時貯留処理槽第２
エアリフトポンプ分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器
第４一時貯留処理槽第１
エアリフトポンプ分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第４一時貯留処理槽 ○ ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 分離建屋一時貯留処理槽第2セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第３一時貯留処理槽 ○ ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第９一時貯留処理槽 ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第５一時貯留処理槽 ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第１０一時貯留処理槽 ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第６一時貯留処理槽 ○ ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器
第３一時貯留処理槽
予備流量計測ポット

○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器
第３一時貯留処理槽
予備第２エアリフトポンプ分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器
第４一時貯留処理槽
予備第２エアリフトポンプ分離ポット

○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― ポンプ
分離建屋一時貯留処理槽第２セル
漏えい液受皿スチームジェットポンプ

○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― ポンプ
分離建屋一時貯留処理槽第１セル
漏えい液受皿スチームジェットポンプ

○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管 主配管（溶液保持系） ○ ○ ○ ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理施設本体用,内部ルー
プ通水系,冷却コイル等通水系）

○ ○ ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管 主配管（漏えい拡大防止系,貯槽等注水系） ○ ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管
主配管（溶液保持系,漏えい拡大防止系,貯槽等注水
系）

○ ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管 主配管（水素掃気系） ○ ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管 主配管（水素掃気系,未然防止掃気系） ○ ○ ○
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既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（5/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管
主配管（水素掃気系,貯槽等注水系,未然防止掃気
系）

○ ○ ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理施設本体用,内部ルー
プ通水系）

○ ○ ○

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管 主配管（溶液保持系,貯槽等注水系） ○ ○

再処理設備本体 精製施設 精製建屋 ― ― 建物・構築物 精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等） ○
再処理設備本体 精製施設 精製建屋 ― ― 建物・構築物 精製建屋 ○ ○

再処理設備本体 精製施設 精製建屋 ― ― 地下水排水設備
地下水排水設備
(精製建屋周り)

○ ○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋/ウラン・
プルトニウム混合
脱硝建屋間洞道

― ― 建物・構築物 精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞道 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム溶液供給槽 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 補助油水分離槽 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム溶液受槽 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 油水分離槽 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム濃縮缶供給槽 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム溶液一時貯槽 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム濃縮液受槽 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 リサイクル槽 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 希釈槽 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム濃縮液一時貯槽 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム濃縮液計量槽 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム濃縮液中間貯槽 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器
プルトニウム溶液供給槽エアリフトポンプA分離ポッ
ト

○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器
プルトニウム溶液供給槽第1エアリフトポンプB分離
ポット

○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器
プルトニウム溶液供給槽第2エアリフトポンプB分離
ポット

○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム溶液槽 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第1酸化塔第1エアリフトポンプ分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第1酸化塔第2エアリフトポンプ分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第1酸化塔シールポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第1脱ガス塔第1エアリフトポンプ分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第1脱ガス塔第2エアリフトポンプ分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第1脱ガス塔第1プライミングポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第1脱ガス塔第1プライミングポットゲデオン ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第1脱ガス塔第2プライミングポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 抽出塔供給流量計測ポットA ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第1脱ガス塔シールポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 抽出塔流量計測ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 抽出塔流量計測ポットバッファチューブ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 抽出塔流量計測ポットエアリフトポンプ分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 抽出塔エアリフトポンプA分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 核分裂生成物洗浄塔流量計測ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器
核分裂生成物洗浄塔流量計測ポットバッファチュー
ブ

○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器
核分裂生成物洗浄塔流量計測ポットエアリフトポン
プ分離ポット

○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 核分裂生成物洗浄塔エアリフトポンプA分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 抽出塔供給流量計測ポットB ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 核分裂生成物洗浄塔エアリフトポンプB分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 逆抽出塔エアリフトポンプA分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 逆抽出塔エアリフトポンプB分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 ウラン洗浄塔供給流量計測ポット ○ 既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（6/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 ウラン洗浄塔流量計測ポットA ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 ウラン洗浄塔流量計測ポットAバッファチューブ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器
ウラン洗浄塔流量計測ポットA第2エアリフトポンプ
分離ポット

○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器
ウラン洗浄塔流量計測ポットA第1エアリフトポンプ
分離ポット

○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 ウラン洗浄塔エアリフトポンプA分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 補助油水分離槽供給流量計測ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 ウラン洗浄塔エアリフトポンプB分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 TBP洗浄器エアリフトポンプ分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 TBP洗浄器バッファチューブ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第2酸化塔供給ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 TBP洗浄器サイホンポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 補助油水分離槽プライミングポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器
補助油水分離槽プライミングポットエアリフトポン
プ分離ポット

○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第2酸化塔エアリフトポンプ分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第2酸化塔シールポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第2脱ガス塔プライミングポットB ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第2脱ガス塔エアリフトポンプA分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第2脱ガス塔エアリフトポンプB分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第2脱ガス塔シールポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム溶液受槽エアリフトポンプ分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 油水分離槽エアリフトポンプA分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 油水分離槽エアリフトポンプB分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 油水分離槽サイホンBプライミングポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 油分リサイクルポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 油分リサイクルポットエアリフトポンプ分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器
プルトニウム濃縮缶供給槽第1エアリフトポンプA分
離ポット

○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器
プルトニウム濃縮缶供給槽第2エアリフトポンプA分
離ポット

○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム濃縮缶供給槽プライミングポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器
プルトニウム濃縮缶供給槽エアリフトポンプB分離
ポット

○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器
プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンAプライミング
ポット

○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンA ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンB ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器
プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンBプライミング
ポット

○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム濃縮缶サイホンA分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム濃縮缶サイホンB分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム濃縮缶サイホンAプライミングポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム濃縮缶サイホンBプライミングポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 リサイクル槽エアリフトポンプ分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 希釈槽エアリフトポンプB分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 希釈槽第1エアリフトポンプD分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 希釈槽エアリフトポンプA分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 希釈槽第2エアリフトポンプD分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 凝縮器 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第１酸化塔 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第１脱ガス塔 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第２酸化塔 ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（7/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 第２脱ガス塔 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム濃縮缶 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 抽出塔 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 核分裂生成物洗浄塔 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 ＴＢＰ洗浄塔 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 逆抽出塔 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 ウラン洗浄塔 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 ＴＢＰ洗浄器 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム洗浄器 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿１ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿２ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 油水分離槽セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿1 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿2 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム溶液供給槽セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム濃縮缶セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム溶液一時貯槽セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム濃縮液一時貯槽セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 プルトニウム濃縮液計量槽セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 容器 AT04配管収納容器 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― ポンプ プルトニウム濃縮液ポンプA ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― ポンプ プルトニウム濃縮液ポンプB ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― ポンプ プルトニウム濃縮液ポンプ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― ポンプ プルトニウム濃縮液ポンプE ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― ポンプ プルトニウム濃縮液ポンプD ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 主要弁 主要弁 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 主要弁 主要弁 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 主要弁 主要弁 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 主要弁 主要弁 ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 主配管 主配管（溶液保持系） ○ ○ ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 主配管
主配管（溶液保持系,廃ガス処理系,水素対策用セル
導出系,廃ガス貯留系：TBP）

○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 主配管
主配管（溶液保持系,廃ガス処理系,蒸発乾固対策用
セル導出系,水素対策用セル導出系）

○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 主配管 主配管（溶液保持系,廃ガス処理系） ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用,内部ルー
プ通水系,冷却コイル等通水系）

○ ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○ ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 主配管 主配管（水素掃気系） ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 主配管 主配管（水素掃気系,未然防止掃気系） ○ ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 主配管
主配管（水素掃気系,未然防止掃気系,貯槽等注水
系）

○ ○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 主配管
主配管（溶液保持系,廃ガス処理系,水素対策用セル
導出系）

○ ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ― 主配管 主配管（溶液保持系） ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ―
核物質等取扱ボッ

クス
プルトニウム濃縮液ポンプAグローブボックス ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ―
核物質等取扱ボッ

クス
プルトニウム濃縮液弁グローブボックス ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（8/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ―
核物質等取扱ボッ

クス
プルトニウム濃縮液ポンプEグローブボックス ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ―
核物質等取扱ボッ

クス
プルトニウム濃縮液ポンプDグローブボックス ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ―
核物質等取扱ボッ

クス
プルトニウム濃縮液ポンプBグローブボックス ○

再処理設備本体 精製施設
プルトニウム精製
設備

― ―
核物質等取扱ボッ

クス
プルトニウム濃縮液ポンプCグローブボックス ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第１一時貯留処理槽 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第１一時貯留処理槽供給槽 ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第２一時貯留処理槽 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第２一時貯留処理槽供給槽 ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第３一時貯留処理槽 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器
第３一時貯留処理槽第１エアリフトポンプＡ分離
ポット

○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器
第３一時貯留処理槽第２エアリフトポンプＡ分離
ポット

○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第３一時貯留処理槽エアリフトポンプＢ分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第７一時貯留処理槽 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第４一時貯留処理槽 ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第５一時貯留処理槽 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器
第７一時貯留処理槽第１エアリフトポンプＡ分離
ポット

○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 第７一時貯留処理槽エアリフトポンプＢ分離ポット ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿１ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 精製建屋一時貯留処理槽第２セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿２ ○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 AT05配管収納容器1 ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 容器 AT02漏えい液受皿1 ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管 主配管（溶液保持系） ○ ○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管
主配管（溶液保持系,廃ガス処理系,蒸発乾固対策用
セル導出系,水素対策用セル導出系）

○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用,内部ルー
プ通水系,冷却コイル等通水系）

○ ○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管 主配管（水素掃気系） ○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管
主配管（水素掃気系,貯槽等注水系,未然防止掃気
系）

○ ○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管
主配管（水素掃気系,未然防止掃気系,臨界事故時水
素掃気系）

○ ○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管 主配管（水素掃気系,貯槽等注水系） ○ ○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

― ― 主配管
主配管（溶液保持系,廃ガス処理系,蒸発乾固対策用
セル導出系）

○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

重大事故時可溶性
中性子吸収材供給
系

― 容器
重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第5一時貯留
処理槽用）

○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

重大事故時可溶性
中性子吸収材供給
系

― 容器
重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第7一時貯留
処理槽用）

○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

重大事故時可溶性
中性子吸収材供給
系

― 主要弁 主要弁 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

重大事故時可溶性
中性子吸収材供給
系

― 主要弁 主要弁 ○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

重大事故時可溶性
中性子吸収材供給
系

― 主配管
主配管（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系：精
製施設用）

○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

重大事故時可溶性
中性子吸収材供給
系

― 主配管
主配管（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系：精
製施設用,臨界事故時水素掃気系）

○ ○

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留
処理設備

重大事故時可溶性
中性子吸収材供給
系

― 主配管
主配管（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系：精
製施設用,再発防止掃気系）

○ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋

― ― 建物・構築物
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備（外
壁、セル壁等）

○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋

― ― 建物・構築物 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ○ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋

― ― 地下水排水設備
地下水排水設備
(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋・ウラン・プル
トニウム酸化物貯蔵建屋周り)

○ ○ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― 容器 定量ポット ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（9/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― 容器 硝酸プルトニウム貯槽エアリフトポンプ分離ポット ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― 容器 混合槽エアリフトポンプ分離ポット ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― 容器 一時貯槽エアリフトポンプ分離ポット ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― 容器 硝酸プルトニウム貯槽セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― 容器 混合槽セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― 容器 一時貯槽セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― 容器 硝酸プルトニウム貯槽 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― 容器 混合槽 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― 容器 一時貯槽 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― ポンプ 一時貯槽ポンプ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― ポンプ 漏えい液移送ポンプ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― 主配管 主配管（溶液保持系） ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用,内部ルー
プ通水系,冷却コイル等通水系）

○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― 主配管 主配管（水素掃気系,貯槽等注水系,未然防止掃気系) ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用,内部ルー
プ通水系）

○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ― 主配管 主配管（漏えい拡大防止系） ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ―
核物質等取扱ボッ

クス
定量ポットグローブボックス ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ―
核物質等取扱ボッ

クス
硝酸プルトニウム移送グローブボックス ○ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ―
核物質等取扱ボッ

クス
一時貯槽第1グローブボックス ○ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

溶液系 ―
核物質等取扱ボッ

クス
一時貯槽第2グローブボックス ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝系

― 容器 中間ポット ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝系

― 容器 固気分離器 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝系

― 容器 凝縮廃液受槽セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝系

― 容器 凝縮廃液貯槽セル漏えい液受皿 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝系

― ポンプ 凝縮廃液受槽ポンプ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝系

― 主配管 主配管（溶液保持系） ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝系

― 機械装置 脱硝装置（本体） ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝系

― 機械装置 脱硝装置（附属品：脱硝皿） ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝系

―
核物質等取扱ボッ

クス
脱硝装置グローブボックス ○ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝系

―
核物質等取扱ボッ

クス
脱硝皿取扱装置第1グローブボックス ○ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝系

―
核物質等取扱ボッ

クス
脱硝皿取扱装置第2グローブボックス ○ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝系

―
核物質等取扱ボッ

クス
脱硝皿取扱装置第3グローブボックス ○ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝系

―
核物質等取扱ボッ

クス
脱硝皿取扱装置第4グローブボックス ○ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

焙焼・還元系 ― 容器 還元気送固気分離器 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

焙焼・還元系 ― 容器 リワーク焙焼気送固気分離器 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

焙焼・還元系 ― 容器 脱硝粉末供給ホッパ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

焙焼・還元系 ― 容器 焙焼粉末供給ホッパ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

焙焼・還元系 ― 容器 焙焼炉粉末払出ホッパ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

焙焼・還元系 ― 容器 焙焼炉炉廃ガスフィルタ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

焙焼・還元系 ― 容器 還元炉炉廃ガスフィルタ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

焙焼・還元系 ― 機械装置 焙焼炉 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

焙焼・還元系 ― 機械装置 還元炉 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

焙焼・還元系 ―
核物質等取扱ボッ

クス
焙焼グローブボックス ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

焙焼・還元系 ―
核物質等取扱ボッ

クス
還元グローブボックス ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（10/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

粉体系 ― 容器 混合気送固気分離器 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

粉体系 ― 容器 リワーク粉砕気送固気分離器 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

粉体系 ― 容器 粉砕機供給ホッパ ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

粉体系 ― 運搬・製品容器 保管容器 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

粉体系 ― ラック/ピット/棚 保管ピット ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

粉体系 ― 機械装置 粉砕機 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

粉体系 ― 機械装置 混合機 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

粉体系 ― 機械装置 粉末充てん機 ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

粉体系 ―
核物質等取扱ボッ

クス
粉砕グローブボックス ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

粉体系 ―
核物質等取扱ボッ

クス
粉砕払出グローブボックス ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

粉体系 ―
核物質等取扱ボッ

クス
粉末混合グローブボックス ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

粉体系 ―
核物質等取扱ボッ

クス
粉末充てんグローブボックス ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

粉体系 ―
核物質等取扱ボッ

クス
粉末缶受払グローブボックス ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

粉体系 ―
核物質等取扱ボッ

クス
粉末混合受入グローブボックス ○

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備

還元ガス供給系 ― 主要弁
主要弁

○

再処理設備本体
酸及び溶媒の回収
施設

酸回収設備 第１酸回収系 ― 容器 第１供給槽 ○ ○

再処理設備本体
酸及び溶媒の回収
施設

酸回収設備 第１酸回収系 ― 容器 第２供給槽 ○ ○

再処理設備本体
酸及び溶媒の回収
施設

酸回収設備 第２酸回収系 ― 容器 AT05配管収納容器2 ○

再処理設備本体
酸及び溶媒の回収
施設

酸回収設備 第２酸回収系 ― 主要弁 主要弁 ○

再処理設備本体
酸及び溶媒の回収
施設

酸回収設備 第２酸回収系 ― 主要弁 主要弁 ○

再処理設備本体
酸及び溶媒の回収
施設

溶媒回収設備 溶媒再生系 分離・分配系 容器 第１洗浄器 ○

再処理設備本体
酸及び溶媒の回収
施設

溶媒回収設備 溶媒再生系 分離・分配系 主配管 主配管（水素掃気系） ○ ○

再処理設備本体
酸及び溶媒の回収
施設

溶媒回収設備 溶媒再生系
プルトニウム精製
系

容器 精製建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受皿３ ○

再処理設備本体
酸及び溶媒の回収
施設

溶媒回収設備 溶媒再生系
プルトニウム精製
系

容器 AT05漏えい液受皿 ○

製品貯蔵施設 ―
ウラン・プルトニ
ウム混合酸化物貯
蔵建屋

― ― 建物・構築物 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 ○

製品貯蔵施設 ―
ウラン・プルトニ
ウム混合酸化物貯
蔵設備

― ― 運搬・製品容器 粉末缶 ○

製品貯蔵施設 ―
ウラン・プルトニ
ウム混合酸化物貯
蔵設備

― ― 運搬・製品容器 混合酸化物貯蔵容器 ○

製品貯蔵施設 ―
ウラン・プルトニ
ウム混合酸化物貯
蔵設備

― ― ラック/ピット/棚 貯蔵ホール ○ ○

計測制御系統施設 ― 制御建屋 ― ― 建物・構築物 中央制御室遮蔽 ○
計測制御系統施設 ― 制御建屋 ― ― 建物・構築物 制御建屋 ○ ○

計測制御系統施設 ― 制御建屋 ― ― 地下水排水設備
地下水排水設備
(制御建屋・分析建屋周り)

○ ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 せん断機　せん断刃位置 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 せん断機　燃料送り出し検出器 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 溶解槽セトラ部温度計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 溶解槽密度計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 溶解槽硝酸供給ゲデオン流量計 ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
溶解槽硝酸予熱ポット流量計測用スロット流量計
溶解槽硝酸予熱ポット温度計

○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
硝酸供給槽密度計
硝酸供給槽温度計

○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可溶性中性子吸収材緊急供給槽液位計 ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
第1よう素追出し槽密度計
第1よう素追出し槽温度計

○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
第2よう素追出し槽密度計
第2よう素追出し槽温度計

○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 エンドピース酸洗浄槽密度計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 エンドピース酸洗浄槽温度計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 第1回収酸6N貯槽密度計 ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
エンドピースシュートガス洗浄塔入口6N回収硝酸流
量計

○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿1液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 溶解槽セル漏えい検知ポット1液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 溶解槽セル漏えい液受皿5液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 超音波洗浄廃液受槽液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 漏えい液希釈水供給槽水位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 清澄機セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 中継槽セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 放射性配管分岐第4セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 計量・調整槽セル漏えい液受皿液位計 ○ ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（11/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 計量後中間貯槽セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿2液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿3液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 溶解液供給槽セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 抽出塔セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 抽出廃液受槽セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 プルトニウム洗浄器5段目アルファ線線量計 ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ洗浄器5段目ｱﾙﾌｧ線検出器の故障検知(ﾃﾞｨｽｸ
回転,ﾄﾞﾗﾑ回転,しゃ断位置,測定位置,校正位置)

○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 第1アルファモニタ流量計測ポット流量計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 第3アルファモニタ流量計測ポット流量計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿2液位計 ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 分離建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受皿液位計 ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 分離建屋一時貯留処理槽第2セル漏えい液受皿液位計 ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿1液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿2液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 油水分離槽セル漏えい液受皿 液位計 ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿 液位計 ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿 液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい液受皿 液位計 ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
プルトニウム濃縮液一時貯槽セル漏えい液受皿 液位
計

○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 プルトニウム濃縮液計量槽セル漏えい液受皿 液位計 ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 プルトニウム洗浄器4段目 アルファ線線量計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 アルファモニタ流量計測ポット　流量計 ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
プルトニウム洗浄器4段目アルファ線検出器の故障検
知(ディスク回転,ドラム回転,しゃ断位置,測定位置,
校正位置)

○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 硝酸プルトニウム貯槽セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 混合槽セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 一時貯槽セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 ミストフィルタ入口ガス圧力計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 廃ガス加熱器出口温度計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 溶解槽圧力計 ○ ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 廃ガス洗浄塔入口圧力計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 廃ガス洗浄塔入口圧力計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 廃ガス洗浄塔入口圧力計 ○ ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 NOx廃ガス洗浄塔入口圧力計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 混合廃ガス凝縮器入口圧力計 ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系廃ガス洗浄塔入口圧
力計

○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
不溶解残渣廃液廃ガス処理系廃ガス洗浄塔入口圧力
計

○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 ガラス溶融炉炉内気相圧力計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 純水中間貯槽水位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 安全冷水膨張槽水位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 固化セル温度計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 漏えい液希釈溶液供給槽水位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 高レベル廃液供給槽セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 高レベル濃縮廃液貯槽第2セル漏えい液受皿液位計 ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 高レベル濃縮廃液一時貯槽セル漏えい液受皿液位計 ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 不溶解残渣廃液一時貯槽セル漏えい液受皿1液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 不溶解残渣廃液貯槽第1セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 不溶解残渣廃液貯槽第2セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 高レベル廃液共用貯槽セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 結合装置内圧力計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 固化セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 高レベル廃液混合槽第1セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 高レベル廃液混合槽第2セル漏えい液受皿液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 流下ノズル冷却用空気槽圧力計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 計測制御用空気貯槽圧力計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 水素掃気用空気貯槽圧力計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 プルトニウム濃縮缶 液相部 温度計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 プルトニウム濃縮缶 気相部 温度計 ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン　硝酸プルトニ
ウム溶液 流量計

○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 プルトニウム濃縮缶供給槽液位計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 せん断刃位置異常によるせん断停止回路 ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
燃料せん断長位置異常によるせん断停止回路
エンドピースせん断位置異常によるせん断停止回路

○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 溶解槽溶解液温度低によるせん断停止回路 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 溶解槽溶解液密度高によるせん断停止回路 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 溶解槽供給硝酸流量低によるせん断停止回路 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 溶解槽供給硝酸流量低によるせん断停止回路 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 硝酸供給槽硝酸密度低によるせん断停止回路 ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
可溶性中性子吸収材緊急供給槽液位低によるせん断
停止回路

○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
エンドピース酸洗浄槽洗浄液密度高によるせん断停
止回路

○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
エンドピース酸洗浄槽洗浄液温度低によるせん断停
止回路

○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
エンドピース酸洗浄槽供給硝酸密度低によるせん断
停止回路

○ ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（12/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
エンドピース酸洗浄槽供給硝酸流量低によるせん断
停止回路

○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
脱硝装置の温度計及び照度計によるシャッタの起動
回路

○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
空気輸送終了検知及び脱硝皿の重量確認による脱硝
皿取扱装置の起動回路

○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
脱硝装置の温度計及び照度計によるシャッタの起動
回路

○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
空気輸送終了検知及び脱硝皿の重量確認による脱硝
皿取扱装置の起動回路

○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
粉砕粉末充てんノズル部保管容器充てん定位置の検
知によるMOX粉末の充てん起動回路

○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
リワーク粉砕粉末充てんノズル部保管容器充てん定
位置の検知によるMOX粉末の充てん起動回路

○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
粉末缶充てん定位置の検知によるMOX粉末の充てん起
動回路

○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
粉末缶MOX粉末重量確認による粉末缶払出装置の起動
回路

○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 安全冷水膨張槽の水位低による冷水供給停止回路 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 固化セル内の温度制御 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路 ○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
流下ノズル冷却用空気槽の圧力低による流下ノズル
加熱停止回路

○ ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 固化セル圧力計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計 ○ ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 蒸発缶･精留塔加熱蒸気温度計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 逆抽出塔溶液温度計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 ガラス溶融炉ガラス固化体質量計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 還元ガス受槽水素濃度計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 ウラン濃縮缶加熱蒸気温度計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 プルトニウム洗浄器1段目中性子線量計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 高レベル廃液濃縮缶凝縮器出口廃ガス温度計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 焙焼炉入口温度計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 還元炉入口温度計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 溶解槽放射線レベル計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 高レベル廃液濃縮缶凝縮器出口廃ガス温度計 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 脱硝装置脱硝物温度計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 紛体移送機秤量器重量計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 脱硝装置内部照度計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 紛体移送機空気輸送検知計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 粉砕粉末充てんノズル部保管容器充てん定位置 ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
リワーク粉砕粉末充てんノズル部保管容器充てん定
位置

○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 混合粉末充てんノズル部粉末缶充てん定位置 ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
粉末充てん第1秤量器重量計
粉末充てん第2秤量器重量計

○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 廃ガス貯留設備の圧力計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 廃ガス貯留設備の圧力計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 臨界検知用放射線検出器 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 臨界検知用放射線検出器 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 臨界検知用放射線検出器 ○ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 臨界検知用放射線検出器 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 廃ガス貯留設備の放射線モニタ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 廃ガス貯留設備の放射線モニタ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 廃ガス貯留設備の流量計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 廃ガス貯留設備の流量計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型水素掃気系統圧縮空気圧力計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型導出先セル圧力計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型冷却コイル圧力計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型圧縮空気自動供給貯槽圧力計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型圧縮空気手動供給ユニット接続系統圧力計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型機器圧縮空気自動供給ユニット圧力計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型圧縮空気自動供給ユニット圧力計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型放水砲圧力計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型貯槽液位計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型膨張槽液位計 ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型漏えい液受皿液位計（計測用ボンベを含む） ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型凝縮水槽液位計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型貯槽温度計（測温抵抗体） ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型貯槽温度計（熱電対） ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型凝縮器出口排気温度計（熱電対） ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型凝縮器出口排気温度計（測温抵抗体） ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型貯槽温度計（熱電対） ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型セル導出ユニットフィルタ差圧計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型フィルタ差圧計 ○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備
可搬型水素濃度計（冷却器,吸着剤カラム,真空ポン
プ,凝縮液回収容器を搭載）

○

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型建屋内線量率計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型冷却水排水線量計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 ガンマ線用サーベイメータ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 中性子線用サーベイメータ ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型機器注水流量計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型凝縮器通水流量計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型セル導出ユニット流量計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型冷却コイル通水流量計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型冷却水流量計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型建屋供給冷却水流量計 ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（13/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型第１貯水槽給水流量計 ○
計測制御系統施設 ― 計測制御設備 ― ― 計装/放管設備 可搬型放水砲流量計 ○
計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 主要弁 主要弁 ○
計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 主要弁 主要弁 ○
計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 主要弁 主要弁 ○

計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備
固化セル圧力高による固化セル隔離ダンパの閉止回
路

○ ○

計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備
プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止
回路

○ ○ ○

計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備
第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による加熱停
止回路

○ ○

計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備 逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路 ○ ○
計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備 焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 ○
計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備 還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 ○

計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備
固化セル移送台車上の質量高によるガラス流下停止
回路

○ ○

計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備
外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの閉止回路
（精製建屋）

○

計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備 水素濃度高による還元ガス供給停止回路 ○

計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備
可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回
路

○ ○

計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備
外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの閉止回路
（分離建屋）

○

計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備
高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止
回路

○ ○

計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備
分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱
停止回路

○ ○

計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備 洗浄器中性子計数率高による工程停止回路 ○ ○

計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備
高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高による加
熱停止回路

○ ○

計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備
高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高による加
熱停止回路

○ ○

計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 ○ ○
計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 ○
計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 ○ ○
計測制御系統施設 ― 安全保護回路 ― ― 計装/放管設備 重大事故時供給停止回路 ○ ○
計測制御系統施設 ― 制御室 計測制御装置 情報把握計装設備 発電機 情報把握計装設備可搬型発電機 ○
計測制御系統施設 ― 制御室 制御室換気設備 ― ファン 中央制御室送風機 ○
計測制御系統施設 ― 制御室 制御室換気設備 ― ファン 代替中央制御室送風機 ○
計測制御系統施設 ― 制御室 制御室換気設備 ― フィルタ 中央制御室フィルタユニット ○
計測制御系統施設 ― 制御室 制御室換気設備 ― 主配管 主配管(制御室換気系) ○
計測制御系統施設 ― 制御室 制御室換気設備 ― 主配管 主配管(制御室換気系) ○

計測制御系統施設 ― 制御室
制御室放射線計測
設備

― 計装/放管設備 ガンマ線用サーベイメータ(SA) ○

計測制御系統施設 ― 制御室
制御室放射線計測
設備

― 計装/放管設備 アルファ・ベータ線用サーベイメータ(SA) ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

せん断処理・溶解
廃ガス処理設備

― ― 容器 NOx吸収塔 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

せん断処理・溶解
廃ガス処理設備

― ― 容器 よう素追出し塔 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

せん断処理・溶解
廃ガス処理設備

― ― 容器 DOGダンパセル漏えい液受皿 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

せん断処理・溶解
廃ガス処理設備

― ― 熱交換器 凝縮器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

せん断処理・溶解
廃ガス処理設備

― ― 熱交換器 廃ガス冷却器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

せん断処理・溶解
廃ガス処理設備

― ― 熱交換器 廃ガス加熱器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

せん断処理・溶解
廃ガス処理設備

― ― ファン 排風機 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

せん断処理・溶解
廃ガス処理設備

― ― フィルタ ミストフィルタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

せん断処理・溶解
廃ガス処理設備

― ― フィルタ 第1高性能粒子フィルタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

せん断処理・溶解
廃ガス処理設備

― ― フィルタ 第1よう素フィルタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

せん断処理・溶解
廃ガス処理設備

― ― フィルタ 第2よう素フィルタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

せん断処理・溶解
廃ガス処理設備

― ― フィルタ 第2高性能粒子フィルタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

せん断処理・溶解
廃ガス処理設備

― ― 主配管 主配管（廃ガス処理系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

せん断処理・溶解
廃ガス処理設備

― ― 主配管 主配管（廃ガス処理系,廃ガス貯留系:臨界） ○ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

せん断処理・溶解
廃ガス処理設備

― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

せん断処理・溶解
廃ガス処理設備

― ― 主配管 主配管（サポート用冷却系：再処理設備本体用） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

前処理建屋塔槽類
廃ガス処理設備

― 容器 デミスタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

前処理建屋塔槽類
廃ガス処理設備

― 容器 廃ガス洗浄塔 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

前処理建屋塔槽類
廃ガス処理設備

― 熱交換器 凝縮器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

前処理建屋塔槽類
廃ガス処理設備

― 熱交換器 よう素フィルタ第1,第2加熱器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

前処理建屋塔槽類
廃ガス処理設備

― ファン 排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

前処理建屋塔槽類
廃ガス処理設備

― フィルタ 第1,第2高性能粒子フィルタ ○ ○ 既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（14/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

前処理建屋塔槽類
廃ガス処理設備

― フィルタ よう素フィルタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

前処理建屋塔槽類
廃ガス処理設備

― 主配管 主配管（廃ガス処理系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

前処理建屋塔槽類
廃ガス処理設備

― 主配管
主配管（廃ガス処理系,蒸発乾固対策用セル導出系,
水素対策用セル導出系）

○ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

前処理建屋塔槽類
廃ガス処理設備

― 主配管 主配管（廃ガス処理系,蒸発乾固対策用セル導出系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

前処理建屋塔槽類
廃ガス処理設備

― 主配管 主配管（廃ガス処理系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

前処理建屋塔槽類
廃ガス処理設備

― 主配管
主配管（廃ガス処理系,蒸発乾固対策用セル導出系,
水素対策用セル導出系,貯槽等注水系）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

前処理建屋塔槽類
廃ガス処理設備

― 主配管 主配管(廃ガス処理系、廃ガス貯留系:臨界) ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

分離建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系

容器 極低レベル廃ガス洗浄塔 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

分離建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系

容器 廃ガス洗浄塔 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

分離建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系

容器 デミスタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

分離建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系

熱交換器 凝縮器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

分離建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系

熱交換器 よう素フィルタ第１,第２加熱器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

分離建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系

ファン 排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

分離建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系

フィルタ 第１,第２高性能粒子フィルタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

分離建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系

フィルタ よう素フィルタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

分離建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系

主配管 主配管（廃ガス処理系） ○ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

分離建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系

主配管
主配管（廃ガス処理系,蒸発乾固対策用セル導出系,
水素対策用セル導出系）

○ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

分離建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系

主配管
主配管（廃ガス処理系,貯槽等注水系,蒸発乾固対策
用セル導出系,水素対策用セル導出系）

○ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

分離建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系

主配管 主配管(廃ガス処理系) ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

分離建屋塔槽類廃
ガス処理設備

パルセータ廃ガス
処理系

ファン 排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

分離建屋塔槽類廃
ガス処理設備

パルセータ廃ガス
処理系

フィルタ 第１,第２高性能粒子フィルタ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

分離建屋塔槽類廃
ガス処理設備

パルセータ廃ガス
処理系

主配管 主配管（廃ガス処理系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

容器 デミスタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

容器 NOx廃ガス洗浄塔 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

容器 廃ガス洗浄塔 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

容器
プルトニウム系塔槽類廃ガス洗浄塔セル漏えい液受
皿

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

熱交換器 凝縮器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

熱交換器 よう素フィルタ第1,第2加熱器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

ファン 排風機 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

フィルタ 第1,第2高性能粒子フィルタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

フィルタ よう素フィルタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

主配管 主配管（廃ガス処理系） ○ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

主配管

主配管
（廃ガス処理系,廃ガス貯留系：臨界,蒸発乾固対策
用セル導出系,水素対策用セル導出系,廃ガス貯留
系：TBP）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

主配管
主配管
（廃ガス処理系,蒸発乾固対策用セル導出系,水素対
策用セル導出系）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

主配管
主配管
（廃ガス処理系,廃ガス貯留系：臨界）

○ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

主配管
主配管
（溶液保持系）

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

主配管
主配管
（廃ガス処理系,廃ガス貯留系：臨界,水素対策用セ
ル導出系）

○ ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（15/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

主配管
主配管
（廃ガス処理系,蒸発乾固対策用セル導出系）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

主配管
主配管
（廃ガス処理系,水素対策用セル導出系）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

主配管
主配管
（廃ガス処理系,水素対策用セル導出系,廃ガス貯留
系：TBP）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

主配管
主配管
（廃ガス処理系,貯槽等注水系,蒸発乾固対策用セル
導出系,水素対策用セル導出系）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム
系）

主配管
主配管(廃ガス処理系、廃ガス貯留系:臨界、廃ガス
貯留系:TBP)

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

パルセータ廃ガス
処理系

ファン 排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

パルセータ廃ガス
処理系

フィルタ 第1,第2高性能粒子フィルタ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

精製建屋塔槽類廃
ガス処理設備

パルセータ廃ガス
処理系

主配管 主配管（廃ガス処理系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

― 容器 第1廃ガス洗浄塔 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

― 容器 第2廃ガス洗浄塔 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

― 容器 第3廃ガス洗浄塔 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

― 熱交換器 よう素フィルタ第1，第2加熱器 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

― 熱交換器 脱硝廃ガス第1凝縮器 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

― 熱交換器 脱硝廃ガス第2凝縮器 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

― ファン 第1排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

― ファン 第2排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

― フィルタ 第1高性能粒子フィルタ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

― フィルタ 第2高性能粒子フィルタ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

― フィルタ よう素フィルタ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

― 主配管 主配管（廃ガス処理系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

― 主配管
主配管（廃ガス処理系,蒸発乾固対策用セル導出系,
水素対策用セル導出系）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

― 主配管 主配管（廃ガス処理系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

― 主配管 主配管（廃ガス処理系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

― 主配管 主配管(廃ガス処理系) ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

― 主配管
主配管(廃ガス処理系、廃ガス貯留系:臨界、廃ガス
貯留系:TBP)

○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（16/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

―
核物質等取扱ボッ

クス
廃ガス処理第1グローブボックス ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

―
核物質等取扱ボッ

クス
廃ガス処理第2グローブボックス ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

―
核物質等取扱ボッ

クス
廃ガス処理第3グローブボックス ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理
設備

―
核物質等取扱ボッ

クス
脱硝廃ガス処理グローブボックス ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋

建物・構築物
高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外壁、セ
ル壁等）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋

建物・構築物 高レベル廃液ガラス固化建屋 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋

地下水排水設備
地下水排水設備
(高レベル廃液ガラス固化建屋周り)

○ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋/第１ガ
ラス固化体貯蔵建
屋間洞道

建物・構築物
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラス固化体貯蔵
建屋間洞道

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系

容器 廃ガス洗浄塔 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系

容器 デミスタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系

熱交換器 凝縮器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系

熱交換器 第1,第2加熱器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系

ファン 排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系

フィルタ 第1,第2高性能粒子フィルタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系

フィルタ よう素フィルタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系

主配管 主配管(廃ガス処理系) ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系

主配管 主配管(廃ガス処理系、廃ガス貯留系:臨界) ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系

主配管
主配管(廃ガス処理系、廃ガス貯留系:臨界、廃ガス
貯留系:TBP)

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系

主配管 主配管（溶液保持系,廃ガス処理系,代替換気系） ○ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系

主配管 主配管（溶液保持系,廃ガス処理系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

不溶解残渣廃液廃
ガス処理系

容器 廃ガス洗浄塔 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

不溶解残渣廃液廃
ガス処理系

容器 デミスタ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

不溶解残渣廃液廃
ガス処理系

熱交換器 凝縮器 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

不溶解残渣廃液廃
ガス処理系

熱交換器 第1,第2加熱器 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

不溶解残渣廃液廃
ガス処理系

ファン 排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

不溶解残渣廃液廃
ガス処理系

フィルタ 第1,第2高性能粒子フィルタ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

不溶解残渣廃液廃
ガス処理系

フィルタ よう素フィルタ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

不溶解残渣廃液廃
ガス処理系

主配管 主配管（溶液保持系,廃ガス処理系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類
廃ガス処理設備

不溶解残渣廃液廃
ガス処理系

主配管 主配管（溶液保持系,廃ガス処理系） ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（17/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― 容器 廃ガス洗浄器 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― 容器 第1,第2吸収塔 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― 容器 ルテニウム吸着塔 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― 容器 純水中間貯槽 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― 容器 安全冷水膨張槽 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― 熱交換器 凝縮器 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― 熱交換器 加熱器 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― ポンプ 安全冷水ポンプ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― ファン 第1排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― ファン 第2排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― フィルタ ミストフィルタ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― フィルタ 第1高性能粒子フィルタ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― フィルタ よう素フィルタ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― フィルタ 第2高性能粒子フィルタ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― フィルタ 第3高性能粒子フィルタ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― 主要弁 主要弁 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― 主配管 主配管（溶液保持系,廃ガス処理系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― 主配管 主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― 主配管 主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化廃ガス処理
設備

― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
前処理建屋換気設
備

― ファン 建屋排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
前処理建屋換気設
備

― ファン 建屋排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
前処理建屋換気設
備

― ファン セル排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
前処理建屋換気設
備

― ファン 溶解槽セル排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
前処理建屋換気設
備

― フィルタ 建屋排気フィルタユニット ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
前処理建屋換気設
備

― フィルタ セル排気フィルタユニット ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
前処理建屋換気設
備

― フィルタ 溶解槽セル排気フィルタユニット ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
前処理建屋換気設
備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
前処理建屋換気設
備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
前処理建屋換気設
備

― 主配管 主配管（建屋換気系,代替換気系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
前処理建屋換気設
備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
前処理建屋換気設
備

― 主配管 主配管（建屋換気系,代替換気系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
前処理建屋換気設
備

― 主配管 主配管（建屋換気系,代替換気系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
前処理建屋換気設
備

― 主配管 主配管(建屋換気系,代替換気系) ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 分離建屋換気設備 ― ファン 建屋排風機 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 分離建屋換気設備 ― ファン グローブボックス・セル排風機 ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（18/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 分離建屋換気設備 ― フィルタ 建屋排気フィルタユニット ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 分離建屋換気設備 ― フィルタ グローブボックス・セル排気フィルタユニット ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 分離建屋換気設備 ― 主要弁 主要弁 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 分離建屋換気設備 ― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 分離建屋換気設備 ― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 分離建屋換気設備 ― 主配管 主配管（建屋換気系,代替換気系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 分離建屋換気設備 ― 主配管 主配管（建屋換気系,代替換気系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 分離建屋換気設備 ― 主配管 主配管（建屋換気系,代替換気系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 分離建屋換気設備 ― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 分離建屋換気設備 ― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 分離建屋換気設備 ― 主配管 主配管(建屋換気系,代替換気系) ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 精製建屋換気設備 ― ファン グローブボックス・セル排風機 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 精製建屋換気設備 ― ファン 建屋排風機 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 精製建屋換気設備 ― フィルタ グローブボックス排気フィルタユニット ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 精製建屋換気設備 ― フィルタ セル排気フィルタユニット ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 精製建屋換気設備 ― フィルタ 建屋排気フィルタユニット ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 精製建屋換気設備 ― 主要弁 主要弁 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 精製建屋換気設備 ― 主配管
主配管（建屋換気系,代替換気系,廃ガス貯留系：
TBP）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 精製建屋換気設備 ― 主配管 主配管（建屋換気系,代替換気系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 精製建屋換気設備 ― 主配管 主配管（建屋換気系,廃ガス貯留系：TBP） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 精製建屋換気設備 ― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 精製建屋換気設備 ― 主配管 主配管（建屋換気系,代替換気系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 精製建屋換気設備 ― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 精製建屋換気設備 ― 主配管
主配管（建屋換気系,代替換気系,廃ガス貯留系：
TBP）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 精製建屋換気設備 ― 主配管 主配管(建屋換気系,代替換気系,廃ガス貯留系:TBP) ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン脱硝建屋換
気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン脱硝建屋換
気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン脱硝建屋換
気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― ファン 建屋排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― ファン グローブボックス・セル排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― フィルタ 建屋排気フィルタユニット ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― フィルタ グローブボックス・セル排気フィルタユニット ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系,代替換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系,代替換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系,代替換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系,代替換気系） ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

22 6878



適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（19/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管(建屋換気系,代替換気系) ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管(建屋換気系,代替換気系,廃ガス貯留系:TBP) ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋
換気設備

― 主配管 主配管(建屋換気系) ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合酸化物貯
蔵建屋換気設備

― ファン 貯蔵室排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合酸化物貯
蔵建屋換気設備

― フィルタ 貯蔵室排気フィルタユニット ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合酸化物貯
蔵建屋換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合酸化物貯
蔵建屋換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合酸化物貯
蔵建屋換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
ウラン・プルトニ
ウム混合酸化物貯
蔵建屋換気設備

― 主配管 主配管（建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― 容器 洗浄塔 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― 容器 ルテニウム吸着塔 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― 熱交換器 凝縮器 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― 熱交換器 セル内クーラ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― ファン 固化セル換気系排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― ファン 建屋排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― ファン セル排風機 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― フィルタ ミストフィルタ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― フィルタ 固化セル換気系排気フィルタユニット ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― フィルタ 固化セル圧力放出系前置フィルタユニット ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― フィルタ 固化セル圧力放出系排気フィルタユニット ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― フィルタ 建屋排気フィルタユニット ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― フィルタ セル排気フィルタユニット ○ ○ ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

23 6879



適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（20/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― フィルタ セル排気フィルタユニット ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― 主要弁 主要弁 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― 主要弁 主要弁 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― 主要弁 主要弁 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― 主配管 主配管(建屋換気系,代替換気系) ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― 主配管 主配管（溶液保持系,建屋換気系,代替換気系） ○ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― 主配管 主配管（溶液保持系,建屋換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― 主配管 主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― 主配管 主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備
高レベル廃液ガラ
ス固化建屋換気設
備

― 主配管 主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

換気設備 北換気筒 ― 建物・構築物
北換気筒(ハル・エンドピース及び第1ガラス固化体
貯蔵建屋換気筒)

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

主排気筒 ― ― 建物・構築物 主排気筒 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 容器 廃ガス洗浄塔シールポット ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 容器 廃ガスリリーフポット ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 容器 凝縮液分配器 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 容器 廃ガスポット ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 容器 廃ガスシールポット ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 容器 気液分離器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 容器 可搬型デミスタ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 熱交換器 凝縮器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 熱交換器 予備凝縮器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 熱交換器 凝縮器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 熱交換器 高レベル廃液濃縮缶凝縮器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 熱交換器 第１エジェクタ凝縮器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 熱交換器 凝縮器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 熱交換器 予備凝縮器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 熱交換器 凝縮器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 熱交換器 予備凝縮器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 熱交換器 凝縮器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 熱交換器 予備凝縮器 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― ファン 可搬型排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― ファン 可搬型排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― ファン 可搬型排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― ファン 可搬型排風機 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― ファン 可搬型排風機 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― フィルタ 可搬型フィルタ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― フィルタ セル導出ユニットフィルタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― フィルタ セル導出ユニットフィルタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― フィルタ 可搬型フィルタ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― フィルタ セル導出ユニットフィルタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― フィルタ 可搬型フィルタ ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（21/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― フィルタ セル導出ユニットフィルタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― フィルタ 可搬型フィルタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― フィルタ セル導出ユニットフィルタ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― フィルタ 可搬型フィルタ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管
主配管（蒸発乾固対策用セル導出系,水素対策用セル
導出系）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 可搬型ダクト ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 主配管（凝縮水回収系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 主配管（代替換気系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 主配管（水素対策用セル導出系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管
主配管（蒸発乾固対策用セル導出系,水素対策用セル
導出系,凝縮水回収系）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管
主配管（蒸発乾固対策用セル導出系,水素対策用セル
導出系）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 主配管（凝縮液回収系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 可搬型ダクト ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 可搬型配管 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管
主配管（蒸発乾固対策用セル導出系,水素対策用セル
導出系）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管
主配管（蒸発乾固対策用セル導出系,水素対策用セル
導出系）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 主配管（水素対策用セル導出系,廃ガス貯留系:TBP） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管
主配管（廃ガス貯留系:臨界,蒸発乾固対策用セル導
出系,水素対策用セル導出系,廃ガス貯留系:TBP）

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 主配管（凝縮液回収系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管
主配管（蒸発乾固対策用セル導出系,水素対策用セル
導出系）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 可搬型ダクト ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 可搬型建屋内ホース ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 主配管（蒸発乾固対策用セル導出系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管
主配管（蒸発乾固対策用セル導出系,水素対策用セル
導出系）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 可搬型建屋内ホース ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 可搬型建屋内ホース ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 可搬型ダクト ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 主配管（代替換気系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 主配管（代替換気系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 主配管（代替換気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 主配管（凝縮液回収系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 主配管（凝縮液回収系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 可搬型配管 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

代替換気設備 ― ― 主配管 可搬型ダクト ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

廃ガス貯留設備 ― ― 容器 廃ガス貯留槽 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

廃ガス貯留設備 ― ― 容器 廃ガス貯留槽 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

廃ガス貯留設備 ― ― 圧縮機 空気圧縮機 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

廃ガス貯留設備 ― ― 圧縮機 空気圧縮機 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

廃ガス貯留設備 ― ― 主要弁
主要弁

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

廃ガス貯留設備 ― ― 主要弁 主要弁 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

廃ガス貯留設備 ― ― 主要弁 主要弁 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

廃ガス貯留設備 ― ― 主要弁
主要弁

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

廃ガス貯留設備 ― ― 主要弁 主要弁 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

廃ガス貯留設備 ― ― 主要弁 主要弁 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

廃ガス貯留設備 ― ― 主要弁 主要弁 ○ 既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（22/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

廃ガス貯留設備 ― ― 主要弁 主要弁 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

廃ガス貯留設備 ― ― 安全弁及び逃し弁
安全弁

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

廃ガス貯留設備 ― ― 安全弁及び逃し弁
安全弁

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

廃ガス貯留設備 ― ― 主配管 主配管（廃ガス貯留系:臨界） ○ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

廃ガス貯留設備 ― ― 主配管 主配管（廃ガス貯留系:臨界,廃ガス貯留系:TBP） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

気体廃棄物の廃棄
施設

廃ガス貯留設備 ― ― 主配管 主配管（廃ガス貯留系:臨界,廃ガス貯留系:TBP） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

容器 高レベル廃液供給槽 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

容器 高レベル廃液濃縮缶 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

容器 高レベル廃液濃縮缶第１セル漏えい液受皿 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

容器 高レベル濃縮廃液分配器セル漏えい液受皿 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

容器 高レベル廃液供給槽セル漏えい液受皿 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

容器 漏えい液希釈溶液供給槽 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

容器 高レベル廃液供給槽 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

容器 高レベル廃液濃縮缶 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

容器 高レベル廃液濃縮缶第２セル漏えい液受皿 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

容器 フラッシュドラム ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

容器 高レベル濃縮廃液分配器 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

容器，主配管，核
燃料物質等取扱

ボックス
温度計保護管加圧設備 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

ポンプ
高レベル廃液供給槽セル漏えい液スチームジェット
ポンプ

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主要弁 主要弁 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主要弁 主要弁 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主要弁
主要弁

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主要弁
主要弁

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主要弁
主要弁

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主要弁
主要弁

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主要弁
主要弁

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主配管 主配管（溶液保持系,高レベル廃液処理系） ○ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主配管 主配管（溶液保持系,貯槽等注水系） ○ ○ ○ ○ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主配管 主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用,内部ルー
プ通水系,冷却コイル等通水系）

○ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主配管 主配管（水素掃気系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主配管 主配管（水素掃気系,未然防止掃気系） ○ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主配管
主配管（溶液保持系,廃ガス処理系,高レベル廃液処
理系）

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主配管
主配管（溶液保持系,廃ガス処理系,高レベル廃液処
理系,蒸発乾固対策用セル導出系,水素対策用セル導
出系）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主配管 主配管（漏えい液回収系,漏えい拡大防止系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用,内部ルー
プ通水系）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主配管
主配管（溶液保持系,漏えい液回収系,高レベル廃液
処理系）

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液濃縮
設備

高レベル廃液濃縮
系

主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

容器 AT06配管収納容器1 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

容器 AT06配管収納容器2 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

容器 AT06漏えい液受皿1 ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（23/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

容器 AT06漏えい液受皿2 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

容器 第1,第2高レベル濃縮廃液一時貯槽 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

容器 第1,第2高レベル濃縮廃液貯槽 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

容器 放射性配管分岐セル漏えい液受皿 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

容器 高レベル濃縮廃液貯槽第1,第2セル漏えい液受皿 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

容器 高レベル濃縮廃液一時貯槽セル漏えい液受皿 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

容器 分配器セル漏えい液受皿 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

容器 第1,第2高レベル濃縮廃液分配器 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

ポンプ
高レベル濃縮廃液貯槽第1,第2セル漏えい液受皿　ス
チームジェットポンプ

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

ポンプ
高レベル濃縮廃液一時貯槽セル漏えい液受皿　ス
チームジェットポンプ

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

主配管 主配管（高レベル廃液処理系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

主配管
主配管（水素掃気系,未然防止掃気系,貯槽等注水
系）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

高レベル濃縮廃液
貯蔵系

主配管 主配管（高レベル廃液処理系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

不溶解残渣廃液貯
蔵系

容器 第1,第2不溶解残渣廃液一時貯槽 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

不溶解残渣廃液貯
蔵系

容器 第1,第2不溶解残渣廃液貯槽 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

不溶解残渣廃液貯
蔵系

容器 不溶解残渣廃液一時貯槽セル漏えい液受皿 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

不溶解残渣廃液貯
蔵系

容器 不溶解残渣廃液貯槽第1,第2セル漏えい液受皿 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

不溶解残渣廃液貯
蔵系

ポンプ
不溶解残渣廃液一時貯槽セル漏えい液受皿1スチーム
ジェットポンプ

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

不溶解残渣廃液貯
蔵系

ポンプ
不溶解残渣廃液貯槽第1,第2セル漏えい液受皿スチー
ムジェットポンプ

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

不溶解残渣廃液貯
蔵系

主配管 主配管（高レベル廃液処理系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

不溶解残渣廃液貯
蔵系

主配管 主配管（水素掃気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

不溶解残渣廃液貯
蔵系

主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

不溶解残渣廃液貯
蔵系

主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

不溶解残渣廃液貯
蔵系

主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

不溶解残渣廃液貯
蔵系

主配管 主配管（高レベル廃液処理系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

アルカリ濃縮廃液
貯蔵系

主配管 主配管（高レベル廃液処理系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

共用貯蔵系 容器 高レベル廃液共用貯槽 ○ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

共用貯蔵系 容器 高レベル廃液共用貯槽セル漏えい液受皿 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

共用貯蔵系 ポンプ
高レベル廃液共用貯槽セル漏えい液受皿スチーム
ジェットポンプ

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

共用貯蔵系 主配管 主配管（高レベル廃液処理系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

共用貯蔵系 主配管
主配管（水素掃気系,未然防止掃気系,貯槽等注水
系）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

共用貯蔵系 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

共用貯蔵系 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

共用貯蔵系 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

共用貯蔵系 主配管 主配管（高レベル廃液処理系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液処理
設備

高レベル廃液貯蔵
設備

共用貯蔵系 主配管 主配管（高レベル廃液処理系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

低レベル廃液処理
設備

第１低レベル廃液
処理系

― 容器 AT02/AT05漏えい液受皿1 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

低レベル廃液処理
設備

第１低レベル廃液
処理系

― 容器 AT02漏えい液受皿2 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

低レベル廃液処理
設備

第１低レベル廃液
処理系

― 容器 AT02漏えい液受皿3 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

低レベル廃液処理
設備

第１低レベル廃液
処理系

― 容器 AT02/AT05漏えい液受皿2 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

低レベル廃液処理
設備

海洋放出管理系 ― 容器 第1放出前貯槽 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

低レベル廃液処理
設備

海洋放出管理系 ― ポンプ 第1海洋放出ポンプ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

低レベル廃液処理
設備

海洋放出管理系 ― 主配管 主配管（低レベル廃液処理系） ○ ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（24/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

放射性廃棄物の廃
棄施設

液体廃棄物の廃棄
施設

低レベル廃液処理
設備

海洋放出管理系 ― 主配管 主配管（低レベル廃液処理系） ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 容器 高レベル廃液混合槽 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 容器 アルカリ濃縮廃液中和槽 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 容器 供給液槽 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 容器 供給槽 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 容器 固化セル漏えい液受皿 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 容器 高レベル廃液混合槽第1,第2セル漏えい液受皿 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 容器 供給槽第1セル漏えい液受皿 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 容器 供給槽第2セル漏えい液受皿 ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 容器 放射性配管分岐セル漏えい液受皿 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 容器 ガラス溶融炉 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 容器 流下ノズル冷却用空気槽 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― ポンプ 固化セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― ポンプ
高レベル廃液混合槽第1セル漏えい液受皿スチーム
ジェットポンプ

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― ポンプ
高レベル廃液混合槽第2セル漏えい液受皿スチーム
ジェットポンプ

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 主要弁 主要弁 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 主配管 主配管（高レベル廃液処理系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 主配管
主配管（水素掃気系,未然防止掃気系,貯槽等注水
系）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 主配管 主配管（流下停止用冷却空気系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用,内部ルー
プ通水系,冷却コイル等通水系）

○ ○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 主配管 主配管（高レベル廃液処理系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 主配管 主配管（漏えい拡大防止系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 主配管 主配管（模擬廃液系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 主配管 主配管（高レベル廃液処理系,模擬廃液系） ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 搬送設備 固化セル移送台車 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

高レベル廃液ガラ
ス固化設備

― ― 搬送設備 ガラス固化体取扱ジブクレーン ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

ガラス固化体貯蔵
設備

― ― ラック/ピット/棚
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納管/
通風管）

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

ガラス固化体貯蔵
設備

― ― ラック/ピット/棚
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～第4
貯蔵ピット（収納管/通風管）

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

ガラス固化体貯蔵
設備

― ― 搬送設備
トレンチ移送台車（遮蔽容器/ガラス固化体の移送機
構）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

ガラス固化体貯蔵
設備

― ― 搬送設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーン（遮蔽容
器/ガラス固化体の移送機構）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

ガラス固化体貯蔵
設備

第１ガラス固化体
貯蔵建屋東棟

― 建物・構築物
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の遮蔽設備（外壁、
セル壁等）

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

ガラス固化体貯蔵
設備

第１ガラス固化体
貯蔵建屋東棟

― 建物・構築物 第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

ガラス固化体貯蔵
設備

第１ガラス固化体
貯蔵建屋東棟

― 地下水排水設備
地下水排水設備
(第1ガラス固化体貯蔵建屋周り)

○ ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

低レベル固体廃棄
物処理設備

チャンネルボック
ス・バーナブルポ
イズン処理建屋

― 建物・構築物
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋
の遮蔽設備（外壁、セル壁等）

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

低レベル固体廃棄
物処理設備

チャンネルボック
ス・バーナブルポ
イズン処理建屋

― 建物・構築物 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

低レベル固体廃棄
物貯蔵設備

ハル・エンドピー
ス貯蔵建屋

― 建物・構築物
ハル・エンドピース貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁、セ
ル壁等）

○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

低レベル固体廃棄
物貯蔵設備

ハル・エンドピー
ス貯蔵建屋

― 建物・構築物 ハル・エンドピース貯蔵建屋 ○

放射性廃棄物の廃
棄施設

固体廃棄物の廃棄
施設

低レベル固体廃棄
物貯蔵設備

ハル・エンドピー
ス貯蔵建屋

― 地下水排水設備
地下水排水設備
(ハル・エンドピース貯蔵建屋周り)

○ ○

放射線管理施設 ― 放射線監視設備 主排気筒管理建屋 ― 建物・構築物 主排気筒管理建屋 ○ ○

放射線管理施設 ― 放射線監視設備
屋外モニタリング
設備

排気モニタリング
設備

計装/放管設備 主排気筒ガスモニタ ○ ○

放射線管理施設 ―
代替モニタリング
設備

代替排気モニタリ
ング設備

― 発電機 可搬型排気モニタリング用発電機 ○

放射線管理施設 ―
代替モニタリング
設備

代替排気モニタリ
ング設備

可搬型排気モニタ
リング設備

計装/放管設備 可搬型ガスモニタ ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（25/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

放射線管理施設 ―
代替モニタリング
設備

代替環境モニタリ
ング設備

― 発電機 可搬型環境モニタリング用発電機 ○

放射線管理施設 ―
代替モニタリング
設備

代替環境モニタリ
ング設備

可搬型環境モニタ
リング設備

計装/放管設備 可搬型線量率計 ○

放射線管理施設 ―
代替モニタリング
設備

代替環境モニタリ
ング設備

可搬型環境モニタ
リング設備

計装/放管設備 可搬型ダストモニタ ○

放射線管理施設 ―
代替モニタリング
設備

代替環境モニタリ
ング設備

可搬型建屋周辺モ
ニタリング設備

計装/放管設備 ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） ○

放射線管理施設 ―
代替モニタリング
設備

代替環境モニタリ
ング設備

可搬型建屋周辺モ
ニタリング設備

計装/放管設備 中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） ○

放射線管理施設 ―
代替モニタリング
設備

代替環境モニタリ
ング設備

可搬型建屋周辺モ
ニタリング設備

計装/放管設備 アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） ○

放射線管理施設 ― 試料分析関係設備 放出管理分析設備 ― 計装/放管設備 放射能測定装置（アルファ・ベータ線用） ○ ○
放射線管理施設 ― 試料分析関係設備 放出管理分析設備 ― 計装/放管設備 放射能測定装置（低エネルギーベータ線用） ○ ○
放射線管理施設 ― 試料分析関係設備 放出管理分析設備 ― 計装/放管設備 核種分析装置（ガンマ線用） ○ ○

放射線管理施設 ―
代替試料分析関係
設備

可搬型試料分析設
備

― 計装/放管設備 可搬型放射能測定装置 ○

放射線管理施設 ―
代替試料分析関係
設備

可搬型試料分析設
備

― 計装/放管設備 可搬型トリチウム測定装置 ○

放射線管理施設 ―
代替試料分析関係
設備

可搬型試料分析設
備

― 計装/放管設備 可搬型核種分析装置 ○

放射線管理施設 ―
代替放射能観測設
備

可搬型放射能観測
設備

― 計装/放管設備
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチ
レーション）（ＳＡ）

○

放射線管理施設 ―
代替放射能観測設
備

可搬型放射能観測
設備

― 計装/放管設備 ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ） ○

放射線管理施設 ―
代替放射能観測設
備

可搬型放射能観測
設備

― 計装/放管設備 中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） ○

放射線管理施設 ―
代替放射能観測設
備

可搬型放射能観測
設備

― 計装/放管設備 アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） ○

放射線管理施設 ― 代替気象観測設備 ― ― 発電機 可搬型気象観測用発電機 ○

放射線管理施設 ―
環境モニタリング
用代替電源設備

― ― 発電機 環境モニタリング用可搬型発電機 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 非常用電源建屋 ― 建物・構築物 非常用電源建屋 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 非常用電源建屋 ― 地下水排水設備
地下水排水設備
(非常用電源建屋周り)

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内高圧系統 ― 電源盤 6.9kV非常用メタクラ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内高圧系統 ― 電源盤 6.9kV非常用メタクラ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内高圧系統 ― 電源盤 6.9kV非常用メタクラ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内高圧系統 ― 電源盤 6.9kV非常用メタクラ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内低圧系統 ― 変圧器 非常用動力用変圧器 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内低圧系統 ― 電源盤 460V非常用パワーセンタ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内低圧系統 ― 電源盤 460V非常用コントロールセンタ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内低圧系統 ― 電源盤 460V非常用パワーセンタ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内低圧系統 ― 電源盤 460V非常用コントロールセンタ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内低圧系統 ― 電源盤 460V非常用パワーセンタ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内低圧系統 ― 電源盤 460V非常用コントロールセンタ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内低圧系統 ― 電源盤 460V非常用パワーセンタ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内低圧系統 ― 電源盤 460V非常用コントロールセンタ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内低圧系統 ― 電源盤 460V非常用パワーセンタ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内低圧系統 ― 電源盤 460V非常用コントロールセンタ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内低圧系統 ― 電源盤 460V非常用パワーセンタ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内低圧系統 ― 電源盤 460V非常用コントロールセンタ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内低圧系統 ― 電源盤 460V非常用コントロールセンタ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内低圧系統 ― 電源盤 460V非常用パワーセンタ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 所内低圧系統 ― 電源盤 460V非常用コントロールセンタ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 ディーゼル発電機 ― 容器 燃料油貯蔵タンク ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 ディーゼル発電機 ― 容器 燃料油サービスタンク ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 ディーゼル発電機 ― 容器 空気だめ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 ディーゼル発電機 ― ポンプ 燃料油移送ポンプ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 ディーゼル発電機 ― 安全弁及び逃し弁
安全弁（8111A-W8801,8111A-W8802,8111B-
W8801,8111B-W8802）

○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 ディーゼル発電機 ― 主配管 主配管(冷却水系) ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 ディーゼル発電機 ― 主配管 主配管(燃料油系) ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 ディーゼル発電機 ― 主配管 主配管(起動空気系) ○ 既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（26/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 ディーゼル発電機 ― 発電機 ディーゼル機関 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 ディーゼル発電機 ― 発電機 同期発電機 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電源盤 110V非常用直流主分電盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電源盤 110V非常用直流主分電盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電源盤 110V非常用直流主分電盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電源盤 110V非常用直流主分電盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電源盤 110V非常用直流主分電盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電源盤 110V非常用直流主分電盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電源盤 110V非常用直流主分電盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電源盤 110V非常用直流主分電盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電力貯蔵装置
110V非常用充電器盤
110V非常用予備充電器盤

○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電力貯蔵装置 110V第2非常用蓄電池 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電力貯蔵装置
110V非常用充電器盤
110V非常用予備充電器盤

○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電力貯蔵装置 110V第2非常用蓄電池 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電力貯蔵装置
110V非常用充電器盤
110V非常用予備充電器盤

○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電力貯蔵装置 110V第2非常用蓄電池 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電力貯蔵装置
110V非常用充電器盤
110V非常用予備充電器盤

○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電力貯蔵装置 110V第2非常用蓄電池 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電力貯蔵装置 220V第2非常用蓄電池 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電力貯蔵装置
110V非常用充電器盤
110V非常用予備充電器盤

○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電力貯蔵装置 110V第2非常用蓄電池 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電力貯蔵装置
110V非常用充電器盤
110V非常用予備充電器盤

○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電力貯蔵装置 110V第2非常用蓄電池 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電力貯蔵装置
110V非常用充電器盤
110V非常用予備充電器盤

○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電力貯蔵装置
110V非常用充電器盤
110V非常用予備充電器盤

○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電力貯蔵装置 110V第2非常用蓄電池 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 直流電源設備 ― 電力貯蔵装置 110V第2非常用蓄電池 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 電源盤 105V非常用無停電交流主分電盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 電源盤 105V非常用無停電交流主分電盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 電源盤 105V非常用無停電交流主分電盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 電源盤 105V非常用計測交流電源盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 電源盤 105V非常用計測交流主分電盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 電源盤 105V非常用無停電交流主分電盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 電源盤 105V非常用計測交流電源盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 電源盤 105V非常用計測交流主分電盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 電源盤 105V非常用無停電交流主分電盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 電源盤 105V非常用計測交流電源盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 電源盤 105V非常用計測交流主分電盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 電源盤 105V非常用無停電交流主分電盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 電源盤 105V非常用計測交流電源盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 電源盤 105V非常用計測交流主分電盤 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 無停電電源装置 105V非常用無停電電源装置 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 無停電電源装置 105V非常用無停電電源装置 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 無停電電源装置 105V非常用無停電電源装置 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 無停電電源装置 105V非常用無停電電源装置 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 無停電電源装置 105V非常用無停電電源装置 ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（27/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 無停電電源装置 105V非常用無停電電源装置 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
計測制御用交流電
源設備

― 無停電電源装置 105V非常用無停電電源装置 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 代替電源設備 ― 発電機 可搬型発電機 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 代替電源設備 ― 発電機 可搬型発電機 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 代替電源設備 ― 発電機 可搬型発電機 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 代替電源設備 ― 発電機 可搬型発電機 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 代替電源設備 ― 発電機 可搬型発電機 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 代替所内電気設備 ― 電源盤 重大事故対処用母線分電盤 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 代替所内電気設備 ― 電源盤 可搬型分電盤 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 代替所内電気設備 ― 電源盤 重大事故対処用母線常設分電盤 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 代替所内電気設備 ― 電源盤 可搬型分電盤 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 代替所内電気設備 ― 電源盤 重大事故対処用母線常設分電盤 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 代替所内電気設備 ― 電源盤 可搬型分電盤 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 代替所内電気設備 ― 電源盤 可搬型分電盤 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 代替所内電気設備 ― 電源盤 重大事故対処用母線常設分電盤 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 代替所内電気設備 ― 電源盤 可搬型分電盤 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 代替所内電気設備 ― 電源盤 重大事故対処用母線分電盤 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備 代替所内電気設備 ― 電源盤 可搬型分電盤 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
補機駆動用燃料補
給設備

― 容器 軽油用タンクローリ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
補機駆動用燃料補
給設備

― 容器 第１軽油貯槽 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
補機駆動用燃料補
給設備

― 容器 第２軽油貯槽 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

電気設備
補機駆動用燃料補
給設備

― 主配管 燃料補給用可搬型ホース ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 容器 水素掃気用空気貯槽 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 容器 計測制御用空気貯槽 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 圧縮機 安全空気圧縮装置 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 安全弁及び逃し弁 安全弁 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 安全弁及び逃し弁 安全弁 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（水素掃気系） ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管(計測制御用空気系） ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（水素掃気系,未然防止掃気系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（水素掃気系,臨界事故時水素掃気系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管
主配管（水素掃気系,臨界事故時水素掃気系,未然防
止掃気系）

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管
主配管（計測制御用空気系,機器駆動用空気系,計装
用空気系,臨界事故時水素掃気系）

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（計測制御用空気系,計装用空気系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（計測制御用空気系,機器駆動用空気系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管
主配管（計測制御用空気系,機器駆動用空気系,計装
用空気系）

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管
主配管（計測制御用空気系,計装用空気系,臨界事故
時水素掃気系）

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（水素掃気系） ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（水素掃気系,未然防止掃気系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（計測制御用空気系） ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管
主配管（水素掃気系,未然防止掃気系,臨界事故時水
素掃気系）

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（水素掃気系,未然防止掃気系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（水素掃気系,貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（水素掃気系） ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管
主配管（水素掃気系,貯槽等注水系,未然防止掃気
系）

○ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（水素掃気系,臨界事故時水素掃気系） ○ ○ 既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（28/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（計測制御用空気系） ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管
主配管（計測制御用空気系,廃ガス貯留系：臨界,廃
ガス貯留系：TBP）

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（計測制御用空気系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（水素掃気系,未然防止掃気系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管
主配管（水素掃気系,未然防止掃気系,再発防止掃気
系,貯槽等注水系）

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（水素掃気系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管
主配管(水素掃気系,流下停止用冷却空気系,臨界事故
時水素掃気系,計測制御用空気系,機器駆動用空気系,
計装用空気系)

○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管
主配管(水素掃気系,流下停止用冷却空気系,臨界事故
時水素掃気系)

○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管(水素掃気系,流下停止用冷却空気系) ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管(水素掃気系,臨界事故時水素掃気系) ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管(水素掃気系) ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管
主配管(計測制御用空気系,臨界事故時水素掃気系,機
器駆動用空気系,計装用空気系)

○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管
主配管(計測制御用空気系,廃ガス貯留系：臨界，廃
ガス貯留系：TBP)

○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管(計測制御用空気系) ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管(サポート用冷却水系:再処理設備本体用) ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（水素掃気系,未然防止掃気系） ○ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（水素掃気系） ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（流下停止用冷却空気系） ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（計測制御用空気系） ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管
主配管（水素掃気系,未然防止掃気系,貯槽等注水
系）

○ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 主配管 主配管（水素掃気系,流下停止用冷却空気系） ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 ― 機械装置 安全空気脱湿装置 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 容器 圧縮空気自動供給貯槽 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 容器 機器圧縮空気自動供給ユニット（ボンベ） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 容器 圧縮空気手動供給ユニット（ボンベ） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 容器 圧縮空気自動供給貯槽 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 容器 機器圧縮空気自動供給ユニット　ボンベ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 容器 圧縮空気手動供給ユニット　ボンベ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 容器 圧縮空気手動供給ユニットボンベ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 容器 圧縮空気自動供給ユニットボンベ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 容器 機器圧縮空気自動供給ユニットボンベ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 圧縮機 可搬型空気圧縮機 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 圧縮機 可搬型空気圧縮機 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 圧縮機 可搬型空気圧縮機 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主要弁 主要弁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主要弁 主要弁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主要弁 主要弁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主要弁 主要弁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主要弁 主要弁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主要弁 主要弁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主要弁 主要弁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主要弁 主要弁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主要弁 主要弁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主要弁 主要弁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主要弁 主要弁 ○ ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（29/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 安全弁及び逃し弁 安全弁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 安全弁及び逃し弁
安全弁

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 安全弁及び逃し弁 安全弁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 安全弁及び逃し弁 安全弁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 安全弁及び逃し弁 安全弁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 安全弁及び逃し弁 安全弁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 安全弁及び逃し弁 安全弁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（未然防止掃気系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（再発防止掃気系,貯槽等注水系） ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 可搬型建屋外ホース ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 可搬型建屋内ホース ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（再発防止掃気系,貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（未然防止掃気系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（再発防止掃気系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（未然防止掃気系,貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 可搬型建屋外ホース ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 可搬型建屋内ホース ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（未然防止掃気系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（再発防止掃気系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（再発防止掃気系,貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管(未然防止掃気系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管(再発防止掃気系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（未然防止掃気系,臨界事故時水素掃気系） ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（未然防止掃気系,貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（再発防止掃気系,貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 可搬型建屋外ホース ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 可搬型建屋内ホース ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 可搬型建屋内ホース ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 可搬型建屋外ホース ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管(未然防止掃気系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管(再発防止掃気系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管(未然防止掃気系,貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管(再発防止掃気系,貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（未然防止掃気系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（未然防止掃気系,貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（未然防止掃気系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（未然防止掃気系,貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（再発防止掃気系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（再発防止掃気系,貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（再発防止掃気系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 主配管（再発防止掃気系,貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 可搬型建屋外ホース ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
代替安全圧縮空気
系

― 主配管 可搬型建屋内ホース ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
臨界事故時水素掃
気系

― 容器 空気第2貯槽 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
臨界事故時水素掃
気系

― 圧縮機 常用空気圧縮機 ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
臨界事故時水素掃
気系

― 圧縮機 運転予備用空気圧縮機 ○ 既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（30/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
臨界事故時水素掃
気系

― 主配管 主配管（臨界事故時水素掃気系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
臨界事故時水素掃
気系

― 主配管 可搬型建屋内ホース（溶解槽用） ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
臨界事故時水素掃
気系

― 主配管 可搬型建屋内ホース（ハル洗浄槽用） ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
臨界事故時水素掃
気系

― 主配管 主配管（臨界事故時水素掃気系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
臨界事故時水素掃
気系

― 主配管 可搬型建屋内ホース（第５一時貯留処理槽用） ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
臨界事故時水素掃
気系

― 主配管 可搬型建屋内ホース（第７一時貯留処理槽用） ○

その他再処理設備
の附属施設

動力装置及び非常
用動力装置

圧縮空気設備
臨界事故時水素掃
気系

― 主配管 主配管(臨界事故時水素掃気系) ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

給水処理設備
第１保管庫・貯水
所

― 建物・構築物 第1保管庫・貯水所 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

給水処理設備
第２保管庫・貯水
所

― 建物・構築物 第2保管庫・貯水所 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

給水処理設備
第２保管庫・貯水
所

― 地下水排水設備
地下水排水設備
(第2保管庫・貯水所周り)

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 熱交換器 安全冷却水冷却塔 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管
主配管(崩壊熱除去系:再処理設備本体用,サポート用
冷却水系:再処理設備本体用)

○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 容器 安全冷却水膨張槽 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 容器 安全冷却水膨張槽 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 容器 安全冷却水膨張槽 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 容器 安全冷却水膨張槽 ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 容器 安全冷却水膨張槽 ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 容器 膨張槽 ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 容器 第1,第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水膨張槽 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 容器 安全冷却水膨張槽 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 容器 高レベル廃液共用貯槽冷却水膨張槽 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 容器 安全冷却水膨張槽 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 熱交換器 安全冷却水中間熱交換器 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 熱交換器 安全冷却水中間熱交換器 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 熱交換器 中間熱交換器 ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 熱交換器 安全冷却水中間熱交換器 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 熱交換器 安全冷却水中間熱交換器 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 熱交換器 安全冷却水中間熱交換器 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 熱交換器 安全冷却水中間熱交換器 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 熱交換器 安全冷却水第1中間熱交換器 ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 熱交換器 冷却塔 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 熱交換器 安全冷却水冷却塔 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 熱交換器 第1,第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水中間熱交換器 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 熱交換器 安全冷却水中間熱交換器 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 熱交換器 高レベル廃液共用貯槽冷却水中間熱交換器 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 熱交換器 安全冷却水中間熱交換器 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 熱交換器 安全冷水冷凍機 ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 熱交換器 安全冷水冷却器 ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― ポンプ 安全冷却水ポンプ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― ポンプ 安全冷却水ポンプ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― ポンプ 冷却水循環ポンプ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― ポンプ 安全冷却水ポンプ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― ポンプ 安全冷却水ポンプ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― ポンプ 安全冷却水ポンプ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― ポンプ 安全冷却水ポンプ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― ポンプ 冷水移送ポンプ ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（31/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― ポンプ 安全冷却水循環ポンプ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― ポンプ 冷却水循環ポンプ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― ポンプ 第1,第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水ポンプ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― ポンプ 安全冷却水ポンプ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― ポンプ 高レベル廃液共用貯槽冷却水ポンプ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― ポンプ 安全冷却水ポンプ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管 主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用） ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用,内部ルー
プ通水系）

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管 主配管（サポート用冷却系：再処理設備本体用） ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管
主配管(崩壊熱除去系:再処理設備本体用,サポート用
冷却水系:再処理設備本体用,内部ループ通水系)

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系:再処理設備本体用,サポート
用冷却系：再処理設備本体用）

○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管 主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用） ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用,内部ルー
プ通水系）

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理本体用,内部ループ通
水系）

○ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管 主配管（崩壊熱除去系：再処理本体用） ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用,内部ルー
プ通水系）

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管 主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用） ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管
主配管(崩壊熱除去系:再処理設備本体用,サポート用
冷却水系:再処理設備本体用)

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管 主配管(崩壊熱除去系:再処理設備本体用) ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管 主配管(サポート用冷却水系:再処理設備本体用) ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管
主配管(サポート用冷却水系:第2非常用ディーゼル発
電機)

○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管
主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用,内部ルー
プ通水系,冷却コイル等通水系）

○ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管 主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用） ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 安全冷却水系 ― 主配管 主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用） ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 容器 可搬型排水受槽 ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― ポンプ 可搬型中型移送ポンプ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（内部ループ通水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（冷却コイル等通水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（凝縮器通水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 可搬型建屋内ホース ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（内部ループ通水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（冷却コイル等通水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（凝縮器通水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 可搬型建屋内ホース ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管
主配管
（内部ループ通水系）

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管
主配管
（冷却コイル等通水系）

○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（凝縮器通水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（冷却コイル等通水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 可搬型建屋内ホース ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 代替安全冷却水用20ｍ可搬型建屋内ホース ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（内部ループ通水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（冷却コイル等通水系） ○ ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（32/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（凝縮器通水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（内部ループ通水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（内部ループ通水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（内部ループ通水系,冷却コイル等通水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（冷却コイル等通水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（貯槽等注水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 主配管（凝縮器通水系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 可搬型建屋内ホース ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 可搬型配管 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

冷却水設備 代替安全冷却水系 ― 主配管 可搬型建屋外ホース ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

蒸気供給設備 安全蒸気系 ― 容器 LPGボンベユニット ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

蒸気供給設備 安全蒸気系 ― 容器 ボイラ供給水槽 ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

蒸気供給設備 安全蒸気系 ― 熱交換器 安全蒸気ボイラ ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

蒸気供給設備 安全蒸気系 ― 安全弁及び逃し弁 安全弁 ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

蒸気供給設備 安全蒸気系 ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

蒸気供給設備 安全蒸気系 ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

蒸気供給設備 安全蒸気系 ― 主配管 主配管(漏えい液回収系) ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

蒸気供給設備 安全蒸気系 ― 主配管 主配管(漏えい液回収系) ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

蒸気供給設備 安全蒸気系 ― 主配管 主配管(漏えい液回収系) ○

その他再処理設備
の附属施設

給水施設及び蒸気
供給施設

蒸気供給設備 安全蒸気系 ― 主配管 主配管（漏えい液回収系） ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

分析設備 ― ― 容器 AT01/AT02/放射性配管第2セル配管収納容器1 ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

分析設備 ― ― 主配管 主配管（溶液保持系） ○ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

分析設備 ― ― 主配管 主配管（溶液保持系） ○ ○ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 消火用水貯槽 ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ろ過水貯槽 ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― ポンプ 電動機駆動消火ポンプ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― ポンプ ディーゼル駆動消火ポンプ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管(ろ過水貯槽側) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管(消火水供給系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ケーブルトレイ消火設備 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ハロゲン化物消火設備（局所） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ハロゲン化物消火設備 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 電源盤・制御盤消火設備 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ハロゲン化物消火設備 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ケーブルトレイ消火設備 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 電源盤・制御盤消火設備 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 二酸化炭素消火設備 ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ハロゲン化物消火設備 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ハロゲン化物消火設備（局所） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ケーブルトレイ消火設備 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 電源盤・制御盤消火設備 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 二酸化炭素消火設備 ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 二酸化炭素消火設備 ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ハロゲン化物消火設備 ○ ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

36 6892



適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（33/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ハロゲン化物消火設備 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ハロゲン化物消火設備 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ケーブルトレイ消火設備 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 電源盤・制御盤消火設備 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 二酸化炭素消火設備（全域） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ハロゲン化物消火設備(全域) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ハロゲン化物消火設備(全域:制御室床下) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ケーブルトレイ消火設備 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ケーブルトレイ消火設備 ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ハロゲン化物消火設備（局所） ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ハロゲン化物消火設備 ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 電源盤・制御盤消火設備 ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ハロゲン化物消火設備 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 ハロゲン化物消火設備 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 消火水槽(緊急時対策建屋用) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 容器 防火水槽(緊急時対策建屋用) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― ポンプ 電動駆動消火ポンプ(緊急時対策建屋用) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管(消火ガス供給系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管(消火ガス供給系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管(消火ガス供給系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管(消火ガス供給系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管(消火ガス供給系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管(消火ガス供給系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管(消火ガス供給系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管(消火ガス供給系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管(消火ガス供給系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管(消火ガス供給系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管（消火ガス供給系） ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

37 6893



適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（34/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管(消火ガス供給系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管(消火ガス供給系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 主配管 主配管(消火水供給設備系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物
（前処理建屋）

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物
（ハル・エンドピース貯蔵建屋）

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物
（分離建屋）

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物
（精製建屋）

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物
（低レベル廃液処理建屋）

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物（ウラン脱硝建
屋/ウラン脱硝建屋-ウラン酸化物貯蔵建屋間洞道）

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物（ウラン酸化物
貯蔵建屋）

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物（ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋）

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物（ウラン・プル
トニウム混合酸化物貯蔵建屋）

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物 火災区域構造物及び火災区画構造物(制御建屋) ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物

火災区域構造物及び火災区画構造物
(前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラ
ス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/制
御建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/
主排気筒/主排気筒管理建屋間洞道-前処理建屋-分離
建屋-精製建屋-高レベル廃液ガラス固化建屋-ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋-制御建屋-非常用電
源建屋-冷却水設備の安全冷却水系-主排気筒-主排気
筒管理建屋)

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物

火災区域構造物及び火災区画構造物(分離建屋/精製
建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処理
建屋/分析建屋間洞道-分離建屋-精製建屋-ウラン脱
硝建屋-ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋-低レベ
ル廃液処理建屋-低レベル廃棄物処理建屋-分析建屋)

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物(分離建屋/高レ
ベル廃液ガラス固化建屋間洞道-分離建屋-高レベル
廃液ガラス固化建屋)

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物(精製建屋/ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞道-精製建屋-ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝建屋)

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物(精製建屋/ウラ
ン脱硝建屋間洞道-精製建屋-ウラン脱硝建屋)

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物(非常用電源建
屋)

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物 火災区域構造物及び火災区画構造物(出入管理建屋) ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物（チャンネル
ボックス・バーナブルポイズン処理建屋）

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物
（高レベル廃液ガラス固化建屋）

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物

火災区域構造物及び火災区画構造物
（第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟－高レベル廃液ガ
ラス固化建屋/第１ガラス固化体貯蔵建屋間洞道－高
レベル廃液ガラス固化建屋）

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物（主排気筒管理
建屋）

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物（第1保管庫・貯
水所）

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物 火災区域構造物及び火災区画構造物（第2軽油貯槽） ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物（第2保管庫・貯
水所）

○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物 火災区域構造物及び火災区画構造物（第1軽油貯槽） ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物
火災区域構造物及び火災区画構造物
(緊急時対策建屋)

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物 火災区域構造物及び火災区画構造物(重油貯槽) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― 建物・構築物 火災区域構造物及び火災区画構造物(分析建屋) ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― ― 1時間耐火隔壁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― ― 炎感知器 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― ― 煙感知器 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― ― 水素漏えい検知器（蓄電池用） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― ― 蓄電池内蔵型照明 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― ― 熱感知器 ○ ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（35/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― ― 水素漏えい検知器(蓄電池用) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

火災防護設備 ― ― ― 蓄電池内蔵型照明 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

竜巻防護対策設備 ― ― 建物・構築物
飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系
冷却塔B)

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

竜巻防護対策設備 ― ― 建物・構築物
飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系
冷却塔A)

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

竜巻防護対策設備 ― ― 建物・構築物
飛来物防護ネット(第2非常用ディーゼル発電機用 安
全冷却水系冷却塔A,B)

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

竜巻防護対策設備 ― ― 建物・構築物
飛来物防護板(主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダ
クト 主排気筒周り)

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

竜巻防護対策設備 ― ― 建物・構築物
飛来物防護板(主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダ
クト 分離建屋屋外)

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

竜巻防護対策設備 ― ― 建物・構築物
飛来物防護板(主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダ
クト 精製建屋屋外)

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

竜巻防護対策設備 ― ― 建物・構築物
飛来物防護板(主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダ
クト 高レベル廃液ガラス固化建屋屋外)

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

竜巻防護対策設備 ― ― 建物・構築物 飛来物防護板（前処理建屋の安全蒸気系設置室） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

竜巻防護対策設備 ― ― 建物・構築物
飛来物防護板（精製建屋　非常用所内電源系統及び
計測制御系統施設設置室　A,B）

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

竜巻防護対策設備 ― ― 建物・構築物
飛来物防護板（制御建屋　中央制御室換気設備設置
室）

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

竜巻防護対策設備 ― ― 建物・構築物
飛来物防護板（第１ガラス固化体貯蔵建屋　床面走
行クレーン　遮蔽容器設置室）

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

竜巻防護対策設備 ― ― 建物・構築物

飛来物防護板（非常用電源建屋　第２非常用ディー
ゼル発電機及び非常用所内電源系
統設置室　A　北ブロック,A　南　ブロック,B　北ブ
ロック,B　南ブロック）

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

竜巻防護対策設備 ― ― 建物・構築物 飛来物防護板（冷却塔接続　屋外設備） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

溢水防護設備 ― ― 建物・構築物 溢水区画構造物：堰 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

溢水防護設備 ― ― 建物・構築物 溢水区画構造物：防水扉 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

溢水防護設備 ― ― 建物・構築物 溢水区画構造物：防水扉 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

溢水防護設備 ― ― 建物・構築物 溢水区画構造物：堰 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

溢水防護設備 ― ― 建物・構築物 溢水区画構造物：防水扉 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

溢水防護設備 ― ― 建物・構築物 溢水区画構造物：堰 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

溢水防護設備 ― ― 建物・構築物 防水区画構造物:堰 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

溢水防護設備 ― ― 建物・構築物 防水区画構造物:防水扉 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

溢水防護設備 ― ― 建物・構築物 溢水区画構造物：堰 ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

溢水防護設備 ― ― 建物・構築物 溢水区画構造物：水密扉(水密ハッチ含む) ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

溢水防護設備 ― ― 建物・構築物 溢水区画構造物：水密扉(水密ハッチ含む) ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

溢水防護設備 ― ― ― 緊急遮断弁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

溢水防護設備 ― ― ― 緊急遮断弁 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

放出抑制設備 放水設備 ― ポンプ 大型移送ポンプ車 ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

放出抑制設備 放水設備 ― 主配管 可搬型建屋外ホース ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

放出抑制設備 放水設備 ― 主配管 可搬型放水砲 ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

水供給設備 ― ― 容器 第１貯水槽 ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

水供給設備 ― ― 容器 第２貯水槽 ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

水供給設備 ― ― ポンプ 大型移送ポンプ車 ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

水供給設備 ― ― 主配管 可搬型建屋外ホース ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所 緊急時対策建屋 ― 建物・構築物 緊急時対策建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所 緊急時対策建屋 ― 建物・構築物 緊急時対策建屋 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所 緊急時対策建屋 ― 地下水排水設備
地下水排水設備
(緊急時対策建屋周り)

○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋換
気設備

― 容器 緊急時対策建屋加圧ユニット ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋換
気設備

― ファン 緊急時対策建屋送風機 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋換
気設備

― フィルタ 緊急時対策建屋フィルタユニット ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋換
気設備

― 主要弁 主要弁（2146-W9201,W9202,W9203,W9204） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋換
気設備

― 主配管 主配管(待機室加圧系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋換
気設備

― 主配管 主配管（緊対所換気系） ○ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋換
気設備

― 計装/放管設備 対策本部室差圧計 ○ ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（36/36） 様式－9

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

機種施設区分 設備区分 設備等（設工認　名称）

品質重要度分類 調達の管理区分

備考

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋換
気設備

― 計装/放管設備 待機室差圧計 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋放
射線計測設備

― 発電機 可搬型発電機 ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋放
射線計測設備

― 計装/放管設備 アルファ・ベータ線用サーベイメータ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋放
射線計測設備

― 計装/放管設備 可搬型エリアモニタ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋放
射線計測設備

― 計装/放管設備 可搬型ダストモニタ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋放
射線計測設備

― 計装/放管設備 可搬型線量率計 ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋電
源設備

― 容器 重油貯槽 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋電
源設備

― 容器 燃料油サービスタンク ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋電
源設備

― ポンプ 燃料油移送ポンプ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋電
源設備

― ファン 発電機室送風機 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋電
源設備

― 主配管 主配管(緊対所燃料補給設備系) ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋電
源設備

― 主配管 主配管（緊対所発電機室系） ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋電
源設備

― 発電機 緊急時対策建屋用発電機 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋電
源設備

― 電源盤 6.9㎸メタクラ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋電
源設備

― 電源盤 460Vパワーセンタ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋電
源設備

― 電源盤 105V対策本部室分電盤 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋電
源設備

― 電源盤 460Vコントロールセンタ ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋電
源設備

― 無停電電源装置 105V無停電電源装置 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋電
源設備

― 無停電電源装置 105V無停電分電盤 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋電
源設備

― 電力貯蔵装置 110V充電器盤 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋電
源設備

― 電力貯蔵装置 110V蓄電池 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋電
源設備

― 電力貯蔵装置 DG始動用充電器盤 ○ ○

その他再処理設備
の附属施設

その他の主要な事
項

緊急時対策所
緊急時対策建屋電
源設備

― 電力貯蔵装置 DG始動用蓄電池 ○ ○

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。
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